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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年１１月２６日

自  午後 １時３０分

至  午後 １時４６分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

坂口 慎一 委 員 長

湊  亮太 副 委 員 長

小林 克敏 委 員

堀江ひとみ 〃

浅田ますみ 〃

山口 初實 〃

中村 一三 〃

まきやま大和 〃

冨岡 孝介 〃

田川 正毅 〃

３、欠席委員の氏名

    畑島 晃貴 委 員

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、審査の経過次のとおり

― 午後 １時３０分 開会 ―

【坂口委員長】 ただいまから観光生活建設委員

会を開会いたします。

なお、畑島委員から欠席する旨の届が出てお

りますので、ご了承をお願いいたします。

これより議事に入ります。

まず、会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、小林委員、堀江委員のご

両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和7年11月定例会における

本委員会の審査内容等を決定するための委員間

討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。しばらく休憩いたします。

― 午後 １時３２分 休憩 ―

― 午後 １時４５分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者へ正式に通知すること

といたします。

ほかに、ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにご意見等がないようですので、これを

もちまして、本日の観光生活建設委員会を終了

いたします。大変お疲れさまでした。

― 午後 １時４６分 散会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年１２月９日

自  午前 ９時５９分

至  午後 ３時４１分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

坂口 慎一 委員長（分科会長）

湊  亮太 副委員長（副会長）

小林 克敏 委 員

堀江ひとみ 〃

浅田ますみ 〃

山口 初實 〃

中村 一三 〃

まきやま大和 〃

冨岡 孝介 〃

田川 正毅 〃

３、欠席委員の氏名

畑島 晃貴 委 員

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

山内 洋志 土 木 部 長

中村 泰博 土 木 部 技 監

犬塚 尚志 土 木 部 次 長

椎名 大介
土 木 部 参 事 監
（まちづくり推進担当）

江頭 太志
監理課総括課長補佐
（参   事）

金子 哲也 建 設 企 画 課 長

濱崎 正一
建設企画課企画監
（入札・契約担当）

真鳥 喜博 都 市 政 策 課 長

平  博敏 道 路 建 設 課 長

田﨑  智 道 路 維 持 課 長

本多 健一 港湾課長(参事監)

田中  隆
港 湾 課 企 画 監
（港湾管理担当）

小川 秀文 河川課長(参事監)

岩永  彰
河 川 課 企 画 監
（ ダ ム 担 当 ）

田中 良一 砂 防 課 長

小島 俊郎 建 築 課 長

進藤 政洋 営繕課長（参事監）

野口  孝 住 宅 課 長

小栁 正典
住 宅 課 企 画 監
（訴訟・管理担当）

牛島 孝二 用 地 課 長

舩越 一成 盛 土 対 策 室 長

６、審査事件の件名

〇観光生活建設分科会

第103号議案

令和7年度長崎県一般会計補正予算（第5号）

（関係分）

第104号議案

令和7年度長崎県港湾施設整備特別会計補正

予算（第2号）

第105号議案

令和7年度長崎県流域下水道事業会計補正予

算（第1号）

第106号議案

令和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）

（関係分）

第107号議案

令和7年度長崎県港湾施設整備特別会計補正

予算（第3号）

第108号議案

令和7年度長崎県流域下水道事業会計補正予

算（第2号）
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７、付託事件の件名

〇観光生活建設委員会

（1）議 案

第109号議案

職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例（関係分）

第112号議案

長崎県伊王島リゾート公園条例を廃止する条

例

第113号議案

長崎県海域管理条例の一部を改正する条例

第114号議案

長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する

条例

第115号議案

長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する条

例

第124号議案

契約の締結について

第125号議案

契約の締結の一部変更について

第126号議案

財産の処分について

第127号議案

和解及び損害賠償の額の決定について

第128号議案

公の施設の指定管理者の指定について

第129号議案

公の施設の指定管理者の指定について

第130号議案

公の施設の指定管理者の指定について

第134号議案

長崎県総合計画みんなの未来図2030について

（関係分）

（2）請 願

  な し

（3）陳 情

・長崎県に対する要望書（島原半島幹線道路網

建設促進期成会）

・要望書（雲仙市愛野町から小浜町までの幹線

道路整備について）

・要望書（島原天草長島連絡道路（南島原市深

江町～口ノ津港間）の早期事業化についてほ

か）

・長崎県に対する要望書（一般国道57号等県南

地域幹線道路整備促進期成会ほか）

・長崎県宇久島における大規模太陽光発電施設

建設事業計画の再考・中止を求める陳情

・要望書（島原半島振興対策協議会ほか）

・陳情書（一般国道324号「（仮称）茂木バイ

パス」の早期事業着手及び主要地方道野母崎宿

線（長崎市千々～飯香浦）の整備促進）

・福島大橋改良及び県道整備事業に関する要望

書

・長崎県宇久島における大規模太陽光発電施設

建設事業計画の再考・中止を求める陳情

・要望書（対馬市）

・令和８年度離島・過疎地域の振興施策に対す

る要望書

・長崎県宇久島における大規模太陽光発電施設

建設事業計画の再考・中止を求める陳情

・石木ダムの確実な完成と水道事業への主体的

関与を求める要望書

・石木ダム本体着工を求める要望書

・要望書（石木ダムの早期完成）

・要望書（令和14年度の石木ダム完成）

８、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５９分 開会 ―
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【坂口委員長】 ただいまから、観光生活建設委

員会及び予算決算委員会観光生活建設分科会を

開会いたします。

なお、畑島委員から欠席する旨の届けが出て

おりますので、ご了承をお願いいたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

109号議案「職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例」のうち関係部分ほか12件であり

ます。そのほか、陳情16件の送付を受けておりま

す。

なお、予算議案につきましては、予算決算委員

会に付託されました予算議案の関係部分を、観

光生活建設分科会において審査することになっ

ておりますので、本分科会として審査いたしま

す案件は、第103号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第5号）」のうち関係部分ほか5件で

あります。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとに掲載しており

ます審査順序のとおり行いたいと存じますが、

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

なお、議案外の質問につきましては、各部局の

審査における委員1回当たりの質問時間は、理事

者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した後、審

査時間が残っている場合に限って再度の質問が

できることといたしますので、よろしくお願い

いたします。

これより、土木部関係の審査を行います。

なお、監理課、高稲課長から本委員会を欠席し、

江頭総括課長補佐を代理出席させる旨の届けが

出ておりますので、ご了承願います。

また、資料についてご連絡いたします。

土木部長より、委員会部長説明追加1の配付の

申出がありましたので、これを受けることとし、

サイドブックスに掲載しておりますので、ご確

認をお願いいたします。

分科会に入ります前に委員の皆様にお諮りい

たします。

本日、審査を行う第103号議案「令和7年度長崎

県一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部分

と、委員会付託議案である第130号議案「公の施

設の指定管理者の指定について」は、関連がある

ことから、まず、予算議案及び第130号議案につ

いての説明を受けた後、一括して質疑を行い、そ

の後、予算議案についての討論、採決を行うこと

といたします。そして、委員会再開後、第130号

議案についての討論、採決を行うこととしたい

と存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 それでは、そのように進めさせ

ていただきます。

これより審査に入ります。

【坂口分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

土木部長より、予算議案及び第130号議案につ

いて説明を求めます。

【山内土木部長】 土木部関係の議案についてご

説明いたします。

予算決算委員会観光生活建設分科会関係議案

説明資料 土木部の2ページをご覧ください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第5号）」のうち関係部分、第104号議案「令和

7年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第
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2号）」、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち関係部分、第107号

議案「令和7年度長崎県港湾施設整備特別会計補

正予算（第3号）」であります。

第103号議案のうち、土木部関係の歳入歳出予

算は、それぞれ2ページから3ページに記載のと

おりであります。

3ページをご覧ください。

補正予算の内容につきましては、島原道路（有

明瑞穂バイパス）における一般国道251号道路改

良工事（道路詳細設計業務委託その2）において、

契約期間内の成果品の未納に伴い、受注業者の

負担により国庫補助金を返還するための経費と

して3,311万8,000円の増、続きまして、佐世保市

針生東工区における一般国道202号交通安全施

設等整備工事（針生東工区 用地測量委託）にお

いて、契約期間内の成果品の未納に伴い、受注業

者の負担により国庫補助金を返還するための経

費として1,310万2,000円の増、続きまして、長崎

市小浦工区における一般国道202号交通安全施

設等整備工事（物件等調査業務委託）において、

契約期間内の成果品の未納に伴い、県の負担に

より国庫補助金を返還するための経費として

827万3,000円の増、また、職員給与関係既定予算

の過不足の調整に要する経費として1,234万

9,000円の増を計上しております。

このほか繰越明許費及び債務負担行為につい

ては、4ページから6ページに記載のとおりであ

ります。

なお、債務負担行為のうち、県営住宅維持管理

費における指定管理者の指定については、観光

生活建設委員会関係議案説明資料 土木部に記

載のとおりであります。

次に、第104号議案については、職員給与関係

既定予算の過不足調整に要する経費であり、内

容は6ページから7ページに記載のとおりであり

ます。

このほか繰越明許費については7ページに記

載のとおりであります。

次に、第106号議案、第107号議案については、

職員及び会計年度任用職員の給与改定に要する

経費であり、内容は7ページから8ページに記載

のとおりであります。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【坂口分科会長】 次に、監理課総括課長補佐よ

り補足説明を求めます。

【江頭監理課総括課長補佐】 土木部の繰越明許

費について補足して説明いたします。

分科会補足説明資料の 3 ページをご覧くださ

い。

表の縦の区分が款項目の予算科目、横の区分

が繰越明許費の理由別内訳となっております。

表の左端の欄は、上から土木費、災害復旧費とな

っております。一般会計と特別会計を合わせた

土木部の合計は 44 件、16 億 8,115 万 6,000 円

で、その内訳につきましては記載のとおりとな

ります。

これは 8 月の大雨に係る災害復旧事業など、

やむを得ず発注時期がずれ込み、年度内で工期

を確保できない工事等について、あらかじめ繰

越しを承認いただき、翌年度にまたがる適正な

工期を確保した上で発注につなげようとするも

のでございます。

続きまして、4 ページをご覧ください。

ゼロ県債の設定について説明いたします。

ゼロ県債の制度は、翌年度に予算化する事業

について前倒しして発注するため、債務負担行

為を設定しようとするものであります。
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なお、今年度の支出はありません。

例年、交付金事業及び県単独事業の一部につ

いて、ゼロ県債を設定し、翌年度の 4 月から 6 月

の端境期の事業量を確保するなど、発注の平準

化を図るものとしております。

今年度計上額は、上の表の一番右に合計とし

て記載しております。交付金事業で 32 億 5,900

万円、県単独事業で 34 億 7,950 万円の合計 67

億 3,850 万円となっており、各課の設定額は記

載のとおりでございます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

【坂口分科会長】 次に、道路建設課長より補足

説明を求めます。

【平道路建設課長】 道路建設課において、補正

予算として計上しております国費返還のための

費用 3,311 万 7,921 円について補足して説明い

たします。

観光生活建設分科会、補足説明資料 5 ページ

をご覧ください。

今回の補正予算は、島原振興局発注の一般国

道 251 号道路改良工事（道路詳細設計業務委託

その 2）において、令和 5 年 3 月末に検査を実施

し、業務完了として処理しておりましたが、本年

6 月に外部からの連絡を受けて調査を実施した

ところ、検査時点で一部業務が未了であったこ

とが判明したことにより、国と協議を行った結

果、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律第17条に基づき、交付決定が取り消され、

本契約に係る国費を返還するものでございます。

国費返還額の内訳としましては、契約に係る

国費2,267万 4,190円と国費率差額362万 7,870

円及び加算額 681 万 5,861 円の合計 3,311 万

7,921 円となっております。

なお、国費返還額は、受注者が全額負担する予

定であり、県の負担は発生いたしません。

契約内容につきましては、島原振興局におい

て、一般国道 251 号の道路詳細設計業務を令和

4 年 7 月 15 日から令和 5 年 3 月 24 日までの期

間で、アジアエンヂニアリング株式会社長崎支

店と契約したものであります。

経緯といたしましては、令和 5 年 3 月 28 日に

完成検査を実施し、合格として事務処理を行っ

ておりましたが、本年 6 月に外部からアジアエ

ンヂニアリングが島原振興局から発注した業務

において、成果品が遅延した案件があるのでは

ないかとの連絡を受けました。これを受けて受

注者へ聞き取りを行った結果、検査時点では照

査業務の一部が未了であったが、体裁を整えた

調査報告書を添付していたとのことでありまし

た。このため、発注者は照査が未了であることに

気づくことができず、合格としておりました。こ

れを受け、九州地方整備局との協議の結果、国費

返還に至ることとなりました。

これらの経緯を踏まえ、受注者に対しまして

は、2 か月間の指名停止を行っており、国費返還

額の全額を損害賠償金として請求することとし

ております。

再発防止策といたしまして、照査の実施状況

について、確認時期や内容を明確にした発注者

向けのマニュアルを新たに作成したところであ

り、今後、このマニュアルを活用し、適切に照査

を実施してまいります。

また、検査時においては、納品される成果物の

不備に気づくことができるように、検査メモを

新たに作成したところであり、今後この検査メ

モを活用し、適切な検査を実施してまいります。

今後このような事態が二度と発生することが

ないよう、再発防止の徹底に努めてまいりたい

と考えております。
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以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

【坂口分科会長】 次に、道路維持課長より補足

説明を求めます。

【田﨑道路維持課長】 道路維持課において補正

予算として計上しております国費返還のための

費用 1,310 万 1,654 円について補足して説明い

たします。

観光生活建設分科会補足説明資料 7 ページを

ご覧ください。

今回の補正予算は県北振興局発注の一般国道

202 号交通安全施設等整備工事 （針尾東工区 用

地測量委託）において、令和 7 年 3 月末に検査

を実施し、業務完了として処理していましたが、

実際には境界立会いの大半が実施されておらず、

令和 7 年度以降も業務が行われていたことが判

明しました。これを受けて国と協議を行った結

果、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律第 17 条に基づき交付決定が取り消され、

本契約に係る国費を返還するものであります。

国費返還額の内訳としましては、契約に係る

国費 1,211 万 6,577 円と加算額 98万 5,077 円の

合計 1,310 万 1,654 円となっております。

なお、国費返還額は、受注者が全額負担する予

定であり、県の負担は発生いたしません。

契約内容につきましては、県北振興局におい

て、一般国道 202 号の交通安全事業に伴う用地

測量業務を令和 5年 9月 29日から令和 7年 3月

21 日までの期間で西九州測量設計株式会社と契

約したものです。

経緯としましては、令和 7 年 3 月 26 日の検査

におきまして、受注者から一部資料の不備があ

るが、作業は完了しており、後日提出するという

虚偽の説明がありました。発注者は近日中に書

類が揃うと判断し成果品を受領しました。しか

しながら、5 月 30 日に受注者より境界立会いの

大半ができておらず、早急に成果品を提出する

と報告がありました。このような中、道路建設課

の成果品遅延の案件を受けまして、土木部で各

地方機関に同様の案件がないかという調査を行

ったところ、県北振興局より成果品遅延の報告

を受けました。このことについて九州地方整備

局との協議の結果、国費返還に至ることになり

ました。

なお、これらの経過を踏まえ、受注者に対しま

しては 2 か月間の指名停止とともに、国費延滞

額の全額を損害賠償金として請求いたします。

再発防止策として、設計図書で定める業務の

区切りにおいて、工程管理等に関する打合せ記

録簿による確認を徹底いたします。

なお、記録簿にはその時点の成果物を添付す

るようにいたします。また、検査時において、納

品者の成果物の不備に気づくことができるよう

に検査メモを新たに作成したところであり、今

後この検査メモを活用し、適切な検査を実施い

たします。

今後このような事態が二度と発生することの

ないよう、再発防止の徹底に努めてまいります。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

【坂口分科会長】 次に、用地課長より補足説明

を求めます。

【牛島用地課長】 用地課において補正予算とし

て計上しております国費返還のための費用827

万3,020円について、補足して説明いたします。

観光生活建設分科会補足説明資料9ページを

ご覧ください。

今回の補正予算は、長崎振興局発注の一般国

道202号交通安全施設等整備工事（物件等調査業

務委託）において、令和6年度内に完成したもの
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として事務処理しておりましたが、実際には最

終納品が次年度7月末に行われていたことが判

明しました。

これを受けて国と協議を行った結果、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17

条に基づき交付決定が取り消され、本契約に係

る国費を返還するものであります。

国費返還額の内訳としましては、契約に係る

国費765万995円と加算額62万2,025円の合計827

万3,020円となっております。

なお、国費返還につきましては、受注者には責

はなく、国費返還額全額を県が負担することと

なります。

契約の内容につきましては、長崎振興局にお

いて、一般国道202号物件等調査業務委託を令和

6年10月13日から令和7年3月28日までの期間で、

有限会社上原補償コンサルタンツと契約したも

のです。

経緯といたしましては、令和7年3月12日、受注

者の方から権利者都合による建物調査の遅延及

び営業資料の提供が遅れ、工期内での履行が難

しいと工期延長の申出がありましたが、工期の

延長を行わない旨、担当者が回答して、やむを得

ず残務が生じた場合については納品後も対応す

るよう指示をしておりました。令和7年3月28日、

受注者が未完成のまま成果品を持参し、検査受

領を行いました。

このような状況の中で、道路建設課の成果品

遅延の案件を受けまして、各地方機関に同様の

案件がないか調査をしたところ、長崎振興局よ

り検査日時点での成果品の未納の報告がありま

した。このことについて九州地方整備局と協議

の結果、国費を返還することに至りました。

今回の事案が発生した原因といたしましては、

打合せ協議記録分を主任監督員、担当課長に決

裁を取らずに担当者が保管をしておりました。

受注者より正当な理由で工期延長の申出があっ

たにもかかわらず、適正な工期延長、繰越し処理

を行わなかったことであります。受注者と業務

打合せ時に担当のみで対応、指示を行っていま

した。検査職員が成果物の補償積算に必要な見

積りなどが添付されていないことに気づかずに、

それを確認せずに検査を行っておりました。こ

のようなことが原因として挙げられます。

なお、この国費返還につきましては、受注者か

らは正当な理由で工期の延長の申込みがあって

おります。発注者の方が未完成でよいので提出

すること、その後手直しを行うという内容に契

約変更が合意されたものとなりますので、今回

の分については受注者には責はありません。

再発防止策としていたしまして、進捗状況の

共有方法の改善及び完成検査の改善に努めてま

いります。

具体的には受注者と中間打合せごとに担当者

及び班長の2名体制で業務の進捗状況を確認す

ることを徹底してまいります。適宜業務工程の

見直し等も行っていきます。

完成検査につきましては、納品検査時に業務

内容に不備がないこと、書類が全てそろってい

ることを確認するために、検査の際のチェック

リストを作成し、もし不備があれば検査を中止

することを決定いたします。

今後このような事態が二度と発生することが

ないよう、再発防止の徹底に努めてまいります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【坂口分科会長】 次に、住宅課長より補足説明

を求めます。

【野口住宅課長】 第103号議案「令和7年度長崎

県一般会計補正予算（第5号）」のうち、住宅課

関係部分について補足してご説明いたします。
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この議案につきましては、委員会の議案であ

る指定管理者の指定と関連しておりますので、

第130号議案「公の施設の指定管理者の指定につ

いて」を併せてご説明いたします。

観光生活建設委員会説明資料、横長表の24ペ

ージをご覧ください。

ご審議いただく対象施設の県営住宅等1万

2,080戸につきまして、令和8年度以降の5年間の

指定管理者を定めるものでございます。

前回の公募では、長崎、佐世保、県央の3地区

としておりましたが、今回は管理戸数を一定確

保することで、より民間事業者の皆様の参画を

促すということを念頭に県北、県南の2地区で公

募いたしました。

3の選定方法についてご説明いたします。

公募の結果、県南地区は1団体、県北地区は2団

体の応募がございました。応募者の審査に当た

っては、公平で客観的かつ専門的な観点から審

査いただくために、関係分野の外部有識者6名で

構成する長崎県土木部指定管理者選定委員会に

より選定しております。

4の選定結果と県負担額についてご説明いた

します。

審査の結果、県南地区は長崎県住宅供給公社・

トラスティ建物管理共同事業体、県北地区は長

崎県住宅供給公社が指定管理者の候補者として

選定されました。

この選定委員会における選定結果を踏まえ、

検討しました結果、最高得点者を指定管理者と

して指定することが適当であると判断し、今回

議案として上程させていただいたものでござい

ます。

また、県負担額につきまして、県南地区は、令

和8年度以降、1年当たり7億4,085万6,000円を負

担することとしており、5年間で37億428万円と

なっております。県北地区につきましては、令和

8年度以降、1年当たり3億2,407万9,000円を負担

することとしており、5年間で16億2,039万5,000

円となっております。

今回、5年間の債務負担行為を設定する議案と

して第103号議案を提出させていただいており

ます。

今後とも県営住宅が公共の施設として県民の

居住の安定に最大限寄与することができるよう

努めてまいります。

以上で、第103号議案の関係部分及び第130号

議案の補足説明を終わります。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

【坂口分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び第130号議案に対する

質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 今の説明がありました第130号議

案について、質疑をしたいと思います。

これは県営住宅の指定管理の指定なんですけ

れども、県営住宅は長崎県住宅供給公社がこれ

までしてきたんですけれども、今回、民間の企業

が一緒に県南地区にありましては共同事業体と

いうことで加わりましたけれども、これまで住

宅供給公社でやっていたものがなぜ今回その民

間が加わるのか、まず質問としては、加わること

によって何がこれまでとどう変わるのか、教え

てください。

【野口住宅課長】今回、県南地区におきまして、

住宅供給公社と民間事業者が共同事業体を組む

その意義といいましょうか、目的の部分でござ

いますけれど、これは実際の審査におけるヒア

リングの際にも各委員の皆様からお尋ねいただ

いたことでございます。まず、技術者の確保だと

か、あるいは管理をする人の確保というのが難
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しくなってきている面がございまして、今回ト

ラスティ建物管理というところは長崎市の市営

住宅の指定管理をしている企業でもございます

ので、そちらの技術者派遣のノウハウだとか、管

理のノウハウ、そして人的な資源を捕捉すると

いう意味で、住宅供給公社と連携を組んだとい

うふうな趣旨でお聞きしてございます。

【堀江委員】 ハードの面の確保ということだと

思うんですが、今回出されている事務事業評価

の結果について、これを発信しますね、この中に、

土木部住宅課、県営住宅、西海市を除くというの

があって、この中で施設の維持管理は適正に実

施されておりということで、事務事業評価の中

でも現在はその施設の維持管理は適切にやって

いるという評価がありますよね。それなのにそ

の民間との共同が必要なのか、ちょっとそこが

よく分かりません。

【野口住宅課長】 県営住宅の指定管理者の公募

につきましては、今回に限らず、前回以前から共

同事業体といいましょうか、そういった連携に

ついては認めるということで募集をしてござい

ました。ただ、結果としてそういった事業体の応

募がなかったということでございますが、私ど

もの従前の住宅供給公社を指定管理者としてい

たときの事業評価につきまして、委員の方から

もご指摘あったとおり、県側としましては、特段

の過不足があったといいましょうか、問題があ

ったというような認識はしておりませんでした。

ただ、今回公募に当たって従前のとおり、共同体

としての応募を認めるというような公募をした

際に、事業者側が自主的に共同体を組まれたも

のでございますので、その辺りはそれぞれの事

業者側の経営状況だとか、あるいは人的な派遣

の可否だとか、そういったところを総合的にご

判断されて、民間事業者側で自主的に共同体を

組まれたものでございますので、県としての評

価とはまた別のところの今後5年間を見据えた

動きではないかというふうに考えてございます。

【堀江委員】 私が疑問に思っているのは、これ

まで住宅供給公社でやって、それなりに十分維

持もやっていると、施設のハード面も十分にさ

れているんだけれども、この民間企業が指定管

理を受けるということで、どうしたのかなとい

う素朴な疑問があるわけですよ。だから今まで

やってきてこれが足りないから一緒になってや

るのかというふうなことで、今この質問してい

るんですけれども、いわゆるこれまでやってき

たことについても事務事業評価の上では何らか

の支障ありませんよという評価が出ている。そ

うしますとこれは民間の方から自分たちも一緒

に指定管理を受けるというふうに言ってきたと

いうことですか、それとも住宅供給公社の方か

ら、いや、いや、自分たちだけでは今後はちょっ

と大変なので一緒にやりましょうということで

したということになるのか、これは冒頭に言わ

れましたように、県民の住まい、人権としても問

われる住居、住まいということが問われる問題

なので、何でこれまでやってきて、今までどおり

ができないのかという、そこがちょっと今の答

弁だと、ちょっと私はよく理解できないので重

ねて質問しているんですけれど、私が分かるよ

うに答弁していただけますか。

【野口住宅課長】 ちょっと分かりづらい答弁に

なりまして、申し訳ございませんでした。

私ども住宅課としましても、委員ご発言のと

おり、低所得者向けの県営住宅というのは県民

の生活の根幹となる部分でございますので、そ

こはきちっと維持していくという考えに毛頭変

わりはございませんで、今回はその指定管理者

の公募ということでしたので、先ほど来申し上



令和７年１１月定例会観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（１２月９日）

- 11 -

げておりますような形で一般に広く公募すると

いうことをしてございます。

先ほど委員がおっしゃられたように、どちら

側からの発議でこういった共同体を組まれたか

というところは経営に関わる部分でもございま

すので、ちょっと明確なご返答はいただいては

いないのですが、一定住宅供給公社側の状況と

しましては、職員の高齢化というところが一つ

問題としてございまして、指定管理というのは

県営住宅の場合5年間ということになります。今

後5年間を見据えたときに、適正に技術者である

とか、管理をする人的な資産を維持できるかと

いうところに不安を感じられた部分が一定ある

のかなというふうには考えてございます。です

から、そういったところをあくまで補完してい

ただく立場で、今回は長崎市営住宅の指定管理

をされているトラスティとそういった共同体を

組まれたものというふうな理解をしております。

【堀江委員】今後5年間を考えたときに、今の人

員体制も含めて住宅供給公社の職員の状況を考

えたときに、一定技術者の確保は必要だという

観点から、今回、これまでと違って住宅供給公社

だけではなく、民間とも連携をして共同企業体

を組みましたというふうに理解をいたしました。

そこで、これはいわゆるハード面ですよね、維

持管理、技術者の確保、今住宅というのはこれも

条例審議なので深くは問いませんけれども、住

宅というのは維持管理、住まいを確保すればい

いということだけではなくて、実際に住宅に困

窮しているというところには、住まいが困窮し

ているだけではなくて、例えば経済的にも福祉

的にも、あるいは医療や雇用といった、その人に

関わる全ての分野も見られるような視点が問わ

れているというふうに言われています。つまり

住宅といったら住宅課ではなくて、今後は住宅

といったら住宅と福祉が一緒になってその方の

コミュニティまで含めたことを検討しなければ

いけないというふうに今専門家が言われている

というふうに私は理解しているんですが、何が

言いたいかというと、今回、指定管理者を選ぶと

きに、技術面、いわゆるハード面で民間の企業と

一緒にやりますという答弁がありました。この

ソフト面ということについてはどのように考え

ているのか、もし見解がありましたらこの機会

に教えてください。

【野口住宅課長】 住宅、ハードとあと福祉をは

じめとするソフトの連携についての委員のご懸

念の点だと思うのですけれども、私ども確かに

土木部住宅課でございますので、ハード整備を

していて、それを適正に維持管理するという主

体ではございます。ただ、低額所得の方向けの公

営住宅という、当然いろんな問題を抱えた方が

いらっしゃるというのも承知しておりますし、

実務的なところでの日々の向き合いというのも

やっているところでございますので、そういっ

たところは私ども確かに福祉の専門ではござい

ませんが、県の福祉部局、あるいは場合によって

は住宅のある市や町の福祉部局と適切に連携を

させていただきながら、決して福祉的な観点を

おざなりにするような対応はしていないという

ふうに考えてございますし、今後もそういった

対応は継続していくというふうに考えてござい

ます。

【堀江委員】 この問題の最後にしますが、長崎

県には公営住宅等長寿命化計画というのがあっ

て、令和4年度から令和13年度までの公営住宅を

どうしますかという計画なんですけれども、こ

の計画は、平たく言えば、公営住宅を新たにつく

りませんよという計画ですよね、新たにつくら

ない、いろんな理由があるんだけれども新たに
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つくりませんと。でも、維持管理をきちんとやっ

て、建物を長寿命化させて大事に使えますみた

いな計画なんですけれども、私が今回の指定管

理者で、トラスティというここは現在長崎市が

市営住宅の言わば指定管理を受けているところ

ですよね。そうすると、県住宅供給公社と長崎市

の指定管理を受けているところが一緒になると

いうことは、県営住宅と市営住宅と、これはある

意味一緒になって、住宅がさらに減らされるの

ではないかというちょっと危惧を私はこの指定

管理者が一緒にやりますというのを見て、ちょ

っとそういう危惧を私としては持ったんですけ

れども、私は公営住宅は少なくともこれ以上減

らさないでほしいし、むしろ増やしてほしいと

いうふうに思っています。どんなに人口が減に

なるといっても高齢化が進みますし、一人暮ら

しが増えていきますし、必ずこれは住宅が必要

になってきます。そういう意味では、住まいは人

権という立場からもこれ以上住宅は減らしてほ

しくないという思いがあって、長崎県の指定管

理者と長崎市の指定管理者が一緒になるという

のはどうなのかという、ちょっとそこまで考え

たんですけれど考え過ぎですか、見解を教えて

ください。

【野口住宅課長】 ご懸念の長崎市営住宅と長崎

県営住宅の指定管理者が同じになったことで、

その数を合わせて減らしていくのではないかと

いう点につきましては、そういった事実は一切

ございません。あくまでも県営住宅は県として

考えますし、市営住宅は市として考えられるも

のですので、そういった私どもの思惑は一切ご

ざいません。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【中村(一)委員】 国庫補助金の返還について何

点かちょっと質問したいと思います。

この国道251号線の改良工事ですけれども、こ

れは令和5年3月に検査を実施して、処理されて

いたと、その後、もう2年たって6月に外部からの

連絡を受けて聞き取りを行ったということです

けれども、この2年間の間、スパンというのは、

どういった経緯でまずこういう外部からの連絡

があったのか、多分内部告発じゃないかなとい

うふうに思っておりますけれども、その辺のこ

とをもう少し詳しくお聞きをしたいと思います。

【平道路建設課長】 今回の外部からの連絡があ

った経緯でございますけれども、その点につい

ては承知いたしておりません。検査完了から2年

たっておりますけれども、本年6月に突然、外部

から連絡を受けたものでございます。

【中村(一)委員】 分かりました。県の負担は発

生しないと思うんですけれども、このアジアエ

ンヂニアリングですかね、ここに今まで発注し

た案件は何件ぐらいあるのかということと、こ

ういった案件は時効というのはないんですか。3

年ぐらいたったらもう無効ですよというような

ことはないんですかね。その辺ちょっと分かる

範囲でお願いします。

【平道路建設課長】 アジアエンヂニアリングに

発注している件数については確認をさせてくだ

さい。

それから時効ということにも対しましては、

今回、当案件が発覚してから国へ相談を行って

おります。そうした中で、国からの返還命令とい

うのが出るようになっているんですけども、そ

の時効の有無についても改めて確認いたします。

【中村(一)委員】そうですよね、2年間ずっとそ

のまま放ったらかしにして、前も多分同じエン

ヂニアリングさんに発注した案件もそういった

ことが多分あるんじゃないかなというふうにち

ょっと思ったものですから。
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それと、この検査あたりはどういった流れで

するのか、１名でするのか、あるいは2名あって、

だから大体係員がいて、係長がいて、課長がいて、

部長がいて、印鑑を押すわけでしょうけれども、

その辺の検査をする段取りをちょっとどのよう

な経緯でするのか。

【平道路建設課長】 検査につきましては、まず

業者の方から業務完了通知を受けます。それを

受けまして、県の方で検査日を指定します。検査

におきましては、当然受注者の方は管理技術者、

照査技術者が同席するように定めておりますし、

県におきましては、検査職員、地方機関でいけば

課長が検査職員となっております。それから主

任監督員と担当者の監督員も通常同席して検査

を行うように定めておりますし、その検査の中

で検査職員は全ての資料を確認して検査をする

ようになっております。

【中村(一)委員】 いうことは、一番最初の段階

で検査をしたら、大体もうほとんど部長あたり

まで決裁はできるというような話ですよね。最

初に一番検査をしまして、いろいろ検分もして、

それでもう係員、係長が2人をおって、それでオ

ーケーということであれば、もう課長、部長も大

体もうほとんど印鑑を押すというような流れで

すかね。

【平道路建設課長】検査自体は課長まで行いま

すので、課長は検査時点で業務が間違いなく適

正に完成していることを確認します。その後、担

当の方が検査調書というのを作成いたします。

この調書で業務に不備がなかったことを確認し、

それを決裁の中で建設部であれば建設部長まで

上げていって、建設部長はその検査調書や完成

届などを確認した上で決裁の印鑑を押すように

なっております。

【中村(一)委員】 分かりました。そうしたらや

はり一番当初の検査が非常に重要になってくる

わけですよね、そういうことでたまたまこの案

件は2年後にこういった案件があったと。これは

出納閉鎖期間あたりのお金の流れで大体1年で

出納のお金が終わるわけで、スパンが終わるわ

けでしょう。大体1年あって、出納閉鎖期間が多

分6月30日かなと思いますけれども、その2年後

のその金の流れ、返戻ですかね、国にして国に返

す、そういったものはルール的にどうなのです

か。事故で、事故処理でするんですか。

【平道路建設課長】 今回の案件につきましては、

まず国の方で定めております補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律第17条の規定が

ございますけれども、その中で、その法律に違反

があった場合は、国は県に対して返還を求める

ことができるというふうに定められております。

今後のお金の流れでございますけれども、ま

ず、国から国費の返還命令、これはまだ発出され

ておりませんけども、12月上旬に国から国費の

返還の命令を受けます。県としましては、今回、

その損害賠償につきましては受注者の方へ請求

する予定としており、12月の下旬までに受注者

から損害賠償金を納付していただき、それを受

けまして国に返還したいと考えております。

また、今回、加算額の返還もあり、2回に分け

て国から返還するように命令を受けることとな

ります。まず、契約にかかる国費の分、その後に

加算額ということで、加算額につきましては、1

月上旬に国から納付命令を受けると。その後ま

た受注者から加算額の分の納付を受けて、それ

をまた国に返還すると。全ての手続が終わるの

が1月下旬ぐらいを目処に、今、考えております。

【中村(一)委員】 この202号の交通安全の施設

の整備工事の国庫補助金の返還について、これ

も県の負担はありませんが、普通、大体この境界
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立会い、大半で実施されておらずと書いてある

んですけれども、この辺は一番主なものですよ

ね、境界の立会いというのは。その管理あたりは

どのように振興局でなされているのか、その辺

をお尋ねをいたします。

【田﨑道路維持課長】 こちらの用地測量にかか

る用地の境界立会いということでございます。

こちらの管理でございますけども、進捗の管

理一覧表を作成して、業者と共有していたとこ

ろです。ところがそちらの進捗一覧表が虚偽で

あったために、進捗しているような状況でした

が、実際には進捗はしていなかったということ

です。その分の書類の確認が振興局としてでき

ておらず、結果的にはできていないということ

が後で判明したということでございます。

【中村(一)委員】 そうしたら、立会いは職員も

立ち会うのか。測量設計に立ち会って、そして地

元の人と話をして、境界に立ち会うのか、職員は

全然関係ないんですか。

【田﨑道路維持課長】 場所によりますけれども、

民・民の境界でありましたら、その所有者同士の

立会いになりますので、県の職員は入らずに委

託した業者さんと、その土地の持ち主が境界の

立会いをするということになります。

【中村委員】 そうしたら、県はそういう立会い

はしましたかとか、そういったことは言わない

んですか。もうその測量さんと民民の人に間違

ってこういう書類を出してやりましたという虚

偽のあれをするんですか、業者さんは。職員のそ

の辺は全然関知しないんですか。

【田﨑道路維持課長】 立会い自体は職員が立ち

会ってすることはございません。そういう書類

が揃っているという確認を県職員がやるという

ことになります。

【中村(一)委員】 非常に境界の立会いというの

は重要なんですよね。私も何件かそういうこと

があって立ち会ったんですけれども、もう売買

したときに、なったときに、立会いをしないため

に非常にトラブルを生むんですよね。今回も多

分そういうふうな感じですけれども、この辺は

普通ちょっと分かりませんけれども、立会いを

振興局あたりも立ち会うべきじゃないかなとい

う大まかなですよ、大まかな。個別は仕方ないと

しても、最終的になったときに、ちゃんとやりま

したかというような、設計会社あたりにしない

んですか、それも。

【田﨑道路維持課長】 国道沿いについてですが、

国道の管理は長崎県でございますので、国道沿

いの確認というのは県が行うことになります。

そのときに、今委員がおっしゃったような境

界立会いで確定しないようなところがもし出た

としたら、そういうところも併せて確認すると

いうことですけれども、そういうことがなけれ

ば現場で一つ一つの立会いは、県は同席という

か、一緒に立会いはしないということでござい

ます。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【小林委員】 座ったままで失礼します。

今のこの3件の国庫補助金の返還、これが生じ

ていると。部長の説明とか、課長それぞれの説明

とか黙って聞いていたら、淡々と読み上げるだ

けであまり反省がなされていないような受け止

め方をしているわけだ。冗談じゃないぞ。そうい

うような、あまりね、我々をなめたらいかんぞ。

もうちょっと心を込めてちゃんと我々に、県民

の代表である我々に対してきちんと反省の意を

込めて心から謝罪をしないといけないときに、

そういう部長の説明、あるいは課長のそれぞれ、

金を返さなくてもいいから、県費に負担を与え

ないからとか、3番目の用地関係は、これは県か
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ら金を出さないといけない。2件についてはお金

を出さなくてもいいからと、ただ、そうやって業

者、受注者の方に責任を取ってもらえばいいと。

そんな甘い気持ちの中でやっているのか、部長。

もっと心を込めて話してもらいたい。

【山内土木部長】 まず、こちらのご説明が大変

誠意がなかったということについては、私の方

から改めておわびを申し上げます。本当に申し

訳ございませんでした。

今回の事案は国費返還という本当に重大な事

案でございまして、我々の県土木部の信頼を失

墜するような重大なところと考えておりまして、

本当に申し訳なく思っております。

ご説明した内容で、1件目と2件目について、一

義的には確かに契約上は受注者さんの責任では

あるんですが、私どもも全くそのとおりだとい

うふうには考えておりません。当然発注者の責

任が大きいものというふうに考えております。

私ども何度もこれについて部内でも会議を行

いまして、大きく3点こちらとしての責任もある

のかなというふうに考えております。

まず一つは、完成検査をしっかりとしていな

かったという点です。これは県民の財産を受け

取るわけですから、工事にしろ業務にしろ、しっ

かりと契約事項が満たされているかとか、そう

いうことはしっかりと確認すべきだったという

のが一つです。

もう一点は、それ以上に大切な日頃からちゃ

んと業務の進捗を確認するということです。検

査で分かってももうそのとき、時既に遅しとい

うことも往々にありますので、日頃から、一義的

には受注者さんから発注者の方にご報告いただ

くことにはなっているんですけれども、それで

もこちらは県民の財産を預かる立場ですから、

しっかりと日頃からじゃあ今進捗はどうですか

とか、そういうのはやっぱりこちらからも積極

的に働きかけるべきだったというところが大き

な反省としてあります。

3点目、これは一番重要なんですけれども、用

地課の案件ですね、受注者の方から契約工期内

に間に合わないということで申出があったにも

かかわらず、こちらとしてそのような手続を怠

ったというところ、これが一番の問題でありま

して、これについては当然受注者さんに責任は

ありませんので、こちらの方で責任を取らせて

いただくという形でございます。

再発防止策として、各課の方からご説明をさ

せていただきましたが、まずは再発防止策を徹

底してまいりたいと思います。昨年度も同じよ

うな事案が河川課の案件で生じたというふうに

承知しておりまして、それにもかかわらずこの

ような事案が起こったことは本当に申し訳なく

思っております。

あの後もいろんな場で関係者で周知を図って

きたところなんですが、まだまだ足りなかった

というところでございます。

今回、新たに再発防止策を追加いたしまして、

既にやっておりますけれども、再発防止策の徹

底を部内で図ってまいりたいと思っております。

ただ一方で、再発防止策を文書で通知すれば

いいというものでは当然ありませんし、会議の

中でこうやるんだよといってもそれだけではし

ょうがないのかなと思います。何かいろんな問

題がどうしても起こってしまうと思うんです。

県の職員も少ないですし、業務は結構多忙にな

ってきておりますので、いろんな問題が起こっ

てくるのは当然のことかなと思います。

そのときに、みんなでいち早く共有して、何が

問題で何ができるのか、何をやれば県民の財産

をしっかりと受け取ることができるのかという
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ことを議論できる場が必要なのかなと思ってい

ます。私ども、今職員が少なかったりとか、忙し

かったりして、なかなか部下の方が上司の方に

物申せないような雰囲気があるようなところも

あるというふうに聞いておりますので、風通し

のよい職場づくりにも合わせて励んでいきたい

というふうに思っております。

今年度から各地方機関において、管理職と若

手が意見交換会というのをやっておりまして、

その中で地方機関ごとに目標をつくってそれぞ

れ進捗を土木部の方と共有させていただいてお

ります。各振興局での職員の体制も違いますし、

課題も違いますので、それは一律的に土木部か

ら押しつけるわけではなくて、それぞれの振興

局で生じている課題とか、そういうのをそれぞ

れ分析してもらって土木部とも共有を図ると、

そういう取組もやっていきたいと思います。

いずれにしましても、今回は本当に大変重大

な事案を生じさせてしまって申し訳なく思って

おります。受注者には当然責任は取ってもらい

ますけれども、発注者としてもしっかり責任を

取って、再発防止策に努めてまいりたいと思い

ます。重ね重ね大変申し訳ありませんでした。

【小林委員】 今部長が話すような形の、そうい

う心からの謝罪を我々は聞きたかったわけだよ。

だから読み上げるときでも、あなたの声は淡々

と聞こえて、そういう心がこもっていないとい

うところにおいて、反省がどこまでできている

かというようなことを感じたし、また3課長につ

いても、同じように淡々と話している。全然反省

の色がないと、こういうようなことを受け止め

ざるを得ないわけです。あなたが代表して今の

弁は反省の弁で十分であるけれどもね。いいで

すか皆さん、我々も考えておりますけれども、県

の財政が厳しい中において、いかに国庫、国から

お金を頂いて、補助金を頂いて、それを効果的に

使って住民の皆様方に還元していくかと、そう

いうことを現にこの長崎県庁の皆さん方がやっ

ていただいていると思うわけだ。だから国から

補助金というのは誠にもってありがたい限りな

んだ。そこで、これは不可抗力なことなのか、い

わゆる返還に至った経過は。それともこれは避

けて通ることができたんだと、どっちをどう思

っているか言ってください。

【平道路建設課長】 今回の案件につきましては、

先ほど部長からも話をしましたとおり、再発防

止策、業者との情報共有であったりとか、業者か

らの執行状況、進捗状況を適切に管理するとか、

そうしたことを適切にやっていれば避けられた

ものと考えております。

【小林委員】 そうだよね。きちんとマニュアル

どおり当たり前にやっておけばこれは避けられ

る、決して不可抗力なものではないと、こういう

ふうに思うわけね。そこで、あなた方がどのくら

い調査をして、どれくらい反省しているのかと

いうことについて、例えば今、中村一三委員が外

部からの連絡を受けてと、内部告発かもしれな

いと、こういうふうな発言をされたのに対して、

この外部からの連絡ということについては、承

知していないと。何だ、この承知をしていないと

いうのは。そんなこと言われてたまったものじ

ゃない我々は。2年間も放ったらかして、外部か

らあって初めて気づいた。それを承知していな

いとは一体何事か。冗談じゃないぞ。言い方を間

違えているんじゃないか。承知していないとい

うことは調査を十分にやっていない、イコール

反省は全然ないと、こういうふうに受け止めざ

るを得ないじゃないか。そういう意味において、

こういう承知していないとかいう、我々をなめ

たような言い方、こんなのがまかり通るか、これ
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でいいのか、答えてください。

【平道路建設課長】 すみません、適切な発言で

ございませんでした。申し訳ございません。承知

していないと申し上げましたのは、外部からの

連絡があった、その外部の通報者は、こちらの方

がどうやってアジアエンヂニアリングが適切に

工期内に納品ができていないということを知り

得たのかとか、今回2年たって、なぜ今、今年の

6月に県に連絡をしたかというその辺の経緯を

私が承知していませんでしたので、かつ外部の

通報者からそうしたことも情報はいただけませ

んでしたので、その点につきましては承知して

いないというお答えさせていただきました。す

みません、そうしたことでございます。

【小林委員】 承知していないということについ

ては絶対に看過できないと。こういう問題が出

てきたことに対して仕方がないとか、人間だか

ら誰だって間違うと、こういうものじゃないよ

な。基本的なことだから。しなければならないこ

とをやっていないというようなことで、やっぱ

りそういう点から考えると、この受注者を指導

する立場の県の職員の怠慢、一生懸命頑張って

いただいたんだけれども、県の職員のそういう

怠慢があったのかと。あるいはこういう業者の

方々となれ合いになってしまっているのかと、

こういうことも指摘せざるを得ないというよう

な案件だよ。そういう点から考えてみて、こうい

うような問題についての対策というものは当然

これから取っていくけれども、この問題で一番

私がまだ理解ができないのは、その外部という

のは内部告発なのか、どうなのか、それはどっち

か。

【平道路建設課長】 県庁内部ではございません。

県庁の外部からの連絡でございました。

【小林委員】 だから見るに見かねて外部の方が

2年も経過しているけれども県がそれに気づか

ないと、そういう状況の中から見るに見かねて

情報提供してもらったと、それで初めて県が動

いたと、それでこれが分かったと、大変な問題だ

ぞ。もっと本当に大ごとに受け止めていただか

なければいかんだろうと思うんです。そんな簡

単に県の被害がないからと、県の被害がないこ

とは絶対ないぞ。そういうような意味でしっか

り受けてもらいたい。

道路維持課長、境界立会いの大半が実施され

ておらずと、こういう状況で何でこの案件が明

らかになったのか、もう一回答えてほしい。

【田﨑道路維持課長】 検査の前までには進捗の

一覧で確認をいたしておりました。そちらの方

ではこの境界立会いが順調に進んでいるという

報告でございました。検査のときもそれはでき

ておりまして、一部書類が揃っていないので後

日提出しますという検査のときの状態でござい

ました。そういう状況を踏まえて、すぐ書類は揃

うものということで検査を通したということで

ございました。ですが、その後、今年度に入って

からでございますけども、ずっとその書類の提

出を求めていたんですが、それが出てこなかっ

たということで協議をしていたところ、会社の

方からできていなかったという報告が出てきた

ものですから、そういう事態が判明したという

ことでございます。

【小林委員】 先程、中村委員からも指摘があっ

たように、基本の基本の境界立会い、大半は実施

されていないと、こういうことが明らかになっ

たということに対して、本当に一体現場の皆さ

ん方は、頑張っていただいたことは分かるけれ

ども、こういう問題が発生したということは看

過できないだろう。そういうようなことで、でき

ていないところを業務完了として処理すると、
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忙しいからとか、それからさっき部長からの説

明があったけれども、現場で上司がそういう若

い職員とか、部下に対してしっかりとした指示

を出すことがなかなか難しい環境にあると。し

たがって、これから上司とこの若い職員とか部

下と情報交換、交流会というか、そういう人間の

交流を深めていかないといけないと。今そうい

う関係に出先の現場はあるのか、この辺のとこ

ろは誰が説明できるか。

【金子建設企画課長】今、上司と部下の関係とい

うことだったんですけども、いろいろ若い職員

から話を聞くと、なかなか上司に相談しづらい

とか、そういう意見を度々聞きます。そういうこ

ともありまして、先ほど部長から説明があった

んですけれども、今年度の新たな取組といたし

まして、土木部の地方機関ごとに入庁10年未満

の若手職員と管理職の意見交換会を開催いたし

まして、その意見交換会で出た意見を基に振興

局ごとに働き方改革の目標を設定して、取組等

を進めるという、こういう新たな取組をやって

いるところでございます。

その目標につきましては、今年度の末にまた

職員にアンケートを取って、達成状況を確認す

ることとしておりまして、その結果を踏まえて、

次年度以降も取組を継続していくと、風通しの

いい、働きやすい職場環境づくりに努めてまい

りたいというふうに考えております。

【小林委員】 そういうような若手入庁10年未満

と管理職の皆さん方の意思疎通が完璧ではない

と、これはもってのほかじゃないか。一体どんな

人事管理をやっているのかと、こういうことを

指摘されても仕方がないんだよ。そういうのが

結果的に業務に、こういうような事案に発展し

てしまうと、とんでもないことだろうと思うん

だよ。だから本当にこの機会にしっかり皆さん

方に反省をしていただかなければいけないと思

うんだ。

用地課長、何でこうやって繰越しをできるの

に繰越しを受け付けないのか、これは一体どう

いうことでこうなったのか。

【牛島用地課長】 今回の件につきましては、担

当者自体は実際若手ではなくてベテランだった

んですけれども、年度末になりまして、本人が繰

越し処理ができないものと思ってしまっており

まして、そこのことを上司とも共有ができてお

りませんで、そこで契約の延長ができないもの

と思って判断をしていたところでございます。

【小林委員】 分かっているよ。まだ経験が少な

い人かと思ったら、今ベテランと言ったじゃな

いか。そんなにベテランの方でやらなければな

らないことを、自分たちの業務の責任、こういう

のが絶対されていないのかどうか、もう一回。

【牛島用地課長】 当然受注者側の方から適切な

理由で工期の延長を求められた場合には、しっ

かりそこは工期の延長をしなければならないと

いうふうには考えておりますけれども、実際こ

のところで、上司の方も逆に言ったらベテラン

職員であったということがありまして、ちょっ

とその辺りを任せ切りにしていたというところ

がありまして、そこがしっかり情報の共有がで

きておれば、そういうことも起きなかったもの

と考えております。

【小林委員】 課長になるということはベテラン

だということだろうと思うんだけれど、やっぱ

りベテランと言われるならば、いろんな経験を

積んで、人的な面が上達していると、こういうの

を我々はベテランと言うんだよ。本当にいろい

ろ経験がものを言うわけだよ。大したものだと

思うようなことは、やっぱりベテランの皆さん

方が長い間現場でご苦労いただいたその積み重
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ねがものを言うんだよ。そういう状況の中で、繰

越しができないものと考えてとか、そんな生半

可な話でこうでございましたといって、じゃあ

聞くけれども、この827万3,020円、これは誰が責

任を取るのか、このお金は誰が払うのか、用地課

長答えてください。

【牛島用地課長】 今回の分については受注者の

方からは適切な申出があっておりますので、こ

れに対しては県の責任だと考えております。

【小林委員】 県民の税金から払うんだろう。県

民の皆さん方の汗と涙の結晶の827万3,000円、

県民の皆様方の温かい税金でお支払いをしなけ

ればいかんのだよ。誰が責任を取るのか、君が月

賦で払うのか。だからそのぐらい重いものだと

いうことで、君の言葉からも全然反省の気持ち

が伝わってこない。冗談じゃないよ。県民の皆様

方に、これは受注者、業者の方に何の責任もない

ということは明らかになっているわけだから、

ただ単に人為的なミス、こういうのは上司が責

任を取るんだよ。それくらいの強い責任感と使

命感を持っておかないといけない。甘く見るな。

そういう点で業者の方に責任はないと、県庁の

責任であるということが明らかになった以上、

こういうことで県費で払うと、それでもって涼

しい顔していると、君の顔には反省の色は全然

ない。今こういう点から誰が責任を取るのか、も

っと反省しろよ、もっときちんと身を慎め、少し。

そういうことをあえて申し上げておきたいと思

います。

そこで、いいですか、部長、わたしがこの問題

を聞いたときに、単なる笑いごとで済まされな

いと思ったのは、一番大事なことは、国の信頼を

長崎県は失ったんじゃないかと、かなり評価が

下がったんじゃないかとこの案件はと、こう思

っているわけよ。ここが一番大きい問題なんだ

よ。全国でどういうことがあっているか知らな

いが、長崎県においてもそれは過去にあったか

どうか知らないけれども、こうやって3件継続し

てあったことで、全部もちろん国庫補助だから、

国にいろいろとお願いをしたり、現状報告をし

ないといけないと。国の皆さん方からの信頼が

あって、ありがたいことに長崎県はいろんな補

助金を頂いている。そのおかげでいろいろでき

ているわけだよ。そういうような状況の中で、こ

んなことで長崎県の信用が失墜すると、こうい

うようなことは絶対あってはならないというよ

うなことで、その点についてはどう思っている

か。

【山内土木部長】今回、この3つの不適切な事案

によって国の信頼を失ったというのは確かかと

思っております。私自身もこれが発覚してから、

事務的にも説明しましたし、私の方も九州地方

整備局とあと道路局にそれぞれ出向きまして、

事の詳細と再発防止策を説明するとともに謝罪

をしてまいりました。当然、双方とも遺憾である

ということで、県はどうなっているんだという

ことでその点は真摯に受け止めたいと思ってお

ります。

我々としてできることは、先ほど申し上げた

再発防止策、これについて取り組むとともに、こ

ういうことが二度と起こらないような取組をす

ることによって、国の信頼をこれから取り戻し

てまいると、そういうことが重要かなと思って

おりますので、引き続き信頼回復に努めてまい

りたいと思います。

【小林委員】 今も申し上げましたように、長崎

県は国からのこういう公共工事等々の、あるい

は経済対策、十分温かいご配慮いただいている

ような受け止め方をいたしております。ありが

たい限りであります。そういうようなことで、現
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場のあなたたちが国へ行って、一生懸命お願い

をしていただいて、長崎県民のために予算を確

保していただいているという努力はかねがね評

価していますよ。しかし、そういう努力が水の泡

になるような形でこんな状況があってはならな

いと。そして言われるように、避けて通ることが

できたこと、不可抗力では決してないと、こうい

う状況だから、今後この信頼を失墜させて、こう

いうようなことで長崎県はどうするかとこんな

ことを思われるようなことがあっては絶対なら

んと。幸い部長が国からお見えでございますか

ら、その辺はあなたのパイプによってそこをぜ

ひ乗り越えていただくように十分なご尽力をい

ただきたい。こういうふうに考えております。

それと同時に、もう一つは、これは出先も、3

件ともそれぞれ振興局なんだよ。ところが本庁

になってくると、この3件はそれぞれ課が別々だ

よ、道路建設課、道路維持課、用地課と、こうい

うようなことを考えれば、これは土木部全体の

問題である。そういう点から考えて、これから巻

き返しを図ってもらいたい。問題点はいろいろ

出てきた。特に職員との管理職と若手職員の信

頼関係が薄いということなどは、これはもうあ

ってはならんことだ。何でもそうだけれども、企

業も同じ、社長と社員の方々の信頼関係、そうい

うもので全てが成り立っているわけ。それと同

じように、県の方でもそうあっていただきたい

と思っている。これは部長ね、あなたに新しい仕

事ができたぞ。一回回ってほしい、振興局を。そ

れで本当に振興局のそういう若い方々とか、い

ろんな職員の方々と、部長が来て意見の交換が

できたということになったら、なおさらやる気

が増しくるんじゃないかと。私はこれが一番の

反省ではないかと。お見えいただいて早々、あな

たの時代の問題じゃないんだよ。あなたが部長

になって起きた問題ではないんだよ。以前の問

題だよ。だけれどもしょうがない、こういう長崎

県に来ていただいたわけだ。振興局を回って、激

励をして回ってみてほしい。そういうことの中

で、こういう問題が二度と起きないようにとい

う最大の反省になるんじゃないかと、こう考え

ますから、この点をひとつお願いして終わりた

いと思います。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山口委員】 今、小林委員の方から、的確にご

指摘といいますか、ご指導いただいたところで

ありますけれども、私の方から一つ、意見といい

ますか、ご要望をさせていただきたいと思いま

す。

皆さん方はそれぞれ道路づくり、あるいは住

宅づくりにおいてはもうプロ集団だと思ってい

ます。しかし、そのプロ集団においても、このよ

うな不手際、不祥事、不祥事と言えるかどうかあ

れですが、こういう不手際が出ているわけです

ね。じゃあこれはなぜ出るのかというところで

問題があると思うんです。ということは、人間と

してそれぞれ自らがやったことにはどうしても

甘くなるというのはこれはもう誰でも、どこで

もそういうことになっているわけなんですね。

それを防ぐためのシステムというのが、長崎県

の中にどのように維持確立されているのか疑問

に思うわけです。そうでないとこういうものは

普通は発生しないんですよ。民間であれば品質

保証という問題がありますから、それぞれの設

計から監理、施工、完成までの間にはそれぞれに

責任を持たせる部署を置いているわけですね。

なぜなら、自らが甘いわけですよ。そういうシス

テムをいま一度、県としては見直すべきではな

いのかなというのを皆さんのお話を聞いていて

率直に思ったところです。これは釈迦に説法み
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たいな話になるので、申し上げにくいところで

はあるんですが、いま一度県のこういうものづ

くりに対して、あるいは道路づくりについて、住

宅づくりについてのその手順、システムを見直

していただきたいなと思っております。何か見

解があればいただきますけれども。ぜひ、そうし

ないと、これはまた出ますよ、人間の世界という

のは甘いのはもう間違いなく甘いんです。もう

また次、小林委員からご指導、お叱りをいただく

ということになると思いますので、それを避け

るためのシステムをつくっていただきたいとい

うふうに思っております。何かありましたらい

ただきます。

【金子建設企画課長】 今回の不祥事につきまし

ては、定められているいろんな事務手続を的確

に行っていれば防げた事案であると考えていま

す。そういう適正な事務手続が何かということ

に関して、なかなかいろんな仕組みを説明する

文書とかが複雑というのもあって、なかなか把

握がされていなかったという一面もございます。

具体的に言うと、年度末に本当は繰り越すべ

きなのに、もう繰り越せないと思って繰り越し

ていなかったとか、そういうこともございます。

一応そういうことを防ぐために、そういう事

務手続をフローとかで簡単に説明したものをつ

くりまして、それを毎年度繰り返し地方機関長、

管理職が集まった会議でありますとか、課長さ

んが集まった会議でありますとか、担当者が集

まった会議でありますとか、そこで、これが重要

なんだというところを絞り出した簡潔な資料を

もって繰り返し周知を行って、その仕組みを皆

さんに理解してもらうと、そういう努力をして

いきたいと考えているところでございます。

【山口委員】 ありがとうございます。そういう

ところで一つだけ本当にきちっとしてほしいこ

とは、やはり第三者に責任を持たせるというこ

となんですよ。それをぜひ県のシステムの中に

取り入れていただきたいと、これは要望です。そ

うなっているんだとは思いますが、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【田川委員】 最初に堀江委員から質疑があった

ことについて、指定管理の問題ですけれども、こ

の外部有識者6名、それについて県のＯＢさんた

ちがおられるのかどうか、これは事前に調査の

ときにお伝えしていたんですけれども、いかが

ですか。

【野口住宅課長】 土木部指定管理者の選定委員

会の委員には県のＯＢはおりません。

【田川委員】 では、公社の方、これもお願いし

ていたんですけれど、公社にはどの程度いるの

かいないのか含めてお願いします。

【野口住宅課長】 住宅供給公社の方には理事長

はじめ常務理事、そしてあと総務部長、そういっ

た職員が4名、県職員がおります。

【田川委員】 結局県の意向を熟知した方が公社

に行かれるんですよね、行っているわけですよ

ね、現実として。であれば、その今後の方針、県

の方針と公社の今後の在り方、ありようについ

ては恐らく十分協議された結果だと思いますの

で、今後、指定管理については、民間とも協議し

て、そういう中で、公社の中の高齢化がというこ

とで民間と。もう一方で、高齢化があるのであれ

ば、新しい人材を養成するとか、そういう手法も

あるんじゃないかと思うんですけれど、そうい

うことについての言及がなされませんでしたの

で、そういう考えがあるかどうか、お願いします。

【野口住宅課長】 新しい人材の採用といいまし

ょうか、そういった点につきましてなのですが、

まず、長崎県住宅供給公社は平成17年に一度破
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綻しておりまして、裁判所による特定調停を受

け、その際にリスクのある事業は行わないだと

か、あるいは新たな人材の採用は行わないとか

いうようなことをやってございます。それが以

降継続したような状態になってございまして、

正職員だった方は派遣といいましょうか、契約

社員といいましょうか、そういった形になった

りとかいうようなことでの人員整理を進めて、

その状態のまま現在に至っておりますので、高

齢化が進んでいるというような状況でございま

した。

【田川委員】 一度破綻されているということを

初めて知ったんですけれども、そのままいくと

いうことで、人材を新しく入れるということは

ないということですね。確認です。

【野口住宅課長】 正社員として入れることはご

ざいませんで、会計年度ごとの採用の職員とか、

そういった形で採用をして業務を行っていると

いうふうにお聞きしております。

【田川委員】 そうなると、今の話を総合して判

断すると、民間じゃないとできないというとこ

ろが現実ですよね。うなずいていただいていま

すのでそれでよろしいかと思いますけれど、今

後、公社のありよう、民間に委ねないとできない

ような状況を果たして公社として運用していい

のかどうかということは今後考えていただきた

いと思いますので、これは要望で検討しておい

てください。

先ほどから皆さん緊張したお話があったんで

すけれども、私はちょっと視点を変えて、251号

ですね、それについて契約金4,100万円、返還金

が3,300万円、202号の用地測量は契約金が1,800

万円円、返還金が1,300万円。特にこの民間につ

いては返還をしてもらえますということで淡々

とお話しされるんですけれど、このことがそれ

ぞれの民間事業者にとってどの程度重いことな

のか、どう考えておられるのかちょっとお話し

ください。

【平道路建設課長】 今回の国道251号に係る返

還額につきましては、まず、外部からの連絡があ

った後に事業者へ聞き取りを行い、その後、検査

時点で未了であったことで国へ協議して国から

返還命令を受けていることなど、その経緯につ

きましても業者の方と話をしまして、業者の方

としても当然反省していると、検査当時におい

て未了であったにもかかわらず、検査品自体の

体裁を整えたことを認めております。

ただ、県もその検査において未了だったこと

を見抜けず、気づかなかった。あと業者が検査日

までにおいて業務を円滑に実施することができ

なかったということは反省しているところでご

ざいます。お互いに反省する点はございますけ

れども、業者は非常に重く受け止めておりまし

て、今回、県からこの3,300万円全額の返還を求

めますということは事前にお話をさせていただ

いております。

金額が大きいものですから、経営の影響も非

常に大きなものと私も存じております。業者に

おいては、業者の経営者ですね、トップまで返せ

るか返せないかとか、県から返還命令、返還請求

を受けたときにちゃんと対応していただけるか

とか、そうしたものを事前にお話をさせていた

だいているところです。

そうした中で、業者からは、今回の事案につい

ての反省という話を聞いておりまして、返還に

も応じたいという意向であることは確認してい

るところです。

ただ、返還に至ったこと自体が非常に私たち

も申し訳ないと。私たちが適正に業務の執行管

理をしていけば、業者もこうした損失を出すこ
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とはなかったと思いますので、その辺は今後、業

者の方にも適正に業務を遂行していただいて、

こうした損失とかが二度と起こらないように努

めてまいりたいという気持ちを伝えているとこ

ろでございます。

【田川委員】 そういう話が一番最初にあった方

がよかったんじゃないかなと。そのことによっ

て、その民間事業者がどういう痛みがあったの

か、そこら辺はごめんねと、あなた方大変ですね

と相手に伝えたと、社長さんも返せるのかどう

かと本当に不安だったと。これは民間事業者、受

注した側が責任取って、県には責任ありません

とか、そういう話でも私は全くないと思うんで

すよ。その民間事業者もほかの事業者は随分見

ていると思います、この案件について。県はごめ

んね、検査が未了だったとか、十分じゃなかった、

私たちに責任がある。結果として、この202と251

については払ってください、ごめんねというこ

とで終わるわけでしょう、ごめんなさいで誠意

を持って。しかし、実害は両方に出ているわけで

すよね。会社経営が本当に破綻する可能性も出

てくる。そのとき本当に思うんだ、会社も、そし

てそこで働く従業員家族ですね、県がもう少し

しっかり検査しておいてくれさえすればと、そ

ういう思いになるんじゃないですかね。9月だっ

たですか、そのときも大村のタイヤが山積みし

ていた話ですね、全然知らなかった、物すごいお

金がかかりましたよ。今後このようなことがな

いように、再犯防止のためにやりますとか、それ

でいつも終わるんですけれど、そこに思いがの

っていないから、同じことが、制度をやっても、

改革しようとしても、私はあまり変わらないん

じゃないかなと。私はそこの思い、県民に対する

思いが、切ない思いが感じられなかった。本当に

この最後の方とは県の方が事業者には問題なか

ったという話ですけれど、県が持ちますと。いや、

そういう、どっちが損するとか、損しないとかじ

ゃなくて、やっぱりそういう事態に陥ったこと

に対する本当の謝罪、そして改善策、ちょっと残

念なんですけれど、国と協議を行った結果とい

うことでこの251号の方ですね、国と協議を行っ

た結果、返還する。こういうのは返還しなければ

なりませんので十分注意してくださいよという

ことで、事前にちゃんと伝えるべきじゃなかっ

たのかなと。こういう事例が起こりました、私た

ちには分かりません。国とちょっと協議してみ

ます。やっぱり駄目でしたと、結果としてそうな

ったわけでしょう。こうなることが分かってい

たら、恐らく両方の業者は、大変よ、これを間違

うと返還しなければならない、会社が潰れるよ、

そういうことじゃないかなと思うんですけれど、

そういう話で部内の調整とか、ベテランとか新

人とか、もうそういうのは抜きにして、当たり前

のことではなかったのかなと。きちんと調査を

する、報告をする、制度を熟知する。何か繰越し

ができないと思っていたとか、そういう次元じ

ゃなくて、もうこれは熟知しておかなければな

らなかった。そのことについて、実際きちんとそ

ういう業者、今後もほかの入札があると思いま

すけれど、ペナルティーはこういうふうにあり

ますよということをこれまで伝えてきたのか、

そして今後どうするのか、お尋ねいたします。

【金子建設企画課長】 今回の議案を受けまして、

受注業者の方にも文書で実際通知を行っていま

す。具体的にはこういった案件が起きましたと。

それを再発防止するためには業務実施における

工程管理をしっかり行ってくださいと。進捗状

況を県や監督職員と協議してくださいと。特に

進捗が遅れている場合はその共有を密にしてく

ださいとか、そういった内容を盛り込んでいま
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す。

あと今回、受注者側の照査やチェックですね、

チェックが適正に行われなかったと、納品時に

それが行われていなかったということもござい

ましたので、そこの照査についてもしっかり行

ってくださいよと。照査は発注者側が4つの段階

で確認するようになっているんですけれども、

その4つの段階で発注者が確認しますので、その

ときにきちんと書類を出してくださいよという

ことも併せてその文書に盛り込みまして、コン

サル協会とか、各種協会がありますので、その団

体と、あとは今県発注工事を受注しているコン

サルタント、全社にその文書を今発出したとこ

ろでございます。業界に対しても、こういうこと

がないようにということで周知に努めていると

ころでございます。

【田川委員】 そういう対策ということですけ

れども、それで十分と思われますか。この事例を

きちんと普通の受注業者含めて、下請の方々に

紹介して、こういう事例が起こりましたといっ

てこういうことで改正を行いますと、調査報告

するようにとか、ただ単に文書を送るんじゃな

くて事例紹介で、Ａ社、Ｂ社が大変なことになっ

ています。これは県としても検査が未了だった

とか、不手際があったとか、そこら辺の謝罪も込

めて、県も含めて内部の話を進めていきますの

で、事業者においても十分に分からないことが

あったら即座に対応してください。こういう姿

勢がないと、私はこれはずっと同じことでも何

していても聞いているんですけれど、今後この

ようなことがないように取り組んでまいります。

また、繰り返すんじゃないかなと思いますので、

責任の所在をきちんとした上で、県としてすべ

きだったこと、できなかったことを今回、業者に

守っていただくことと、これをきちんと明記し

ていただかないと、こうしますよだけじゃ伝わ

っていかないんじゃないかなと思いますけれど、

いかがでしょうか。

【金子建設企画課長】 今回そういう文書で周知

するということだったんですけれども、やはり

今回だけそういうことをやっても、恐らくまた

年数がたてばもうコンサルの方も忘れてしまう

とかそういうことも発生する可能性もあります

ので、毎年いろいろ意見交換会がございます。そ

ういった場で繰り返しこういった事例を紹介し

て再発防止に努めてまいりたいというふうに考

えております。

【田川委員】 是非、毎年といいますか、年に1回

とかじゃなくて、機会ごとにそういう話をして

いただきたいと思います。そこで提案ですけれ

ども、こういうチェック機能というのは、今ＡＩ

がどんどん進んでいますので何が足りないかと

かいうよりも、そういう人に委ねるところを導

入するとか、そういう考えはございませんか。

【金子建設企画課長】 ＡＩもこの事例じゃない

んですけれども、例えば適正な積算、予定価格の

算定とかをするときに、ＡＩでチェックしてい

る地方公共団体もあるということも聞いていま

す。国とか、他県の事例を勉強して、本県でどう

いうことがやれるか研究してまいりたいという

ふうに考えております。

【田川委員】 よく言われるのは他県の事例でと

いうことで、それは大事な話で、私も取り組んで

いかなければならないと思うんですけれども、

むしろこういう機会に長崎県方式ということで、

長崎県はこの受注関係に関して、あるいは検査

に関して、日本国内でも全自治体のトップを走

るんだという気概でやっていただきたいんです

よ。新しいやり方は、金子課長ならできると私は

信じておりますので、よろしくお願いします。こ
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れ要望で終わります。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【まきやま委員】 私も同じ内容で質問いたしま

す。

虚偽の説明、また申請をした業者に2か月の指

名停止ということなんですけれども、私からす

るとこれは軽いんじゃないかなという感じを受

けますけれども、どういった判断をされている

のか教えてください。

【金子建設企画課長】 今回の事案というのが履

行遅延による契約違反ということになるんです

けれども、そういった事案の場合に、指名停止の

要領がございます。その要領でありますとか、過

去の事案等に基づき今回2か月と決めていると

ころでございます。

過去の事案というのが、これは工事なんです

けれども、履行を証明する資料を偽造して、あた

かも履行したかのように見せかけたという事例

がありまして、このときも2か月としているとこ

ろでございます。

【まきやま委員】 では、これを繰り返した場合

はどうなりますか。

【金子建設企画課長】 繰り返した場合というの

が運用にございませんので、そのときにいろい

ろ検討することになると考えております。

【まきやま委員】 ですので、先ほどの中村委員

の質問がすごく重要で、そういった過去の事案

とか、そういったものを考慮して、特にもう虚偽

というのは犯罪ですので、しっかり県の方も足

りない部分があるとおっしゃっていますけれど

も、私は事業者が虚偽の報告、申請をするという

のは非常に重大な問題だと思っていますので、

そこは厳しく指導していただきたいと思います。

それから、今度用地課の件なんですけれども、

こちらは県費で返済ということになりますけれ

ども、処分はどうなりますでしょうか。

【江頭監理課総括課長補佐】 処分についてのご

質問ですが、今回の事案につきましては、土木部

から人事課の方に全て報告はしております。そ

の中で現在、人事課におきまして、事案につきま

しては整理をされていると聞いております。

【まきやま委員】 それでは、総務の方の結果を

待つといたします。

次に、今回の問題が起きたのが部長おっしゃ

るとおり人員が足りないとか、そういった問題

があるのであれば、民間の会社はもう常に道路

ばかりつくってプロなんですよ、逆に。だから民

間の人たちと渡り合えるようなチーム編成、拡

充ができるように土木部の人員の確保というか、

拡充というか、それを次年度に向けてしっかり

していただければと思います。こちらは要望に

とどめておきます。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【冨岡委員】 私からも国庫補助金の返還につい

て、田川委員からの温かい質問の後で申し訳な

いんですけれども、便宜上、一般国道251号道路

改良工事に関わるものを１番目、一般国道202号

の用地測量委託に関わるもの2番目、一般国道

202号物件等調査業務委託に係るの3番目として、

3番目について827万円の県からの負担になると

いうことで、ただ、1番目、2番目についてのご説

明の中では、1番目は受注業者が全額負担する予

定である、県の負担は発生しないということと、

2番目の方は国費返還は受注業者へ全額請求す

る予定ということで、あたかも確実に全額回収

できるような言い方になっているのと、あとは

先ほどのご答弁の中で返還に応じたいというこ

とを事業者の側からは言われているということ

でしたけれども、ちょっとこの裏の今後の予定

を見ると、2番目の方が国からの国費返還命令後
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ということで、そちらを待つような状態のよう

ですね。1番目の方ではそれが書いていないので、

多分国からの国費返還命令が既に出ているもの

と推察しますけれども、これが12月上旬に国費

返還命令が出ると、12月下旬に受注者からの納

付後、国庫補助金を国へ返還という予定ではあ

りますけれども、ここは回収できない可能性が

ゼロではないのか、ちょっとその辺りについて

教えていただければと思います。

【平道路建設課長】 道路建設課、道路維持課も

同じなんですけれども、まず、国からの国費返還

命令というのはまだ出てございません。今後出

る予定ということで12月上旬ということで記載

しております。

受注者から納付できないリスクについては、

それぞれ道路建設課案件、道路維持課案件です

けれども、これは確かにあろうかと思います。た

だ、先ほど私が発言しましたように、今回受注者

へ聞き取りを行う中で、3,300万円、1,300万円と

いう大変大きな金額について県として責任の所

在を考えたときに、双方の責任はございますけ

れども、受注者の方に返還命令をさせていただ

くという話はさせていただいており、今のとこ

ろは返還に応じるということで回答いただいて

いるところでございます。確実というところま

では言及はできませんが、そうした状況でござ

います。

【冨岡委員】 ありがとうございます。ご答弁に

ありますように大変3,311万円、1,310万円です

か、大変大きい金額です。田川委員は大変温かい

お気持ちでいろいろとご発言されていましたけ

れども、現実先方の受注業者さんが破産、倒産し

てしまったような場合、こちらについても3,300

万円、1,300万円についても県の負担になってし

まう可能性が高まるというところで、何らかの

手だてというか、これは期間は短いので、なかな

か難しい部分もありますけれど、例えば弁護士

さんなんかに相談して、なかなかないでしょう

けれども、こういったところにほかに発注して

いるものがあれば、それについて例えば先方か

らの請求があってもそれはとどめておくとか、

そういった法律の範囲内で確実にそれが回収で

きるような何らかの手だてを弁護士さんなんか

にも相談することを要望させていただきます。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【平道路建設課長】 先ほど中村委員からご質問

がございましたアジアエンヂニアリングにどれ

だけ実績があるかということでございますけれ

ども、令和2年から令和6年の5か年におきまして、

土木部で20件の受注を行っているところでござ

います。

それともう一点、時効があるかないかという

ことでございますけれども、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律において、その

取消し命令につきましては基本的に時効はござ

いません。事案が発覚した時点で、国からその事

案が不正と判断されればそうした補助金の返還

命令を受けるというものでございます。

【坂口分科会長】 中村委員、よろしいですか。

【中村(一)委員】 はい。

【坂口分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって予算議案及び第130号議案に対

する質疑を終了いたします。

次に、予算議案に対する討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑、討論が終了しました

ので採決を行います。
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第103号議案のうち関係部分、第104号議案、第

106号議案のうち関係部分及び第107号議案につ

いては、原案のとおり可決することにご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおりそれぞれ可

決すべきものと決定されました。

【坂口委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、土木部長より総括説明を求めます。

【山内土木部長】 土木関係の議案についてご説

明をいたします。

観光生活建設委員会関係議案説明資料 土木

部の2ページをご覧ください。

また、これに加え、追加１お配りしております

ので、そちらも併せてご覧ください。

今回ご審議をお願いしておりますのは、第113

号議案「長崎県海域管理条例の一部を改正する

条例」、第114号議案「長崎県建築関係手数料条

例の一部を改正する条例」、第125号議案「契約

の締結の一部変更について」、第126号議案「財

産の処分について」、第127号議案「和解及び損

害賠償の額の決定について」、第129号議案「公

の施設の指定管理者の指定について」、第130号

議案「公の施設の指定管理者の指定について」、

第134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」のうち関係部分であり、その内容

は記載のとおりであります。

なお、第134号議案を除き、横長資料を配付さ

せていただいております。

続きまして、議案外の報告事項についてご説

明いたします。

4ページ中段をご覧ください。

和解及び損害賠償の額の決定についてという

ことで、令和7年度に発生した県の管理瑕疵によ

る事故の和解及び損害賠償の額の決定4件につ

いて、地方自治法第180条の規定に基づく軽易な

事項として専決処分させていただいたものであ

り、その内容は記載のとおりでございます。

訴えの提起についてということで、県営住宅

の明渡し及び滞納家賃の支払いに係る訴えの提

起1件を地方自治法第180条の規定に基づく軽易

な事項として専決処分させていただいたもので

あり、その内容は記載のとおりであります。

契約締結の一部変更についてということで、

令和6年11月定例会で可決された、一般国道382

号道路改良工事（（仮称）樫滝トンネル）におい

て、地方自治法第180条に基づく軽易な事項とし

て専決処分させていただいたものであり、その

内容は記載のとおりであります。

公共用地の取得状況についてということで、

令和7年8月1日から令和7年10月31日までの一定

基準以下の土木部所管の公共用地の取得状況に

ついては、佐世保市における一般国道202号道路

改良工事ほか1件であります。

次に、主な所管事項についてご説明いたしま

す。

追加1の資料をご覧ください。

石木ダムの推進についてということで、石木

ダムについては渇水や洪水などの自然災害から

地域の皆様の安全・安心を確保する上で必要不

可欠な事業であり、早期完成を目指す必要があ

ることから、工期内の確実な完成に向け、工事工

程に沿って着実に工事を進めてまいります。

一方、川原地区にお住まいの13世帯の皆様の

ご理解とご協力を得た上で事業を円滑に進める

ことが最善であるとの考えに変わりはなく、今

年度、川棚町で開催している石木ダムの技術的
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な疑問等に対する説明会はこれまで3回開催し、

いただいたご質問に対し、県の考えを一通りご

説明させていただきました。

さらに、先日、12月7日には、大石知事が川棚

町に赴き、町民の皆様を前に事業に対する疑問

等について直接県の見解をご説明してきたとこ

ろであります。

また、佐世保市および川棚町とともに策定を

進めております水源地域整備計画については、

昨年10月に公表した計画素案を基に、いただい

たご意見の反映を行い、去る11月14日に地元川

棚町において大石知事の出席の下、改めてご説

明をさせていただきました。いただいたご意見

も反映させながら、来年度早期に国に計画を提

出できるよう佐世保市、川棚町とともに準備を

進めてまいります。

県といたしましては石木ダムの一日も早い完

成に向けて、引き続き佐世保市及び川棚町と一

体となって事業の推進に全力を注いでまいりま

す。

元の資料に戻っていただきまして、5ページ下

段をご覧ください。

幹線道路の整備についてということで、県で

は産業の振興や交流人口の拡大による地域の活

性化、さらには強靱な県土づくりに向けて幹線

道路の整備を進めております。

去る10月30日には西九州自動車道のさらなる

整備促進を図るため、本県、福岡県、佐賀県並び

に3県沿線市町合同による建設促進大会を東京

等にて開催いたしました。

当日は各県の国会議員の方々や関係皆様のご

出席の下、松浦佐々道路をはじめとする事業中

区間の早期完成、それに暫定2車線区間の4車線

化への早期着手などを決議し、国土交通省と財

務省へ要望を行いました。

こうした中、松浦インターから平戸インター

間の約7.5キロにつきましては、今月14日に開通

することとなりました。

今回の開通により福岡方面から平戸市へのア

クセスが飛躍的に向上し、地域産業のさらなる

活性化や交流の促進が図られるものと期待をし

ております。

また、国道34号、大村諫早拡幅については、先

月9日に本県選出国会議員や県議会議員の皆様

のご出席の下、着工式が開催されました。

県といたしましては、着実な事業進捗に向け、

今後とも国土交通省と連携を図りながら、関係

市と一体となって取り組んでまいります。

さらに、長崎南北幹線道路の茂里町から滑石

工区については、去る10月23日に県と長崎市で

事業の推進に向けた基本協定を締結したところ

であり、引き続き地元調整や用地交渉などにつ

いて連携、協力を図ってまいります。

そのほか今回ご説明いたします長崎駅前バス

ターミナル再整備について、長崎県耐震改修促

進計画の改訂について、長崎県土地開発公社の

解散についての内容は記載のとおりであり、補

足説明資料を配付させていただいております。

後ほど担当課長からご説明させていただきます。

また、事務事業評価の実施についての内容は

記載のとおりであります。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。何とぞよろしくご審議を賜りますよう

お願いいたします。

【坂口委員長】 次に、監理課総括課長補佐より

補足説明を求めます。

【江頭監理課総括課長補佐】第113号議案「長崎

県海域管理条例の一部を改正する条例につい

て」、補足してご説明いたします。

観光生活建設委員会説明横長資料の4ページ
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をご覧ください。

本議案は、海砂などの土砂を採取する業者が

採取許可を受ける際に、前払いで納める土石採

取料について、許可を受けた土石採取量に満た

ない採取となった場合、その数量差に相当する

採取料を還付することができるように所要の改

正をするものであります。

現在、土石採取業者は、前払いで採取料を納め

ている一方、許可を受けた数量の全てを採取し

ないときにも採取料は還付されないため、結果

的に許可数量まで需要が許可期間中になかった

としても、万一の需要に備えて許可数量のほぼ

全てを採取している状況にあります。

今回の条例改正により、今後の必要最小限の

海砂採取等につながる観点を踏まえ、最終実績

に応じた採取料とする取扱いに変更するもので

あり、令和8年度から施行することとしておりま

す。

5ページをご覧ください。

海砂採取量に係る5年毎の推移であります。

県では、年間の採取限度量を定めております。

この採取限度量の設定については、基本方針の

中で、骨材資源の確保とともに水産資源の保護

や自然環境との調和を図るとの考え方を示して

おります。この考え方に基づき、年間採取限度量

につきましては、平成11年度の600万立米をピー

クに、現在240万立米となっております。

以上で補足説明を終わります。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。

【坂口委員長】 次に、道路建設課長より補足説

明を求めます。

【平道路建設課長】 観光生活建設委員会説明横

長資料8ページ、第125号議案「契約の締結の一部

の変更について」ご説明いたします。

9ページをご覧ください。

工事名は主要地方道小浜北有馬線道路改良工

事（（仮称）大亀矢代トンネル）、工事場所は、

雲仙市小浜町大亀から南島原市北有馬町乙でご

ざいます。

本路線は、雲仙市小浜町と南島原市北有馬町

を結ぶ重要な幹線道路であります。当工事は道

路線形が悪く、交通事故も多いことから、車両の

通行に支障を来している区間について、バイパ

ス工事により通行車両の走行性及び安全性の向

上と、両地域間の連携強化を図るものでありま

す。

工事延長1,060メートル、幅員は車道5.5メー

トル、全幅で7メートルであり、トンネル工896メ

ートル、道路改良工164メートルを施工しており

ます。

契約相手は、熊谷・門田・中島特定建設工事共

同企業体、現在の契約金額は、消費税を含め43億

5,851万6,800円であります。

今回、4億4,615万100円増額し、48億466万

6,900円に変更するものであります。

10ページに位置図、平面図及びトンネル部等

の断面図を示しております。

11ページをご覧ください。

主な変更理由についてご説明いたします。

労務単価、資材単価の上昇に伴い、インフレス

ライド請求がなされたことから、約2億300万円

の増額となっております。

12ページをご覧ください。

左側の写真のとおり、トンネル掘削面に転石

が発生したことにより、大型ブレーカーでの破

砕作業が追加となっております。これに伴う坑

内の照明や換気設備などの仮設備の設置期間も

延長となったことで約1億200万円の増額となっ

ております。

13ページをご覧ください。
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トンネル掘削中に想定以上の湧水が発生し、

ポンプの排水能力の向上や稼働日数を延長した

ことにより約8,000万円の増額となっておりま

す。

以上で第125号議案の補足説明を終わらせて

いただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。

【坂口委員長】 次に、港湾課長より補足説明を

求めます。

【本多港湾課長】 観光生活建設委員会説明横長

資料14ページ、第126号議案「財産の処分につい

て」ご説明いたします。

15ページをご覧ください。

神ノ島工業団地は、企業誘致の促進を目的と

して、昭和47年度から港湾整備事業により整備

が開始され、昭和56年度に売却予定地として約

64ヘクタールを造成し、このうち現在までに約

54ヘクタールが分譲されております。

今回、Ｃ－2地区である約6.9ヘクタールを公

募したところ、三菱長崎機工株式会社から分譲

申込みがあったことから、売却価格6億1,848万

4,585円で売払いを予定しております。

なお、三菱長崎機工からは、洋上風力発電関連、

防衛関連などの事業用地として活用する計画で

あると伺っております。

本案件は、予定価格が7,000万円以上かつ2万

平方メートル以上の土地の売払いとなるため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例第3条の規定により議会の

議決をお願いするものであります。

続いて、20ページをご覧ください。

第129号議案「公の施設の指定管理者の指定に

ついて」ご説明いたします。

21ページをご覧ください。

港湾施設のうち、早岐港ハウステンボスマリ

ーナ及びハウステンボスハーバーについて、指

定管理期間が令和8年3月31日で満了するため、

指定管理者の公募及び選定を行い、条例の規定

により指定管理者を指定するものです。

1の指定管理候補者ですが、早岐港ハウステン

ボスマリーナ及びハウステンボスハーバーは、

ＨＡＩＫＩマリーナハーバー合同会社を選定し

ております。

2の選定経過ですが、指定管理者の公募8月15

日から9月16日の間で行い、その後、外部有識者

6名で構成する長崎県土木部指定管理者選定委

員会において、利用促進策や管理費用の縮減の

取組、組織人員体制等の観点から審査を行い、指

定管理者候補者の選定を行いました。

次に、22ページをご覧ください。

（4）の選定結果を記載しております。

応募団体は1社であり、選定の結果、指定管理

者候補者は、これまでの実績から管理者として

の役割を理解しており、適切な管理が期待され

ると評価されました。運営方針では、ハウステン

ボスとの調和を重視しており、スーパーヨット

の受入れや水中展望船カフェなどの新しいアイ

デアを積極的に検討している点や、マリンフェ

スティバルの開催など、地域に開かれたマリー

ナとして地域に貢献しており、ヨットレースな

どの自主事業の実績も高く評価されております。

選定委員会の選定結果報告を受け、こちらの団

体を指定管理候補者に決定し、本議会に指定管

理者の指定に係る議案を提出させていただいた

ものです。

3の指定管理期間ですが、令和8年4月1日から

令和13年3月31日までの5年間としています。

最後に、4の今後の予定ですが、本議会での議

決後、指定管理者の指定告示を行い、来年3月ま

でに基本協定や令和8年度の協定書を締結する
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予定としています。

以上で、第126号議案、第129号議案についての

補足説明を終わります。よろしくご審議賜りま

すようお願いいたします。

【坂口委員長】 次に、道路維持課長より補足説

明を求めます。

【田﨑道路維持課長】 観光生活建設委員会説明

横長資料17ページ、第127号議案「和解及び損害

賠償の額の決定について」ご説明いたします。

18ページをご覧ください。

今回上程しております和解及び損害賠償の額

の決定につきましては、令和6年10月28日に一般

国道324号の長崎市江戸町において、走行中の車

両が車道に突出していた街路樹の幹に衝突した

ことにより、車両に損傷を与えた事故に対する

損害賠償の額の決定であります。

事故状況は、横長資料の19ページに示してお

りますが、人的被害はございませんでした。

事故原因としましては、車両制限令で一般的

に通行可能とされる高さ3.8メートルでありま

すが、街路樹の幹の高さはそれより低い3.2メー

トルで、歩道縁石から車道内に幅60センチメー

トル程度突出していたことについて、通常の道

路パトロールにおいて確認できていなかったこ

とによるものであります。

過失割合につきましては、相手方の前方不注

意も認められますが、先ほど申し上げました車

両制限令で一般的に通行可能とされる高さ3.8

メートル以下の位置に障害物があり、道路とし

て通常有すべき安全性を欠いていたため、県の

過失割合を8割と判断しております。

損害賠償額は118万6,038円で、内訳は全額車

両の修理費でございます。

なお、全額を道路賠償責任保険から支払うこ

とといたしております。

事故原因となった街路樹につきましては、事

故発生後に伐採しております。その他の街路樹

につきましても、建築限界にあるものは伐採や

剪定を行っております。

このような事故が発生したことから、事故後

は定期的に行っている道路パトロールにおいて、

通行に支障のある位置に支障物がないか注意深

く点検し、発見した場合は速やかに対処してい

きたいというふうに考えてございます。

また、楠の剪定に適している3月から4月にわ

たり、造園業者により作業を行って、葉量を減ら

し、落ち葉や落ち枝や倒木を少しでも減らして

いきたいというふうに考えてございます。

今後、同様の事故が起こらないよう努めてま

いります。

以上で127号議案の補足説明を終わらせてい

ただきます。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

土木部関係の審査の途中ですが、午前中の審

査はこれにてとどめ、午後1時30分から再開し、

引き続き土木部関係の審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 ５分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、土木部関係の審査を行い

ます。議案に対する審査を行います。

第130号議案の質疑につきましては分科会に

おいて終了しておりますので、第113号議案、第

114号議案、第125号議案ないし第127号議案、第

129号議案及び第134号議案のうち関係部分に対

する質疑を行います。

質疑はありませんか。
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【中村(一)委員】第125号議案ですけれども、契

約締結の一部変更について、増額変更ですね、こ

れは4年前に工期が始まって、今もう3年になっ

て大詰めを迎えておりますけれども、ちょっと

最初の契約高を教えていただけますか。

【平道路建設課長】 当初契約でございますけれ

ども35億7,309万1,500円でございます。

【中村(一)委員】ありがとうございます。3年た

って、約13億円増額になっておりますけれども、

今のこの説明を聞いてみましたけれども、この

一番の主なものは、物価高騰と労務単価の上昇、

資材単価の上昇ということですけれども、トン

ネルの世話役1割増で、これは1日トンネルの世

話役は約4万5,000円から5万円少しということ

と、普通の作業員の2万円からと、これは2万

3,000円ぐらいかな、5,000円ぐらいかな、この辺

をちょっともう少し詳しく説明してください。

それと生コンクリートの4割増となっていま

すけれども、これは島原振興局管内なのか、県央

管内なのか、あるいは離島、長崎、佐世保、その

辺の単価が分かれば教えていただければと思い

ます。

【平道路建設課長】 まず、労務員の単価につい

てご説明いたします。

トンネル世話役につきましては、令和5年度が

4万6,570円が令和7年度5万1,940円、割合にして

111.5％の増加となっております。

続きまして、普通作業員でございます。

こちら令和5年度が1万9,635円、これが令和7

年度には2万1,840円、割合にして111.2％の増加

となっております。

続きまして、資材単価でございます。

こちらコンクリート単価、これは覆工コンク

リートでございますけども、令和5年度の単価が

1万7,500円、これは1立米当たりでございます。

こちらが令和7年度に2万3,800円、136％の増加

となっております。

資材単価につきましては、各地区の割合での

単価となっておりまして、こちらの単価は仕上

がりでの特別調査を取ったときの単価となって

おります。

以上でございます。

【中村(一)委員】 ちなみに、長崎、佐世保あた

りが分かれば。

【平道路建設課長】長崎でいきますと、1立米当

たり、令和5年度が1万4,600円、これが令和7年で

いいますと2万300円、県の本土平均でいきます

と、令和5年度が約1万5,700円、これが令和7年度

は約2万円、本土の平均でいきますと127％、長崎

の方に行きますと、先ほど申し上げたのが約1万

4,600円から約2万300円でございますけれど、こ

ちら139％というような割合の増加になってお

ります。

【中村(一)委員】 離島は。

【平道路建設課長】 離島地区でいきますと、全

体の離島の平均で申し上げます。

コンクリート単価でいきますと、令和5年度が

1立米当たり2万8,040円、これが令和7年でいき

ますと3万4,090円、割合にして122％の増加とな

っております。

【中村(一)委員】 ありがとうございました。

インフレスライドということで、1割10％上が

ったときに、単価が上がって認められるという

ことだと思いますけれども、この単価というの

は、いわゆる10％上がるということは、受注者が

上がったから全額県が補償するようなものです

か。要するに、受注単価が今さっき言ったように

111％になったと、それで1割インフレスライド

になるから、受注の会社が県にこれだけ上がり

ましたから、3,000万円上がりましたからこれで
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お願いしますというものなのか、その辺ちょっ

と私たち分かりにくいんですよね。

【金子建設企画課長】 スライドというのは急激

な物価高騰とかがあった場合に、残工事に関し

て、その上昇分から1％除いた金額を新たに変更

増するというような制度となっております。あ

くまでも残工事分に関して増額をするというこ

とになります。

【中村(一)委員】 分かりにくいんですよね。い

ずれにしろ、工事費の世話役、労務単価と資材単

価で約2億円ですよね、これ、2億円の工事という

ことですので、もう私たちから言わせれば、最初

から、設計の段階から、3年前ですから、そうい

う設計をして、入札を行って35億円で取ったと。

その後もいろいろ物価が上がって13億円ぐらい

オーバーしたというようなことで、私たちには

ちょっと常識的には考えにくいものですから、

そういったものは県内にもかなりあるんですか、

インフレスライドというのは。その辺をちょっ

とお尋ねをいたします。

【金子建設企画課長】 インフレスライドの実績

ですけれども、令和6年度の実績がちょっとござ

いまして、それでいきますと県下で37件という

ことになっております。

【中村(一)委員】 ということは、そういう37件

で額はちょっと言われなかったんですけれども、

かなりの額をオーバーしていますよね。その辺

は国からの補助とか、そういうのがあるんです

か、その分に関して。

【金子建設企画課長】 国からの補助というのは

ございませんで、あくまでも公共事業費の中で

賄うということになります。

最近の、これは国土強靱化の動向なんですけ

れども、新たな国土強靱化の実施中期計画には

資材価格や人件費の高騰について、各年の予算

編成過程で適切に反映ということが謳われてお

りまして、これ全国的にも人件費も物価も上昇

しておりますので、国がそういう対策に乗り出

しているんではないかと、計画に盛り込まれた

ということは、そういう対策に乗り出している

のではないかというふうに考えているところで

ございます。

【中村(一)委員】 分かりましたみたいな感じで

すけれども。ただ、やはり最初の金額から13億円

ちょっとオーバーしていますので、私たちにと

って、非常にトンネルは必要なものですけれど

も、あまりにも最初の当初の35億円でしたか、35

億円から今回48億円かな、13億円上がったとい

うことで、この辺の適正な価格とは担当課はど

のように見えておりますか。

【平道路建設課長】 今回のトンネル工事におき

まして、当初契約金額35億円、これが13億円増高

しまして今48億円というところになっておりま

すけれども、全てがインフレスライドというも

のではございませんで、前回の変更のときには

支保パターンの変更とか、今回の変更におきま

しては転石破砕とか、そうした新たな現場を進

めていく上での当初予想し得なかった事情とい

うのも生じております。できる限り工事に着手

する前に、ボーリング調査とか、その設計金額の

精度、工事の精度、適正な金額というのを弾くよ

うには努めているところでございますけれども、

先行する調査費用と、あと工事費用とか、そこら

辺のバランスもあろうかと思います。

今後、この工事におきましては、なるべく工事

請負金額、工事価格に変更、増額とか、減額も含

めて変更が生じないようには努めてまいりたい

と考えているところでございます。

【中村(一)委員】 分かりました。今回の補正で

すけれども、いわゆる受注業者がこれだけイン
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フレ、工事の変更、増加等があるんですけれども、

担当課としての精査、これは妥当な金額なのか

というようなことは、どのような感じで庁内で

部内でするのか、あるいは受注業者が説明に来

て、こうこうこうですというようなことでする

のか、その辺をもう少し詳しくお願いします。

【平道路建設課長】 金額の妥当性につきまして

は、まず今回でいけば島原振興局が発注してお

りますが、設計変更に値するような変更条件、今

回でいけば転石が出てきた、例えば支保パター

ンが変わった、あと湧水が出てきたというのは、

それぞれ情報共有をして、設計変更しなければ

ならない項目として確認した上で変更いたして

おります。適正な価格、その変更することに対し

ての確かさというのは常に確認していますし、

担当者だけではなくて、主任監督員、総括監督員

もおり、そうした全ての監督員が総合的に判断

した上で設計変更を行ったところでございます

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【冨岡委員】発信いたします。この第127号議案

「和解及び損害賠償の額の決定について」とい

うことですね。

まず1点目が、事前にご説明いただいたんです

けれど、事故年月日令和6年10月28日ということ

で、1年以上前になっているところについて、今

年になっているというのもなぜなのかの確認と、

あとは写真にもあるんですけれども、車道に突

出した街路樹の幹に衝突したということで、枝

だったら1年間で伸びてくるから気づかずにと

いうのは分かるんですけれど、幹に衝突したと

いうのが分かりづらくて。幹が出ていたら、もう

既に、ここも交通量が多いところだと思うので、

衝突していたはずだけれど、それまで事故が起

こらず、今回起きた理由の部分ですね、多分トラ

ックがかなりの大型で、ほかにめったに通るこ

とがなかったのかなという推測はするんですけ

れど、そこの部分について教えてください。

【田﨑道路維持課長】まず、1点目でございます。

昨年度、令和6年10月28日に起こった事故でご

ざいます。

この事故が起きた後、過失割合につきまして

相手の方と交渉しながら決まったということで、

県の過失割合が示談交渉の結果80％となってお

ります。この決定に時間がかかったということ

で今回の上程となりました。

もう一つですけれども、幹が車道上で出てい

て、気づくのが遅かったのではないかというご

指摘でございます。

旧県庁坂は、楠がいっぱい生えている状況で

ございます。過去にこういう幹とか枝とかにぶ

つかったという事故が発生していなかったとい

うこともございまして、今回のところは見落と

していたということでございます。そちらにつ

きましては、前々からこういう状況が起きてい

たということが考えられます。今後も適切なパ

トロールを続けて早期発見ということに努めて

いきたいと考えてございます。

【冨岡委員】 ありがとうございます。ご答弁の

中で以前からこういう状況が起きていたという

表現がありましたけれど、要するに同じぐらい

のトラックが走って、ざざざっと少しは傷つい

たりしていた可能性はあるけれども何も言って

こなかったんじゃないかという推測ということ

でしょうか。

【田﨑道路維持課長】 そういう案件は確認をさ

れておりませんでしたので、そういった案件は

なかったというふうに考えてございます。

【冨岡委員】 そうしますと、当初のお話のとお

り、今までは通らなかったような大きな車体の

車両が通ったということでしょうか。承知しま
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した。

あとは賠償額について118万6,000円というこ

とで、全額道路賠償責任保険が適用ということ

になっておりました。こちらについては、国や市

町村の自治体が管理する道路や穴や陥没、管理

の瑕疵が原因で通行人にけがさせたり、物を壊

したりした場合の賠償金に充てるための保険と

いうことですね、国家賠償に基づく責任を補償

するということと、道路の管理責任は自治体側

にあるケースが多いのが特徴ということで、こ

ういった保険の適用になるということでした。

あとは、そこの保険適用ということで、ちょっ

と思い出したのが、総務委員会の際に、事例は全

然違いますけど、警察車両についてはイメージ

的には結構事故は起こるのかなと思っていたん

ですけれども、警察車両については保険に入ら

ない方がよいと。要するに保険料との関係で年

間の保険料と賠償すべき金額との関係ですね、

結局車両保険に入らないという判断をされてい

たようでした。こちらについても感覚的にはそ

んなに起こらないのかなと思うんですけれども、

この道路賠償責任保険にどれぐらいで加入され

ていて、また年間賠償すべき費用の積算と比較

の部分でこの契約に入っていることの妥当性に

ついて改めて教えていただけたらと思います。

【田﨑道路維持課長】 道路保険につきましては、

毎年契約を行ってございます。毎年6月から次の

年の6月までということで、今年でいきますと、

令和7年は506万9,490円の契約になってござい

ます。賠償額はまた別個にございまして、例えば

令和5年度でいきますと615万3,000円という賠

償額でございますので、保険契約額と賠償額の

乖離はほぼないというふうに今のところ考えて

ございまして、保険の加入としては妥当でない

かと考えてございます。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【小林委員】 座ったまま失礼します。

この第113号議案「長崎県海域管理条例の一部

を改正する条例」、改正前と改正後どのように変

わっているのか、何をどう改正するのか、まずそ

こを分かるように説明をしてもらいたいと思い

ます。

【江頭監理課総括課長補佐】 この海域管理条例

ですが、まず、海砂を採取する業者が採取しよう

とするときに、まず申請をします。その際に、前

払いで申請料を納付しますが、その後、その申請

料、限度いっぱいに採らなくても、例えば100立

米申請して70立米しか採らなかった場合でも、

残りの30立米に当たる分の申請料を返還しない

と、採取料は返還しないということが今までな

っておりました。それを還付できるようにしよ

うというのがこの改正の目的であります。

【小林委員】 今の説明でよく分かりました。こ

れは、分かりましたけれども、いきなり条例改正

を出すということは、この目的は何なんですか、

この条例改正の目的は何ですか。

【江頭監理課総括課長補佐】 まず、改正の目的

ですけれども、事前の説明でも言ったとおり、海

砂はまず生コンを製造する際の骨材として用い

るなど、公共インフラを維持するために必要不

可欠な資源であります。一方で、海底に存在する

限られた天然資源でもあります。そうした中で、

海砂の採取量について、現行条例では許可を受

けた数量に応じた金額を納付しまして、その数

量を採取しなくても、原則、還付しないと、これ

は先ほどお話ししたところなんですけれども、

業者としましては、採取の許可を得たというこ

とで、万一の需要に備えていまして、許可を受け

た数量の上限近くまで採取しているという現状

がございました。この現状を鑑みたときに、今後
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は必要最小限の採取にとどめながら骨材の安定

供給、これも継続しますように採取の仕組みを

改めようとそういう改正であります。

【小林委員】この今お話で、必要で不可欠な資源

と、こういうことをおっしゃっているわけだな。

だからこういう必要で不可欠な資源を大事に取

り扱うと、これは骨材資源の確保、水産資源の保

護、自然環境等々から見てみても、とても海砂と

いうのは貴重なものだと。しかもこれは国有財

産だよね、これは国有財産。つまり国家のもので

あるし、県民全体のものであるということがは

っきりしている。これは間違いないか、国有財産

であることは。

【江頭監理課総括課長補佐】 間違いございませ

ん。

【小林委員】 国有財産を長崎県が管理している

というようなことでよろしいのか、もう一度お

願いします。

【江頭監理課総括課長補佐】 そのとおりでござ

います。

【小林委員】 ありがとうございます。そういう

意味で、非常に大事な資源をちゃんと確保して

いかないといけないと、枯渇するようなことが

あったら大変だと、こういうことをおっしゃっ

て、こういう改正を提案されたと。これは誰が提

案したんですか、いきなり誰が提案したんです

か。

【江頭監理課総括課長補佐】 前回の海砂の採取

限度量につきましては、検討委員会において限

度量をまず設定するというのが原則でございま

す。前回のその検討委員会の提言がなされたと

きに、必要最小限の採取量を目指す一つの方法

として何かないかと。それにつきましては骨材

資源の確保と水産資源の保護、自然環境の保全

という調和、これからの県の基本方針として出

されておりますので、その一つの方法として何

かできることはないのかと考えたところ、それ

を促す一つの方法としてこの改正というのを考

えたものでございます。

【小林委員】 あなたも代理で来ているから大変

だと思うけれども、私がこの質問したことに答

えていないわけだ。じゃあ、ちょっとお尋ねしま

すが、今、例えば100万立米、これを70万立米し

か採取しないと。これは今までは前払いで30万

立米分は払っていなかったと、返していなかっ

たと。これからは取っただけ払っていただいて、

あとは返そうやと。この改正前の払っていない

やり方、これが何年続きましたか、いつからずっ

とそういうことをやってきたんですか。歴史は、

いつからやっていたのか。

【江頭監理課総括課長補佐】 平成16年からでご

ざいます。

【小林委員】 平成16年より前から海砂は売って

いるんだろうけれども、その前はどうしていた

のか。

【江頭監理課総括課長補佐】 すみません、調べ

てから回答させていただきたいと思います。

【小林委員】 条例改正を出すならばちゃんと勉

強しておいていただかないと困るわけだ。だか

ら私が言うのは何もいじめているわけでもない

し、そういう意味から私が言っていることは、改

正を求めるわけよ。だから改正前までは、例えば

100万立米だったら、仮に50万立米しか取らなく

ても、あと残りのお金も前払いでもらったけれ

ども返していなかったわけだ。これから条例を

改正して返還しようとしているわけよ。条例の

改正というのは、こんないいかげんな簡単なも

のじゃないんだぞ。歴史があるんだよ。重みがあ

るんだよ。ずっとそれでやってきたわけだよ。だ

から聞いているわけだよ。だから今改正するこ
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とについては、基本的にちょっと私の考え方を

申し上げておくけれども、これは非常によろし

いことだよ。県の考え方に賛成、このことについ

てははっきり申し上げておきたい。

ただ、以前は、いつからこういうことをずっと

やっていたんですかと、返さないやり方をいつ

からやってきたんですかと、どのくらいの歴史

がありますかと、そうしたら平成16年からと。だ

から平成16年以前はどうだったんですかと聞い

ている。どうぞお願いします。

【江頭監理課総括課長補佐】 お答えします。

採取の単価を定めた公有土地水面使用料及び

産物払下料徴収条例というのがこの海域管理条

例の前にございまして、それが制定されたのが

昭和24年9月となっております。したがって、そ

の頃より海砂の採取はそのスタイルで行われて

いたと考えております。

【小林委員】 残念ながら全然分からん。質問通

告は打合せのときにしているじゃないか。条例

改正だろう。誰が提案したのかと聞いている、こ

の答えも出ていない、誰が提案したのか。

【江頭監理課総括課長補佐】 監理課でございま

す。

【小林委員】 監理課が何で提案したのかと今頃。

どういう風向きが変わったのか。基本的にいい

ことだよ。何で今、ずっと前からこれは論議して

いたのか、こんなことを前から論議していたの

か、検討していたのか。どうですか、そこは。

【江頭監理課総括課長補佐】 採取量の削減につ

きましては、今回といいますか、令和5年の限度

量検討委員会においても、さきの件が出たこと

は間違いありませんでした。それを踏まえまし

て、この条例改正につきましても、その時分から

還付することが採取量の削減、これにつながる

ことに着目しまして、時間をかけて昨年度から

ちょっと検討をしていたところ、全国的に見ま

すと還付対応の自治体が相当あるということが

分かりましたものですから、今回見直しに至ろ

うとしたところであります。

【小林委員】 いいですか、総括、あなたが言っ

ていることは、つまり海砂というものは長崎県

にとっても大変貴重な資源であると。これを枯

渇させるようなことがあってはならないと。こ

れを有効的に長崎県政の発展のために、県民の

皆様方の幸せに貢献していかなくてはいけない

と。だから100万立米で70万立米しか採らなくて

も、あと30万立米については今までお金を返し

ていなかった、今回は採った分だけということ

でお願いし、採らなかったら返しますよと、こう

いうことで資源を大事にしていこうと、こう考

えているわけだな。だからそこを踏まえてこれ

からは矛盾のない、行き違いのない答弁をお願

いしますよ。そうすると、県内の今の需要、必要

な量はどのくらいですか。

【江頭監理課総括課長補佐】まず、令和4年度に

民間の調査会社に委託して行いました、本県に

おける骨材需要動向調査、その結果によります

と、県内の需要量の実績としましては、当時の推

計になりますけれども、平成30年度が141万立米、

平成31年度が133万立米、令和2年度が136万立米、

令和3年度が135万立米となっております。

【小林委員】 今は幾らですか。

【江頭監理課総括課長補佐】 同じ調査での需要

の予測、将来需要予測ですけれども、令和7年度

でいきますと155万立米となっております。

【小林委員】155万立米が今県内において、また

長崎県でいわゆる主要な需要量だと、こういう

ことを認めているわけだ。そうすると、今、検討

委員会で決まったその量は幾らですか。

【江頭監理課総括課長補佐】 検討委員会の提言
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を受けて県が決定した年間限度量は240万立米

となっております。

【小林委員】今現在の需要量が155万立米と、大

体ずっと先ほど読んでこられて130とか、あるい

は140とか、多くてもそのくらいですね、平均し

て、130万立米台、140万立米台、そういうことで

今は、令和7年度は155万立米になっていますよ

と。そうすると、いわゆる検討委員会は年間そう

いうことで利用量を240万立米にしているとい

うことは、ちょっとオーバーしているような感

じがするけれども、その見解をちょっとお尋ね

したい。

【江頭監理課総括課長補佐】 当時の限度量検討

委員会、そこから突発的な県内需要に対しても

確実に安定供給ができるよう、ある程度の余裕

幅を持たせるよう、また砂利採取法では許認可

に当たって砂利採取業者の運営も考慮するよう

に義務づけられておりまして、そこも勘案しま

して、当時の250万立米から10万立米削減して

240万立米とすべきとそういう提言をいただい

ております。

【小林委員】 突発的なこととはどういう意味で

すか。

【江頭監理課総括課長補佐】 突発的な需要とし

ましては、災害とか、そのあたりが考えられると

思います。

【小林委員】 突発的なことが災害と、これは分

かりますよ。しかし、いつやってくるか分からな

い。例えば激甚災害とか、いろんな災害が今頻繁

に起きていますが、そういう状況の中で、ある程

度余裕を持ってそういう限度量を決めていると

いうことだけれども、じゃあ具体的にもうちょ

っと突っ込んで、今、令和7年度だけれども、今

この荷揚げ量というのがありますね、荷揚げ量、

これは今長崎県は幾らですか。

【江頭監理課総括課長補佐】 荷揚げ量、県内と

県外を足しまして約196万2,000立米となってい

ます。

【小林委員】 もう一回。

【江頭監理課総括課長補佐】 196万2,235立米と

なっております。

【小林委員】 県内の荷揚げ量を聞いているわけ

だ。県外を何で足すのか、県外の荷揚げ量を。県

外に荷揚げしていいのか。

【江頭監理課総括課長補佐】 まず、県内の荷揚

げ量ですけれども、これは令和2年度の実績で87

万立米となっております。

【小林委員】 今明らかになっていますね。87万

立米が県内の今現実に需要量です。それは今さ

っきから言っているように、155万立米と、こう

いうことになっていること自体が採り過ぎじゃ

ないか。ましてや検討委員会というものがあっ

て、しかるべき先生方がそこにご就任いただい

ているわけだよ。大学の先生とか、見識のある先

生ばかり、ありがたい存在である。しかしそれは、

今言うように240万立米と。実際的には87万立米

がいわゆる実際的に荷揚げ量となっていて、そ

れでいいわけだよ。だから突発なことがあるか

もしれないからというふうなことを言っている

けれども、それを150万立米にしたり、さらに240

万立米にしたりと、こういうことこそ一番無駄

じゃないか。さっきから言っているように、資源

は枯渇したら困るんだと、国有財産なんだよ、県

民のものだよ、そういう点から考えてみたとき

に、何で現実はこんなに乖離しているのかと。こ

んなに必要外のものをこうやって採っていいと

いう許可に、限度量を何でそこまで引き上げる

のかというのが理解できないんです。その説明

をしてください。

【江頭監理課総括課長補佐】 まず、県内の荷揚
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げ量ですが、実際にはこれがイコール、いわゆる

県内の需要量というわけではございませんで、

県外から流入してくる部分もあるということで

す。

【小林委員】 県外から何ですか、県外に荷揚げ

していいんですか、今うちの長崎県の決まりで。

県内ならいざ知らず、県外に荷揚げしていいの

かどうか、そこをお尋ねします、どうですか。

【江頭監理課総括課長補佐】 まず、先ほどお話

しした県外から入ってくるというのは長崎県か

ら採れた分ではなく、県外で採れた砂で、長崎県

に入ってくる量がこれにプラスされて、県内の

需要量になると、そういった説明でございまし

た。誤解を招く発言で申し訳ありません。

【小林委員】 県外から海砂が長崎県に入ってい

るんですか。

【江頭監理課総括課長補佐】 県内の生コン会社

に聴取をしたときに、そういう話はお聞きしま

した。

【小林委員】 ちょっと私もここに資料を持って

きていますが、県外から荷揚げ量が129万だよ。

長崎県が87万、県外から129万、本当か、こんな

数字は。じゃあ長崎県の海砂よりも県外からの

海砂が多いんですか、長崎県は。これは本当か、

県内に持ち込んでいるということは本当か。

【江頭監理課総括課長補佐】 県外産の砂がどれ

だけ入っているかというのは正直分かりません。

【小林委員】 話に矛盾があるんだよ。だから私

が言うのはそんなに難しいことじゃなくて、今

県内で荷揚げしているのが87万立米ですよと。

したがって、今長崎県のいわゆるこの需要量は

155万立米ですよと。だから240万立米まで採る

必要はないと、この重要な資源を確保しないと

いけないからとこう言っているわけだから、そ

うやって条例を改正するわけだから、そういう

自然を、こういう立派な資源を枯渇させるよう

な無駄な採り過ぎをする必要はないのではない

ですかということを申し上げたわけです。資源

は大事にしましょうと、未来永劫に長崎県のた

めに使えるようにしていかないといけないとい

うのは、行政であるあなた方がしないといけな

いのではないか。そういう点から考えてみても、

私は矛盾を感じるんです。どうでしょうか。

【江頭監理課総括課長補佐】 我々としましては

需要量調査や最終的な提言をいただいたその限

度量検討委員会、そこの提言、それを尊重しなけ

ればいけないと考えておりますので、まずはそ

この限度量240万立米ということは適正と考え

ております。

【小林委員】 部長、これは誰が担当か、全然分

からないじゃないか、言っていることが。誰に質

問したらよく分かるのか。

【犬塚土木部次長】 今委員からお話がありまし

た海砂というのは非常に大切なものでございま

して、資源を有効に使っていかないといけない

というふうに考えてございます。

一方、委員からもお話がございましたし、こち

らからもお話しさせていただきましたが、長崎

県海砂採取の限度量に関する検討委員会、こち

らの方から一定の提言いただきまして、そして

実際に採取量を決めているという経緯がござい

ます。採取量は今240万立米でございますが、こ

れはもう以前はもっと多かったところから大切

ですよということもあって減らしてきたという

ところがございます。現在は240万立米でござい

ますが、ここにつきましては私どもの方で決め

るというよりも、この検討委員会の方でも検討

をしっかりしていただいてということがありま

すので、委員から今お話があった点も踏まえて、

次回またこちら検討委員会にお諮りする際に、
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このようなご意見もありますというところも踏

まえながらしっかり検討させていただければと

いうふうに思います。

【小林委員】 せっかくの分かりやすい発言をも

らいましたけれども、検討委員会は分かります

よ、調べましたよ、いい先生方が、立派な先生方

にお座りいただいて。だけど実際的に県庁の中

に審査会とか、検討委員会とか、審議会とかいっ

ぱいあるけれども、大体どういう形で決まって

いくかというと、県の意向を十分に斟酌して、県

の意向に沿って決まっていくんです。いいです

か。私はずっと見てきて、私も長い間、県会議員

をやっていて、お世話になっているわけだから

よく分かりますよ。昨日、今日の県会議員じゃな

いんだから、あなたの言うことを、ああそうです

かというわけにはいかないんだ。検討委員会で、

今240、昔は600という時代がありましたよ、金子

さん時代に。いろいろ裏話はある、びっくりする

みたいな裏話がある。あえて言わないけれども、

また場合によっては言わないといけないことも

ある。いろいろ恐ろしい話がいっぱいある。そう

いうようないわくつきの問題があり過ぎる。だ

から一番こういう条例を改正しようと、何で改

正するんですかと、こういう最高の資源を、長崎

県の財産として残しましょうと、未来永劫にき

ちんと使えるようにしましょうと、こういうこ

とが発想だと。ああ、これはすばらしいことだと。

じゃあ現実に今そうやって必要以上の海砂を採

取している。こういうことが無駄じゃないんで

すかと。だから激甚震災とか、災害があったとき

に、そういう場合にこそ、検討委員会で、不慮の

事故があったときに、災害があったときに、その

例えば仮に今決めているその限度を、これを指

標に増やしてもいいんじゃないかと。必要じゃ

ないときに全く最高の資源を無駄に採取して、

何か利益のためにのみやっていると。そういう

ことに県が目をつぶり、それをあたかも助けて

いるがごとくやっているのが今の現状。そうい

う状況でいろいろ巷のうわさ、いろんな問題、本

当に注意してもらわないと長崎県が駄目になっ

てしまうかもしれないぞ。そういう状況だから、

やっぱり正しくやってもらいたいと。だから、一

応検討委員会での240万立米というのは、令和10

年までは決定しているわけです。令和11年から

どうするかということを、これから検討委員会

でいろいろとやっていただかなければいけない

わけだ。部長、ここは部長にもちょっとお願いを

しておきたいと思う。今私が論議していること

は分かりますか。

【山内土木部長】 細かい数字までは理解してい

ませんが、ことの重要性はよく分かっているつ

もりです。委員おっしゃるとおり、海砂について

は大変貴重な財産であるというのと同時に、や

はり砂利採取業者の運営とかも考慮するよう、

検討委員会の方からは提言を受けていますので、

それは十分踏まえる必要があるのかなというふ

うに考えております。

ただ、今次長の方からもご答弁申し上げまし

たけども、今日のご意見も踏まえて、あとはいろ

んな委員からもいろんな情報提供いただいてお

りますけども、いろんなことが世の中で行われ

ていることも承知はしております。その辺りも

踏まえて、これから検討委員会にお願いする際

にもやっていくのかなと思います。最終的に決

定するのは県ですから、提言をいただく上でも

こちらの考えを示したり、提言をそのまま受け

取るのではなく、ちゃんと県の考えも踏まえて

受け取るというようなことを今後検討していく

のかなというふうに考えております。

【小林委員】 さすが部長、検討委員会を逃げ道
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に使っているんだよ。検討委員会の名の下に逃

げ道に。みんなの意見が一致していることは、こ

れだけのすばらしい海砂を大事にしていこうと、

長崎県の最高の資源であると、こういう何か聞

けば、強度が立派で、本当に新幹線なんかに使う

のは長崎県の海砂でなければいかんと、高層住

宅を建てるときに、ビルを建てるときに、やっぱ

りそこでものを言うのは長崎県の海砂と、こん

なありがたい話をずっと聞いているわけよ。そ

れを枯渇させないようにというのが一番の願い

じゃないですか。だから、検討委員会で大きな数

字が出るというようなことについては検討して

もらって、最終的に決めるのは県だという今の

部長の答弁を私はきちっと受け止めましたよ。

だから、そういう点から考えてみれば、必要な分

を必要な分だけ採取すると、これが基本的なこ

とではないかと。だから災害等とか、かれこれが

あるときには、そこは例外的な基準を決めて、ル

ールを決めてちゃんと対応していくようなやり

方をやっていただければいいんじゃないかと思

います。だから、これからはっきり言って、令和

11年以降、新たな見解は、私が申し上げたような、

現実必要な量を必要な分だけ採取、こういうこ

とを基準にしてやっていただくことができるよ

うに、ひとつこれから取りまとめていただきた

いと。さっきの話で十分ですが、念のためにもう

一度部長に私が今申し上げたことに対して、そ

の見解をお願いいたしたいと思います。

【山内土木部長】 今、この場でもちろん決める

ことはないんですが、いろんな事情を勘案する

必要があるのかなというふうに考えています。

一つは今までの流れというか、歴史があるこ

とですので、我々としてもしっかりその歴史を

踏まえて検討する必要があるのかなというふう

に考えております。

検討委員会からもいろんなご提言をいただい

ています。これも県は認識はしておりますけれ

ども、その需要量との関係もございますし、一方

で、砂利採取業者の運営とか、その辺りも十分考

慮しなきゃいけないということは検討会からも

言われていますし、我々としてもそこは認識を

しているところです。

一方で、今様々な事情が出ておりますので、

様々なご意見が出ておりますので、そういう観

点も踏まえて、これから検討を進めていくとい

うことかなというふうに考えております。

いろんなご意見があることは承知はしており

ます。それについては、はい。

【小林委員】 今、たまたまあなたの言葉から、

あまり知らないかと思ったら、よく知っている

じゃない。あなたは知らないかと思ったら、砂利

業者、そういう表現があなたの口から出てくる

ということは、よく分かっているじゃないか。砂

利業者が成り立つようにしてあげなければいけ

ないということを言いたいんだろう。歴史があ

るということは。どうですか。

【山内土木部長】 そうです。いろんな産業の方

がいらっしゃいますし、我々は主に建設産業を

見ておりますから、どうしてもインフラの整備

に必要な材料がちゃんと確保されることばかり

を考えてしまいますけれども、やはり県全体で

考えればですね。やはりいろんな産業があるわ

けですから、そういうところもですね、十分踏ま

える必要があるかなというふうに考えていると、

そういうことでございます。

【小林委員】 それはね、ビジネスだからね、商

売だから。それは一定の利益を上げること、そう

いうことも考えてあげなくちゃいけないという

論理は、私は決してね、分からないわけじゃあり

ませんよ。やっぱり私もビジネスをやっている
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から。その辺の話はよく分かります。ただ私が今

言うように、あなたはあまり知らないかと思っ

たら、よく分かっている。これからあなたとどん

どん議論した方が早い。徹底的にあなたをマー

クして議論した方が、よりよい方向に行くんだ

ろうと、こう思いますから、次もね、この委員会

に残りたいと思っているんです。あなたと議論

するために、いいですか。

だからね、要は、何度も言うように、お互い一

致しないといけないのは、その砂利業者の方々

も、やっぱり一定の利益を上げなくてはいけな

いと、それはよく理解できます。それをね、不況

なんだということは言えません。ただ一定の利

益で、必要以上に利益を上げて、大盤振る舞いす

ることはないでしょうということが一つの論点。

それから、何といっても大事なことは、これだけ

のすばらしいですね、資源を末永く長崎県のた

めに使わないといけないと、だから、実際的に今、

240万立米とか、155万立米とか。実際に荷揚げは

87万立米とか、いろいろこうやって数字があっ

ています。こういうことをよくよく勘案してね、

11年以降についてはね、やっぱり然るべききち

んとしたね、理にかなうように、県民の皆様方が、

あまりご存じないからということで、県民の皆

さん方に、うそぶくようなことは絶対やっては

いけない。そのことだけをですね、強調して終わ

りたいと思います。お願いいたします。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【堀江委員】 第134号議案について、1点質問し

たいと思います。発信しますね。

これは、次期長崎県総合計画の中の、県民の暮

らしと命を守るというところの中に、災害に備

えたインフラ施設の整備ということがあります。

もちろん言われるように、耐震化の整備であり

ますとか、急傾斜地崩壊対策事業でありますと

か、私も当然だというふうに思っておりますが、

なぜここに石木ダム建設が入るのか、説明を求

めます。

【小川河川課長】 災害に備えたインフラ施設の

整備ということで、石木ダム事業がなぜここに

あるのかっていうご質問ですけども、やはり石

木ダム事業っていうのは、川棚川の洪水被害か

らの軽減というのを、大きな目的としておりま

す。

そういうこともありまして、ここに石木ダム

事業ということで掲載しております。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、第130号議案も含め、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】第134号議案、長崎県総合計画みん

なの未来図2030についてのうち、関係部分につ

いて、先ほど私が読み上げました、石木ダム事業

の建設促進が含まれております。なぜこれがイ

ンフラ整備ということで必要なのかということ

で、今、課長は、川棚川の洪水対策軽減というふ

うに言われました。

しかし、川棚川の洪水の防止というこの目的

に対しましては、既に2014年の7月に長崎県知事

が、河川改修が終われば、過去と同規模の洪水は

石木ダムなしで対処できると説明をいたしてお

ります。

しかも、ダムの建設予定地は、川棚川流域の

11％しかなくて、洪水防止に役立つとは言い難

いという専門家の指摘もあります。

石木ダムを進めるということは、現にここで

暮らしておられる13世帯、約50名の方たちの生

活の場を奪うということでありまして、こうし
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た県民を追い出すような、そういう行政は求め

ることができませんので、第134号議案につきま

しては、反対の態度を取らせていただきます。

【坂口委員長】 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

まず、第134号議案のうち関係部分について、

採決を行います。

第134号議案のうち、関係部分は原案のとおり

可決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【坂口委員長】 起立多数。

よって、第134号議案のうち関係部分は、原案

のとおり、可決すべきものと決定されました。

次に、その他の議案について採決いたします。

第113号議案、第114号議案、第125号議案、な

いし第127号議案、第129号議案及び第130号議案

については、原案のとおり可決することにご異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決す

べきものと決定されました。

次に、提出のありました「政策等決定過程の透

明性等の確保などに関する資料」について、説明

を求めます。

【江頭監理課総括課長補佐】 「政策等決定過程

の透明性等の確保及び県議会・議員との協議等

の拡充に関する決議」に基づき、本委員会に提出

いたしました土木部関係の資料について、ご説

明いたします。

提出しております内容は、1,000万円以上の契

約状況一覧表、陳情・要望に対する対応状況、附

属機関等会議結果報告となっております。

なお、今回の報告対象期間は、令和7年9月から

10月までに実施したものであります。

初めに、2ページをご覧ください。

1,000万円以上の契約状況について、建設工事、

建設工事関連の委託、その他の３つに区分し、そ

れぞれ契約状況一覧表から入札結果一覧表の順

に添付してあります。

次に、315ページをご覧ください。

知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、県

議会議長宛てにも同様の要望が行われたものに

ついて、県の対応状況を記載しております。

最後に、370ページから376ページまで、附属機

関等の会議結果を記載しております。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

【坂口委員長】 次に、都市政策課長より補足説

明を求めます。

【真鳥都市政策課長】 長崎駅前バスターミナル

の再整備について、補足してご説明いたします。

観光生活建設委員会補足説明資料の3ページ

をご覧ください。

長崎駅前バスターミナルの再整備につきまし

ては、現在、大黒町地区市街地再開発準備組合、

これは地区内の関係権利者で組織されたものに

なりますが、事業計画の策定に向けた検討を行

われているところです。

左下の図面は、再開発ビルの完成イメージと

なり、緑色の部分にホテルを予定しております

が、準備組合によりまして、令和7年11月4日から

ホテル事業者の公募を開始しております。

公募において、事業者からの提案を受け、順調

にいけば令和8年4月上旬にはホテル事業者が選

定される予定です。
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再開発事業のスケジュールについては、右下

にありますように、令和7年5月に都市計画決定

を行っており、現在、準備組合において、事業計

画・認可に向けた権利者との調整や基本設計な

どを行っております。

事業計画の認可後は、権利変換計画認可を経

て、再開発ビルの工事着工へと進む予定です。

以上で、長崎駅前バスターミナルの再整備に

ついての補足説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【坂口委員長】 次に、建築課長より補足説明を

求めます。

【小島建築課長】 補足説明資料の4ページをご

覧ください。

長崎県耐震改修促進計画の改訂案について、

ご説明をいたします。

本計画は、県内の建築物の耐震診断、耐震改修

を計画的に進めるため、建築物の耐震改修の促

進に関する法律に基づき策定したものでござい

ます。

令和7年7月に国の基本方針が改正されたこと

を受け、次の3点を改訂いたします。

1点目は、耐震化率の目標見直しとして、住宅

は95％、多数利用建築物は97％といたします。

なお、多数利用建築物とは、耐震化の努力義務

が課せられる建築物を言い、1,000平方メートル

以上の小・中学校などが該当いたします。

また、耐震診断義務付け対象建築物のうち、

3,000平方メートル以上の小・中学校などである、

要緊急安全確認大規模建築物は、目標を95％と

しております。

また、本計画で指定する市町の防災拠点建築

物である、要安全確認計画記載建築物は、目標を

90％としております。

2点目は、防災拠点建築物の追加指定として、

市町の意向を踏まえ、耐震診断義務付け対象に

追加で指定いたします。

3点目は、計画期間の延長として、終期を令和

8年3月末から令和13年3月末まで延長いたしま

す。

今後、パブリックコメントを実施し、本年度内

に改訂を行い、引き続き、建築物の耐震化の促進

に取り組んでまいります。

以上で、補足説明を終わります。ご審議のほど、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

【坂口委員長】 次に、用地課長より補足説明を

求めます。

【牛島用地課長】 長崎県土地開発公社の解散に

つきまして、補足してご説明いたします。

観光生活建設委員会補足説明資料の5ページ

をご覧ください。

長崎県土地開発公社は、令和8年度の解散、清

算を方針として、課題解決に取り組んでまいり

ました。

課題であった、時津第10工区住宅用地の完売

など、課題解決の目途が立ちましたので、解散に

向けて、今後の対応をご説明いたします。

まずは解散までの経緯でございますが、公社

は平成に入り、バブル経済崩壊後の土地需要の

変化などで、造成地の分譲が進まず、平成16年10

月に設置した、長崎県土地開発公社改革検討委

員会において、土地造成事業からの撤退や、経営

改善計画の策定などの提言を受けました。

また、平成23年6月に設置した、三公社在り方

検討委員会において、時津第10工区の造成土地

の完売後、廃止の方向との意見を受けました。

この間、公社は業務運営の効率化や組織体制

の見直しを行い、令和7年度までに、時津第10工

区の土地を完売させるなどの課題を解決し、令

和8年度の解散につなげることを目的とした経
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営改善計画を作成しております。

6ページをお願いいたします。

今後の対応でございますが、課題解決の目途

が立ちましたので、今後は、令和8年9月の解散を

目指して手続を進めてまいります。

解散に当たりましては、県議会の議決が必要

となります。公社理事会において解散の同意を

得た後に、令和8年6月定例県議会にお諮りした

いと考えております。

今後の手続につきましては、記載のとおりで

ございます。

以上で、長崎県土地開発公社の解散について

の補足説明を終わります。ご審議のほど、よろし

くお願いをいたします。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に掲載いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料」について、ご質問はありませんか。

【冨岡委員】 政策等決議資料の令和7年度1,000

万円以上の契約状況一覧表、工事関連委託です

ね、244ページの工事関連委託の5番について質

問させてください。

工事名称は、長崎県農林技術開発センター・農

業大学校施設整備事業(本館新築工事)の意図伝

達)ということになっております。

これが契約金額2,860万円で、契約更改は随意

契約となっておりますが、こちらの委託の内容

とですね、それと契約方法が随意契約となって

いることの必要性について教えていただけたら

と思います。

【進藤営繕課長】 本業務は、農林技術開発セン

ター・農業大学校施設整備事業の設計をやった

設計者に対して、工事が実際、今から施工に入り

ますので、施工の段階で行う設計に関する業務

を引き続いて実施していただくという業務でご

ざいます。

建築士法においても、設計者、元の設計者が工

事施工中に実施すべき設計業務として、位置づ

けられておりますので、これまでも同様、意図伝

達業務については、随意契約として設計者にお

願いをしているところでございます。

具体的な作業としては、やはり設計図書に表

現できない、いろんな仕様等がございます。例え

ば、窓の大きさとか位置とか、建築基準法から来

ているからその高さにあるとか、避難上、その距

離がないと必要だからここの場所にあるとか。

そういった設計図書に表せないものの情報の伝

達と、並びに工事中のそういったところの変更

についての作業が、大変多く出てきますので、そ

ういった業務をやってもらっているところでご

ざいます。

【冨岡委員】 ありがとうございます。ちょっと

書き方、意図伝達って書いてありましたけれど、

ご説明では、一般的に言われる設計意図伝達業

務の委託であるということでございますね。す

みません、自分がなかなか理解力不足でしたけ

れども、そういう工事自体を請け負ったところ

が設計についても、設計の内容をいろいろ説明

するというところについても、工事請負とはま

た、工事の委託とはまた別途に、いろいろとする

から、その内容についてプラスアルファで金額
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を払うという、そういう内容という認識でよろ

しいでしょうか。

【進藤営繕課長】 施工者は別に企業がおりまし

て、この意図伝達の業務を実施するのは設計者

でございまして、工事が進むと同時に、並行して、

設計業務をどんどんどんどん作業をしていくと、

いろんな調整を行うというような業務でござい

ます。

【冨岡委員】 承知しました。そこが随意契約で

あるというところについてですね、もう一度何

かもう少し教えていただきたいと思います。

【進藤営繕課長】 先ほど申し上げたとおり、設

計図書にはなかなか表現できない部分がござい

ます。どうしてその場所にその窓が、どのような

状況で企画されたとか、そういったところは設

計図書に書いてございませんで、設計者が知る

情報でございます。

そういったところを、工事が進む中で、いろん

な調整がある中で、なぜそこに窓があるんだと

か、なぜそういう仕様になっているんだとか、そ

こはもう設計者しか分からない情報でございま

すので、元の設計者に随契してお願いしている

ところでございます。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【まきやま委員】12月7日、日曜日に石木ダム事

業の説明会が行われました。知事が出席して考

えを述べるという場でしたので、市民の側はあ

えて技術的な話を極力避けて、中学生でも分か

るような質問が多くを占めました。

しかしですね、それらに対してもほとんど的

を得ない回答が多く、会場からもどよめきやで

すね、失笑が多く聞かれました。

せっかくですね、住民の方の理解を得るため

の説明会になることを期待していたんですけれ

ども、そもそも知事の理解がなくてですね、会場

からも、質疑も否定的な声を受けてすぐ、その直

後、会を打ち切ったり等ですね、到底、住民の方

の理解を得たとは言えませんでした。

今回の説明会に向けて、知事とどのような打

合せ、準備をされたのでしょうか。

【小川河川課長】 12月7日に知事出席の下、説

明会を開いたわけですけれども、その説明会に

当たっては、市民委員会の方から６つの質問と

いうのをいただいておりました。

で、その質問に対して、知事と土木部を含めて、

入念に協議、回答の話をしたんですけれども、説

明会の当日は、それとはちょっと異なるといい

ますか、いきなり技術的な話とか、モニターに映

し出されて、これどうだっていうふうに、知事に

説明を求められても、知事も細かい技術的なこ

とというのは分かりかねるという部分がござい

ますので、その辺りで、少し擦れ違いがあったと

いうふうに認識しております。

【まきやま委員】 事前の準備とちょっと違った

質問があったということで、困惑をされたとい

うことで、よかったですかね。はい、分かりまし

た。

今回の会の中でですね、土木部長の発言の中

で、今、国はですね、気候変動を考慮するように、

国の方針を示している中でですね、石木ダムの

計画の中で、実際の流量データ等がなかったと

いう話も出ておりました。

実際、この流量データとかをですね、調べるの

に、コストはどのぐらいかかるものなのでしょ

うか、教えてください。

【岩永河川課企画監】 委員の方から、流量デー
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タを調べるものというご発言ございましたけれ

ども、今、県の方で行っているのは、水位観測を

各河川において行っております。

これはＮＡＫＳＳ（ナックス）と言いまして、

長崎県河川砂防情報システムと、こういったも

ので公表をしているわけなんですけれども、こ

れで、通常時から、それから洪水時の水位を随時

観測していると。

で、大雨が降ったとき、特にこの川棚川とか、

先日からずっと質問いただいておりますけれど

も、そういった大雨が降ったときはですね、その

水位から流量に換算すると、いうふうな作業を

行っているということでございます。それにつ

いても、当然、直営でできるものではございませ

んので、建設コンサルタントに委託してやって

もらうということで、費用は発生するというよ

うなことでございます。

それは、コストについては、一概にちょっと幾

らっていうのは言えないものですから、すみま

せんけれど、ここでは申し上げられません。

【まきやま委員】 このような話の中でですね、

土木部長はですね、国交省にいたときは当然や

るものだと思っていたけれど、県の現場を見て、

現状を見て、そういったものに対応していくの

は難しいというお話がありました。

その中ででもですね、その流量を調べるに当

たっても、その優先順位、今、何もデータがない

ところとか、そういったもので優先順位を決め

て、決して気候変動を考慮しないということで

はなくて、考慮した中で進んでいくんだけれど

も、優先順位があるんだよという話をされまし

た。

その優先順位について、ちょっとどのような

考えをおもちか、お聞かせください。

【山内土木部長】 質問の意味、意図がよく分か

らなかったのですが、多分2点含まれているのか

なと思います。

1つは、説明会の場でも申し上げましたけれど

も、流量観測は県ではやっていない。これについ

ては、向こうの委員の1人が国交省出身だったと

いうこともあって、流量観測をすることを前提

にお話をされたものですから、それだとちょっ

と、皆さん誤解を生じかねないと思って、私はあ

えて、自分の出身にまで触れてご説明したんで

すけれども、確かに国交省では重要な河川を扱

っていますし、予算もある程度ありますので、流

量観測をしていますと。で、予算だけじゃないん

です。これやっぱり人の問題もあるんですよね、

結構急峻な河川が長崎は多いものですから、洪

水があっという間に流れてしまうというところ

もあります。

ですから、大きな国の河川ですと、洪水が大体

何時間後にやってくるか分かりますので、そこ

からコンサルタントの方にお願いをして、じゃ

あ流量の観測をお願いしますということで、流

量観測をすることはできるんですが、県の河川

では、やっぱりあっという間に流れてしまうと

ころもありますので、流量観測をする体制とか、

それを整えても間に合わないのかなというよう

な、そういうところもあるのかなと思います。

いずれにしても、個別具体的に検討はしなく

てはいけないんですけれども、あの場で国のや

り方があたかも当たり前かのようにご発言をさ

れたので、いや、決してそうではなくて、やっぱ

り個別の流域の規模とかそういうのに応じてや

るべきだし、長崎県は、実際にそのようにやって

いるということを私は申し上げた、というのが

まず1点目でございます。

もう1つは気候変動に対する考え方で、これは

向こうの委員も納得していただいたんじゃない
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かなと思いますけれども、これまでの説明の中

で、ちょっと流れの1か所を取られたのかなって

感じはしますけれども、長崎県は気候変動を考

慮した治水計画を、これから作成するつもりは

ないというようなことを、何かこちらが説明し

たかのようだったんですが、決してそうではな

いということをこちらはお伝えをしました。

ただ気候変動に対応する治水計画を立ててい

くにしても、今、国の方も一偏にできるわけでは

もちろんないので、順次、優先順位を付けながら

やっています。

その優先順位の付け方というのは、基本的に

はその大規模な水害が発生した、つまり基本高

水ですね。今までも何度も説明していますが、治

水計画の基本となる基本高水を超えた河川につ

いては、もう計画では対応できないということ

になりますので、それについては、計画を見直す

のはもちろんなんですけれども、気候変動に対

応した新たな計画をつくるということで、順次、

取り組んでいるということで、国の方も、今ある

事業を全部ストップしてまで、じゃあ全部気候

変動型にしましょうということをしようとして

いるのではないということを申し上げました。

その上で長崎県でも、これからの気候変動に

対応した治水計画というのは、当然、必要になる

のかなとは思います。

ただ、もちろん長崎県も予算とか規模も限ら

れていますので、全ての河川についてというわ

けではないので、優先順位を付ける必要がある

と。優先順位の付け方に当たっては、やはり今の

計画がどれぐらいその気候変動に対応している

ものなのかということを確認したりとか、いろ

んな過去の洪水の結果とか、そういうのに応じ

てやる必要があるんですが、今、川棚川において

そのような状況にはありませんし、優先順位を

付けた中で、今、川棚川において、気候変動にす

ぐに着手しなきゃいけないという状況にはない

ということをご説明したつもりです。

【まきやま委員】 ありがとうございました。川

棚川は今そういう状況にないという判断をされ

ていると言いますけれども、実際に住民の方た

ちの家がですね、家や団結小屋もそうなんです

けれども、行政代執行されるかどうかというと

ころになっていますので、これほど、420億円と

いう税金を使ってですね、行う事業に関しては、

しっかりと優先順位を高く検討するのが普通で

はないかと思います。

それからですね、先日、企画監の岩永さんにで

すね、雨量のデータについて、生データを欲しい

ということでお願いをしたところですね、文書

の保存期間が過ぎているということで、各観測

局の生データは残っていないという回答をいた

だいておりますけれども、現在、長崎県の雨量デ

ータというのは、どのような形で、どのような記

録をされているか教えてください。

【岩永河川課企画監】 まず、今の委員からのご

質問ですけども、先ほど申しましたとおり、現在、

長崎県では、河川砂防情報システム、ＮＡＫＳＳ

と言われるもので、水位とか雨量を自動観測し

ておりますので、今現在のデータについては、当

然、もうデータとして保存しているということ

になります。

ただ、委員から、この前お電話でご依頼があり

ましたのが、昭和61年から平成6年まで、川棚川

の治水計画で用いている雨量データですね、流

域平均雨量ということで、各流域内の4つほど観

測局があるんですが、そこの雨量を加重平均を

して、面積の加重平均をして流域平均雨量とい

うのを出すんですが、そのそれぞれの雨量局の

生データを提供してほしいというご依頼がござ
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いました。

で、これは、今現在とはちょっと観測の仕組み

が違っておりまして、当時は雨量データを自記

記録紙といいまして、雨量計に、針で紙に0.5ミ

リずつプロットしていって読み取るような自記

記録紙と、それを人が読み取って、雨量、何時か

ら何時まで何ミリっていうようなのを観測して

いたというのが当時の状況でございます。です

ので、そのときの記録紙であるとか、それを読み

取った雨量データ、これを生データと考えてい

るんですが、これにつきましては、もう約25年以

上、30年近く前のものということがあって、それ

についてはもう残っておりませんでしたという

ことを申し上げたということになります。

【まきやま委員】 それは、その生データをきち

んと紙の表に写して記録することもしていなか

ったということですか。

【岩永河川課企画監】 恐らく、当時はそういう

整理をしていたとは思われるんですが、それを

記した記録が残っていなかったというところで、

この前からお話ししているグラフですね、グラ

フにプロットした点というのでは残っているん

ですが、その一つ一つの雨量データ、幾らってい

うのが残っていなかったということになります。

【まきやま委員】 これって、河川整備計画の根

本に関わるデータと思うんですけれども、これ

を破棄するというのがよく理解できないんです

けれども、県の貴重な財産だと思うんですけれ

ども、どうしてこれを破棄されたんでしょう。

【岩永河川課企画監】 破棄したというふうに申

し上げているわけではなくて、当時の検討をし

た委託業務の報告書に、そういった、記したもの

が残っていなかったということを申し上げたと

ころでございます。

【まきやま委員】 何か偶然な、偶然というか、

石木ダムのデータに関わるところだけ、そうや

ってないというのも、また不思議なことがある

ものだなと思いますけれども。これ、ちゃんと記

録できていなかった責任はどこにあるんでしょ

うか。

【岩永河川課企画監】 先ほどから申し上げてお

りますが、報告書として、グラフ、先ほどから申

しておりますけれども、川棚川流域平均雨量と

いうのと、佐世保雨量局との相関係数を取るた

めに使っている値なんですが、そのグラフとし

て残っているということで、それをもって、実際

の相関関係が取れているということで考えてお

ります。

【まきやま委員】 それは佐世保のデータじゃな

くてですか。

【岩永河川課企画監】 先ほどから申しておりま

すのは、佐世保雨量と川棚川の流域平均雨量の

相関を導いたグラフが残っているということで

ございます。

【まきやま委員】 こういったですね、貴重な生

データを取っていないということはあり得ない

と思うんですけれども、これしっかり検討とい

うか、きちんともう一回調べてですね、何か確認

をすることと、きちんと責任の所在をはっきり

させた方がいいと思いますので、これ委員会と

してですね、きちんと県の貴重なデータなので、

そこの部分だけ偶然ないというのもおかしな話

でですね。しっかりと責任問題は追及してほし

いと思います。

【堀江委員】私も石木ダム事業について、1点だ

け確認をしたいと思います。

私も12月7日の第4回になります説明会には参

加させていただきました。知事が参加をしたと

いうことで、川原の皆さん、それからそれに関わ

る皆さんは、知事がどのような答弁をされるの
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か、疑問に答えていただくのかということは、あ

る意味楽しみにしていたんだと思います。

しかし、結果としてはですね、細かい内容、技

術的なことというよりも、このことについては

知事としてどう思うかというふうな率直な感想

をですね、求めた市民委員会、いわゆる市民によ

る石木ダム再評価監視委員会のお尋ねだったと

思うんですけれども、なかなかそのことについ

ても、いわゆるキャッチボールができずに、非常

に残念だったなというふうに思います。

土木部の皆さんにおかれましては、部長をは

じめ、休日にですね、川棚町に出かけられて対応

していただいたことには、私からも感謝を申し

上げたいと思います。

そこで質問なんですけれども、最後にですね、

市民委員会の方からいろいろ要望といいますか、

口頭で要望がありました。例えば、検討委員会と

か流域委員会とかそういうものをきちんと設置

をして、検討するというふうにならないのかと

いったことも含めましてね、要望が出されたと

ころです。

市民委員会の情報によりますと、そういった

内容を改めて文書で長崎県宛てに要望したいと

いうようなことも、私、お聞きしております。そ

れがいつになるか、早々かと思いますけれども、

市民委員会の方からそういう要望書が届きまし

たらですね、これは真摯に対応していただきた

いと思うんですが、その見解だけを一つ答弁を

求めます。

【小川河川課長】 7日の説明会におきまして、

先ほど堀江委員おっしゃいました市民委員会か

らの要望といいますか、委員がおっしゃったよ

うな内容について要望があったというのは承知

しております。

ただ、説明会の最後の方だったと思うんです

けれども、市民委員会の委員の方から、流域委員

会の立ち上げだとか、理解を得る上での方向性

とかについて回答してほしいという話があった

んですけれども、何せ口頭だけだったので、詳細

についてはちょっと分からないような状況でご

ざいます。

委員が先ほどおっしゃった、年内にといいま

すか、近々、文書が来るということであればです

ね、内容について拝見させていただいて、回答期

限等を含めまして検討していきたいと、協議し

ていきたいというふうに考えております。

【堀江委員】 課長の答弁を了としますので、ぜ

ひ、12月のお忙しいときかとは思いますけれど

も、要望書が届きましたら、対処方を併せてよろ

しくお願いをしたいと思います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】 座ったままで失礼します。石木ダ

ムの建設に当たってね、今、いろいろ意見が出て

いました。12月7日の川棚町、この説明会に知事

が出席されたと。13世帯のうち10世帯が出席と、

こういうことだけれども、正直言って新聞を見

てね、驚いたんですが、建設に反対する住民のあ

る方の取材で、「若い知事は気持ちを理解してく

れると期待したが裏切られた。」、「説明会出席

は選挙（知事選挙）前のパフォーマンスと切り捨

てたと。」こういうですね、話が取材で出ている

わけですね。さっき、まきやま委員からね、今の

堀江委員も同じだけれども、こういうところに

ご指摘いただくということで、当然ですけれど

もありがたいことだと。しかし、いろんな質問が

来ると、そういうところで、知事がどこまで理解

しているのか、どこまで分かっているのかと。な

かなか皆さん方の質問に答え切れないというこ

とで、せっかく参加いただいた方々の、ある意味

で期待を裏切ると。こういうことが今後ないよ
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うに、事前の打合せをしっかりやって、やっぱり

知事の言葉で、住民の方々に、県の姿勢を伝える

ことができるように、もっともっときめ細かな

説明が必要じゃないかと、私はこう思っている

んだけれども、これは土木部長も含め、担当課長

はどう思っていますか。

【小川河川課長】 委員ご指摘がありました説明

会において、なかなか説明ができない部分があ

ったということで、入念なすり合わせとか、して

おくべきじゃなかったかというご質問ですけれ

ども、私どもも、先ほどまきやま委員の質問に対

してお答えしたんですけれども、6つの質問とい

うのが上がっておりまして、それについては、本

当に時間をかけて協議をしたところでございま

す。

ただ、冒頭だったと思うんですけれども、突然、

技術的な部分とか細かい部分と言いますか、そ

こら辺のことに対してどうなんだという質問が

ございましたので、そこについては、やはり知事

の方も細かいところまでは、やはり掴んでいな

いというか、そこら辺があって、ちょっとそうい

ったちぐはぐ感があったのかなと思いますけれ

ども、今後、あくまでも私どもが説明するのは13

世帯の方だと考えております。これまでもこれ

からもずっとそういう考えでいるんですけれど

も、そのような13世帯の方がお見えになって、知

事とお話しする機会がございましたら、今後も

そういった、どのようにやったらいいか、説明方

法とかについても調整していきながら、説明会

が実施できるものであれば検討していきたいと

いうふうに考えております。

【小林委員】 知事がね、技術者でもないし、全

部それに精通しているわけではないということ

は分かりますよ。だからこそ、いろんな質問が来

るということは想定できるわけだからね。やっ

ぱり知事が答えられる範囲、想定、Ｑ＆Ａ、そう

いうのをきちっと作って出席していただかない

と。何かね、こんなことを質問しても答え切れな

いとか、そういうような、揶揄されるようなこと

では困ると。県の姿勢が問われると。こう思いま

すからね、この点については、しっかり事前の打

合せをやっていただくようにお願いをしておき

たいと思います。

せっかくだからね、これはね、12月5日、テレ

ビ長崎で、石木ダム事業に関する放送というの

があったわけです。今年の4月に川棚町であった

技術的な説明において、県が上流での氾濫を考

慮せずに、被害想定額を算定したと、ミスを認め

たと放送していたが、これは事実かと。そうやっ

て河川課長が被害想定額を算定したと、ミスを

認めたと、こういう放送があったけれども、これ

は本当ですか。

【小川河川課長】これまで技術的な説明会、3回

やったんですけれども、その中の話の部分を取

り上げたのかなというふうに思っていますけれ

ども、川棚川の治水計画は、計画規模を100分の

1を目標に、河川改修と石木ダムの組合せによっ

て一連の事業として昭和50年度より進めている

ところです。

現在、川棚川の石木川合流点より下流区間に

おいては、河川改修が完了しておりまして、石木

ダムが完成したら100分の1対応が可能になると。

石木ダムが完成したら、川棚川の石木川合流点

より上流区間を100分の1で整備することで川棚

川全体の河川整備が完了することとなっており

ます。

このようなことから、石木ダムや河川改修の

費用便益分析につきましては、一連のものとし

て、事業全体で評価しているところでございま

す。
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このような計算手法で算出しているというこ

とを説明しておりますけれども、算定方法にミ

スがあったと認めた事実は一切ございません。

【小林委員】 河川課長、あなたの答弁をずっと

聞いてきているけれども、今が一番よかった、上

等。そうだとすれば、やっぱりＫＴＮの方にね、

そういう今の話をされて、訂正できるものなら

訂正していただくとか、そういうことをね、やっ

ていただいた方がいいと思います。しっかりや

ってください。お願いしておきたいと思います。

次、長崎県の土地開発公社の解散についてと

いうことでお尋ねしますがね、長崎県土地開発

公社の解散清算について、そういう説明があり

ました。改めて解散をする理由は何ですか、簡潔

明瞭に教えてください。

【牛島用地課長】 公社の経営の方がですね、バ

ブル崩壊後に土地の売買が進まずに、ちょっと

低迷していた頃がありました。それによってで

すね、公社の方の改革を進めようということで、

新たな、もう土地の事業の新築等を止めて、経営

改善を図るということで進んでおりました。

今回課題となっております、時津の10工区の

方が完売をいたしましたので、それを契機に解

散をするということで、今回お話をした次第で

ございます。

【小林委員】 あなた担当課長だけれども、あな

たの発案ですか、誰のご意見なんですか。

【牛島用地課長】 先ほど申しましたように、土

地の売買の方が進まずに、ちょっと経営の方が、

よくない状況が進んでおりまして、平成16年10

月にですね、公社の改革の具体的な方策を検討

するために、外部委員会の方で構成されました、

長崎県土地開発公社改革検討委員会、これを設

置しまして、平成17年3月に、土地造成事業から

の撤退とか、経営改善計画の策定などの提言を

受けております。

で、その後に、平成23年6月に、土木部内に設

置した3公社の在り方検討委員会の意見を受け

て、公社の理事会において経営改善計画を策定

し、令和7年末までに、時津第10工区の完売の後

に、解散するという方針で進んでまいりました。

【小林委員】 こういう県で作った土地開発公社、

その目的はね、大きいものがあったんですよ。そ

れがね、いろいろ事情はあるけれども、何かね、

簡単にですね、解散とかね、そういうような清算

を進めていくというようなことであってはなら

ないし、あなたがね、用地の課長として、現時点

では担当課長だよ。ね、矢面に立つわけだよ。そ

んなに甘く見たらいけないと。きちっと、何で解

散するのかとか、そういうことをね、資料を見な

いできちんと話ができるぐらいの心構えはして

いただかないといけないと思います。

もうちょっとしっかりとした答弁をね、こう

いうことは大事なことです。解散するというよ

うなことは大変なことだと。事情はいろいろあ

ろうけれども、県が作ったんだから。相当な県民

の税金をね、そこに投資している。そういう点を

考えれば、もっとね、重大に受け止めて、やって

いかなければいけないということを肝に銘じて

いただきたいと思います。

そこでね、何かお話では、解散時期としては、

時津10工区や大村臨海工業用地の売却の目途が

立ったとのことであるが、それ以外に売れてい

ない土地、未売却地というものがあるのかどう

か、あればどれくらい残っていますか。

【牛島用地課長】 今、保有している土地になり

ますけれども、佐世保の方にですね、住宅用地を

造成したときに、ちょっとまだ道路用地として

残っている部分が一部あります。

それと、保有している部分はですね、時津10工
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区のうちで、貸している土地がありますので、売

却せずにですね、ここの部分の土地については

保有をしております。現在リースを行っている

と、貸付料を受け取っているというところはあ

ります。

【小林委員】 これはまだ売れていないというこ

とですか。

【牛島用地課長】今現在ですね、時津の方で2か

所ありまして、1つがですね、住宅展示場に貸し

ている部分がありまして、その部分は、今現在、

貸付けをしております。

もう1つがですね、コインランドリーがありま

して、そこは長期で契約をして貸付けをしてお

ります。

【小林委員】 そういうところの保有していると

ころ、貸付けをしているところ、こういうのが解

散したらね、どういう扱いになるのか、この辺の

ところも本当は定かにしていただかなければい

けないところで、要は一番大事なことはね、トー

タル決算が赤字になるのか黒字になるのか。そ

この見方だよ。どう思っているんですか。

【牛島用地課長】 今回、大村の用地の方も売却

は終わりましたので、あと、運営上もですね、赤

字になることはありませんので、黒字の方で負

債なく終わることができると考えております。

【小林委員】解散する理由の中で、なかなかね、

やりくりが大変、これからの近い将来を見ても

大変だということで、赤字にならないうちに、今

現在黒字ということで、どのくらいの黒字か。

【牛島用地課長】 現在、約50億円残っておりま

す。

【小林委員】 50億円は黒字のプラスですか。純

粋な黒字か。

【牛島用地課長】 現在の、現金で残る金額にな

ります。

【小林委員】早く言いなさい、そういうことは。

預金で50億円も持っている、すごいね君。いやい

や、これは大したものだよ。だからこれが潮どき

と、こういういいときに解散をすると、こういう

ことを言っているわけだな。よし、分かった。そ

ういうような話は理にかなう話だよ。大したも

のとは、率直に、素直に評価をするわけだよ。何

も貶してばかりいるんじゃないんだからな。

そこでね、要するに、解散後の残余財産、県に

帰属すると、こうなっているんです。万一、解散

時に不要な土地、利用困難な土地があれば、県の

負担につながらないか、県の負担にならないか

ということを懸念するわけです。

黒字で解散できるよう、今からしっかりやっ

ていくようにということを、もう今やっている

から50億円は減らさないように。それについて

はどうですか、今、質問した、残余財産。

【牛島用地課長】 残余財産につきましては、土

地も含めてなんですけれども、売却、先ほど申し

ましたリースで貸している土地もありますので、

そちらの方は売却が終わらなければ県の方で引

き受けます。それで貸付けが継続をされるとい

うことにはなってきます。

あと、現金の方はですね、残った段階で精算が、

支払い等が終わって残った分については、県の

方に帰属するということになりますので、県の

収入となってきます。

【小林委員】 私が聞いたのは、解散時に不要な

土地とか、そういう利用困難な土地、こういうよ

うなものが県の負担につながるかもしれないと

いう懸念があるわけです。そういうことについ

てはいかがですかと聞いているんです。

【牛島用地課長】 佐世保にあります、団地を造

ったところにですね、公衆用道路、一部道路が公

社の名義で残っているところがありますので、
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こちらの方は、なるべく売却なり、佐世保市の方

に譲り受けていただくなどの、今、手続を進めて

おりますが、どうしても、そこが残った分につい

ては、県の方に帰属するということになりまし

て、道路の部分になりますんで、そこの部分が一

部、県の方に残ってくるような形になります。

【小林委員】 そこだけはね、やっぱり県に帰属

するわけだよ。だから、そういうあなた方が処分

できなかった不用地、それを県に帰属させて、管

財課が困るばかりだ。だから、解散するまであと

少し時間があるから、ここはきれいにしてね、あ

なたの実績として残されたらいいと思うんだよ。

頑張ってください。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【浅田委員】 難しいお話が続いておりましたが、

私からもちょっと質問をさせていただきたいと

思います。

先ほどターミナルについての、大黒町につい

てご説明があったかと存じますが、ここに関し

ては、本当に20年近くずっと私も関わってきた

案件で、ようやく先が見えてきたかなという気

がしております。

そんな中で、ずっと地域の方からは、あの周辺

の交通の在り方、間がずっと信号がないとか、駅

側に渡るのが難しいとか、そういうふうな要望

等々もあったわけですが、今こうやって、あの場

所がターミナルとホテルという形になった場合

に、その交通体系とかも含めて協議をなさって

いるのかどうなのか、その辺りの周囲を含めた

現状を教えてください。

【真鳥都市政策課長】 長崎駅のバスターミナル

周辺の交通体系の検討についてでございますけ

れども、これ昨年度ですね、長崎駅前交通拠点整

備事業計画検討会、これは、国と県と市で組織を

しておりまして、その中で検討しているところ

でございます。

昨年度末、令和7年の3月にですね、整備方針を

公表しております。

現在、その後のですね、具体的な計画であった

りとか、誰が何をするのか、そういったところを

ですね、今、国、県、市も含めてですね、検討し

ているところでございます。

【浅田委員】 整備方針、もちろん存じておりま

すけれども、その後が、実態としてこうなってき

た場合においてですね、やはり地域住民の人か

らもいろんな声が聞かれます。あの辺りに関し

ましては、やはり長崎県にとっても、100年に一

度と言われているような場所で、あそこからど

う迂回していくかとか、いろいろ、駅周辺も含め

て新市役所とか。いろんなところの流れを作る

という形でですね、前々から言われているので、

その検討というものの具体的なものは、令和8年

には事業者が決まるということでもありました

ので、ですよね。令和8年の4月にはでしたよね。

なので、その辺りが、その時にも同時並行として、

きちっと目に見える形で我々にも示してもらえ

るものなのか、そこからまた時間がかかるのか。

あそこは本当に、何て言うんですかね、横断歩道

とかもないような、何百メートルも横にないよ

うな地域でありまして、高齢者の人にとっても、

かなり厳しいようなところもありますので、そ

の辺りをどう考えているかを、いま一度お願い

します。

【真鳥都市政策課長】 先ほど、現在の詳細な計

画であったりとか、役割分担を現在検討してお

りますというお話はさせていただいたんですが、

この、誰が何をするかとか、具体的な整備計画を

ですね、取りまとめる事業計画っていうのを策

定して公表するという形になりますので、個別

の事業が、いきなり事業が始まるというわけで
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はなくてですね、全体を取りまとめた事業計画

というのを公表する形になります。

現在、ちょっと今、細かなところをですね、ず

っと議論しているところでございまして、昨年、

令和7年の3月に整備方針を出してから、一般の

方がですね、中身が見えないというところはで

すね、ご意見を伺っているんですが、今の表に正

式に出せる部分がですね、ちょっとないもので

すから、今、議論している段階というところでご

ざいます。

【浅田委員】 これは長きにわたって、ずっと議

論してこられていた案件なんですね。今決まっ

たからということではなくて、これまでも、私も

何度も何度も一般質問とかでもさせていただい

た状況で、今、確かに検討しているから出ないと。

じゃあ地域の方の心配の声もあると、それ自体

が出るのが令和8年に全部一緒に合わせて出て、

それまでは一切、この事業者が決まるまでは何

も言えないということですね。

【真鳥都市政策課長】 あくまでも予定になるん

ですけれども、事業計画を進めるに当たっても、

同様な検討会というものを開いていきますので、

その中ででも、まだ今年度は開いていないんで

すが、そこの検討会の資料、段階で資料を公表し

ていったりとかいうところですね、段階的には

公表していく形になります。事業のときにいき

なり全部出るというわけではございません。

【浅田委員】 地域から心配の声が上がっている

ということも事実ですので、その辺りを踏まえ

てですね、段階を経てと言いながらも、まあまあ

まあまあ行政が言うことは唐突な感じがあった

りとか、地元の声をもっと早く聞いておいても

らえればよかったのにということが、これまで

はやっぱりあったわけですね。ですから、あえて

聞かせていただいておりますので、その辺りを

しっかりやっていただけるということはお約束

していただけますでしょうか。

【真鳥都市政策課長】 この交通結節の事業計画

全体のお話はですね、まだ地域の方にできては

いないんですけれども、この再開発の話であっ

たりとか、個別の話は地域の方ともですね、お話

をさせていただいております。

こういった中でですね、地域の声もですね、届

いている、お聞きしているところございますの

で、いきなり事業化で事業計画公表みたいにな

らないようにですね、説明等は丁寧にさせてい

ただきたいと思っています。

【浅田委員】 ぜひとも丁寧にお願いしたいと思

います。かなり、ここに関しては、やはり地域も

期待もしていますし、やっと、やっと前が見えて

きたというような案件でございますので、ぜひ

ともお願いしたいと思います。

そしてもう1点だけ質問というか、お伺いした

いんですけれども、魚の町にある魚ん町＋、県営

アパート、日本最古のアパートということで、最

初、当初も10年ぐらい前ですかね、壊されるであ

ろうというような議論がされていた時に、私も

一般質問で取り上げさせていただいて、これは

ぜひとも残すべきではないかというような質問

をさせていただいて、おかげさまで残りまして、

オープニングなどにも呼んでいただいたという

ような経緯があるんですが、この間、朝の人気番

組で、これが大々的に取り上げられて、よりまた

注目をされているところではあるんですけれど

も、まだ、空きがあったりですね、ここも指定管

理というような状況でやってはいただいている

んですけれども、正直言って、空きがあったり、

知られていないような、まだまだやっと、全国ニ

ュースになって初めて長崎市内の方も知ったと

いうような状況で、もっともっと活用の在り方
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ですとか、いろんなところ、県がどのようなフォ

ローアップをしてくださっているのか。

また、今はこうやって、指定管理者で新しい方

たちの入居が増え、幾つかは実態として行われ

ているんですけれど、あそこ自体は、全部改装か

ら何から、その事業自体の本体がやらなきゃい

けないので、かなり予算を投じながら、あそこを

存続させてくれているという、町の人たちの思

い入れというか、そういうことで成り立ってい

る部分も往々にしてあるかと思うんですけれど

も、その辺りを、県としての下支えというか、今

後の展望、これから先、10年後、20年後も踏まえ

て、どのように考えられているのか。今現在とし

ては、確かに耐震も大丈夫だったからというこ

とで残ったわけですけれども、その辺りをどの

程度までの見込みを付けてやっていくおつもり

なのか、ぜひともお聞かせいただければと思い

ます。

【野口住宅課長】 旧魚の町団地についてのご質

問でございまして、浅田委員におかれましては、

オープニングの際にもお越しいただいて誠にあ

りがとうございました。

先般、全国放送でも取り上げていただいた魚

の町団地ではございましたけれども、ちょっと

一点、委員が指定管理とおっしゃったのは、実は

指定管理でございませんで、あれは丸ごとです

ね、10年間で、有償で貸付けを、建物と土地の部

分をしてございます。

実際、建物は4階建てでございますけれども、

その4階部分までの全てを元々貸し付ける予定

だったんですが、スモールスタートといいまし

ょうか、現在、3階と4階が空いているのですけれ

ども、そこは事業者意向を踏まえて貸し付けて

いない、料金を頂いていないという状況にして

ございまして、今、使っていただけて、かつ、お

家賃を取れる範囲を事業者の意向を汲んで貸付

けをさせていただいているという状況でござい

ます。

事業期間としましては、10年間、契約してござ

いますけれども、今後の展望と言いましょうか、

県の関わり方踏まえてなのですが、県は全く申

し訳ないんですけれども、予算は０予算でやら

せていただいておりますが、あくまでもその事

業者側の意向にできるだけ寄り添った形で、い

ろんなイベントの周知だとかはさせていただい

てございますし、先般のその放送につきまして

も、もともとは事業者側が借りておりますので、

事業者側に対してのオファーでございましたが、

県の方の見解をというお話でもございましたか

ら、私どもの職員が、実際、現地でお話もさせて

いただいたところでございます。

ですから、一定そういった関わりは常にもた

せていただくのはもちろんなんですけれども、

そういった形で支えていく、ただ、申し訳ないん

ですが、ちょっと予算を投入するというところ

はご勘弁いただきたいというところで、今、継続

した関係を続いているところでございます。

【浅田委員】 ココトトさんですかね。長崎出身

で県外の若い人たちの方たちがやっていただい

て、そこが貸し付けていて、宿になったり助産師

さんがあったり、あそこを借りてまちづくりを

やろうとしている若者がいたりとかってしてい

るんですけれども、確かにその3、4階とかもその

ままになっているという流れの中で、10年後、こ

こに貸し付けているけれど、その後は今度、誰か

また見つけるとか、その後の耐震とか、長い目で

見たとき、今は予算投入はご勘弁をとおっしゃ

いましたけれども、最終的にはやっぱり県営な

ので、そこは県が何らかの判断をしないといけ

ないわけですよね。
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ですからあえてちょっとお伺いを、今そうや

って最古のアパートということで、ああやって

取り入れられて、なかなか珍しいところである

というものに対してですね、今のところようや

く残すことができたけれども、さっきのご勘弁

ということであれば、10年以降に関しては、そこ

の借りたい人がいなければ、もうそこでまた終

わりっていうことなのかどうなのか、どこの段

階でどう判断をして、やっていくのか。10年経っ

たけれど、そこからではなくて、やっぱりその辺

りは、誰かが主導をしながらですね、この有償で

貸し付けているとは言っても、どこかがきちっ

と主導をしてやっていかないといけないと思う

んですけれども、今の、このままではかなり心配

な要素があるなと思い、どうするんでしょうか

ね。

【野口住宅課長】 まず現状はですね、10年間の

貸付期間の、今、2年目になっているところでご

ざいます。で、あとの8年後どうするかというお

話、ご懸念だと思いますけれども、実際、その時

点で、今回のプロポーザルということで、事業者

の公募をさせていただきましたので、10年後、今

のココトトさんというその若い方との契約を継

続するのか、あるいはその方は一旦お辞めにな

られて、別の方とまたプロポーザルなどで募集

をするのか、あるいは、もうそういった募集自体

をやらずに、もう県営住宅、用途廃止をした県営

住宅として、もうそのまま、その場合、県の方の

予算措置で解体とかいうようなお話になるとは

思うんですけれども、その見通しがですね、現状

ではまだ契約期間始まったばかりではございま

すので、こちらとしても、まだ10年間頑張ってい

ただければというようなところでございます。

ただ、その後、貸し付けているココトトさんのご

意向だとか、そういったところを踏まえながら、

もっと継続していけるとか、そういったところ

の感触なり、あるいは、いろんな世の中の情勢だ

とか踏まえたところで、県として、きちっと判断

をしていかないといけないというところは認識

してございます。

【浅田委員】 せっかく残したというところもあ

り、全国的にもそうやって最古のアパートとい

うこともあり、珍しい建物ということで注目も

され、また有償で貸し付けられている部分を借

りた方々たちも、かなり予算を投じてですね、内

装をやられているところもあって、あと10年で

それって、合うか合わないかというようなとこ

ろも多分出てきているみたいな気もしますし、

耐震としては、まだまだ全然大丈夫なんですか。

敢えてお伺いしますけれど、10年間以上先。

【野口住宅課長】 公営住宅としての耐用年限と

いうのは70年でございまして、そちらはもう既

に過ぎてございます。

ただ、耐震診断を用途廃止後70年経過した時

点でしたところですね、当然、コンクリートのコ

ア、サンプルを抜くようなもので、劣化状況など

も踏まえ確認はしたのですが、現在のところ、健

全なものという認識をしてございますので、じ

ゃあ、それが果たしていつどの時点で駄目にな

るのかというところは、ちょっと明確ではない

のですけれども、一説によれば、コンクリートの

住宅というのは、軍艦島の例を紐解くわけでは

ございませんが、100年たっても、きちっとした

造られたものであれば、耐用年限的には問題な

いのかなというところの受け止めもございます

から、そういったところを総合的に判断しなが

ら、どこまで使えるかというのも、今の状況を見

ながら判断をしてまいりたいというふうに考え

てございます。

【浅田委員】そういうことであれば、まだまだ、



令和７年１１月定例会観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（１２月９日）

- 58 -

ここでね、夢を持てる人たちも多分いらっしゃ

ると思うんですよね。場所的には、町の真ん中で

ありますし、市役所からも近いし、とてもいいと

ころだとも思いますので、県に、何かを投入とい

うのはご勘弁という一言で終わるのではなくで

すね、何か宣伝だったり、何か県でもあそこでイ

ベントをするとか、やっぱり、県営住宅というの

は、公営住宅というのには変わりがないもので

すから、やはり、今、有償で借りていただいてい

るココトトさんといろいろお話をしてですね、

県も盛り上げていただければ非常にありがたい

ですし、本当、多分、カズオイシグロさんのファ

ンとかも来ているというようなお話も聞きます

し、いろんな広がりがもてると思いますので、土

木部の縦軸だけではなくてですね、横軸を、県庁

内でもですね、部長、こういうところがやっぱり

土木部というところだけではなくて、いろんな

広がりを庁内でもたせながら盛り上げていただ

く、それが、例えば、今後の県営住宅、公営住宅

の在り方にね、資するものにも私はなってくる

のではないかなと思います。

今も、様々な県内の中においても、県有財産と

して残っている公営住宅とかの用途の部分とか

はそのままになっていたりとか、いろんな状況

等々がありますので、そういうところのモデル

ケースにもなるというような考えをもってです

ね、やっていただければ非常に幸いかなと思っ

ています。

何か一言あれば。

【山内土木部長】 いろいろとご助言をいただき

まして、ありがとうございました。

住宅課長、今、ちょっと予算についてはご勘弁

をというところを申し上げましたが、決して、そ

のようなことではないのかなというふうに考え

ております。予算だけではなくて、やっぱり土木

部としても、できることはいろいろあるかと思

いますので、そこはですね、予算は残念ながらあ

りませんけれども、いろんな、寄り添っていくと

かですね、そういうことはできるのかなとは思

っております。

あと一方で、浅田委員が今おっしゃったよう

に、県庁のいいところは相互行政というところ

でございますので、土木部だけで考えられない

ところも当然ですね、いろんなところと連携し

てやるということで、今ある県の財産を有効活

用していくということが重要なのかなと考えて

おります。

【浅田委員】 ありがとうございました。ここは

本当にですね、県庁の庁内の職員さんたちがか

なり頑張っていただいて、ボランティアで残す

活動を手伝っていただいたりとか、職員さんの、

やはりその建物とか、建築を愛する方々たちの

思いもあって残されたというのもありますので、

そういうこともお酌み取りいただければ幸いで

す。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに質問がないようですので、

土木部関係の審査結果について、整理したいと

思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時４０分 休憩 ―

― 午後 ３時４１分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、文化観光国際部関係の

審査を行います。
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本日はこれをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

―午後 ３時４１分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年１２月１０日

自  午前 ９時５９分

至  午後 零時 ７分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

坂口 慎一 委員長（分科会長）

湊  亮太 副委員長（副会長）

小林 克敏 委 員

堀江ひとみ 〃

浅田ますみ 〃

山口 初實 〃

中村 一三 〃

まきやま大和 〃

冨岡 孝介 〃

田川 正毅 〃

３、欠席委員の氏名

畑島 晃貴 委 員

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

伊達 良弘 文化観光国際部長

村田 利博 文化観光国際部政策監

加藤 一征 文化観光国際部次長

松尾 泰子 文化振興・世界遺産課長

村山 拓男
文化振興・世界遺産課企画監
(世界遺産・日本遺産担当)

小栁 剛志 ながさきピース文化祭課長

伊東  猛
ながさきピース文化祭課企画監
（国民文化祭事業担当）

長野 敦志 観 光 振 興 課 長

小宮 健志
インバウンド推進課長

（参 事 監）

庄司 貴繁 物産ブランド推進課長

貝淵 裕幸 国 際 課 長

久間 哲彦
国 際 課 企 画 監

（平和推進・国際協力担当）

川瀬 亨介 スポーツ振興課長

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５９分 開議 ―

【坂口委員長】 委員会及び分科会を再開いたし

ます。

なお、畑島委員から欠席する旨の届けが出て

おりますので、ご了承をお願いいたします。

これより、文化観光国際部関係の審査を行い

ます。

【坂口分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

文化観光国際部長より予算議案の説明を求め

ます。

【伊達文化観光国際部長】 おはようございます。

それでは、文化観光国際部関係の議案につい

てご説明いたします。

予算決算委員会観光生活建設分科会関係議案

説明資料の2ページをお開き願います。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第106号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」のう

ち関係部分であります。

それでは、まず第103号議案「令和7年度長崎県

一般会計補正予算（第5号）」のうち関係部分に

ついてご説明をいたします。

歳出予算の内訳は記載のとおり、合計で1,181
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万7,000円の増であります。これは、職員給与に

つきまして、既存予算の過不足調整に要する経

費でございます。

次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第6号）」のうち関係部分についてご

説明いたします。

歳出予算の内訳は、2ページ下段から3ページ

に記載のとおり、合計で3,667万3,000円の増で

あります。これは、会計年度任用職員を含む職員

の給与改定に要する経費であります。

この結果、令和7年度の文化観光国際部所管の

歳出予算総額は、55億7,203万7,000円となりま

す。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願い申し上げます。

【坂口分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑、討論が終了しました

ので、採決を行います。

第103号議案のうち関係部分及び第106号議案

のうち関係部分については、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。よっ

て、予算議案は原案のとおりそれぞれ可決すべ

きものと決定されました。

【坂口委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、文化観光国際部長より総括説明を求め

ます。

【伊達文化観光国際部長】 文化観光国際部観光

生活建設委員会関係議案説明資料をお開きくだ

さい。

今回は、当初版のほか、追加1もお配りをして

おります。

当初版の2ページをお開きください。

まず、議案についてご説明いたします。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第112号議案「長崎県伊王島リゾート公園条例を

廃止する条例」及び第134号議案「長崎県総合計

画みんなの未来図2030について」のうち関係部

分であります。

初めに、条例議案についてご説明いたします。

第112号議案「長崎県伊王島リゾート公園条例

を廃止する条例」は、長崎県伊王島リゾート公園

を移譲することに伴い、長崎県伊王島リゾート

公園条例を廃止しようとするものであります。

次に、計画議案についてご説明いたします。

第134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」は、長崎県行政に係る基本的な計

画について、議会の議決事件と定める条例第2条

の規定により、議会の議決を得ようとするもの

であります。

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意

見をいただきながら検討を進めてまいりました

新たな総合計画について、名称を長崎県総合計

画みんなの未来図2030とし、「ながさきの誇りと

希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」

を基本理念に、「こども」「くらし」「しごと」
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「にぎわい」「まち」の5つの柱の下、12の基本

戦略を掲げる令和8年度から5か年計画として策

定しようとするものであります。

なお、基本戦略のうち、文化観光国際部関係部

分では、基本戦略「地域の魅力で人を惹きつける

において、観光客の心をつかみ、選ばれる持続可

能な観光の推進」として、地域主体による魅力あ

る観光まちづくりや、地域連携による広域周遊

促進の取組に対する支援、国際的なハブ空港を

活用した欧・米・豪市場からの誘客プロモーショ

ン強化等に取り組んでいくほか、特色ある文化

資源、スポーツによる地域のにぎわいづくりと

して、本県ならではの特色ある歴史や文化芸術

のストーリー性を重視した効果的な情報発信や、

観戦型スポーツイベント等の誘致促進に取り組

んでいくこととしております。

また、基本戦略「国内外とのネットワークを拡

大する」では、国際交流と平和意識醸成の推進と

して、友好都市等との関係強化と相互交流の拡

大や、広島県、県内市町、各国政府やＮＧＯ等と

連携した平和活動の推進などに取り組んでいく

こととしております。

こうした施策を様々な関係者と力を合わせ、

しっかりと推進し、新しい長崎県づくりに全力

を尽くしてまいりたいと考えております。

続きまして、議案外の主な所管事項について

ご説明をいたします。

ここで、追加1をお開きいただき、2ページをご

覧ください。

ながさきピース文化祭2025について。

9月14日に開幕したながさきピース文化祭

2025が、去る11月30日に滞りなく終了しました。

会期中は、天皇皇后両陛下のご臨席を賜った開

会式をはじめ、県下全域で本県ならではの多彩

なイベントを実施し、本県が持つ歴史や文化芸

術の魅力を広く発信してまいりました。

大会を締めくくる閉会式では、県内外から多

くの皆様にご参加いただき、来年度開催県であ

る高知県へ大会旗の引き継ぎを行ったほか、約

200名の皆様が演技、演奏を披露したグランドフ

ィナーレで幕を閉じました。

本文化祭が有終の美を飾ることができました

のも、県議会をはじめ、市町や関係団体の皆様の

ご理解とご協力の賜物であり、心から感謝を申

し上げます。

改めて、本文化祭を振り返りますと、長崎県が

持つ文化の魅力とその価値を再認識するととも

に、県民をはじめ多くの方々が文化芸術に関心

を寄せる契機となったものと感じております。

現在、総参加者数など本文化祭の成果につい

て精査を進めておりますが、県といたしまして

は、本文化祭を通して新しく生まれた交流、県民

の文化芸術に対する思いや関心、携わっていた

だいた方々とのつながりを未来に継承し、この

盛り上がりを今後の文化芸術のさらなる振興に

つなげてまいりたいと考えております。

ここで、当初版3ページへお戻りください。

文化の振興について。

開館20周年となる長崎歴史文化博物館では、

去る11月3日、多くの関係者や来賓にご出席をい

ただき、記念式典を開催したところであります。

平成17年の開館以降、総入館者数は840万人を突

破し、長崎固有の海外交流の歴史をメインテー

マに、開かれた博物館として、県内外の多くの

方々にご来館いただいております。記念事業と

して9月12日から12月7日まで開催した「ポケモ

ン×工芸展」では、県内外の幅広い世代の方々で

大いににぎわったところであり、来年1月17日か

らは、かつて異国文化に直接触れることができ

る学びの地であった長崎を紹介する長崎遊学展
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を開催いたします。

9月に開幕した県内最大の美術公募展である

県展については、長崎県美術館や佐世保市博物

館島瀬美術センター、諫早市美術・歴史館におい

て、応募作品1,342点の中から選抜された入賞・

入選作品を展示し、11月には、壱岐市、東彼杵町

においても移動展を開催いたしました。県展終

了後には、県庁舎や県警本部庁舎等にも作品の

一部を展示することとしております。

また、地域文化の向上と発展に貢献している

個人及び団体の活動と業績を顕彰するため、去

る11月5日に第40回長崎県地域文化賞の授与式

を開催し、地域文化の振興に長年取り組まれて

いる1個人4団体に対し、地域文化賞を贈呈いた

しました。

今後とも、より多くの県内外の皆様に、本県の

歴史や文化芸術を身近に楽しんでいただけるよ

う、文化拠点の充実や地域文化の振興に取り組

んでまいります。

世界遺産の保存活用については記載のとおり

でございます。

観光の振興について。

令和7年7月から9月までの主要宿泊施設の延

べ宿泊客数は、国民スポーツ大会九州ブロック

大会の開催などによる九州内からの宿泊客が増

加した一方で、猛暑の影響などもあり、前年同期

比0.4％の増加にとどまったところであります。

このような中、国内外に向けてなお一層の魅

力発信と誘客促進に努めていくため、去る11月8

日から2日間、海外を含め、多くのアニメファン

が集う「アニメ＆まんが聖地ＥＸＰＯ2025」に出

展し、本県ゆかりの作品のPRを行ったところで

あります。

また、10月から3月にかけては、県内がロケ地

となったアニメ4作品を活用した周遊促進イベ

ントを実施しており、来年1月からは五島市と連

携し、同市が舞台となったアニメ作品を活用し

たスタンプラリーやファン交流イベントなどを

行う予定としております。

今後も、関係市町と連携しながら、アニメ作品

等を生かした情報発信に努め、本県の認知度向

上と誘客の拡大につなげてまいります。

観光産業を担う人材の育成・確保に向けては、

これまで県内高校生等を対象に、実践的な知識

の習得や観光産業への理解を深める「ミライ☆

ニナイ塾」を実施してまいりましたが、今年度か

らは、県内商業高校生等を対象に、就職をより意

識した特別授業の実施へ見直したところであり

ます。

本年7月以降、長崎コンシェルジュなど、県内

宿泊施設で活躍するスタッフを講師として県内

9校で特別授業を実施しており、希望する生徒に

は、宿泊施設での体験学習等の機会を提供する

こととしております。引き続き、特別授業や体験

学習等を通して観光産業で働く魅力を伝え、本

県観光を担う人材の育成確保に努めてまいりま

す。

また、今年度で計画期間が終了する観光振興

基本計画については、新たに令和8年度から始ま

る5年間の計画策定を進めており、9月定例会に

おいて骨子をお示しし、ご議論をいただきまし

た。その後、県議会からのご意見などを踏まえ、

去る11月14日に開催した県観光審議会において、

次期計画の素案についてご審議いただいたとこ

ろであり、本定例会において、計画素案を提出さ

せていただいております。今後、県議会でのご議

論やパブリックコメント等により、県民の皆様

のご意見をお伺いしながら、さらに検討を重ね、

今年度中の計画策定を目指して取り組んでまい

ります。
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インバウンドの推進について。

インバウンドについては、本県の認知度向上

とさらなる需要回復を図るため、海外向けのプ

ロモーションを積極的に展開しており、11月に

はソウル特別市や台北市で開催された国際旅行

博のほか、タイ・バンコクで開催された訪日旅行

に特化した旅行博覧会にブースを出展し、誘客

に向けた現地プロモーションを実施してまいり

ました。

また、個人旅行化やデジタル化の一層の進展

を踏まえ、インターネットのみで取引を行う旅

行会社や、ＳＮＳ等を活用した観光情報の発信

など、本県の認知度向上とインバウンドの誘客

拡大を図ってまいります。

クルーズについては、今年度の寄港数が10月

末までに312回と順調に増加しているところで

あり、船会社等へのセールスやクルーズ関連イ

ベントへのブース出展など、積極的なプロモー

ションを展開し、引き続き本県への誘致拡大と

経済的な効果を高めるための取組を推進してま

いります。

国際航空路線の運航について。

国際航空路線については、10月1日から11日ま

で長崎空港と韓国・釜山広域市の金海国際空港

を結ぶ長崎・釜山線の臨時便が、エアプサンによ

り8往復16便が運航され、平均搭乗率は95％を超

え、多くの皆様に長崎を訪れていただきました。

こうした中、去る10月16日に知事が韓国・釜山

広域市を訪問し、エアプサン本社において、今後

の定期運航に向けた意見交換を行ってまいりま

した。今回のトップセールスやこれまでの継続

した協議の結果、今般、令和8年1月4日から3月28

日までの間、長崎釜山間で週3便の定期運航が決

定したところであります。

引き続き、インバウンド、アウトバウンド双方

の利用促進を図ることで、既存路線の安定運航

につなげるとともに、新規路線の誘致について

も、東アジアや東南アジアを中心に、市場のニー

ズや経済効果の高い地域からの就航に向け、戦

略的に取り組んでまいります。

県産品のブランド化と販路拡大については、

記載のとおりでございます。

中国との交流促進について。

去る11月7日から12日まで、知事は中国駐長崎

総領事館の開設40周年を記念して、外間県議会

議長をはじめとする県議会、関係市町、経済界な

ど、各界の代表者の皆様方とともに中国を訪問

いたしました。

今回の訪問では、北京市において、中国政府要

人や中国人民対外友好協会会長と面会を行い、

本県と中国の関係深化に一層のご尽力をお願い

したほか、金杉駐中国日本国特命全権大使と会

見し、今後の交流促進について意見交換を行っ

てまいりました。

また、上海市においては、中国東方航空を訪問

し、今後の長崎・上海線の利用促進に向けた意見

交換などを実施いたしました。

今後とも、中国駐長崎総領事館のご支援をい

ただきながら、先人の皆様方が長年にわたる努

力の積み重ねによって培ってこられた本県と中

国との友好の絆をより強固なものとし、経済、文

化など多岐にわたる分野において、さらなる交

流の深化に力を注いでまいります。

次期長崎スポーツビジョン素案について。

令和3年3月に策定した長崎スポーツビジョン

（2021－2025）の計画期間が今年度で終了する

ことから、本県におけるスポーツの振興を総合

的、体系的に推進するため、次期長崎スポーツビ

ジョン（2026－2030）の素案を策定いたしました。

素案の策定に当たっては、有識者等のご意見
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を踏まえながら、生涯スポーツの推進、子どもの

スポーツ機会の充実、競技スポーツの振興、スポ

ーツを通じた地域の活性化という四つの基本方

針を定め、令和8年度からの今後5年間に取り組

むべき本県のスポーツ振興策について検討して

まいりました。

ビジョンについては、県議会のご意見をお伺

いするとともに、県民の皆様のご意見もいただ

きながら、今年度中の策定を目指してまいりま

す。

ツール・ド・九州について。

去る10月10日、国際サイクルロードレース「ツ

ール・ド・九州2025 佐世保クリテリウム」が本

県で初めて開催されました。国内外から18チー

ム106人の選手が出場し、佐世保の美しい港の風

景を背景に、世界トップクラスのスピードと迫

力ある走りで、集まった約1万3,500人の観客を

魅了しました。

また、レース当日から翌日にかけての2日間、

著名人によるトークショーやＢＭＸパフォーマ

ンス、自転車体験会のほか、本県の魅力を紹介す

る観光物産ブースの設置など、様々な関連イベ

ントを開催し、多くの来場者で賑わいました。

これもひとえに県議会をはじめ、佐世保市や

関係団体の皆様の格別のご支援とご協力の賜物

であり、心から感謝申し上げます。

また、2026大会については、10月9日に本年と

同様、佐世保市においてクリテリウム形式のレ

ースを開催することが大会実行委員会より発表

されました。

県といたしましては、2026大会においても、県

内外から多くの観客の皆様にお越しいただける

よう、引き続き佐世保市や関係団体と連携し、大

会の成功に向けて全力で取り組んでまいります。

ここで、追加1をお開きいただき、3ページをご

覧ください。

Ｖ・ファーレン長崎のＪ1昇格について。

Ｊ1リーグへの昇格を目指して、Ｊ2リーグ

2025シーズンを戦ってきましたＶ・ファーレン

長崎は、通算成績19勝6敗13分け、勝ち点70でリ

ーグ2位の成績を収め、2018シーズン以来8年ぶ

りとなるＪ1昇格を果たされました。

これまで戦い抜いた監督、選手、関係者の方々

のたゆまぬ努力に対して、深く敬意を表します

とともに、厚いご支援をいただいた県民の皆様

方をはじめ、経済界、関係団体の皆様に心から感

謝を申し上げます。

Ｖ・ファーレン長崎の活躍は、県民に夢や感動

を与え、県民の一体感や郷土愛が育まれるとと

もに、地域の活性化に大きく寄与するものであ

り、県といたしましても、市町や関係者、県民の

皆様と一体となって引き続きしっかりと後押し

をしてまいります。

サッカー日本女子代表なでしこジャパン国際

親善試合の開催については記載のとおりでござ

います。

ここで、当初版9ページへお戻りください。

事務事業評価の実施については記載のとおり

でございます。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願いいたします。

【坂口委員長】 次に、観光振興課長より補足説

明を求めます。

【長野観光振興課長】私の方から、第112号議案

「長崎県伊王島リゾート公園条例を廃止する条

例について」ご説明をさせていただきます。

資料につきましては、委員会横長と書いた資

料をご覧いただければと思います。

3ページから詳細について記載させていただ
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いておりますので、そちらに基づきましてご説

明をさせていただきます。

まず、伊王島リゾート公園の施設の概要でご

ざいます。

こちら公園として平成元年に設置をしており

まして、広く県民の憩いとふれあいを提供する

公園として利用されまして、平成18年度から指

定管理者制度を導入し管理をしてきたといった

ところでございます。

場所については、長崎市伊王島町に位置して

いまして、面積としましては、記載のとおり約1

万6,000平米ございます。これまでの経過でござ

いますけれども、この伊王島リゾート公園につ

きましては、県議会のご意見もお聞きしながら、

周辺施設との一体的な活用により、地域活性化

につなげるため、これまで民間移譲に向けた関

係者との協議調整を進めてきたところでありま

す。

平成26年当時からでございますけれども、長

崎市が所有しておりました「やすらぎ伊王島」の

民間移譲の動きを受けて、県においても一体的

に利用される本公園の今後の対応の検討を開始

してきたというところでございます。

移譲に当たりましては、この施設の中にもト

イレ、照明灯といった長崎市所有の公共設備で

ございますとか、旧伊王島町時代にオーナー制

で植栽しました桜といったものが公園内の構造

物としてございまして、その撤去に課題もござ

いまして、関係者との協議を重ねてきたといっ

たところでございます。地元の自治会からも民

間移譲への同意はいただいている状況でござい

まして、土地の利用に当たっては、しっかりと地

域活性化につなげてほしいといった意見をいた

だいております。

これまでの先ほど説明しました課題でござい

ます構造物の撤去については、令和7年内に完了

する予定としております。

民間移譲に向けて、公募等の手続を進めてい

きたいと考えているところでございまして、今

回、土地の売却には、現在行政財産である公園の

状態から、普通財産とする必要がございます。そ

のため、公園の設置根拠であるこの長崎県伊王

島リゾート公園条例を廃止しようとするもので

ございます。

4ページをご覧願います。

この廃止条例の施行日につきましては、売却

の期間を年度末までを予定しております。指定

管理者による行政財産としての今指定管理期間

が令和8年3月31日までとなってございます。そ

うしましたことから、手続等も踏まえまして、令

和8年4月1日にこの条例を廃止したいというふ

うに考えております。

場所については、そちらに航空写真を掲載し

ております。赤枠で囲っております。中央にホテ

ルアイランドナガサキがございまして、その隣

接する右側下の芝生公園と、海岸に沿って植栽

帯がございます。この赤の部分が約1万5,000平

米ございます。この部分は、民間に売却を予定し

ております。右側の下の方に黄色の部分でちょ

っと記載をしておりますけれども、こちら長崎

市の方に公共インフラの用地として現在売却を

予定してございます。

概要については以上でございます。よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 今の説明がありました第112号議

案について質問いたします。

これは移譲に伴いということなんですけれど



令和７年１１月定例会観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（１２月１０日）

- 67 -

も、誰に移譲するのか。

【長野観光振興課長】 今後この条例廃止の議案

の可決後に公募いたしまして、事業者を選定し

たいというふうに思っております。

【堀江委員】 条例を廃止してから公募をする。

公募をして、どなたも要するに移譲する先がな

いという場合はないのですか。そういうケース

はないのですか。

【長野観光振興課長】 こちらの用地でございま

すけれども、現在かなり長期間にわたって民間

移譲について検討してまいりました。この間も、

やはり購入をしたいというご意向をいただいて

いるものもございます。また、数件といいますか、

電話でもこの用地に対しての問合せございます。

ですので、現時点におきましては、応募いただく

というところについては、あるのではないかと

いうふうには認識しているところでございます。

【堀江委員】 今の時点では、公募になると、応

募していただくところはそれなりにあるという

ふうな認識ですね。

そこで、民間移譲するに当たってはいろいろ

課題がありましたですよね、今説明があったん

ですけれど。関係者と調整を行ってきたという

ことなんですが、例えばその一つでありますオ

ーナー制度で植栽をしていた桜、少しずつ大き

くなって伊王島町時代からのものですから、そ

れなりにＡさん、Ｂさんというふうになってい

るんですけれども、関係者との調整という意味

では、その桜を植えた、言わば持ち主といいます

か、所有者といいますか、そこの皆さんとの、言

わば全員これは合意を得たということになるん

でしょうか。

【長野観光振興課長】 桜の木が実は150本ござ

いました。これ一つ一つに当然オーナーがつい

ているような感じになってございますけれども、

やはり全員の方を現時点においてそれを探し当

てて一人一人に同意を得るというのがかなり厳

しいことがありまして、それをどうしていくの

かというのに時間を要したというのがございま

す。そういった中で、現在長崎市とも、そういっ

たことでどうしていくかということで、これを

広報で、今この状態をお伝えし、期限を持って撤

去するというような形でお話をさせていただい

て、それに対してやはり反応がなかったといっ

たことございましたので、それはもうなかった

ものということで、10月に撤去をするといった

ような流れで、結構時間をかけて進めてきたと

いったようなところでございます。

【堀江委員】そうしますと、150本のオーナー制

度のこの桜の木というのは、一人一人に確認し

たわけではないけれども、一応広く知らせると

いう手順を踏んだ上で、今のところ合意を得た

という認識でいいんですかね。

【長野観光振興課長】 一人一人がやはりオーナ

ーを全部探し当てるというのは厳しいというこ

とで、説明が不足しておりますけれども、やはり

しっかりとそこの部分のオーナーというのを、

逆に言ったら、これ守りたいという方いらっし

ゃいますかといったことも含めてお伺いをして

いると。要は、オーナーについては当然のことな

がらなんですけれども、それを逆に撤去するの

はもったいない、私がオーナーになりますとい

ったものを含めて、広くご意見を聞いたといっ

たような形で桜を撤去したといったようなとこ

ろでございます。

【堀江委員】 私が心配するのは、地元の方も心

配するのは、要するに、伊王島町時代にここでと

いう形で、何かの記念に植えているわけですよ

ね。だからその持ち主の方が、後日いろんなトラ

ブルがないようなことにしてほしいというのも
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私は聞いておりまして、そういう部分が関係者

の調整ということでは、いろんな形はあるけれ

ども、一人一人に確認したということではない

けれども、広く知らせ、そういうことについては

了解を得たという認識であるということでいい

ですか。

【長野観光振興課長】 委員のおっしゃるとおり

でございまして、やはりオーナー一人一人を探

し出すというのは非常に厳しいという状況。あ

とは、この公園として桜の木をどうしていくの

かという問題がございます。

桜の木の状態を申し上げますと、やはり海沿

いの土地でございますので、やはり桜も咲いて

はいるものの、少しやはり生育状況としてはよ

くないという状況もございます。それで、やはり

それをずっと継続するとなると、責任を持って

管理を誰がやっていくのかという部分もござい

ますので、そういったものを含めて、オーナー制

度の方であったりとか、広く桜を守りたいとい

う方を募るといったような手続を取って、我々

としては策を尽くして撤去させていただいたと

いった考え方になろうかと思っております。

【堀江委員】 この質問の最後にしますけれども、

地元の皆さんの意向としては、民間に移譲する

のは一定仕方がないと。しかしここにあります

ように、地域の活性化につなげてほしいという

要望がすごくありまして、この地域の活性化に

つなげるということを、今回条例を廃止しまし

た、その後公募します、その公募、ここを受けた

先にどのような形で地域活性化につなげてほし

いという地元の皆さんの意向を伝えていくのか、

あるいはそこら辺をチェックしていくのかとい

う、そこの部分について詳しく説明していただ

けますか。

【長野観光振興課長】 土地の売買については、

基本的には価格による一般競争入札が一般的で

ございます。ただ、今回やはり用途として、観光

活性化でございますとか地域のためにといった

ところの視点がございますので、やはり応募さ

れた方にここをどう使いたいのかというのをま

ず提案をしていただいて、それを我々だけでは

なく、地元の方であるとか専門家の意見、事業の

持続性であったりとかという視点で、できれば

そこで審査を行った上で事業者を選定できれば

と考えておりまして、今現在そのスキームにつ

いて最終調整を行っているといったところでご

ざいます。

【堀江委員】 いずれにしても、いろんな経緯が

あって、伊王島町時代、それから長崎市に合併を

する、いろんな経緯がありまして、今回ここも条

例を廃止とするという形になっていったわけで

すけれども、ぜひ地元の皆さんが要望するよう

な地域の活性化につなげてほしいという、この

ことが実現していく方向でやっていただきたい

と思います。もちろんこうしたいということで、

いわゆる買った、購入した側というか、受けた側

がそれなりの方向はあるというのはもちろん承

知しておりますけれども、地元の皆さんの意向

が組めるような形での対応に長崎県としても関

わっていってほしいということを要望したいと

思います。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【田川委員】 おはようございます。

今の堀江委員のことに関連するんですけれど

も、この地図、植栽帯という図面があって、細い

2本線がありますよね。これは総延長とその幅、

ここをもう一度、一応説明を受けているんです

けれど、よろしくお願いします。

【坂口委員長】 しばらく休憩します。
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― 午前１０時３２分 休憩 ―

― 午前１０時３３分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【長野観光振興課長】 きれいな数字は持ち合わ

せておりませんが、植栽帯でございますので、確

認する限り2メートル以内の本当に細い土地で

ございます。

【田川委員】 2メートル以内でこの距離に150本

の桜の木が。こっち側の大きな公園ですか。この

植栽帯と地図で書いていますよね。もう一度説

明をお願いします。

【長野観光振興課長】 桜の木は公園の部分に植

えてあったものでございまして、植栽帯という

のは、いわゆる緩衝帯のような形の場所になっ

ております。

【田川委員】 植栽体というのは、実際どういっ

た植物が生えているのかどうか。

【長野観光振興課長】 種類まではすみません、

私も今お答えできないのですが、風を防ぐよう

な、何と言いますか、一般的な木というか、そう

いったものでございまして、幅が2メートルしか

ございませんので、何か公園と道路との敷地を

遮るぐらいの高さのものがずっとつながってい

るといったイメージを持っていただければと思

っております。

【田川委員】 植栽帯の樹木の種類は分からない

ということですけれども、それと、その150本の

桜の木、撤去という話ですけれど、切るんですか、

植栽帯も含めて。具体的に移植するのかどうか。

せめてその思いが残って、何本かぐらいは記念

樹として移植するとかそういうことじゃなくて、

もう少し具体的に植栽帯の話も含めて、桜の木

の150本と併せて、具体的にどうするのか教えて

ください。

【長野観光振興課長】 売買に当たりまして、基

本的に桜の木は全て撤去をさせていただいてお

ります。植栽帯は現状のものをそのまま残す形

で売却したいというふうには思っております。

【田川委員】 撤去というと伐採ということでよ

ろしいのですか。言葉が随分柔らかくて漠然と

するわけですよね、撤去という言葉は。もう一度

具体的にもっと分かりやすい言葉でお願いしま

す。

【長野観光振興課長】 桜の木、全て伐採してい

るというような状況でございます。

【田川委員】 伐採するに当たって、これは非常

に衝撃的な言葉になるんですけれども、150本の

思い出の桜の木が伐採されてしまう。それにつ

いて、先ほど堀江委員からありましたけれども、

周知を図ったけれども応答がなかった。その周

知の在り方なんですけれども、やはりそういう

思い出が残ったことに対して、そういうことだ

と知らなかったとか、もう今切ってしまってい

るわけですからもうしょうがないんですけれど、

そういった配慮とかされたおつもりでしょうけ

れども、後で問題にならないように、そこら辺の

法的な問題、所有権の問題とか出てくると思い

ますけれど、そういうことをきちんとやられた

のかどうか、今後そういう苦情が出てきたとき

の対応についてお尋ねいたします。

【長野観光振興課長】 繰り返しになってしまい

ますけれども、やはりオーナー制度でしっかり

桜を管理していただくということであれば、や

はりそこは我々も残すという方向は当然あろう

かと思いますけれども、やはり誰も管理できる

状態ではなくなるところもございますので、や

はりそういったものを含めて、しっかりとご説

明できるようにはしていきたいと考えておりま

す。これオーナー制の部分というのは、実は私た
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ちの持ち物ではございません。長崎市が一義的

に対応するものでございますので、そちらの件

については、しっかりお伝えしたいと思ってお

ります。

【田川委員】 これで最後にしたいと思うんです

けれども、オーナー制でした場合、長崎県の持ち

物じゃなくて、長崎市ということですけれども、

長崎市に対しても、後々そういう苦情とか不満

が出てきたときに法的にどうなのか、大丈夫な

のかというのを含めて、弁護士との対応の上で、

ご相談の上でこういう措置をなされたのかどう

か、もう一度ご存じであればお願いします。

【坂口委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１０時３８分 休憩 ―

― 午前１０時３８分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【長野観光振興課長】 長崎市が弁護士まで相談

したかどうかといいますと、すみません、現時点

で確認できないのですけれども、やはりこの協

議を行う中で、土地の売買を行っていくという

中の障壁として、この桜の木だけではなくて、い

ろんな様々な下水道であったりとか、トイレで

あったりとか、電気設備であったりとか、いろん

なものがこの公園の中に入っていたというのを

1つずつ解消に向けて、長崎市であったりといろ

んなことを関係機関と協議をしております。撤

去に当たっては、一義的には長崎市の方で調整

いただいていると思いますけれども、繰り返し

になりますが、そこについてはしっかり対応で

きるように、私の方からも改めてお伝えしたい

と思っております。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑、討論が終了しましたので、

採決を行います。

第112号議案及び第134号議案のうち関係部分

については、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ご異議なしと認めます。よって

議案は原案のとおりそれぞれ可決すべきものと

決定されました。

次に、提出がありました政策等決定過程の透

明性等の確保などに関する資料について説明を

求めます。

【松尾文化振興・世界遺産課長】 政策等決定過

程の透明性等の確保及び県議会議員との協議等

の拡充に関する決議に基づきまして、本委員会

に提出いたしました文化観光国際部関係の資料

についてご説明申し上げます。

お手元の観光生活建設委員会提出資料の2ペ

ージをお開きください。

説明させていただく前に、補助金名について

一部修正がございましたので、赤字で差し替え

をさせていただいております。申し訳ございま

せん。

補助金の内示について、県が箇所付けを行っ

て実施する個別事業に関し、市町及び直接間接

の補助事業者に対し内示を行った補助金につき

まして、令和7年9月から10月までの実績を記載

しております。

今回は、直接補助金で「みんなで磨く！観光ま
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ちづくり」推進事業補助金の1件でございます。

次に、3ページをお開きください。

令和7年9月から10月の期間に行われた陳情要

望に対する対応状況について、10ページまでに

記載しております。

次に、11ページをお開きください。

附属機関等の会議結果について、令和7年9月

から10月までの実績としまして、長崎県観光審

議会及び長崎県スポーツ推進審議会が開催され

まして、その概要を14ページまでに記載してお

ります。

なお、1,000万円以上の契約状況に係る参考資

料としまして、出納局物品管理室で実施してい

る集中契約のうち、文化観光国際部関係の契約1

件について記載したものを別紙で配付させてい

ただいております。

以上でございます。よろしくご審議賜ります

ようよろしくお願いいたします。

【坂口委員長】 次に、観光振興課長より補足説

明を求めます。

【長野観光振興課長】 私の方から、今回議案外

で補足して説明する事項について2点ございま

すので、報告をさせていただきます。

資料は二つございます。

一つは、委員会補足説明議案外1－①といった

ファイルでございます。こちらの方から最初に

説明をさせていただきます。少々長うございま

すので、お時間かかるかと思いますが、ご了承願

えればと思います。

それではページをお開きいただきまして、資

料を開いていただきたいと思います。

長崎県観光振興基本計画に掲げる事項の実施

状況についてということでございます。

こちらにつきましては、県の観光振興条例第1

条に基づきまして、基本計画に掲げる目標でご

ざいますとか基本的な事項について、知事が毎

年議会に報告することになっております。その

内容について、以下資料をまとめておりますの

で、よろしくお願いいたします。

表紙をおめくりいただきまして、1ページでご

ざいます。

まず、本計画の概要でございます。

令和3年から令和7年、今年度まで5か年計画と

いうことで、現在最終年度を迎えております。

左下に記載しております観光消費額を基本目

標といたしまして、六つの重要評価指標につい

てそれぞれ目標を定めております。

これは、数値目標を達成するために資料中段

から記載しております五つの柱に沿った施策を

展開してきたといったところでございます。

2ページでございます。

観光振興基本計画に掲げます主な実績、数値

の推移を記載してございます。

令和6年の状況を申し上げますと、スタジアム

シティの開業でございますとか、大型スポーツ

イベントの開催、国際航空路線の運航再開など

によりまして、旅行需要は増加しております。延

べ宿泊者数につきましては、対前年に比べ2.9％

増の748万人泊となってございまして、この観光

客の増加や1人当たりの平均消費額が物価上昇、

外国人観光客の増加などにより、過去最高の数

値となったことから、このグラフにございます

観光消費総額でございます、この青のグラフで

ございますけれども、こちらの方15.5％増の

4,587億円といった結果となってございます。

一方、リピーター率でございますけれども、右

側に記載ございます。前年に比べ2.5％増の

65.3％と改善傾向にはございますけれども、い

まだ九州平均の69％は下回っていると。その差

は縮小しておりますけれども、今後もリピータ
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ー率の増加については課題となってございます。

3ページをご覧願います。

上段はクルーズ船の寄港数の推移を示してお

ります。

クルーズ船の寄港数でございますけれども、

コロナ後の令和5年3月に国際クルーズ船の受入

れを再開して以降、順調に増加をしております。

令和6年の寄港実績につきましては、年間で

247隻となってございまして、令和5年と比べ133

隻から1.85倍に増加をしておりまして、令和元

年と比べても約9割の水準と増加傾向が続いて

いるというところでございます。

なお、本年11月末現在の寄港数につきまして

は339隻となってございまして、年末までに346

隻の寄港が見込まれております。

続いて、資料下段でございます。

国際航空路線の状況でございますが、令和6年

の長崎空港における国際航空路線につきまして

は、上海線及びソウル線の定期便が2路線、これ

に加えまして、3路線のチャーター便が運航され、

利用者数は定期便で3万7,034人、チャーター便

で3,781人、合計で4万815人となってございます。

なお、来年1月4日からは、新たに長崎～釜山線

の定期便が週3便で就航することが決定してい

るところでございます。

4ページをご覧願います。

こちらからは、令和6年度の主な施策の実施状

況について最後のページまで記載をしてござい

ます。柱ごとにご説明をさせていただきます。

4ページにつきましては、1つ目の柱でござい

ます、滞在型コンテンツの充実等による観光ま

ちづくりの推進でございます。

こちらマニアが集う長崎プロジェクト費とし

て、本県を舞台とした映画やドラマなどのロケ

支援に加えまして、誘致活動の強化を図るため

の版権交渉など、ロケ地情報活用ノウハウの取

得などに取り組んできたところでございます。

こちらにつきましては、引き続き国内外のファ

ンをターゲットとした誘客周遊促進を図ってま

いりたいと考えております。

このページ、そのほか食を生かした誘客を目

指す長崎食のプラス魅力創出事業、サイクルツ

ーリズム、世界遺産の情報発信などにも取り組

んでおりまして、今後も地域資源を活用した観

光まちづくりを推進してまいりたいと考えてい

るところでございます。

5ページをご覧願います。

上段の「みんなで磨く！観光まちづくり」推進

事業費と中段のしま旅体制整備事業費につきま

しては、いずれも観光客の満足度を高め、再び訪

れたいと思われる魅力ある観光地を創出するた

めに、地域が主体となったコンテンツづくりを

支援していくというものでございます。

下段に、主な取組事例については記載してご

ざいます。

6ページをご覧願います。

二つ目の柱でございます。

訪れる人に期待以上の感動を感じさせるおも

てなし力の向上についてでございます。

こちら長崎の宿、品質おもてなし向上事業の

うち、長崎コンシェルジュに関する事業といた

しまして、コンシェルジュの制度周知、認定でご

ざいますとか、認定者の質の向上に取り組んで

きたところでございます。こちら累計認定者数

は76人となってございまして、今後も認定地域

の拡大、長崎コンシェルジュの活動の充実を図

りながら、本県の魅力発信につなげてまいりた

いと考えてございます。

そのほか、長崎県観光ガイド育成事業費、また、

観光業の人材育成事業費に取り組んでございま
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して、今後はデジタル技術を活用したガイド体

制の整備、また、観光業への就職意欲の促進を図

ってまいりたいと考えております。

7ページをご覧願います。

こちら宿泊施設、インターンシップ受入事業

費でございます。こちらについては昨年ネパー

ルから9名の学生を受け入れております。県内宿

泊施設への就業体験を通じて、外国人材の受入

れにつなげていこうというものでございます。

このほか、ユニバーサルツーリズム促進事業

費といたしまして、誰もが安心して訪れること

ができる環境づくりについても取り組んでおり

まして、引き続き推進してまいりたいと考えて

ございます。

8ページでございます。

三つ目の柱でございます。

安全・安心対策や観光産業の高付加価値化の

推進についてでございます。

こちらも長崎の宿、品質おもてなし向上事業、

こちらについては、宿泊施設のサービス品質の

向上を目指したワークショップを開催したとこ

ろでございます。観光関係者の様々なニーズを

踏まえた効果的な事業実施に向けて、いろいろ

様々な意見交換をしたといったところでござい

ます。こういったニーズを踏まえて、効果的な事

業推進に努めてまいりたいと考えてございます。

このほか、記載のとおりでございます。

9ページをご覧願います。

四つ目の柱でございます。

こちら観光客のニーズ、ターゲットに応じた

訴求力のある情報発信と周遊観光の推進につい

てでございます。

観光ＤＸプロモーション事業費としまして、

こちら人流データを活用したＳＮＳ広告の配信、

また、公式観光サイト内にＡＩモデルコースの

提案機能を令和6年度構築したといったところ

でございます。

今後につきましては、アンケート調査などに

よるリアルタイムの取得可能な定性的なデータ

の取得にも努めながら、定量的なデータ分析と

組み合わせまして、効果的なプロモーションの

展開につなげてまいりたいと考えてございます。

このほか、国境離島交付金を活用したしま旅

滞在促進事業、また旅行会社とのタイアップに

よる広域周遊化誘客促進事業にも取り組んでご

ざいまして、今後も国境離島をはじめ、県内誘客

と広域周遊を促進してまいりたいと考えてござ

います。

10ページでございます。

こちら五つ目の柱でございます。

環境の変化や市場動向を踏まえたインバウン

ド観光の推進についてということで、インバウ

ンドプロモーション強化事業費につきましては、

海外メディアや旅行会社と連携し、訪日旅行サ

イトやＳＮＳなどを活用して、本県の観光地や

食の魅力の発信をするなど、個人旅行者の直接

訴求につながるプロモーションを実施してまい

りました。

そのほか、インバウンド受入環境強化事業費、

また、海外向け認知度向上推進事業に取り組ん

でございまして、今後も九州各県や県内市町と

連携をさらに深め、より効果的な情報発信やプ

ロモーションを展開してまいります。

11ページでございます。

最後でございますけれども、航空路線利用促

進事業費でございます。

こちら国際航空路線の新規路線の誘致、既存

路線の維持拡大を図るため、インバウンド、アウ

トバウンド双方に向けたプロモーション、また、

アウトバウンド対策として、令和6年度から新た
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に県民向けに長崎空港の国際路線の利用者を対

象としましたパスポート取得助成に取り組んで

きたところでございます。引き続き利用促進に

加え、市場ニーズや経済効果の高い地域から戦

略的に新規就航の誘致に取り組んでまいりたい

と考えております。

最後でございます。

大型客船誘致促進プロジェクト推進事業費で

ございます。

こちらにつきましては、県内八つの港への誘

致活動でございますとか、旅行博への出展など

を通じて本県の寄港地としての認知度向上に取

り組んできたというところでございます。今後

さらなるクルーズの誘致拡大に加え、寄港地か

らの広域周遊を促進し、経済効果の最大化を図

ってまいりたいと思っております。

この資料につきましては、以上で説明を終わ

りたいと思います。

続きまして、1－②次期観光振興基本計画の素

案、概要についてという資料をお開き願います。

次期計画につきましては、9月定例会において、

計画の骨子についてご議論をいただいたところ

でございます。

先月14日には、県の観光審議会にて計画の素

案についてご審議をいただいております。

素案の全文につきましては、別途ファイルで

添付してございますけれども、ページ数が50ペ

ージに及びますので、こちらの横長の資料でご

説明をさせていただきたいと思っております。

それでは、ページをおめくりいただきまして、

1ページでございます。

資料の目次でございますけれども、これ計画

案の目次と対応したような形で5章構成になっ

てございます。

2ページをご覧いただきまして、次期計画の見

直しのポイントを記載しております。

五つございまして、将来像でございますけれ

ども、こちら住む人、働く人、訪れる人の三方よ

しの理念を込めております。

指標についても、量だけでなく質にも重点を

置くといったところでございまして、この計画

の五つの柱を掲げてございますけれども、その

中には、観光産業の稼ぐ力の強化と持続可能な

観光の推進を掲げております。

また、この計画を推進していくに当たりまし

て、重点誘客戦略として、国内インバウンドの誘

客を推進するターゲットの設定、また最後に、5

番目の広域周遊の促進でございますけれども、

食などの重点テーマを設定するなど、地域の特

色を生かしながら、地域と一体となった広域周

遊の推進について、基本的な方向性を示してい

るといったところでございます。

3ページをご覧いただきまして、こちらは第1

章の新たな観光振興基本計画の策定に当たって

といった内容をこちらの方にまとめて記載をさ

せていただいております。

本計画については、先ほどもご説明した長崎

県観光振興条例に基づきまして策定をするもの

でございまして、県の総合計画を上位計画とし

て、計画期間は令和8年度から12年度までの5年

間としてございます。

4ページをご覧ください。

第2章の観光の現状・課題の国全体の観光動向

や環境の変化について記載をしております。

左下のグラフのとおり、直近の令和6年には国

内、訪日旅行等も過去最高の消費額を記録して

いるといったところでございますが、右下のグ

ラフに記載のとおり、将来的な人口減少に伴う

国内旅行者の減少が見込まれるといった中で、

インバウンドの誘客の拡大でございますとか、
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またその外部要因の影響が少ない国内誘客にも

力を入れていくことが重要であると考えてござ

いまして、今後は旅行スタイルの多様化などに

対応しながら、人材の不足の対応と観光産業の

安定的な収益確保を図るなど、持続可能な観光

づくりに取り組むことが求められております。

【坂口委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１０時５７分 休憩 ―

― 午前１０時５７分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【長野観光振興課長】 5ページをご覧願います。

こちら第2章の本県の観光の現状について記載

をしてございます。

左上には、本県を訪れる国内観光客の発地別

割合、右上円グラフには主な宿泊地を記載して

ございます。

本県を訪れる観光客の発地割合を見ますと、

九州内にはやはり福岡県が最も多く、関東、近畿、

東海といった順に続いております。

主な宿泊地につきましては、やはり長崎・西彼、

佐世保・西海・東彼・北松の2地域で大体7割を占

めているといったような状況にございます。

その下段の円グラフでございます。

国、地域別の外国人の延べ宿泊者数の割合で

ございます。これを見ますと、最も多いのが韓国

の35％、東アジアでは全体の6割を占めていると

いったような状況でございます。

6ページをご覧願います。

こちら現行計画における計画の達成状況でご

ざいます。

これは先ほどの概況の中でもご説明させてい

ただきましたので、こちらの方では説明は割愛

させていただければと思っております。

7ページをご覧願います。

こちら第2章の現行計画の振り返りと、本県の

課題について記載をしております。

令和7年度までの現行計画の柱に対して、施策

ごとに取組が進展しているものと不足している

ものを整理してございます。

中段に、取組が進展している主な内容を記載

してございますが、下段に、本県の課題について

4点記載をしてございます。

一つ目が、持続可能な観光まちづくりの推進

による広域周遊の促進、やはり旅行ニーズや消

費行動の多様化を捉えた誘客、3番目が観光産業

の人材確保と基盤の強化、4番目が持続可能な体

制整備、こちらの四つを課題として掲げながら、

現計画における取組の成果、環境を踏まえ整理

をさせていただいております。

8ページをご覧いただきまして、こちら計画の

検討に当たりまして、本県の観光の現状を客観

的に把握するために、庁内関係各課も含めまし

て、ＳＷＯＴ分析を実施しております。本県の観

光に関する特徴や課題を整理させていただいて

おりまして、今回この強みを生かし、機会を最大

化するようなＳＯ戦略といったものなど、クロ

ス分析を行いながら観光施策の施策例を80以上

検討しながら、体系別に分類しながら今計画を

作ってきたといったところでございます。現計

画の先ほど説明した振り返りと、観光を取り巻

く環境の変化を踏まえた施策の方向性の検討結

果と、このＳＷＯＴ分析を掛け合わせながら、7

ページ下段に書いてございます課題を整理し、

次期計画における施策の方向性を検討してきた

といったところでございます。

9ページをご覧願います。

第3章の観光振興の方向性でございます。

将来像につきましては、「観光客の心をつかみ、

選ばれる観光立県NAGASAKI～歴史と文化と未来
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へつなぎ、世界と心を結ぶ笑顔あふれる長崎へ

～」とし、期待を上回る観光体験の提供により、

地域経済を活性化し、選ばれ続けることで、観光

立県として持続的に発展する長崎の姿を描いて

いきたいと考えております。

ＫＧＩにつきましては、現計画と同様に観光

消費額、それぞれ直接寄与する要素でございま

すとか、さらにホスピタリティの向上や働きや

すい環境づくりといった観光を支える基盤の強

化も重要と考えており、それらのＫＰＩについ

ても今回設定をさせていただいております。

10ページをご覧願います。

次期計画におけるＫＧＩとＫＰＩの目標値の

設定と根拠をそれぞれ一覧として整理してござ

います。

最上段の観光消費額につきましては、令和12

年に5,225億円を目標としておりまして、こちら

国の観光ビジョンの伸び率などを参考にしなが

ら、本県の過去最高の水準を目指すといったと

ころで設定をさせていただいております。それ

ぞれＫＰＩについては、消費額増加に直結する

要素として七つの指標、また、持続可能な観光を

支える基盤として、三つの指標を設定してござ

います。これらの指標についての設定の考え方

については、記載のとおりでございますが、五つ

の柱と連動させるような構成としながら設定を

させていただいております。

11ページをご覧願います。

こちら重点誘客戦略でございます。国内、イン

バウンド別に戦略を計画の中にも記載しており

ます。

国内におきましては、首都圏は人口や所得水

準、安定的な需要。関西地域については、旅行意

欲や教育旅行の実績を踏まえたアプローチ。ま

た、福岡地域については、本県のシェアの高さと

アクセスの強化を強みを生かしながら誘客を進

めていきたいと考えております。それぞれ、また

属性についても、リピーターでございますとか

若年層についてもしっかりと取り組んでまいり

たいと考えてございます。

インバウンドでございますけれども、こちら

東アジアが本県のシェア6割を占める重点市場

ということで、しっかりと上海、ソウルの直行便

を生かした誘客、また、東南アジアでは、ベトナ

ムなどの歴史的なつながりのある国における本

県の認知度を高め、欧米豪についても九州全体

で広域周遊を進めてまいりたいと考えてござい

ます。

また、都市部からの誘客に取り組むとともに、

潜伏キリシタン関連遺産などのテーマ型旅行を

展開し、本県ならではの魅力を発信してまいり

たいと考えているところでございます。

12ページから13ページにかけましては、第4章

の基本施策の内容のうち、主なものを記載させ

ていただいております。

施策の方向性と具体的な取組例でございます。

こちらについては説明を省略させていただきま

して、計画の内容をご覧いただければと思って

おります。

14ページでございます。

こちら第5章といたしまして、地域の特色を生

かして広域連携による周遊促進を図るために新

設した章でございます。

観光消費額の増加を通じまして、地域経済の

活性化を図るといったところで、県内各地の魅

力を最大限に引き出し、共通のテーマ、ストーリ

ーを軸に、地域間の連携を強化、広域周遊観光の

推進と地域資源の活用に取り組むといったとこ

ろが重要でございまして、県内でも既に県北地

域であるとか、大村湾、島原半島などで特色を生
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かしました広域連携が展開されているといった

ようなところでございます。

今後は、下段にも書いてございます、歴史・文

化・食などのテーマ、観光拠点と周辺地域の連携、

交通アクセスを組み合わせた広域的な観光コン

テンツの造成でございますとか、周遊ルートの

開発が必要であると考えておりまして、こうい

った地域間連携を促すような場づくりについて、

県としても提供してまいりたいと考えてござい

ます。

最後、15ページでございます。

こちらの計画推進に当たりましての役割分担

を整理させていただいております。

内容については記載のとおりでございます。

なお、今回の資料につきましては、先ほどご説

明いたしました11月14日に開催した審議会の資

料を基に、今回素案をお示しさせていただいて

おります。

審議会の中では、人材確保の視点でございま

すとか、現状認識について重点的にもっと整理

するべきではないかというご指摘もいただいて

おります。現在、第2章の現状課題についての追

記の方法についても検討しているところでござ

いますので、現在、今回の計画の中にまだ反映し

ているものはございません。次回の計画案の中

でしっかりとお示しさせていただければと考え

ております。

また、本日のご議論、パブリックコメントでの

意見を合わせて、次回は計画案として、次の議会

で上程をしていきたいということで、整理を進

めてまいりたいと考えているところでございま

す。

以上で説明を終わります。長時間いただき申

し訳ございませんでした。よろしくご審議賜り

ますようお願い申し上げます。

【坂口委員長】 次に、スポーツ振興課長より補

足説明を求めます。

【川瀬スポーツ振興課長】 それでは、観光生活

建設委員会補足説明資料、長崎スポーツビジョ

ン2026－2030素案の概要についてをご覧いただ

ければと思います。

私の方からは、横長9ページのこの概要資料を

用いて、長崎スポーツビジョンの素案について

ご説明いたします。

なお、縦長30ページの素案本体も併せて提出

しておりますので、詳細はそちらをご参照いた

だければと思います。

概要資料の1ページ目をお開きください。

ここには、ビジョン策定の趣旨、計画の位置づ

け、期間を記載しています。

1、計画策定の趣旨の2つ目の項目ですが、国で

は今年6月、スポーツ基本法の改正が行われまし

た。スポーツの価値をこれまでの「する、見る、

支える」に加え、「集まる、つながる」と再定義

し、ウェルビーイングの向上、地域活性化への貢

献、情報通信技術の活用などが盛り込まれてお

ります。なお、ウェルビーイングとは、身体的、

精神的、社会的に良好な状態にあることとされ、

簡単に言い換えると、心身とも健康で社会的に

も満たされた幸せな状態です。

こうした国の動向や、スポーツ庁の第3期スポ

ーツ基本計画、また、有識者で構成する長崎県ス

ポーツ推進審議会の意見を踏まえ、次期スポー

ツビジョンを策定することとしております。

2、ビジョンの位置づけですが、本ビジョンは

スポーツ基本法に基づく地方スポーツ推進計画

であり、県総合計画と教育振興基本計画の下部

計画に位置づけられています。

期間は令和8年度から令和12年度までの5年間

となっております。
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次に、2ページから5ページにかけてですが、現

在のビジョンの四つの基本方針に沿って、本県

のスポーツの現状と課題を記載しております。

なお、これら四つの基本方針がありますが、この

四つの基本方針に基づく施策の所掌については、

基本方針1と4についてはスポーツ振興課、基本

方針2と3は教育庁の体育保健課が中心となって、

障害者スポーツを所管する障害福祉課など関係

課と連携しながら取組を進めているところでご

ざいます。

詳細の説明は省略させていただきますが、2ペ

ージ目は、生涯スポーツの推進、3ページは子ど

ものスポーツ機会の充実、4ページは競技スポー

ツの振興、5ページはスポーツを通じた地域活性

化について記載しているところです。

続きまして、6ページをご覧ください。

基本理念の実現に向けてとして、8ページ目ま

でにビジョンの体系図を示しております。

基本理念は、現行と同じ長崎の未来をスポー

ツで創るとなっておりますが、今回新たに、改正

スポーツ基本法を踏まえた「つながる」をキーワ

ードに、三つの基本姿勢を設定しているところ

です。

また、四つの基本方針ごとに5年後の目指す姿

も記載しております。

次に、7ページですが、こちらは施策体系とな

っております。現行ビジョンの継続施策に加え、

改正スポーツ基本法の内容等も踏まえながら、5

年後の目標となる指標と施策項目を設定してお

ります。

例えば、基本方針1では、成人の週1回以上のス

ポーツ実施率と総合型地域スポーツクラブの会

員数を指標として、日常生活の中でスポーツに

親しむ機会の少ない働き盛り、また、子育て世代

向けのスポーツ教室、イベント開催などを、モル

ックなどのニュースポーツや情報通信技術の活

用も念頭に置きながら、市町や関係団体と連携

して取り組むこととしております。

また、基本方針2ですが、こちらについては、

子どもの運動習慣の二極化を踏まえ、学校だけ

でなく、家庭や地域と連携した取組を充実させ

る内容に見直しております。

さらに、少子化により、学校単位での部活動が

困難になっている現状を踏まえ、将来にわたり

子どもたちが継続的にスポーツに親しめる機会

を確保、充実するために、少子化に対応した持続

可能なスポーツ環境の整備を新たに盛り込んで

いるところです。

次に、8ページ目をご覧ください。

基本方針3では、数値目標について、各競技団

体がより明確な目標を設定しやすいよう、国民

スポーツ大会の目標を、これまでの総合成績の

順位から、入賞を種目数へと見直しております。

また、競技力の向上には、地域からの支援や応援

が大きな力となることから、競技スポーツへの

県民の理解を深めるとともに、地域の活性化に

つなげるため、関係者が連携、協力して、スポー

ツイベントなどの事業を展開することを盛り込

んでおります。

基本方針4では、スポーツによる交流人口拡大

など、地域活性化をさらに推進していくため、新

たに観戦型スポーツイベントの誘致に取り組む

とともに、引き続き本明川の水上競技場や離島

の砂浜など、本県特有の自然環境などを活用し

たスポーツ合宿や大会の誘致等に取り組むこと

としております。

最後に、9ページです。推進体制と進捗状況の

評価を記載しております。

各年度の目標値を明示し、長崎県スポーツ推

進審議会において、毎年目標の達成状況につい
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て評価を行うこととしております。

なお、計画の詳細につきましては、Ａ4縦の素

案本体をご参照いただければと思います。

以上で説明を終わります。よろしくご審議の

ほどお願いいたします。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に掲載いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 それでは、質問がないようです

ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【堀江委員】 堀江です。午後から請願の紹介議

員で席を立ちますので、先にさせていただきた

いと思います。

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産に

関わって、地域の保存会の皆様により寄せられ

た要望をこの機会に質問したいと思います。

文化振興・世界遺産課が作成した世界遺産巡

礼の道というハンドブックがあります。世界遺

産の歴史と景観をたどる旅と題しまして、五つ

のエリア全35巡礼の道、総延長約468キロを紹介

しています。この中で、16番目に紹介されている、

長崎市の三重から外海町神浦までを、歩行距離

約17キロの道を希望を与えた予言の道として、

予言を代々守り伝えた外海キリシタンの集落を

歩くコースです。三重バス停をスタートし、国道

202号線を40分ほど歩くと、永田憩いの広場があ

り、吸い込まれそうな青い角力灘を一望でき、遠

くには世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構

成資産である端島「軍艦島」の島影も見える絶好

のロケーションということで紹介が始まります。

遠藤周作さんの小説「沈黙」の舞台外海を歩き、

今もド・ロさまを慕う出津集落、ド・ロ神父の出

身であるフランス国旗にちなんで、青、白、赤の

三色で塗装している三つの橋を渡り、大野集落

へと歩きます。このコースの近くに、お勧めスポ

ットとして、バスチャン屋敷跡があります。新牧

野町の山の中にあります。

バスチャンとは日本人伝道師です。江戸時代、

禁教令による厳しいキリシタン弾圧の中、外海

地方の多くのキリシタンが潜伏して信仰を維持

し続けたと言われています。禁教令によって、外

海地方の神父が全て追放された後、日本人でバ

スチャンという伝道者がこの地方のキリスタン

たちを指導したと言われています。バスチャン

は追っ手を逃れるための隠れ家を転々としたと

伝えられていて、バスチャンは最後は囚われて、

長崎の監獄に3年3か月、囚人として78回の拷問

を受けて、ついに斬首されたと伝えられていま

す。

そこで質問です。

バスチャン屋敷跡には保存会があります。偶

数月の第一日曜日、保存会の皆さんは、屋敷の内

外や通路の掃除などを行います。この場所は、韓

国から多くの観光客が列をなして訪れる場所だ

と言われています。



令和７年１１月定例会観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（１２月１０日）

- 80 -

問題はトイレがないということです。保存会

の皆さんは、観光客のために簡易トイレを設置

してほしいと長崎市に要望しています。これは、

長崎市でいうと、長崎市の指定史跡でもあるか

らです。しかし、長崎市は、近所のトイレを使っ

てほしいという対応をしています。しかし、観光

客の中には、屋敷の近くを流れる小川で用を足

すという、そういう方が多いと保存会の皆さん

は目撃をしています。簡易トイレの設置をとい

うこの地元の皆さん、保存会の皆さんの要望を

長崎市にも伝えていただいてほしいということ

で、今回私は取り上げたんですが、直接の担当は

長崎市だと思うんですけれども、この世界遺産

巡礼の道というこのハンドブックに、きちんと

お勧めスポットということでも書かれている場

所でもありますので、ちょっとこうした現状を

知っていただいて、対応する方向があれば対応

していただきたいと思いまして取り上げたとこ

ろです。見解を求めます。

【村山文化振興・世界遺産課企画監】 長崎市に

所在いたしておりますバスチャン屋敷跡につき

ましては、ただいまご紹介ありましたとおり、日

本人伝道師バスチャンの隠れ家の1つと伝承さ

れ、長崎市の史跡、外海キリシタン関係伝承の地

でもあり、外海キリシタン史において大変重要

であり、また、大切な場所であると考えておりま

す。

堀江委員からただいまお話がありました地元

からのご要望につきまして、長崎市やあるいは

県の文化財の所管部署もございますので、まず

は情報共有をさせていただき、長崎市から実情

であったりとか状況の方を確認させていただけ

ればと考えております。

【堀江委員】 保存会の人たちは、バスチャン屋

敷の説明が日本語だけになっていると。しかし、

海外の方が来られるので、英語版、それから韓国

語版ということで、自主的にそういう案内文を

作って、非常に大事にされているというふうに

聞いております。そういう意味では、直接の要望

が長崎市になるかということは私も承知いたし

ておりますが、せっかくのこの世界遺産巡礼の

道の中で紹介をされている箇所でもありますの

で、ぜひ情報共有していただいて、今後の対応を

検討していただきたいということを要望したい

と思います。よろしくお願いいたします。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【まきやま委員】 令和6年度の主要な施策の実

施状況と今後の方向性のところの9ページで、観

光ＤＸプロモーション事業費とありますけれど

も、事業費は幾らになりますか。

【長野観光振興課長】 観光ＤＸの取組でござい

ます。

予算といたしましては、全体で令和6年度の決

算で6,800万円、令和7年度で約7,000万円を計上

しておりまして、中には先ほどご説明いたしま

したマーケティング経費でございますとか、プ

ロモーション経費を計上させていただいており

ます。

【まきやま委員】それで、今後の方向性として、

マーケット分析を評価するため、市町と連携し、

リアルタイムで取得可能な定性的データとして

とありますけれども、ここの具体的な説明をお

願いします。

【長野観光振興課長】 現在、データの分析に使

います人流でございますとか、例えば先ほどご

説明させていただいた観光統計のデータでござ

いますとか、それをダッシュボードで見えるよ

うな形にはしてございます。やはり現在課題で

ございますのが、数字は見えているのですけれ

ども、実際それが何でそういうふうになってい
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るのかというのは、やはり市中のお声をお聞き

するのが非常に重要であろうと考えております。

県だけでそれをやるのではなくて、独自に長崎

市であったり、様々な市もアンケート調査を行

っておりますので、そういったものをしっかり

統合しながら情報を集約できないかと今現在検

討を進めているといったようなところでござい

ます。それらを踏まえて、しっかりとデータ分析

ができるような形を作っていきたいと考えてお

ります。

【まきやま委員】 マーケティング分析は誰がど

のように分析するのか教えてください。

【長野観光振興課長】 やはりそのデータを見な

がら観光連盟でございますとか我々職員が実際

やっているというような状況です。やはりそこ

に課題感がございまして、そこに必要なのが、定

性的なデータ、定量的なデータは事業者にも委

託して整備はしているのですけれども、やはり

そこにもう一つ加わってほしいのが、先ほど言

った定性的なところを見ながら、今後のレポー

トであったりとかそういったものができないか

と考えているところでございます。

【まきやま委員】 課長がおっしゃるとおり、マ

ーケティングの分析に関して専門家を入れたり

とか、せっかくのデータですので上手に活用し

ていただければと思います。

次に、県展についてお聞きいたします。

県展で、受賞者に対して景品というか、あと賞

金といいますか、そういったものの、これまでの

経緯を教えてください。

【松尾文化振興・世界遺産課長】 県展におきま

しては、受賞者に対して賞状は授与していると

ころなのですけれども、県から副賞のような景

品などはしていないところでございます。

【まきやま委員】 これまでもなかったのですか。

【松尾文化振興・世界遺産課長】 これまでもし

ていないところでございます。

【まきやま委員】 実際に伺ったんですけれども、

とてもすばらしい作品が多くて、彫刻とか絵画

もコストのかかる原材料が結構ありますので、

ぜひそういったことも考慮していただいて、受

賞された方に少し何かできればと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。

【松尾文化振興・世界遺産課長】 委員がおっし

ゃられるように、皆さん県展に出すに当たって、

ずっと長年いろんなご苦労されているというこ

とは本当に重々承知しております。賞を取られ

た分は、部長説明にもありましたとおり、いろん

な場所での披露もさせていただいておりますし、

県庁内でも披露することとしております。そう

いった中で、その方たちがこれからもっと羽ば

たいていっていただくことも期待しているとこ

ろではあるのですけれども、なかなか予算の方

も苦しいところではございますので、すぐなか

なかそういうところまではまだ至らないのかな

と考えているところでございます。

【まきやま委員】 モチベーションにもつながり

ますので、部長、ぜひ検討いただきますよう要望

いたします。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田川委員】 この場でお聞きしていいのかどう

か分からないんですけれど、観光はいろいろと

基本計画で出されましたけれども、私、ＩＲが本

当に実現すれば、長崎県の観光あるいは経済に

ついても大きな好影響があるのではないか、効

果があると思って、当時市議会議員としていろ

んな場所、用地、従業員の住むところ、そういう

のを見てきたんですけれど、それが不認可にな

って非常に意気消沈したところ、先日の報道に

よると、大阪は大阪である程度めどが立ったか
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らあと2か所もう一度申請しませんかという報

道等もあって、その点について、これはもう部長

さんしか答えられないかもしれないのですけれ

ど、このことについて、ＩＲと長崎県の観光、そ

して今後の考え方、取組についてお聞かせ願い

たいと思うんですけれど、いかがですか。

【坂口委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２６分 休憩 ―

― 午前１１時２６分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【田川委員】 今総務委員会というお話ですけれ

ども、この委員会でも観光に関わることで、いい

か悪いかぐらい、できるだけの範囲でよろしい

のですけども。縦割り行政じゃなくて、議会もこ

ういうふうになっているんですけれど、やはり

みんなでいろんな分野でまちづくり、観光振興

経済発展ということが大事だと思いますので、

答えられる範囲で簡単によろしいのですけれど、

よろしくお願いします。

【伊達文化観光国際部長】 ＩＲについてでござ

いますけれども、やはり我々文化観光国際部と

しても観光を所管するという観点からいくと、

ＩＲが設置されることで本当に多くの観光客が

おいでになり、そして、観光消費額の拡大にもつ

ながっていくものと考えてございます。ただ、現

時点において、今後のＩＲの再トライというか

再要望については、申請についてはまだ現時点

では結論を出されておりませんけれども、ただ、

我々としては、ＩＲに限らず、本当に多くの魅力

あるコンテンツをしっかりと活用しながら、観

光消費額、先ほど観光振興課長もご説明しまし

たように、しっかりと次期観光振興計画を定め

て、観光消費額の拡大に向けて取り組んでまい

りたいと考えてございます。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【冨岡委員】 私から長崎県観光振興基本計画に

関連した部分で、まず、リピーターという言葉が

出てきましたけれども、リピーターの定義につ

いて教えていただけたらと思います。多分主に

宿泊客の文脈で使われていたと思うんですけれ

ども。

【長野観光振興課長】 リピーター率のお尋ねだ

と思います。

これまで、長崎に訪れていただく方、特に宿泊

として訪れていただける方をリピーターといっ

たところで考え方を持ってやってまいりました。

今回の基本計画の中では、単に2回目来たから

リピーターというだけではなくて、できるだけ

来訪回数について少し着目をして、リピーター

率を定めていきたいと思っております。様々な

旅行の統計データございますので、そういった

意味では2回目、3回目というよりも、これは今回

の場合には4回目以上、いわゆるコアなファンと

いった方々をできるだけ多く増やしていきたい

という考えでリピーター率を設定してきたとい

うことでございます。

【冨岡委員】 すみません、次の質問のところま

で入っていただいて。

リピーターというのは、要するに再び訪れた

方というところでございまして、その中でも今

回設定したのが、2回目ではなく4回以上という

ところで設定をされているということでござい

ました。

次に、リピーター率の定義を教えていただけ

ますか。

【長野観光振興課長】 旅行会社等が行っている

データを基に、我々それをベンチマークにして

やっていきたいと思って。失礼いたしました。

我々が独自で統計を取っております。それを基
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にやっていきたいと思っておりますが、これま

で長崎県に何回訪れたことがありますかという

方を、県内に来た方にアンケート調査としてお

聞きをしております。これまでも4回目以上とい

ったところでいきますと、過去に23％程度、2割

ぐらいの方が4回目以上お越しいただいている

というような統計データも取れてきております

ので、こういったものを、今後の人口減少を踏ま

えたときに増やしていくというような考え方で

やっていきたいと考えているところです。

【冨岡委員】 ありがとうございます。先ほどの

ご答弁から推察いたしますに、来られた方全員

ということだったので、一般的にリピーター率

と言われる、いわゆる全顧客のうちリピーター

が占める割合という認識でよろしいでしょうか。

【長野観光振興課長】 全体の中で何回来ている

かといった全ての全量データを取ることは困難

でございますので、やはり幾つかアンケート調

査をしながら、これもサンプルになると思いま

すけれども、その方々に宿泊いただいたのが何

回目ですかというのはやはりお聞きするような

形でやっていきたいと思っております。

【冨岡委員】 ありがとうございます。この質問

の趣旨が、いわゆるこういった再訪される方々

については、リピーター率って先ほどの全顧客

のうちリピーターが占める割合の話と、あとリ

ピート率、いわゆる新規顧客のうち再度利用し

た、再度訪れた顧客の割合という、両方を見るべ

きではないかという議論を見たりしたもので。

そうした中で、ちょっと共有させていただきま

す。例えばですけれど、こちらの最初の資料の、

基本計画に掲げる事項の実施状況についてのと

ころの、先ほど共有させていただいた3ページに

なりますかね、観光客のリピーター率、出典じゃ

らん宿泊旅行調査ということで、先ほど課長か

らのご答弁もありましたとおり、多分県が設定

するものと、このじゃらんが設定したものはま

た少し違うのかもしれませんけれど、そうした

中で、九州平均が少し高めに出ていて、それに対

して長崎県については少し低めに出ているので、

もっと向上が課題となっているという、そうい

う書きぶりでありましたけれど、先ほどの定義

からすると、リピーター率が、再び訪れるリピー

ターの数割る新規プラスリピーターの数でいく

とするならば、極論、新規顧客をゼロにすれば、

このリピーター率はもう100％に近づいていく

ということにもなりますので、多分そこら辺も

分析された上で今回設定はされているんでしょ

うけれども。だから、県としての目的、目標とし

て、いわゆるリピーターというのは、やはり来れ

ば来るほど消費金額は増えるというもとで、多

分リピーターが増えればいいんだという感じな

んでしょうけれども、ここのバランスというか、

新規をどれだけ、例えば、新幹線が開通するなり、

あるいは新しく新規の航路や増便されるとかし

たら、多分新規の方々が増えて、そうするとリピ

ーター率が、県が考えるリピーター率は少し減

る傾向になる可能性も、4回という設定ですので

そこも影響は少ないのかもしれませんけれど、

何かその辺りの全体的なものが見られているの

かなというのを少し考えてしまいました。

そうした中で、もう一つ発信させていただき

ますのが、この中で、次期計画の将来像の中でも、

やはりまずは真ん中の左側、観光消費額増加に

直接に寄与する要素です。リピーターの数の増

と、これは当然数として高めていく必要性があ

ると思っていて、それに対してやっぱりＫＰＩ

のところ、リピーター率だけを掲げていらっし

ゃるので、もしかしたら先ほどの分析なんかに

よると、一般的にビジネス業界とかでリピート



令和７年１１月定例会観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（１２月１０日）

- 84 -

率の方も見るべきではないかとか、あとは、こち

らの先ほどのお話にもありました五つの柱②の

観光消費額増加に直接寄与する要素としては、

観光客、宿泊のリピーター率、来訪回数が4回以

上の割合ということで目標を掲げられておりま

すけれども、繰り返しになりますけれど、そうい

った県として今後新しく新規顧客についてはど

うするのかとかいうところも含めて考えていた

だければと思いますので、いわゆるリピーター

率だけでなく、リピート率も要素に入れていっ

たりとか、ほかの要素ももしかしたらあるのか

もしれませんけれど、そういったところを考え

ましたので、ご意見として、あるいは課長の方か

らでも何かご意見がありましたら教えていただ

けたらと思います。

【長野観光振興課長】 リピーター率の今回の目

標設定についてでございます。

これまでの実はこの計画の中では、2回目も含

めてリピートというような考え方、要するに1回

来られた方で、次来られた方、これをリピーター

というような定義でやっていたというようなと

ころでございます。今回観光審議会の中でもご

意見を賜ったのですが、それを高めることは、先

ほど委員がおっしゃったとおり新規を減らすと

いうことなのかといったようなご意見もいただ

いております。我々の趣旨としましては、新規を

減らすということではなくて、新規も一定確保

していくという考え方は当然あろうかと思って

おります。人口が減少していく中でも、新規をい

かに取り込んでいくかというのは、一定の率は

やはり保ちつつ、ではそれとなると2回目のリピ

ーターを増やすというのは矛盾しますので、や

はりもっとコアなお客様を何回来てもらうとい

うところを増やしていくといったところに軸を

置いて今回設定をしたといったようなところで

ございます。当然全体のバランスを見ながらと

いったところでございますので、様々な九州平

均のデータであったりとか、そういったものを

見ながら、どこをベンチマークにしていくのか

というのは、今回そういったものを見ながら設

定をさせていただいたところでございますので、

決して新規を減らすというような考え方ではな

く、新規はしっかりと取りながら、コアなファン

を増やしていこうという趣旨で、リピーター率4

回目以上といったところを今回指標として設定

をさせていただいたといったところでございま

す。

【坂口委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３７分 休憩 ―

― 午前１１時３８分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【小林委員】 ピース文化祭についてお尋ねをし

たいと思います。

ピース文化祭が11月30日に閉会式が行われ、

これも盛大に行われたそうでございます。78日

間という実に長い間、各地区で様々な事業の展

開を起こしていただき、この事業展開も大変す

ばらしかったと、こういう声が聞こえてくるわ

けであります。そういうような形で、無事本当に

成功裏に終了することができたと、こういうこ

とで、大変ありがたいと考えているわけでござ

います。聞くところによりますと、このピース文

化祭が内定をしまして、その間4年間以上と。こ

の4年間以上にわたって、開催の準備を積み重ね

てきていただいたと。そのご苦労の数々が、こう

いう成功裏につながったのではないかと。そう

いう点を考えてまいりますと、これは部長をは

じめ、小栁担当課長をはじめ、関係皆様方の大変
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なご苦労とご尽力に心からお礼と敬意を表した

いと思うわけであります。大変ありがとうござ

いました。

そこで、このピース文化祭、目標でございまし

た、いわゆる総参加者数、これが大体190万人と、

こういうようなことを目標にしていたわけでご

ざいますが、その見込みはどのようになってい

るのかと。同時に、どういう成果が今回特徴とし

て挙がったのか。この辺についてお尋ねをまず

しておきたいと思います。

【小栁ながさきピース文化祭課長】 11月30日に

閉会式が終了いたしました。滞りなく文化祭が

閉幕しましたのは、県議会の皆様をはじめとし

まして、市町、それから文化団体等の関係者全て

の皆様のご支援とご尽力のおかげと思っており

ます。心より感謝を申し上げたいと思います。

それから、閉会式につきましては、すばらしい

閉会式だったといったお言葉や、とても感動し

ましたといった好意的なご意見を多数いただい

ております。こういったことにつきましても感

謝を申し上げたいと思います。

それから、委員ご質問の、文化祭の成果につい

てでございます。

総参加者数190万人という目標を立てており

ました。これについては、現在精査中でございま

して、確定的なところは現在申し上げられない

のですが、現場での肌感覚ですとか、現在報告が

上がっている数字を見ますと、少なくとも190万

人の、達成に近い数字になるのではないかと思

っているところでございます。

それから、それ以外の成果につきましては、例え

ば専用ホームページを立ち上げておりますけれ

ども、直近の8か月で100万ページビューを超え

るといったところで、かなり認知度も上がった

と考えております。文化祭というパッケージ化

で情報発信するということで、非常にＰＲ効果

が高かったのではないかと思っております。

それから、全国大会を23事業やっております

けれども、文化団体の中央団体との関係が持て

たこと、また、各著名人の方にも参加いただきま

したので、そういった方々との新たなネットワ

ークの構築、それから民間企業、これも様々な連

携、協賛金でございますとか、いろんな事業者か

ら応援事業ということで、一緒に事業をやって

いただいたりもしておりますので、そういった

連携、それから文化祭を契機とした若い方々の

参加、例えば皿山人形浄瑠璃は文化祭に一緒に

参加したいということで、小学3年生の男の子が

参加したりなど、そういった若い方々の参加と

いったところで、目に見える効果も多々あった

のではないかと考えております。

【小林委員】 今答弁をいただきまして、まず何

といっても総参加者数190万人と。これは当然見

込みであったけれども、それに近いだけの達成

ができたのではないかと、こういう自信がある

ご答弁をいただいて、大変感謝しております。何

もこの数字が全て成功ということだけではない

ので、やっぱり中身がよかったわけだ。こういう

ようなことでご苦労いただいた、頑張っていた

だいた成果がかなり見えたと私は思うわけです

ね。

それで、部長からも、この説明でもございまし

たけれども、何ていうか、新しいネットワークの

構築と、こういう言葉が何回か出てきたような

感じがしますね。やっぱりこのピース文化祭に

よって、新しいネットワークの構築、こういうよ

うなことが様々な形で構築されてきたというこ

と、こういうことで、こういう成果が上がってい

ると、こういうようなことを受け止めておるわ

けでございます。要は、この盛り上がった成果、
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特に文化芸術に対するこういうこの盛り上がり

が、今日まだ残っているわけだ。これを今後どう

いうふうに維持していただくかと。これがとて

も大事になってくるのではないかと思うが、そ

の辺の考え方が小栁課長にはありますか。

【小栁ながさきピース文化祭課長】 今委員から

もおっしゃられましたけれども、成果が上がっ

ているということで、ネットワークの構築が非

常に大きかったとお答えさせていただきました。

文化祭により形成された新たなネットワーク

につきましては、県や市町等の様々な事業の中

で活用できないかというところで、関係者とも

相談してまいりたいと思います。例えば、開閉会

式の総合演出をしていただいた金沢さんは、長

与町の事業に参加されていたりもしますので、

いろんな各市町の事業とも連携できるのではな

いかと考えているところでございます。

それから、この今の盛り上がりをどう引き継

いでいくかというところでございます。これも

出演者や参加者からアンケートを採っていると

ころなのですけれども、文化芸術活動を発表す

る機会や、文化芸術に関わる人材の育成、こうい

ったものが今後も非常に必要だという意見を多

数いただいております。この盛り上がりを維持

するためには、人材育成、それから発表の機会の

確保につきまして、これまでも一定我々も事業

をやってきましたけれども、引き続き市町、文化

団体とともに進めていきたいと考えております。

【小林委員】 よく分かりました。この盛り上が

りをどう維持していくかということは、率直に

言って、言葉では我々がこうして言っています

けれども、なかなか現実にこの盛り上がりをど

うやって維持していきますかと。なかなか月日

がたっていけば喉元過ぎて忘れるというような

こともひょっとしたらあるかもしれないが、こ

れを人材育成の形で、盛り上げていきたいと、こ

ういうことは絶対大事なことだと、こう思いま

すからね。やっぱりそういう、この感動、感激を

人材育成につなげて、地域の掘り起こし、盛り上

がりを今後とも維持できるようにしっかり頑張

っていただきたいと思います。

それから、伊達部長、あなたはこのピース文化

祭、事実上の責任者だ。こういう現場の監督とし

て、大変いい部下の皆さん方、すばらしい県庁の

職員の方々、そういう方々に恵まれて、本当に県

庁職員の方々はよく頑張っていただいたと、こ

う思うわけですね。そういうような結晶が今回

の成功につながったと私は見ているわけです。

この現場の総指揮を執っておられた伊達部長が、

今回のピース文化祭の閉幕に当たって、どのよ

うに受け止めておられるか、部長の見解を求め

たいと思います。

【伊達文化観光国際部長】 まずもって、今回の

ピース文化祭の開催に当たりまして、小林委員

から本当にお褒めの言葉をいただきまして、あ

りがとうございます。78日間という本当に長い

文化祭期間でしたけれども、実際は令和3年7月

から、4年以上にわたって準備をしてきたもので

ございます。私も開会式の当日は天皇皇后両陛

下のご先導もさせていただいておりましたけれ

ども、直接天皇陛下からも本当に長崎らしいす

ばらしい開会式でしたというお言葉を直接頂戴

いたしました。

そして、先ほど小栁課長からもありましたよ

うに、「とても感動した」、「長崎に生まれたこ

とを誇りに思う」というようなアンケート結果

もございました。

今回の文化祭を通して、本県の文化芸術の魅

力の発信はもとよりでございますけれども、子

どもや若い人たちの文化芸術活動への参加機会
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の創出でございますとか、平和の大切さ、そして

多様性社会への理解の促進、そしてシビックプ

ライドの醸成など、様々な成果につながったも

のと考えてございます。

今後も、先ほど委員からもありましたように、

本文化祭を通して得られた成果、盛り上がりを

しっかりと今後も維持・継続、そして発展してい

けるように、これは県だけでの取組ではなかな

か達成できませんので、市町や関係団体ともし

っかり連携しながら、必要な取組についてしっ

かりと検討してまいりたいと考えてございます。

【小林委員】 伊達部長ありがとうございました。

こういうようなことで、今回のピース文化祭、大

変すばらしかったと思います。本当に重ねて重

ねて皆さん方よく頑張っていただいた。このこ

とを心からお礼を申し上げておきたいと思いま

す。

もう時間もありませんから、この韓国～釜山

線について、担当課長と、それから村田政策監に

お尋ねをしたいと思います。

これは昨年10月に再開された長崎～ソウル線、

小宮担当課長の話によると、この長崎～ソウル

線が地域経済に年間どれくらいの経済効果をも

たらすかと、こういうことで、大体13億円ぐらい

の経済効果をもたらすと、大変明るい見通しを

確実に語っていただいたわけでございます。な

かなかこういう長崎～ソウル線も、再開するに

当たっては、これまたピース文化祭ではないけ

れども、村田政策監はじめ関係皆さん方のご尽

力は並大抵ではなかったと、このことについて

もお礼と感謝を申し上げ、本当にご尽力に敬意

を表しておきたいと思います。

そういう明るい見通しの中、さらにうれしく

思ったのは、来年1月4日から長崎から釜山線、こ

れが週に3便。臨時便と思っていたら定期便に昇

格をしたと、こういうようなことで、これが就航

するのが来年の1月4日正月早々、これが実現で

きるということになりましたね。そういうソウ

ル線についても、釜山線についても、本当にあり

がたいと重ね重ね皆さん方にお礼を申し上げた

いと、こういうふうに思っているわけでござい

ます。

ここでお尋ねをいたしますが、さっき申し上

げたように、この経済効果というのに非常に

我々はやっぱり関心がありまして、長崎～ソウ

ル線が大体年間13億円ぐらいと。そうなってま

いりますと、この長崎～釜山線で、大体この臨時

便、そのとき乗って経済効果はどうかと。波及効

果を本会議で語っていただきましたが、大体

6,000万円から7,200万円ぐらいと言っていたか

な。そういう、これも6,000万円から7,200万円ぐ

らいのこういう波及効果が明らかになっている

わけでございます。そうしますと、これが臨時便

で6,000万円から7,200万円と、こう言ってくれ

ているわけだけれども、これが週3便、こういう

形で定期便に昇格をすると。こういう状況の中

から経済波及効果がどのようにもたらされるの

か、この点についてお尋ねをしておきたいと思

います。

【小宮インバウンド推進課長】 今小林委員から

ご質問いただきました釜山線につきましては、

10月1日から8便16往復、臨時便が就航いたしま

して、搭乗率が95％ということでございました

ので、臨時便の経済波及効果を県の産業連関表

で試算いたしましたところ、約7,200万円という

数字が示されております。

今回、臨時便のときに180人乗りの機材を使用

しておりましたけれども、1月4日からの定期便

につきましては、195人の定員で運航されるとい

うことをお聞きしておりますので、195人の機材
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で週3便、年間で申し上げますと156便運航する

計画でございますので、こちらで年間の搭乗率、

利用率を少し幅を持って試算をいたしますと、

産業連関表で約11億円から14億円の経済波及効

果を生じるということで見込んでございます。

【小林委員】 今の答弁で11億円から14億円ぐら

い。この定期便になって、これが7,200万円がい

きなり11億円から14億円とこういう形になり、

また180人乗りの機材から195人の機材に変わる

と。いいですね、本当に。そういうような話を、

やっぱり明るい話をしていただけますことは大

変ありがたいと思います。小宮課長、村田政策監、

要はこれだけのことをやっていただいて申し訳

ないが、一時すると休便とかそういうことにな

りやすいわけだな。過去の例を見ていたときに、

何かなと思ったら、韓国からはお客さんが長崎

に来てくださっているわけ。長崎から韓国の方

に行く、インバウンドとアウトバウンド、これに

やっぱりきちんと力を入れてやっていかないと

いけない。やっぱりアウトバウンドにこれから

気合を入れていかないと。インバウンドは、時の

流れの中において、中国との関係が今ああいう

ふうになって、これからどうなっていくのか分

かりませんが、いずれにしても、インバウンドに

ついては、結構九州に来ていただき、これからや

り方次第ではもっともっと増えていくと。こう

いうことで、観光振興課長もああいう格好で言

ったし、それで、インバウンド推進課長、村田政

策監、力を合わせていただいて、あなたのご指導

の下でインバウンドとアウトバウンドをしっか

りやっていかないといけない。そういうふうな

考え方を持っているんだけれども、小宮担当課

長、その辺のところについてどのような取組を

今模索しているのかお尋ねをしたいと思います。

【小宮インバウンド推進課長】 1月4日の初便に

つきましては、村田政策監はじめ私も釜山に出

向きまして、翌1月5日には県の観光連盟が主催

をいたしまして、観光説明会、商談会を開催する

計画としておりますので、インバウンドにつき

ましては、しっかりと長崎県のプロモーション

に取り組んでまいりたいと考えております。

あわせまして、委員から重ねてご指摘いただ

いておりますアウトバウンドにつきましては、

やはり私どもも今後のエアプサンの安定運航に

つきましては、アウトバウンドがポイントにな

ってくるものと考えております。県内におきま

しては、金融機関の本店、支店、それから長崎県

バス協会にもご協力をいただきまして、それぞ

れに所有されておりますデジタルサイネージな

どにおいてエアプサンの就航プロモーションを

実施してまいります。また、長崎県バス協会にお

かれましては、大韓航空のときと同様に、車内広

告、こういった取組も積極的にご協力をいただ

いております。あわせて、県内の大学、こういっ

たところにも直接エアプサンの活用を働きかけ

て、エアプサンを活用した本県からの送客が実

現できるように取り組んでまいりたいと考えて

おります。

それから、今現在パスポートの助成事業を上

海線とソウル線で取り組んでおりますけれども、

これを1月4日から新たに就航しますエアプサン

の長崎～釜山線についても、このパスポート助

成が活用できるように調整を図ってまいりまし

たので、こちらも県民の皆様に周知、案内を徹底

したいと考えております。

【小林委員】 非常に明快なお話をいただいて大

変ありがたいと期待が持てると思います。ただ、

何度も何度も言うけれども、インバウンドをや

っぱりしっかりやってもらうということで、今

取組の一端を述べていただきまして、それを聞
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いて、ぜひ実現をしていただきたいと。こういう

ことで、韓国の航空会社にも、釜山の航空会社に

も喜んでいただかなければいけないと、そう思

っておりますから、ぜひこのパスポートの助成、

これは今数は少なかったけれども、だんだん人

気が出てきて、パスポート助成を頂いて、旅行し

たいと。釜山はもう30分もかからないというぐ

らいな状態です。ソウルまで1時間、今とても人

気のスポットだよ。そういうことですから、非常

にタイムリーだと。だからせっかくの路線だか

ら、これをいかにして、安定運航をするかと。こ

の安定運航というのがとても大事だと思うわけ

だな。そういうところをよろしくお願いしたい

と思います。

ただ一つ、村田政策監、これ部長もよく聞いて

もらいたいけれども、今我々大村にある長崎空

港、まあ国内線は何とかやっているけれども、国

際線については、まず率直に言って見るも無残

と。もうこれは老朽化しているというだけでは

なくして、やっぱり中身がよくないよ。一生懸命

あなたたちが努力をしてくれて、こういう定期

路線をつないでくれたり、臨時便から定期路線

とかこういうことをやっていただいても、なか

なか長崎のこういう国際空港のところがもう本

当に老朽化している。実に不便。入国してから出

るまでに1時間以上かかるとか、こんな話も聞い

たりして大変な状況になっているわけで。だか

ら、国内線はどうにかというところで、国際線に

ついては、やっぱり何とか手を打たないといけ

ないと。こういうことについては政策監、何か考

えているか。ここのところもしっかりやっても

らわないと、せっかくのことが安定運航につな

がらないかもしれないと、そう思いますが、どう

思っていますか。

【村田文化観光国際部政策監】 委員のご指摘に

つきましては大変重く受け止めておりまして、

今年2月にも、本委員会において同様のご指摘を

いただいたところでございます。そのご指摘を

踏まえまして、私どもといたしましては、所管部

局でございます地域振興部をはじめ関係機関の

皆さんと今後の対応について、空港整備につい

て協議を重ねております。

私どもといたしましては、今後の受入拡大を

図るためには、やはりエアラインの誘致という

のは不可欠なものだと考えてございますので、

この今ご指摘いただきました老朽化、あるいは

狭隘についての整備については、非常に大切な

ところだと、重要であると認識をしているとこ

ろでございます。

長崎空港におきましても、現在の状況とか、あ

るいは今後の路線誘致の動向などもしっかり踏

まえながら、適切な受入体制の確保につきまし

て、国や関係機関などとしっかり協議を重ねて

まいりたいと考えております。

【小林委員】 よろしくお願いします。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【湊副委員長】 私は10月10日に行われた国際サ

イクルロードレースツール・ド・九州2025佐世保

クリテリウムのことについて質問いたします。

1万3,500人の観客を魅了したと。そして成功

したと部長説明の方でございましたが、これ初

めての開催だったと思います。こちらについて

反省点や課題とかもあったと思うんですけれど、

そちらについて教えてください。

【川瀬スポーツ振興課長】 10月10日に開催しま

したツール・ド・九州佐世保クリテリウムについ

ては、委員からお話がありましたように、当初

我々の目標としましては、観客数1万2,000人で

ございましたが、1万3,500人の観客に来ていた

だいたところです。また、これまでの2年間の福
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岡の小倉城クリテリウムでは、1日だけのレース

のイベントだったのですけれども、今回の佐世

保においては、レース翌日においても、我々と佐

世保市の方でイベントを開催したところです。

このイベントについても4,000人の集客があり

ましたので、合計1万7,500人の集客があったと

ころでございます。

経済波及効果については、今年度中に本部の

実行委員会、九州経済連合会を中心とした実行

委員会が算出するんですけれども、やはり皆さ

んから話をいただいたのは、小倉城クリテリウ

ムと比較してもかなり賑わっていて、すごい盛

り上がりを感じたという評価をいただきました。

また、実行委員会本部の方からも、コース自体

もすごく魅力的で、佐世保らしい港の風景、船が

通ったりとか、そういった見栄え的にもいいし、

天候的にも快晴に恵まれましたので、我々とし

ては成功だったと思っているところです。

あと、コースについては、佐世保五番街周辺の

約1.5キロのクリテリウムコース周回コースで

ございましたが、いろいろ技術的というか、アド

バイザーの方からも、もう少しこうしたらどう

かというご意見もいろいろいただいております

ので、そういったご意見も踏まえながら、来年の

開催に向けて、これから佐世保市とともに準備

を進めてまいりたいと思っております。

【湊副委員長】 ありがとうございます。

そのようないろんな意見もしっかり聞いて、

それを今後のさらなる成功に向けて、県議会の

方も一生懸命取り組んでいきたいと思っており

ます。

最後に、また来年も佐世保で開催ということ

になりましたので、そのまた次も佐世保で、ずっ

と佐世保で続けばいいなと思っておりますので、

どうか県といたしましても一生懸命よろしくお

願いいたします。ありがとうございます。

【坂口委員長】 ほかに質問はないようですので、

文化観光国際部関係の審査結果について整理し

たいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 ６分 休憩 ―

― 午後 零時 ７分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、県民生活環境部関係の

審査を行います。

本日はこれをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 零時 ７分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年１２月１１日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時５７分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

坂口 慎一 委員長（分科会長）

湊  亮太 副委員長（副会長）

小林 克敏 委 員

堀江ひとみ 〃

浅田ますみ 〃

山口 初實 〃

中村 一三 〃

まきやま大和 〃

冨岡 孝介 〃

田川 正毅 〃

３、欠席委員の氏名

畑島 晃貴 委 員

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

大安 哲也 県民生活環境部長

下野 明博 県民生活環境部次長

立石 寿裕 県民生活環境課長

本多 千穂 男女参画・女性活躍推進室長

石田 祐子 人権・同和対策課長

大嶋 誠之 交通・地域安全課長

谷村 重則 統 計 課 長

渡邉  渡 生 活 衛 生 課 長

荒木雄一郎
生活衛生課企画監

（動物愛護管理センター整備担当）

岩永 俊一 食品安全・消費生活課長

赤澤 貴光 地 域 環 境 課 長

佐藤 貞夫 水環境対策課長

山内 康生 資源循環推進課長

深谷 雪雄 自 然 環 境 課 長

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【坂口委員長】 委員会及び分科会を再開いたし

ます。

なお、畑島委員から欠席する旨の届が出てお

りますので、ご了承をお願いいたします。

また、浅田委員から所用により本委員会出席

が遅れる旨、連絡があっておりますので、ご了承

をお願いいたします。

これより県民生活環境部関係の審査を行いま

す。

【坂口分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

県民生活環境部長より予算議案の説明を求め

ます。

【大安県民生活環境部長】 おはようございます。

それでは、県民生活環境部関係の議案につい

てご説明いたします。

お手元にお配りしております資料のうち、令

和7年11月定例県議会予算決算委員会観光生活

建設分科会関係議案説明資料県民生活環境部の

2ページ目をお開き願います。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第103号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分、第105号議案「令

和7年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第
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1号）」、第106号議案「令和7年度長崎県一般会

計補正予算（第6号）」のうち関係部分、第108号

議案「令和7年度長崎県流域下水道事業会計補正

予算（第2号）」の4件であります。

はじめに、第103号議案「令和7年度長崎県一般

会計補正予算（第5号）」のうち関係部分につい

てご説明いたします。

歳入予算については国庫支出金140万4,000円

の減、歳出予算については計6,155万円の減を計

上いたしております。これは、職員給与関係既定

予算の過不足の調整に要する経費であります。

3ページ目をお開きください。

続きまして、繰越明許費についてご説明いた

します。

山王山園地展望台改修工事において、入札不

調に伴う工期の変更により、年度内に適正な工

期が確保できないことから、自然公園施設整備

費1,801万3,000円について繰越明許費を設定す

るものであります。

次に、第105号議案「令和7年度長崎県流域下水

道事業会計補正予算（第1号）」についてご説明

いたします。

収益的支出について、79万2,000円の減、資本

的支出について、3万9,000円の減を計上いたし

ております。これは、職員給与関係既定予算の過

不足の調整に要する経費であります。

次に、第106号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第6号）」のうち関係部分についてご

説明いたします。

歳出予算について、計6,825万9,000円の増を

計上いたしております。これは、職員給与及び会

計年度任用職員報酬等の改定に要する経費であ

ります。

4ページ目をお開きください。

次に、第108号議案「令和7年度長崎県流域下水

道事業会計補正予算（第2号）」についてご説明

いたします。

収益的支出について、126万3,000円の増、資本

的支出について、41万5,000円の増を計上いたし

ております。これは、職員給与及び会計年度任用

職員報酬等の改定に要する経費であります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願いいたします。

【坂口分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【田川委員】 おはようございます。

山王山の展望台工事で入札不調ということで

すけれども、その原因について詳しくお知らせ

ください。

【深谷自然環境課長】 7月に指名競争入札を行

いましたところ、10者全てが辞退となり、その際

に指名業者に聞き取りをしたところ、島内の事

情から職人を確保できないといった要因が聞か

れました。そういった状況での入札の不調とな

ってございます。

【田川委員】 そのうち何者が従業員というか、

職人の確保できなかったのか、ほかに要因はな

かったのか、今後そういうことに対する対応を

どのように考えておられるのか、お願いします。

【深谷自然環境課長】 10者に指名を出しまして

10者から聞き取りをしていますが、10者とも同

様に手を挙げることが難しいということをヒア

リングで聞き取ってございます。

職人不足以外にも、島しょ特有の事情もある

かもしれませんが、有川とか青方といった他の

工事現場と合わせて実施をするとか、そういっ

たこともなかなか移動が難しいということで他

の業務と兼ねて実施をすることも難しい、ある
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いは年配の職人の方が多くて、山の上で資材を

運んだりする作業もなかなか難しいと、そうい

った事情も聞き取ってございます。

例えば、山の上に運ぶのが難しいといった事

情について、モノレールを設置して工事の内容

自体をちょっと変えられないか、そういったこ

とも検討はした上で改めてヒアリングも行った

のですが、やはりどうしても職人の不足という

のが一番要因としては大きいということでござ

いました。

ただ、3月頃になると、いろいろな他の工事に

目途が立ってきて、手配できる可能性があると

いうことが分かりましたので、3月から年度を跨

ぐような形での、改めて業務の発注を現在検討

しているというところでございます。

【田川委員】 ありがとうございます。

確認ですけれども、10者それぞれ聞き取り調

査した結果、ほとんどのところが他の事業との

兼ね合いがあって職人が足りないということで

すけれども、次からは目途が立つというお話で

一安心なのですけれども、この入札価格につい

ての不満とか、そういう思いがあるということ

はないのですか、そこら辺についての聞き取り

というのはなされましたか。

【深谷自然環境課長】 聞き取りの中で、そうい

った点も含めて今後の発注をかけた場合の可能

性を確認する中では、そういった価格面でのご

意見はなかったと聞いております。

【坂口分科会長】 よろしいですか。

【田川委員】 ありがとうございます。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑、討論が終了しました

ので、採決を行います。

第103号議案のうち関係部分、第105号議案、第

106号議案のうち関係部分及び第108号議案につ

いては、原案のとおり可決することにご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。よっ

て、予算議案は、原案のとおりそれぞれ可決すべ

きものと決定されました。

【坂口委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、県民生活環境部長より総括説明を求め

ます。

【大安県民生活環境部長】 観光生活建設委員会

関係議案説明資料県民生活環境部をお開き願い

ます。

今回ご審議をお願いしております議案は、2ペ

ージに記載の3件でございます。

第124号議案「契約の締結について」につきま

しては、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第2条の規定により、

長崎県動物愛護管理センター（仮称）整備事業の

契約を締結しようとするものであります。

第128号議案「公の施設の指定管理者の指定に

ついて」につきましては、地方自治法第244条の

2第6項及び自然公園内県営公園施設条例第5条

の規定により、海洋スポーツ基地カヤックセン

ターの指定管理者として、公益財団法人佐世保

市スポーツ協会を指定しようとするものであり
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ます。

第134号議案「長崎県総合計画みんなの未来図

2030について」につきましては、長崎県行政に係

る基本的な計画について議会の議決事件として

定める条例第2条の規定により、議会の議決を得

ようとするものであります。これは、県議会をは

じめ、県民の皆様からご意見をいただきながら

検討を進めてまいりました新たな総合計画につ

いて、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図

2030」とし、「ながさきの誇りと希望を力に、み

んなで夢あふれる未来をひらく」を基本理念に、

「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「ま

ち」の五つの柱の下、12の基本戦略を掲げる令和

8年度からの5ヵ年計画として策定しようとする

ものであります。

なお、基本戦略のうち、県民生活環境部関係部

分では、基本戦略「多様性を尊重し合う共生社会

をつくる」において、「互いに支え合う地域共生

社会の更なる推進」や「男女が性別にかかわりな

く個性と能力を発揮できる社会づくり」として、

あらゆる場や機会を通じた人権教育・啓発の推

進や共家事・共育ての促進等に取り組んでいく

こととしております。

基本戦略「安心して生活できる環境づくりを

推進する」においては、「カーボンニュートラル

の実現を目指した持続可能な社会づくり」や「環

境への負荷が少ない循環型社会づくり」として、

ゼロカーボンアクション12の周知、啓発や一般

廃棄物の削減・リサイクルに向け市町と連携し

た取組の実践等に取り組んでいくこととしてお

ります。

こうした施策を様々な関係者と力を合わせ、

しっかりと推進し、新しい長崎県づくりに全力

を尽くしてまいりたいと考えております。

次に、議案外の主な所管事項について、ご説明

いたします。

観光生活建設委員会関係議案説明資料（追加1）

の2ページをお開きください。

共家事・共育ての促進について。

家事や子育てについては、依然として女性に

偏っており、男女が共に家事・子育てを担い、家

庭と仕事の両立を図ることが重要であることか

ら「共家事・共育て」を促進するため、「パパの

家事・子育てを応援するための手帳」を活用した

意識啓発や、新たに開設したウェブサイトによ

る広報を実施しております。

去る11月14日から11月23日までの10日間を

「共家事・共育てウィーク」とし、テレビＣＭや

広告などによる集中的な情報発信を行いました。

また、初日となる11月14日には、「共家事・共

育てウィーク開始式」を開催し、県の取組に賛同

いただいた10企業・団体にご参加いただき、知事

から協力企業証を交付いたしました。

ウィークを契機として、民間企業や市町等に

よるワークショップ、家事・子育てを応援するイ

ベントなどが開催されているほか、家事や子育

ての分担に関するチェックシートによる啓発、

のぼりやチラシ・ポスターによる広報などを実

施しております。

今後とも、企業との連携体制を一層充実させ

るとともに、県民の皆様に対する共家事・共育て

に関する理解の促進及び意識の向上を推進して

まいります。

観光生活建設委員会関係議案説明資料の3ペ

ージをお開きください。

人権尊重の社会づくりの推進について。

県では、県民の皆様に、様々な人権課題につい

て一層理解を深めていただくため、毎年11月11

日から12月10日までを長崎県人権・同和問題啓

発強調月間と定め、集中的な啓発活動を行って
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おります。今年度はⅤ・ファーレン長崎と長崎ヴ

ェルカ両チームの選手を起用した啓発ポスター

を作成し、県内各地の公共施設や公共交通機関

の車内等に掲示したほか、長崎スタジアムシテ

ィ大型ビジョン・サイネージにおいて、両チーム

の選手によるインターネット上での誹謗中傷等

に関するメッセージ動画を放映し、人権尊重の

重要性について啓発いたしました。

観光生活建設委員会関係議案説明資料（追加2）

の2ページをお開きください。

去る11月15日の長崎ヴェルカホームゲーム、

11月23日のⅤ・ファーレン長崎ホームゲームに

合わせ、来場された方々に、人権尊重の思いをメ

ッセージフラッグに記入いただいたり、人権啓

発グッズを配布したほか、11月23日には、障害者

スポーツの体験イベントを実施し、人権尊重の

意義について発信することができました。

加えて、11月29日には、イオン時津ショッピン

グセンターにおいて、性の多様性の理解啓発イ

ベントを開催しました。当日は、県・市町のマス

コットキャラクターに加え、県と包括連携協定

を締結しているアクサ生命保険株式会社様にも

ご協力をいただき、クイズやグッズづくりなど

を通して、多くの皆様が多様な性のあり方につ

いて考える契機になったものと考えております。

観光生活建設委員会関係議案説明資料の4ペ

ージにお戻り願います。

また、県では人権尊重を促す条例（仮称）の制

定に向け、条例の規定内容についてご意見を伺

うため、去る11月10日に第１回長崎県人権尊重

を促す条例（仮称）有識者会議を開催し、条例骨

子（案）についてご意見をいただいたところであ

り、引き続き、条例制定に向けて検討を進めてま

いります。

今後とも、県民一人ひとりの人権が尊重され

る社会の実現を目指し、関係機関等と連携しな

がら、啓発をはじめとした人権施策に取り組ん

でまいります。

このほか、ご報告いたしますのは、犯罪被害者

等支援について、食品ロス削減の推進について、

各種計画の策定について、諫早湾干拓調整池水

辺環境の保全と創造のための行動計画の暫定延

長について、事務事業評価の実施についてであ

り、内容は記載のとおりであります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。よろしくご審議賜りますよう

お願いいたします。

【坂口委員長】 次に、生活衛生課企画監より補

足説明を求めます。

【荒木生活衛生課企画監】 観光生活建設委員会

説明資料の4ページをご覧ください。

長崎県動物愛護管理センター等整備事業契約

の締結について、ご説明いたします。

まず、概要でございます。

昭和51年に建設された「アニマルポートなが

さき」について、老朽化や狭隘化などの課題解決

を図るため、新しいセンターの整備を進めてお

り、ＰＦＩ事業として実施することとしており

ます。

本年6月に債務負担行為の補正について議決

いただいた後、7月に事業者の公募を行い、10月

の入札において落札決定となったことから、今

回、事業契約を締結するものでございます。

次に、事業者の選定についてですが、落札者の

選定に当たっては総合評価一般競争入札で行い

ました。

選定の流れとしましては、まず総合評価を実

施するに当たり、専門的見地からの意見を参考

とするために事業者選定委員会を設置しました。

委員は、この表に記載のとおりでございます。
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審査は、応募者の競争参加資格の有無を判断

する第1次審査と第1次審査を通過した者が提出

する事業提案を審査する第2次審査の2段階に分

けて実施しております。第2次審査では、事業者

選定委員会において事業提案の審査を行い、そ

の評価結果を県に報告してもらいます。県は、評

価結果による技術評価点及び入札価格を基に算

出した価格評価点から総合評価を実施し、落札

者を決定いたしました。

10ページをご覧ください。

今回の入札結果の技術評価点内訳表になりま

すが、記載の4項目についてそれぞれ加点審査を

行い、80点満点中71.79点となっております。

9ページをご覧ください。

下の表の右側に評価点を記載しておりますが、

価格評価点につきましては入札価格により算出

することとしており、今回は評価点はつかず、総

合評価点は71.79点となっております。

1グループのみの参加ではございましたが、技

術評価において高い評価がなされており、予定

価格内での入札が行われたことから、このグル

ープを落札者として決定しました。

5ページをご覧ください。

今回の契約の相手方は、落札者グループが本

事業を実施する目的で設立した特別目的会社で

ある「アニマルパートナーズながさきＰＦＩ株

式会社」となっております。

事業の実施に当たりましては、（2）の表に記

載のとおり、大和リースが事業の執行管理を行

うマネジメント業務のほか、建設業務、所有権移

転業務を行うこととなっており、設計と工事監

理は環境デザイン研究所と建友社設計が、建設

工事は大和リースと西海建設が、維持管理・運営

業務及び附帯事業はクリーン工房が行うことと

なっております。

表の右側には各企業の主な実績を記載してお

りますが、ＰＦＩ事業の代表や建設業務、維持管

理・運営業務を行った企業のほか、今回行う動物

愛護管理センター整備事業と類似する施設の設

計・工事監理を行った企業など、いずれも十分な

実績を有している企業で構成されております。

契約金額については、設計・建設から維持管

理・運営業務を含め、19億4,387万6,000円でござ

いまして、その内訳は（3）に記載のとおりでご

ざいます。

6ページをご覧ください。

施設概要でございます。

事業者提案では、鉄骨造の平家建てで、この表

に記載の施設整備を行う提案がなされており、

整備に当たっては、人と動物の共生する社会の

実現を目指し、動物愛護と適正飼育を学べる施

設、子どもから高齢者、動物を飼っていない方、

飼いたい方の誰もが気軽に利用できる施設など、

ここに記載の4つの方針の下、整備するとの提案

があっております。

今後の事業予定につきましては、4に記載のと

おりでございます。

7ページをご覧ください。

施設のイメージ図ですが、平家建ての建物を

Ｌ字型に配置し、屋外には駐車場のほか、ふれあ

い広場や動物用の運動場を整備する提案があっ

ております。

8ページをご覧ください。

配置イメージですが、施設内は機能別のエリ

アに分けられ、利用者や管理者、動物の動線につ

いてシンプルで分かりやすい動線とする提案が

されております。

以上で、長崎県動物愛護管理センター（仮称）

整備事業契約の締結についての説明を終わりま

す。よろしくご審議を賜りますようお願いいた
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します。

【坂口委員長】 次に、自然環境課長より補足説

明を求めます。

【深谷自然環境課長】第128号議案「公の施設の

指定管理者の指定について」ご説明いたします。

お手元の観光生活建設委員会説明資料12ペー

ジをご覧ください。

本議案は、佐世保市小佐々町の西海国立公園

内に設置している「海洋スポーツ基地カヤック

センター」の指定管理者の指定に係るものであ

り、対象施設は、1．施設名のとおりでございま

す。

選定の経緯でございますが、外部有識者3名の

委員で構成された指定管理者選定委員会を設置

し、8月から9月にかけて公募したところ、1団体

から応募がございました。

9月11日に第2回選定委員会を開催し、候補者

を選定しております。

13ページの3をご覧ください。

施設の概要、それから14ページにかけて選定

結果でございます。

「海洋スポーツ基地カヤックセンター」は、西

海国立公園九十九島地域における海の利用拠点

として平成19年に設置した施設となります。今

回の公募に対し、現在の指定管理者である公益

財団法人佐世保市スポーツ協会から応募がござ

いました。

審査の結果、類似施設の運営実績があり、有資

格者も揃っているといった点が評価され、指定

管理者の候補者として選定されております。

なお、指定管理の期間については令和8年度か

ら令和12年度までの5年間としております。

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろ

しくお願い申し上げます。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 第124号議案について質問いたし

ます。

この第124号議案、動物愛護センターの整備事

業契約の締結なのですけれども、この説明資料

の4ページに、「10月10日実施の入札において落

札決定となったことから、事業契約を締結し」と

いうふうにあります。今の企画監の説明ですと、

事業契約を締結するものであるというような説

明がありました。「事業契約を締結し」というの

は間違いですよね、これはまだしていないでし

ょう、確認です、まずそこから。

【荒木生活衛生課企画監】 現在、仮契約となっ

ております。

【堀江委員】 だから説明書に書く場合は、仮契

約を締結し、あるいは議会の承認後、事業契約を

締結し、そういうように書くのが正解ではない

かと、まずここから指摘をしたいと思います。

その上で、令和6年度に12月4日に事業者の公

募をしました。そして、このときの参加した企業

は幾つですか。

【荒木生活衛生課企画監】 1グループでござい

ます。

【堀江委員】 そして12月4日の事業者の公募が1

グループあったけれども、令和7年度、今年に入

って4月9日にこの入札は不落になりました。い

ろいろ参加された事業者の意見も聞いたら、物

価高騰の中で予算が追いついていないというこ

とで、今年の6月議会に増額部分の債務負担行為

の補正が行われております。賛成多数で可決を

されたのですが、それを受けて、今回7月17日に

事業者を公募しています。

10月10日に、今、説明があったように落札され

ているのですけれども、お話では1グループの参
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加ということなのですが、12月4日に応募された

グループと今回落札決定されたグループは別々

ですか、同じですか。

【荒木生活衛生課企画監】 同じグループでござ

いました。

【堀江委員】そうしますと、6月議会に論議があ

りましたね、物価高騰に追いついた予算でない

と。だから物価高騰に追いついた予算にすれば

参加者があるのかという質問に対して、参加者

はございますというように言われたのですけれ

ど、結局、最初の、去年の12月4日に事業者を公

募したそのグループがそっくりそのままですよ

ね、今回も落札決定ということになったわけで

すか。

【荒木生活衛生課企画監】 委員のおっしゃると

おりでございます。

【堀江委員】 そこで、今回縷々説明があったよ

うに、第1次審査、第2次審査と行っておりますね。

実際にどうなのかということで手順を踏んだと

いう説明なのですけれども、例えば4ページにあ

るように第1次審査を経て、競争参加資格がある

と認められた者が提出する云々ということで、

ほかの比較、要するにＡグループ、Ｂグループ、

Ｃグループという比較されるものが何もないの

にＡグループだけを第1次審査、第2次審査と手

順を踏むというのは一定理解をするものの、通

常のやり方ではないというように私は思うので

すけれども、それはどんなふうに見たらいいで

すか。要するにもう、ここしか応募がなかったん

でしょう。前回も不落になったときもここしか

なかった、今回もここしかなかった、何でここし

かなかったかと不落になったときに、いや物価

高騰に追いついていませんと事業者の方が言わ

れたんでしょう。私が6月議会に、それは事業者

の希望に基づいた額じゃないのかと言ったとき

に、いいえ、そうではございませんと、いろいろ

なことを勘案して増額分を決めましたというよ

うに言われましたね。でも結果としては、最初の

応募したグループの希望に沿って額が決められ

て、もちろん議会が認めたのですけれども、さら

にはそのグループが、ほかがまた来たら話は分

かりますけれど、その最初のグループがそのま

ま今回落札されましたよね。第1次審査、第2次審

査をやっているのですけれど、それはどんなよ

うに取ったらいいのですか、一応手順を踏んだ

というように理解するしかないのですか。

【荒木生活衛生課企画監】 前回も今回も同じグ

ループということになっております。2回目の参

加については、7月に公募を改めてしております。

そういった中で、我々も複数の応募があるよう

にということでいろいろな方面に周知はしてお

ります。ただ、結果的にこの1者しか来なかった

ということになりまして、1者の応募がありまし

たので、手続として第1次審査、第2次審査という

のを進めたというものでございます。

【堀江委員】 結論として1グループしか参加さ

れなかったということなのですけれども、こう

いう動物愛護管理センターというのは全国にも

ある話で、長崎の場合は魅力がないのですか、そ

んなにほかのところが来ないというのは。そう

でもないのですか、どういうように取ったらい

いのですか。逆に少なくとも1グループだけでな

く、もう2グループなりあってこそ、第1次審査、

第2次審査とされた方がいいのではないかとい

う見方もあるのではないかと思うのですが、そ

の点はどんなように取ったらいいのでしょうか、

見解を教えてください。

【荒木生活衛生課企画監】 この動物愛護管理セ

ンターにつきましては、委員おっしゃったとお

り全国に種々あるということは承知しておりま
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す。ただし、ＰＦＩ事業で建設を行うといった場

合に、全国では新潟と広島の2例しかない状況で

ございます。

このＰＦＩ事業を行う場合につきましては、

グループを組成してもらう必要があるのですけ

れども、建設業務、設計・工事監理、維持管理等

を行う企業でグループをつくってもらい応募し

てもらうということになりますので、そういっ

た点で今回1グループにとどまったものと考え

ております。

【堀江委員】 今の答弁はよく理解できなかった

のですけれど、私としてはどうして長崎の動物

愛護管理センターが、参加者が1グループしかな

かったのですかと、全国でもこれは初めてのこ

とではないので、全国でも経験のある企業とい

うのはいるのではないかと。そうなったときに

どうして1グループだけしか参加しなかったの

ですかという私の質問に対して、今の答弁でそ

の理由の一つをＰＦＩと言われましたね。ＰＦ

Ｉでやったから参加者が少なかったという意味

で言ったのですか、ちょっとよく分からなかっ

た。ＰＦＩとどう関わるのですか。この1グルー

プしか参加者がなかったということとＰＦＩと

どういう関係性があるのですか、今の答弁は理

解できません。もう一度、答弁してください。

【荒木生活衛生課企画監】 今回、この整備事業

を行うに当たりましては、我々としてはこのＰ

ＦＩ事業で行うという実施方針を掲げ、特定事

業の選定というものをして、公募をしておりま

す。

このＰＦＩ事業を行う上においては、先ほど

申しましたようにグループを組成してもらう必

要がございますので、そういったグループを組

成して参加してもらうということになります。

そういったグループとして参加してもらう前に、

この事業についてはサウンディング調査という

ものをしております。ＰＦＩ事業として行うか

どうかについてのサウンディング調査をしたの

ですけれども、そのときにはこのグループ以外

のところも参加していたのですが、最終的にこ

のグループのみが参加したということになって

おります。

【堀江委員】 ＰＦＩにしたことによって参加す

る一つ一つの企業からすると、事業所からする

とハードルが高くなるということですか。

【荒木生活衛生課企画監】 ハードルが高くなる

かどうかというのは、一般的な、例えば従来方式

で設計は設計、建設は建設というように分けて

行う場合というのはそれぞれの会社がそれぞれ

1社で手を挙げることができるというのもあり

ますので、そういう意味では参加しやすいとい

うのはあるかと思います。ただ、このＰＦＩ事業

に関しましてはやはりグループを組成するとい

うところから始まりますので、そういった点で

は従来方式で行うよりもハードルが高かったの

ではないかと考えております。

【堀江委員】 今の企画監の答弁を私なりに理解

いたしますと、設計・建設業務に3年、そして維

持管理・運営業務に15年ということで、それもひ

っくるめて全部請け負うという形になるので、

当然、事業所1つではできませんと、グループを

つくらないと、これは参加できませんと。だから

グループをつくるのに、これが大変なので、1グ

ループしか応募ができませんでしたというよう

に言ったのですか、こういう理解でいいですか。

【荒木生活衛生課企画監】 繰り返しになります

けれども、このＰＦＩ事業をするときにはコン

ソーシアム、そういったグループをつくらない

といけないということがありますので、やはり

そういう意味では今回1者になってしまったと



令和７年１１月定例会観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（１２月１１日）

- 100 -

いうことで考えております。

【堀江委員】 広く公募、参加を求めたのだけれ

ども、結果として参加したのが1グループでした

ということで、今、説明はされているのですけれ

ど、結果がそうであっても、どうして最初に入札

が不落したグループ以外に参加がなかったのか

という疑問があったものですから、この質問を

したのですよ。だって、物価高騰で予算も上げな

いと、これは公募がありませんと言ったでしょ

う、だから予算を上げたのでしょう、私は反対し

ましたけれども、賛成多数で議会が認めました。

かといって、では結果がどうだったか、最初のと

おりじゃないですか。最初のグループが参加し

ただけじゃないですか。じゃあ何のために債務

負担行為で上げたのですかというように私は思

うのです、疑問として。

逆に言えば、上げないと参加も増やせません

と、私はそういう答弁をしたと理解をしたので

すね、6月議会で。でも、結果論ですから、皆さ

んも多くのグループがあると思ったのだけれど

も結果としては1グループしかなかったという

ことを説明するしかないのでしょうけれども、

私としてはどうして最初の不落になったときの

グループがそのまま、同じグループでしょう、に

なったのかなという疑問がちょっと拭えないの

でこの質疑をしたところでした。ありがとうご

ざいました。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【小林委員】第124号議案ですか、今の堀江委員

からの質問。今、堀江委員から第124号の議案に

ついて、いろいろご意見がありました。確かにと

思うところもあれば、なかなか厳しいなという

ところもあるのではないかと思っているのです。

それで、私もずっと、大村に新たに展開される

ということで、最初から一般質問でも、あるいは

この委員会にいる一番の大きな理由の一つは、

やっぱりこのアニマルポートの新しい建て替え

と、殺処分をゼロにするというところで議論も

したいということで、この委員会に寄せていた

だいているわけですね。

それで、今、堀江委員からご指摘があった、こ

のＰＦＩという形でやれと言っているのは大石

知事から指示があっているわけで、何もあなた

方がやろうというのではないんだろう、そこは

どうですか。

【荒木生活衛生課企画監】 このＰＦＩ事業につ

きましては、県の規定により10億円を超える施

設整備に関しては、まずＰＦＩ事業が可能かど

うかの調査をするようになっております。この

点に関しましては令和5年度に導入可能性調査

というものをさせていただきまして、このとき

にＰＦＩ事業で行けるという判断をしたもので

ございます。

【小林委員】 要するにＰＦＩというのは10億円

を超える場合においてということで、知事が中

村知事から大石知事に変わって、大石知事がい

ろいろな要望、いろいろな意見を聞いておりま

すと、ＰＦＩ方式という工法でやってもらいた

いとかいうことについては十分検討してもらい

たいと、そんなご意見があることをしばしは実

はお聞きいたしておるものですから、今回の事

業も10億円を超えるから、そういう方法になっ

たと思うんです。

ただ、一つ言えることは、そこは堀江委員もお

っしゃっておりましたが、要するに15年間、維持

管理と運営をしなければいけない、ここが厳し

いわけよ。維持管理は業者であればできるかも

しれないが、これは運営をしないといけないと。

殺処分をゼロにしないといけないという大きな

大義名分があるわけよ。そういう点から考えて
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いけば、そんなに簡単に業者の方々が賛同して

いただいて、俺もやろう、私もやるという格好で

集まってくることはなかなか少ないと。1つの業

者の方が来ていただいて、それが結局不落にな

ったということは、要するに昨今の物価等とか

人件費の高騰とか、資材の高騰とか、今、世の中

の状況がそうなっているわけだから、これでは

やっぱりペイをしないという形の中で、業者の

方がやっぱりこれに参加できないということは

自然と当たり前の話。だから、そこを一つ検討し

直していただいて、大体どれくらいだったらで

きるというようなことをいろいろ物価高騰とか、

あるいは国のそういう基準とか、また大村のア

ルバイトの料金とか、そういうようなことをい

ろいろ勘案しながらやっていただいたと思うん

ですね。

それでちょっとお尋ねしますが、最初の不落

になる前は16億6,600万円でございましたか、ど

うですか。

【荒木生活衛生課企画監】 委員おっしゃるとお

り、16億6,575万9,000円でございました。

【小林委員】そうすると、幾ら増えたのですか。

【荒木生活衛生課企画監】 2億7,800万円ほど増

えております。

【小林委員】 2億8,000万円近く、それだけ増え

たと。特にさっきから言っているように人件費

とか資材高騰とか、もろもろの物価高騰の中で、

今、県の発注工事も坪160万円とか200万円とか、

坪ですよ、坪単価がすごい相当な値上がりなん

だよ。だから、そういう点から考えていけば、こ

れもやむを得ないかなというようなことも感じ

ているわけですね。

ですから、こういう1社しか集まらなかったと

言うけれども、1社でも、ようこそ集まっていた

だいたと私は思っているのです。だから、その1

社の方に今回も適正価格で入札をもって落札を

していただいた、それでこの事業を推進してい

くということになるということで、大変、私はあ

りがたいと個人的にそう思っているわけです。

ですから、あとは要するにこの運営、ここのと

ころに一番力を入れていただかなければいけな

いと。このＰＦＩの難しいところは15年間運営

をやっていただくと。

そこでお尋ねしますが、15年間運営をやって、

それで契約が切れると、つまりこれは令和25年

の1月末までとか、そんなようになるのではない

かと思うけれども、この15年間しか運営の責任

を持てないということで、これは契約は間違い

なく継続されるわけですか、そこをお尋ねしま

す。

【荒木生活衛生課企画監】 この15年間の運営と

いうところはしっかり契約は継続していただく

ことと考えております。

ただ、ここの15年を超えた場合どうするかと

いうことの心配が出てくるかと思いますが、こ

の点に関しましては、当然15年、維持管理・運営

はしてもらいますけれども、老朽化といいます

か、施設の劣化といいますか、そういうものは出

てきますので、15年後にどうするかについては、

当然、大規模改修が必要かどうかであるとか、運

営を改めて更新するのかどうか、そういった点

についてはこの事業期間が終わる前に検討しま

して、またどうやっていくかというのは検討し

ていくことになるかと考えております。

【小林委員】 そんな15年後ぐらいで大規模改修

とか、そんなことは率直に言って考えにくいで

す。そんな考え方は抑えて、この運営をしっかり

やってもらって、やっぱり殺処分ゼロに限りな

く近づいていかなければいけないと。だから、そ

ういう譲渡をやってみたりとか、不妊化をやっ
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てみたりとか、いろいろな方々がお見えになる

だろうと。そういう方々にどうやってこのセン

ターの持っている意義をしっかり訴えていくか

とか、そういうことについては、ある程度、経験

がなければいけないと。だから率直に言って、な

かなか15年後のことは誰も分からないけれども、

しかしそういう問題が残っているということを

我々がよく認識をしておかなければいけないと

思っているわけです。だから大規模改修までは

行かないとしても、維持管理でそれぞれあるだ

ろうと思います。

しかしながら一番大事なことは、重ねて言い

ますけれども、やっぱり運営をしっかりやって

いただかなければいけない、目的はしっかりし

てるわけですからね。

それで、この目的というのをしっかりどこま

で把握していただいているかというようなこと

になっていくわけだけれども、整備方針の中で

次の四つの方針が提案されております。人と動

物の共生する社会の実現を目指す、動物愛護と

適正飼育を学べる施設と、こういうことが一つ。

子どもから高齢者、動物を飼っていない方、飼い

たい方の誰もが気軽に利用できる施設、それか

ら動物愛護団体や学生、ボランティア等との連

携により運営する施設、それから動物の保護管

理施設としての役割を持ち、人の衛生環境保護

や動物の命を守る施設と、これだけの整備方針

の4つがあるわけです。これをやっぱり運営の中

でしっかりやっていただかなければいけないと、

こんなようなことを考えれば、そんな簡単に、こ

んな高い理想を掲げてはいるけれども、これを

現実にやっていただくということはなかなか厳

しいことじゃないかと。だから、そこのところを

15年間でどこまでやれるかというようなことだ

から、15年後のことは誰も分からないけれども、

やっぱり継続してやっていただかなければまた

大変なことになる。こういうことも頭に入れて、

しっかり、これからまず立派なものをつくって

いただく、それから運営の中身をしっかりやっ

ていただく、何の目的で今回新たに展開するの

かと、こういうことをしっかり現場は受け止め

ていただきたいと思います。

そこで、私も、まきやま委員も大村市選出です

けれども、こういう新たな動物愛護管理センタ

ーをこれからつくり替えるというときに、場所

は大村ですけれども、この土地はどうなってい

るのですか。

【荒木生活衛生課企画監】 土地については、大

村市から無償貸与を受けております。

【小林委員】 もっと大きい声で言ってもらいた

いね。どうぞ、もう一度、大村市から無償貸与で

というところをもっと大きい声でお願いします。

【荒木生活衛生課企画監】 この土地につきまし

ては、大村市から無償貸与を受けております。

【小林委員】 要するに、そうやって県下の21市

町に、あなた方でやる気のあるところはありま

せんかと、そういうようなことを全部アンケー

トをお取りになった。そうすると、どこも手を挙

げなかった。唯一、大村だけが手を挙げて、しか

も大体どうですか、1,800坪ぐらい、1,600坪ぐら

い、いかがですか、土地の広さ。

【荒木生活衛生課企画監】 5,400平米となって

おります。

【小林委員】 坪数で聞いているのだから。

【荒木生活衛生課企画監】 1,600坪程度でござ

います。

【小林委員】 この1,600坪をしっかり大村市の

方から無償貸与となっているけれども、これは

もう県が貰ったようなものだよな。だって、この

土地の上に建物を建てて無償貸与だから。それ
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だけのものを無償で、事実上、県が頂くというよ

うなことになるのじゃないですか、いかがです

か。

【荒木生活衛生課企画監】 我々としては無償貸

与を受けている認識しております。

【小林委員】だから、その土地の1,600坪ぐらい

のものは大村市から長崎県が無償貸与だけれど

も、事実上、これは寄附していただいたのとあま

り変わらないのではないかと、こういうことを

言って、ありがたい大村市という感覚をもっと

腹いっぱい出すような、そんな姿勢をやっぱり

貫いていただかなければいけないとも思うのだ

けれども、ずっと議論していて、土地はどこから

そうして無償貸与しているかというのがあまり

出てこないから、あえて私が言っているのだけ

れども。大村市のそういう土地を無償貸与して

いただくと、こんなありがたいことはあり得ま

せんよ、皆さん。

そういう点で、恐らくこの委員の皆さん方も、

あるいはあなた方の仲間の方々も、今回のアニ

マルポートから動物愛護管理センターというよ

うな形で展開をされると、その土地は大村市か

らこうして貸与していただいているのだと、も

っと声高に感謝はやっぱりきちんと言わなけれ

ばいけないのではないかと、そう思うのですよ

ね。これは大村市の市議会と市長を先頭とする

市役所の関係の方々が決断、勇断を持って誰も

手を挙げないところに手を挙げていただいたと

ころですが、それくらいの感謝の気持ちはあり

ますか、ないですか、どうですか。課長に答弁し

てもらいたい。

【渡邉生活衛生課長】 新センターの建設予定地

につきましては、委員のおっしゃるとおり、市町

に調査をいたしましたところ、大村市のみが誘

致の方に手を挙げていただいたところでござい

ます。その後に建設検討委員会などで無償貸与

ということで計画の方も進んでいるところでご

ざいます。

【小林委員】 ちょっと今聞いてなかったけれど、

どっちにしても物足りないな、感謝の気持ちが

よくこもっていないから。

部長、何回も同じことを言いますが、今度は私

が言っている一番強調したい、大村市から、大体

21の市町に自分の我が町でこういう動物愛護管

理センターをつくっていただくお気持ちのある

ところはないですかということをアンケートを

取って、大村だけが手を挙げて、しかもその上に

無償貸与ということで今回の事業展開が進んで

いるということに対して、部長からもあまり感

謝の言葉を聞いたことがないけれども、どうで

すか、感謝に値しますか、しませんか、いかがで

しょうか。

【大安県民生活環境部長】 今回のアニマルポー

トのセンターの建設でございますけれども、場

所において、今、委員の方からもお話があったと

おりの経過の中で、大村市の方から無償の貸与

という形でいただいています。これについては

大変ありがたいというように思っておりますの

で、要は、そこの場所においてのセンターの建設、

これをよりよいものとなるように我々もしっか

り整備を進めていきたいと考えております。

【小林委員】 それで、一番この本質は、今後、

動物の殺処分を限りなくゼロに近づけていただ

くということが一番大事なこと。それから目標

として、こうやって四つを挙げておられました

から、それをしっかりやってもらうということ、

そういうようなことを念頭に置きながら、重ね

て大村市に感謝しながら展開をしていただくこ

とを特にお願いをしたいと思います。

それで、今、この動物の殺処分については、日
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本一数が多いと言われていたものが大分少なく

なってきていると思いますが、令和6年度におい

てはどの程度でありましたか。

【渡邉生活衛生課長】 令和6年度の殺処分数で

すが、病気や攻撃性があるなど譲渡できない動

物を除きまして、54頭まで減っております。

【小林委員】令和6年、昨年度で今お話があった

54頭。令和3年度は、私の持っている資料では937

頭ですね、これは間違いありませんか。約1,000

頭近かったわけですよね。それがもう今、令和3

年が937頭、これだけ殺処分をやっていた、これ

が日本一、数が多いと言われていた。それが令和

6年度においては54頭にまで減少していると、こ

れはもう皆さん方の相当なご尽力、ここは非常

に感謝をしたいと思います。

それからもう一つ、不妊化ですね。やっぱりこ

の不妊化というのも大事なことだと思いますが、

それについてはいかがですか。

【渡邉生活衛生課長】 令和6年度の不妊化の頭

数ですが887頭、スペイカーと呼ばれる移動式不

妊手術車両による委託実施も含めまして887頭

の不妊化を実施しているところでございます。

【小林委員】 この不妊化についても、こうして

ずっと数が多くなってきていて、いい取組をし

ていただいていると、これも現場の皆さん方に

感謝をしたいと思っております。

それから何と言っても譲渡をやっていかなけ

ればいけないと思います。そういうことで、私の

資料では令和5年度の515頭が令和6年度には533

頭というようなことになっていて、この譲渡の

方もずっといい結果が出ていると思うのです。

そうしますと、新しいセンターがこれから令

和10年の1月、2月頃に完成したときに、この譲渡

というのを何回ぐらい、大体何頭ぐらいを見込

んでいるかということは何か分かりますか。

【渡邉生活衛生課長】 新センターにおける譲渡

会なのですが、今、県の方では休日の譲渡会とし

てアニマルポートで年6回やっているところで

ございます。

新センターにおきましては、土曜日、日曜日を

開場いたしますので、皆さんにも譲渡のために、

動物が欲しい方にも立ち寄りやすいような運営

を予定しております。

実際に譲渡会、もしくはイベントの計画につ

いてですが、今後、事業者であるとか、あとボラ

ンティア、そういった皆さんの意見をお聞きし

ながら、より譲渡が進むようなイベントを計画

していきたいというように考えております。

それからセンターができてからの譲渡数につ

いてのお尋ねなのですけれども、今後、収容数も

減っていくかと思いますので、譲渡数について

も収容数が減ってまいりますので数としては多

くならないのですが、ただ収容した動物につい

ては殺処分ゼロを目指して、譲渡適性がある動

物については全て譲渡できるような取組を進め

てまいりたいと考えております。

【小林委員】 大体譲渡というのは、やっぱり殺

処分を減らす一番大きな課題ですよね。現在の

大村にあるアニマルポートについては駐車場の

台数もなかなか確保できていないとか、いろい

ろ問題点が多くて、なかなか譲渡についても前

進があまりできなかったと。

しかし今回の新しいセンターの計画を見ます

と、大体50台ぐらいと、お客さん用が30台、それ

からセンター用が20台というようなことで、こ

の辺も大きく進展しておりますから、その辺を

大いに期待をしたいと思っております。

そこで一番大事なことは、このミルクボラン

ティアと言われる、こういう方々が子猫とか子

犬を我が家に持ち帰って譲渡ができるようにや
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っていただけると。こういうミルクボランティ

アという人たちをお願いし、育成をしていかな

くてはいけないと、この辺についての考え方は

どうですか。

【渡邉生活衛生課長】 新センターにつきまして

は哺育室を整備するようにしております。哺育

室の役割といたしまして、幼齢動物の引渡しで

あったり、あとミルクボランティアがそれぞれ

抱えている課題を情報共有していただいたり、

課題解決していただく施設として利用していた

だければというように考えております。

委員がおっしゃるとおり、幼齢動物の譲渡に

つきましては殺処分ゼロにおきましても欠かせ

ないものとなっておりますので、新センターの

設備等を活用して、ミルクボランティアの推進

を行ってまいりたいと思っております。

【小林委員】 最後にしますけれど、これは人件

費も結構予算が跳ね上がっていますよね。そう

しますと、これは大体何人分ぐらいを考えてい

るのかと。正職員の方が何名、アルバイトの方が

何名と、どういう職員配置を考えていますか。

【荒木生活衛生課企画監】 今、人数につきまし

ては事業者の提案となりますが、事業者の提案

としましては約6名ほどの提案があっておりま

す。

【小林委員】それは正職の方が6名で、専門家の

方もその中に入るわけですか。

【荒木生活衛生課企画監】 業務責任者として動

物に詳しい方、動物愛護管理法に定めた動物に

精通した方1名を含めた数となっております。

【小林委員】 職員配置についても、それは業者

の方がどうするかということだけれども、要す

るに予算の中で人件費は相当跳ね上がっている

んだよ。だからそういう点から考えても何名の

方を雇用して、そして体制をつくっていただく

かということもセンターにとっては大事な、

我々が考えておかないといけないことだと思う

のです。その辺についても、よく一つ、この業者

の方々とお話をしていただいて、適正配置をし

て、このセンターが本当に目的に沿うような、目

的を達成できるような形で進めていただくこと

をお願いしておきたいと思います。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 第124号議案契約の締結について。

長崎県動物愛護管理センターを老朽化、矮小

化で整備することは異論ありませんが、ＰＦＩ

方式での整備は賛成できません。民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律、いわゆるＰＦＩ法が成立して既に26年、こ

の制度を用いると事業コストが削減できるとか、

より質の高い公共サービスを提供できるなどと

言われています。しかし実際には多くの問題が

あり、国内でも契約が解除されたり、中止された

りする例が出てきています。

そもそも公共施設や公共サービスについて、

質が高く、かつ経費も安いということはありま

せん。経費を削減しようとすれば質は下がりま

すし、質を維持しようとすると経費は簡単に減

りません。

設計・建設業務に3年、維持管理・運営業務で

15年、18年もの長い期間、1つのグループに委ね

るＰＦＩ方式では、本来の公共施設の役割、サー

ビスが守れるとは言い切れないとの立場から反

対とさせていただきます。

【坂口委員長】 ほかに討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑、討論が終了しましたので、

採決を行います。

まず、第124号議案について、採決を行います。

第124号議案は、原案のとおり可決することに

賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【坂口委員長】 起立多数。よって、第124号議案

は、原案のとおり可決すべきものと決定されま

した。

次に、その他の議案について、採決いたします。

第128号議案及び第134号議案のうち関係部分

は、原案のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】ご異議なしと認めます。よって、

第128号議案及び第134号議案のうち関係部分は、

原案のとおり可決すべきものと決定されました。

次に、提出のありました政策等決定過程の透

明性等の確保などに関する資料について、説明

を求めます。

【立石県民生活環境課長】 政策等決定過程の透

明性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡

充に関する決議に基づき、本委員会に提出いた

しました県民生活環境部関係の資料についてご

説明いたします。

なお、今回の報告対象期間は、本年9月から10

月までに実施したものとなっております。

初めに、資料2ページをご覧ください。

県が箇所付けを行って実施する個別事業に関

しまして、市町等に対し内示を行った補助金で

あります。

間接補助金の実績につきましては、資料2ペー

ジに記載のとおり、長崎県浄化槽設置整備事業

補助金6件となっております。

次に、3ページをご覧ください。

1,000万円以上の契約状況についてでござい

ますが、記載のとおり計5件となっております。

なお、4ページ以降に入札結果一覧表を添付し

ております。

次に、9ページをご覧ください。

知事及び部局長等に対する陳情、要望のうち、

県議会議長宛にも同様の要望が行われたものに

つきましては、佐々町から要望のありました1項

目でございまして、要望項目に対する県の対応

につきましては9ページに記載のとおりでござ

います。

次に、10ページをご覧ください。

附属機関等会議結果報告でございます。

附属機関につきましては、上段に記載のとお

り、長崎県環境影響評価審査会など7件、また私

的諮問機関等につきましては、下段に記載のと

おり、自然公園内県営公園施設指定管理者選定

委員会など4件を開催しており、会議の概要等に

つきましては11ページ以降に記載のとおりとな

っております。

説明は以上でございます。よろしくご審議賜

りますようお願いいたします。

【坂口委員長】 次に、県民生活環境課長より補

足説明を求めます。

【立石県民生活環境課長】 補足説明資料の①－

1、第5次長崎県環境基本計画（素案）の概要につ

いてご説明いたします。

本計画は、環境保全に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図る基本的な計画で、現計画

の施策の大きな方向性を継承し、社会経済情勢

の変化等を踏まえ、令和8年度からの5年間を計

画期間として策定するものでございます。
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2ページをご覧ください。

本県がめざすべき環境像を「海・山・人 未来

につながる環境にやさしい長崎県」と定め、その

実現に向け、四つの基本目標を掲げております。

まず、基本目標Ⅰ「脱炭素型の社会づくり」に

おきましては、毎月テーマを決め、具体的な環境

にやさしい行動を促す「ゼロカーボンアクショ

ン12」の発信などによる温室効果ガス排出量の

さらなる削減や地球温暖化による影響の軽減に

取り組み、いわゆる緩和策と適応策を両輪とし

て進めることとしております。

基本目標Ⅱ「人と自然が共生する社会づくり」

におきましては、生物多様性の保全のため、希少

種等の保全活動や生息生育空間の創出等の取組

支援、外来種への関心と防除意識の喚起などに

取り組むとともに、企業や事業者等による保全

活動との連携・支援や、自然公園などにおける滞

在環境の上質化などに取り組むことといたして

おります。

基本目標Ⅲ「循環型社会づくり」におきまして

は、食品ロス削減等の4Ｒの推進や海岸漂着物の

回収処理・発生抑制対策、産業廃棄物のリサイク

ル推進などに引き続き取り組むこととしており

ます。

続きまして、3ページをご覧ください。

基本目標Ⅳ「安全・安心で快適な環境づくり」

におきましては、大村湾や諫早湾干拓調整池な

どの閉鎖性海域の水質保全対策や下水道・浄化

槽等による汚水処理の普及促進、大気汚染の常

時監視などに引き続き取り組むこととしており

ます。

基本目標ⅠからⅣに共通する「環境保全の基

盤となる取組の推進・充実」におきましては、県

民一人ひとりの自主的な環境保全活動につなが

る環境教育の推進や環境問題に対する調査研究

に引き続き取り組むこととしております。

4ページをご覧ください。

「めざすべき環境像」、「基本目標」を達成す

るための具体的な「施策の方向性」と、それに沿

った「事業群」を示した施策体系をお示ししてお

ります。

今後はパブリックコメントでの意見等も踏ま

え、3月に議案として上程させていただく予定と

しております。

以上で、第5次長崎県環境基本計画（素案）の

概要について説明を終わります。

続きまして、補足説明資料②－1をご覧くださ

い。

第2次長崎県環境教育等行動計画中間見直し

（素案）の概要でございます。

本計画は、環境保全活動や環境教育等の取組

を総合的、体系的に推進するため、平成31年3月

に策定した計画で、令和12年度までの12年間を

計画期間とし、令和7年度を中間年度として見直

しを行うものでございます。

中間見直しのポイントといたしましては、国

の基本方針の改定を踏まえ、体験活動に加えて

ＩＣＴを活用した学びの実践に取り組むととも

に、環境保全活動等における協働の取組を効果

的に進めるため、学校や家庭、地域、事業者等を

つなぐ中間支援機能の充実に向けた取組の支援

を行うこととしております。

2ページをご覧ください。

目指す目標を持続可能な社会づくりのために

一人ひとりが自ら主体的に環境保全に取り組む

ことと定め、数値目標として、身近な環境保全活

動に取り組んでいる人の割合を令和12年度まで

に100％とすることを掲げ、4つの施策に取り組

んでおります。

まず、施策1におきましては、環境保全活動や
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環境教育等を推進するため、県のメールマガジ

ンやＳＮＳ等による情報発信、環境アドバイザ

ーの派遣等を実施することとしております。

施策2におきましては、学校や家庭・地域、事

業者等の各主体における協働の取組を推進する

ため、中間支援機能を有する団体との交流や情

報交換等などを行うこととしております。

施策3におきましては、人材育成の取組として、

ＩＣＴを活用した講座の実施や、県の環境学習

総合サイトにおける環境プログラムや活動事例

集等の提供を通して、環境活動の指導者養成を

行うこととしております。

施策4におきましては、環境保全活動等の拠点

となる環境教育関連施設等との情報交換や、連

携した情報発信の充実を図ることとしておりま

す。

3ページをご覧ください。

目指す目標の達成に向けた施策の体系をお示

ししております。こちらも今後はパブリックコ

メントでの意見等も踏まえ、3月に計画案として

ご説明をさせていただく予定としております。

以上で、第2次長崎県環境教育等行動計画中間

見直し（素案）の概要について説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

【坂口委員長】 次に、男女参画・女性活躍推進

室長より補足説明を求めます。

【本多男女参画・女性活躍推進室長】第5次長崎

県男女共同参画基本計画の素案について、補足

説明資料の③－1で説明をさせていただきます。

まず、計画の役割のところでございますが、本

計画は長崎県総合計画の個別計画であるととも

に、男女共同参画社会基本法及び長崎県男女共

同参画推進条例に基づく県の男女共同参画の推

進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ための基本的な計画でございます。

また、女性活躍推進法に基づく県の推進計画

も兼ねております。

計画期間ですが、令和8年度からの5年間とし

て、社会情勢等の変化に応じ、必要な見直しを行

うこととしております。

2ページをご覧ください。

本計画の目指すべき姿を「男女が性別に関わ

りなく個性と能力を発揮できる社会」とし、ロー

マ数字のⅠからⅢまでの3つの基本目標を掲げ

ております。

基本目標ごとにポイントをご説明いたします

と、まず左上、基本目標Ⅰですが、「男女がとも

に活躍できる社会づくり」においては、Ⅰ－1女

性管理職ネットワークの構築、Ⅰ－2総実労働時

間の短縮や、こちらは記載ございませんが、仕事

と女性の健康課題の両立支援、それからⅠ－4地

域に根強い固定的な役割分担意識の解消、Ⅰ－5

共家事・共育ての促進などに取り組むこととし

ております。

右上にまいりまして、基本目標Ⅱ「誰もが安

全・安心に暮らせる社会づくり」においては、Ⅱ

－6健康保持のための相談・指導・周知の充実、

Ⅱ－7暴力を防ぐ環境づくりに向けた意識啓発

の推進、Ⅱ－8ひとり親家庭、困難を抱えた人へ

の支援、Ⅱ－9防災復興における男女共同参画の

推進等に取り組んでまいります。

それから下にまいりまして、基本目標Ⅲ「啓発

教育と体制づくり」においては、Ⅲ－10啓発活動

の充実強化、Ⅲ－11学校における男女平等教育

の推進、Ⅲ－12県における推進機能体制の充実、

市町における推進体制の整備に向けた支援など

に取り組んでまいります。

3ページをご覧ください。

先ほど申し上げた目指すべき姿を達成するた

めの具体的な施策体系をお示ししております。
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今後はパブリックコメントの意見等を踏まえ、

3月に議案として上程させていただく予定とし

ております。

以上で、第5次長崎県男女共同参画基本計画の

素案の概要について説明を終わります。よろし

くご審議を賜りますようお願いいたします。

【坂口委員長】 次に、交通・地域安全課長より

補足説明を求めます。

【大嶋交通・地域安全課長】第5次長崎県犯罪の

ない安全・安心まちづくり行動計画の素案概要

についてご説明いたします。

お手元の補足説明資料④－1をご覧ください。

まず、計画策定の背景についてであります。

犯罪のない安全・安心まちづくりにつきまし

ては、長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり条

例に基づき、平成18年度に第1次の行動計画を策

定して以降、5年ごとに行動計画を改定してまい

りました。

その結果、刑法犯認知件数は減少を続け、令和

2年には戦後最少となるなど、着実に治安情勢の

改善が見られました。

しかし、それ以降、刑法犯認知件数は増加傾向

にあり、子どもや女性を対象とした性犯罪の増

加、さらには匿名・流動型犯罪グループが敢行す

るニセ電話詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺

などの新たな手口の詐欺も発生しております。

このような現状やこれまでの取組の成果を踏

まえまして、第5次行動計画を策定するものであ

ります。

計画の期間は令和8年度から令和12年度まで

の5年間、今後のスケジュールとしては、来週の

12月15日から1月14日にかけてパブリックコメ

ントを実施し、県民からの意見を反映した後に、

令和8年3月議会において最終的な計画案をお示

しする予定としております。

次のページに移りまして、上段の方、本計画の

目標として犯罪のない日本一安全・安心な長崎

県を目指すと掲げ、指標を全国トップレベルの

治安水準の維持と設定しております。

また、本計画の体系につきましては、次のペー

ジの施策体系図と合わせてご覧いただければと

思いますが、犯罪のない安全・安心まちづくりに

向けた意識づくり、地域づくり、環境づくりの3

つの基本方向を基に、14の施策とそれに連なる

78の事業で本計画を構成しております。

事業における主な変更点につきましては、1．

意識づくりにおいてインターネットリテラシー

向上の推進を新たに加えるとともに、犯罪情勢

に的確に対応した情報発信を拡充として追加し

ております。

また、2．地域づくりにおいて、再犯防止の取

組の推進や、子どもの居場所や体験の機会、子ど

も場所の充実についても新たに加えております。

以上で、交通・地域安全課のまちづくり行動計

画についてのご説明を終わります。

【坂口委員長】 次に、食品安全・消費生活課長

より補足説明を求めます。

【岩永食品安全・消費生活課長】 食品安全・消

費生活課が所管する三つの計画についてご説明

いたします。

まず、第5次長崎県食育推進計画（素案）の概

要について、ご説明いたします。

補足説明資料⑤－1をご覧ください。

1ページ目をご覧ください。

この計画は、食育の推進に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、食育基本法第

17条に基づき、国の食育推進基本計画を踏まえ

て策定するものでございます。

計画の役割といたしましては、県総合計画の

基本戦略「健康で生きがいを持って暮らせる社
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会をつくる」に位置づけられ、本県の食育を推進

することで、健康で文化的な生活、豊かで活力の

ある社会の実現を目指します。

期間は令和8年からの5年間で、パブリックコ

メントを実施後、令和8年3月に県議会へ計画案

をご説明することとしております。

次に、2ページ目をお開きください。

まず、（1）生涯を通じた心身の健康を支える

食育でございます。

施策の展開といたしまして、食育を通じた望

ましい食習慣の普及、健康寿命の延伸、栄養バラ

ンスや野菜摂取の啓発、朝食欠食の減少、口腔機

能の重要性の啓発を進めます。

食育を県民運動として推進するため、行政だ

けではなく、民間企業等との連携を強化する考

え方を新たに盛り込みました。

数値目標といたしましては、食育を実践して

いる県民の割合を80％へ引き上げることなどを

掲げております。

次に、（2）持続可能な食を支える食育です。

食品安全に関する情報提供、農漁業体験や生

産者との交流、災害時に備えた取組を推進いた

します。

今回、食品関連事業者等から発生する食品ロ

スを削減するための取組について、新たに盛り

込んでおります。

目標として、食品の安全性に関する意見交換

会等の開催参加者の理解度について95％以上を

目指します。

最後に、（3）長崎県の特色ある食文化の継承

です。

学校教育や給食、地域活動やイベントにおい

て、県産品や郷土料理の普及を進めます。

目標といたしましては、学校給食での県産品

使用率74％を維持してまいります。

3ページ目をご覧ください。

このページは、先ほどご説明いたしました三

つの方向性と具体的な施策の展開を体系的に示

しているものでございます。

以上で第5次長崎県食育推進計画（素案）の説

明を終わります。

続きまして、第5次長崎県消費者基本計画（素

案）の概要について、ご説明いたします。

補足説明資料⑥－1をご覧ください。

この計画は、長崎県民の消費生活の安定及び

向上に関する条例第8条に基づき、人口減少、高

齢化、デジタル技術の進展など、消費者を取り巻

く環境の変化を踏まえて策定するものでござい

ます。

計画の役割といたしましては、県総合計画の

基本戦略「安心して生活できる環境づくりを推

進する」に位置づけられ、消費者行政を総合的に

推進することで、県民の消費生活の安定と向上

を目指すものです。

期間は令和8年度からの5年間で、パブリック

コメントを実施後、令和8年3月に県議会へ計画

案をご説明することとしております。

次に、2ページ目をお開きください。

本計画は、次の四つの柱で施策を展開してま

いります。

まず、1．消費者被害の防止です。

消費者の安全確保や合理的選択の支援、デジ

タル環境でのリスク対応、高齢者被害防止を推

進してまいります。デジタル化の進展による社

会環境の変化に対応するため、消費者リスク対

策を新たに盛り込みました。

数値目標として、消費者被害防止のための注

意情報発信を年間24件以上とすることなどを掲

げております。

次に、2．消費者による持続可能な社会づくり
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です。

消費者団体活動支援、食品ロス削減、環境に配

慮した行動の推進を図ります。

目標として、家庭部門ＣＯ2排出量を87万トン

へ削減することを目指します。

次に、3．消費者教育の推進です。

学校、地域での教育、社会情勢に対応した教育

を推進してまいります。ここではカスタマーハ

ラスメント防止に関する内容を新たに追加し、

事業者への意見の伝え方などの周知、啓発につ

いて盛り込みました。

目標として、消費者被害防止に関する講座受

講者の理解度について95％以上を目指すことな

どを掲げております。

最後に、4．消費者行政の相談体制等の充実で

す。

県・市町消費生活センター機能の充実、関係機

関との連携を推進してまいります。

また、国において導入が進められている全国

消費生活情報ネットワークシステムを更新する

ことで、相談機能の充実を図ることを新たに盛

り込みました。

目標として、県・市町の消費生活センター及び

相談窓口におけるあっせん解決率を94.4％へ向

上させることなどを掲げております。

3ページ目をご覧ください。

先ほどご説明いたしました4つの柱と具体的

施策を体系的に示したものでございます。

啓発と公正な取引による消費者トラブルの防

止、消費者教育の推進、消費者支援体制の充実を

目指すことにより、県民の消費生活の安定と向

上を図ってまいります。

以上で、第5次長崎県消費者基本計画（素案）

の説明を終わります。

最後に、第3次長崎県食品の安全・安心推進計

画（素案）の概要について、ご説明いたします。

補足説明資料⑦－1をご覧ください。

この計画は、食品の安全・安心の確保に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するため、長崎

県職員の安全・安心条例第8条に基づき、社会情

勢の変化を踏まえて策定いたします。

計画の役割といたしましては、県総合計画の

基本戦略「安心して生活できる環境づくりを推

進する」に位置づけられ、生産から消費までの各

段階で食品の安全性を確保し、関係者間の理解

を深めることで、県民の豊かな暮らしの実現に

寄与することを目指すものでございます。

期間は令和8年度からの5年間で、パブリック

コメント実施後、令和8年3月に県議会へ計画案

をご説明することとしております。

2ページ目をご覧ください。

本計画は、記載の五つの柱で施策を展開して

まいります。

「Ⅰ生産から消費までの安全確保」では、生産

段階においては農畜産物、水産物の安全性確保、

製造・加工・調理・流通・販売段階では監視指導

体制の強化、ＨＡＣＣＰ導入支援、食品表示監視

等に取り組みます。

令和4年度の高病原性鳥インフルエンザの県

内発生等を受けまして、その発生予防の取組や

食中毒発生防止等の観点から、監視・指導の強化

について記載内容を拡充しております。

数値目標といたしましては、監視・指導計画に

基づく監視・指導実施率の100％達成等を目指し

てまいります。

「Ⅱ食品に関する理解促進と信頼の確保」では、

正確な情報公開、リスクコミュニケーションの

推進、食育との連携に取り組みます。

目標としては、県内で購入する食品を安全だ

と思う県民の割合を93％以上にすることなどを
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目指してまいります。

「Ⅲ食品の安全・安心を支える体制及び連携の

強化」では、食品の安全管理に関する調査・研究、

試験検査体制や危機管理体制の整備、関係機関

との連携強化を図ってまいります。全国での災

害発生等を踏まえ、緊急時の食の安全確保に関

する対応を盛り込んでおります。

「Ⅳ環境への保全への配慮」では、化学肥料や

化学合成農薬を低減した栽培を推進いたします。

目標としては、長崎グリーンファーマー認定

数を1,400経営体へ増やしていくことを目指し

てまいります。

「Ⅴ県産食品産業の振興と発展」では、県産品

の認知度向上を図ってまいります。

3ページをご覧ください。

先ほどご説明いたしました5つの柱と具体的

な施策を体系的に示したものでございます。

以上で、第3次食品の安全・安心推進計画（素

案）についての説明を終わります。よろしくご審

議賜りますようお願いいたします。

【坂口委員長】 審査の途中ですが、午前中の審

査はこれにてとどめ、午後は1時30分から再開し、

引き続き県民生活環境部関係の審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３４分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

次に、地域環境課長より補足説明を求めます。

【赤澤地域環境課長】当課からは、3件ご説明さ

せていただきます。

まず1点目ですが、第2次長崎県地球温暖化（気

候変動）対策実行計画改定案（素案）につきまし

て、補足説明資料⑧－1でご説明いたします。

スライドの1枚目をご覧ください。

本県では、令和3年3月に令和12年度までの10

年間を対象とする第2次地球温暖化（気候変動）

対策実行計画を策定しました。今年度は中間年

度に当たり、令和7年2月に閣議決定されました

国の計画とも整合を図りながら現行計画の方向

性を継承しつつ、改定することとしております。

計画の役割として、長崎県総合計画の基本戦

略「安心して生活できる環境づくり」に位置づけ

られるとともに、地球温暖化対策推進法に基づ

く地方公共団体実行計画（区域施策編）及び気候

変動適応法に基づく地域気候変動適応計画とな

ります。

次に、スライドの2枚目をご覧ください。

申し訳ありませんが、ここで1点、資料の訂正

をお願いいたします。

1．計画の目標の2行目、国は基準年度である

2013（令和3年度）と記載しておりますが、正し

くは2013(平成25年度)ですので、お詫びして訂

正いたします。

本計画の目標ですが、国の方針に基づきまし

て、短期目標として温室効果ガス排出量を2013

年度比で2030年度に46％削減、新たに中期目標

として2035年度、2040年度におきまして、それぞ

れ60％、73％と設定しました。また、長期目標と

しましては、これまで同様、2050年に排出量実質

ゼロを目指します。

排出抑制対策である緩和策として、太陽光発

電設備等の補助事業や共同購入事業の実施、な

がさきデコ活ゼロカーボンアクション12を推進

してまいります。

主な数値目標としまして、令和10年度の温室

効果ガス排出量を592.5万トンまで削減、再生可

能エネルギー導入量を2,491メガワットまで拡

大、エネルギー消費量を10万8,300テラジュール

まで減少することなどを掲げております。
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また、温暖化の影響を予防・軽減する適応策と

して、気候変動適応センターによる情報発信、災

害対応力強化、食害生物の有効活用、藻場保全、

熱中症予防対策の強化を実施することとしてお

ります。

主な数値目標として、適応策に取り組む県民

の割合を令和12年度までに70％まで引き上げる

こととしております。

スライドの3枚目をご覧ください。

体系図ですが、緩和策と適応策は相互補完的

な施策であり、両輪として推進します。

緩和策では、部門別対策や再エネ導入の促進、

吸収源対策を、また、適応策では7分野で関係部

局とも連携を図りながら推進してまいります。

今後、パブリックコメントを踏まえ、3月に計

画案を提示予定です。

以上で説明を終わります。

続きまして、第5期大村湾環境保全・活性化行

動計画の素案につきまして、ご説明いたします。

補足説明資料⑨－1をご覧ください。

本計画は大村湾の環境保全や活性化を図るも

ので、大村湾の水質や住民等が海と触れ合う機

会が減少しているなどの課題を踏まえ、令和8年

度からの5か年間を計画期間として策定するも

のでございます。

スライド2枚目をご覧ください。

計画の体系になりますが、生物の力を活用し

た自律的な再生能力や、県民、各種団体等、多様

な主体による持続的な活用を通じて、「みらいに

つなぐ“宝の海”大村湾」を目指すことを計画目

標としており、外部有識者で構成します大村湾

環境保全・活性化会議のご意見も踏まえ、基本的

には現在の計画と同様としております。

施策の柱は大きく二つございます。

左側の1「森・里・川・海が一体となった里海

づくり」につきましては、宝の海づくり、里海づ

くりの観点から、流入負荷抑制対策、生物多様性

の保全、里地・里山の管理、水産資源の持続的な

利用、海域環境の保全に関する取組などを行う

こととしております。大部分は継続した取組が

重要であり、現計画に引き続くものとなります

が、新たな取組としては、今後の効果的な対策、

検討につなげるため、難分解性有機物の調査に

取り組むこととしております。

右側の2「みんなで取り組む賑わいのある里海

づくり」につきましては、大村湾の活性化に資す

るものとして、親水意識の醸成、環境保全活動の

推進、地域資源の活用促進、流域連携・協働取組

の推進に関する取組を行うこととしております。

新たな取組としましては、海と触れ合う体験

活動の強化やホームページ、ＳＮＳを活用した

情報発信の強化、大村湾が沿岸域に与える恵み

を多角的に評価することなどを盛り込んでおり

ます。

スライドの3枚目は、計画の体系図になります。

大項目、中項目に対する主な施策内容につい

ては記載のとおりでございます。

今後はパブリックコメントの意見なども踏ま

え、3月に計画案としてご説明させていただく予

定としております。

以上で、第5期大村湾環境保全・活性化行動計

画（素案）の説明を終わります。

続きまして、3点目です。

諫早湾干拓調整池水辺環境の保全と創造のた

めの行動計画の暫定延長等についてご説明させ

ていただきます。

補足説明は⑬－1になります。

本計画は、諫早湾干拓調整池の恒久的な水質

保全や干陸地の生態系を県民の貴重な財産とし

て自然豊かな水辺空間づくりの推進のため、九
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州農政局をはじめとする各機関と協議・調整し

ながら策定、推進しております。

現在は令和元年度から令和7年度までの7年間

を計画期間とする第3期の計画となっており、今

年度が終期となっております。

今年初めに調整池の水質の調査や予測を担当

しております九州農政局の方から、近年、気候変

動により激しい雨が増えるなど降雨パターンが

変化する中で、現在の水質予測モデルは出水期

の流入負荷が実態と乖離しており、今後、計画を

策定する上では水質予測モデルの改良が必要で

あるとの見解が示されました。

次期計画を策定するに当たっては、改良した

水質予測モデルに基づき策定することが必要と

なりますが、水質予測モデルの改良には1年程度

の期間を要するとのことから、今年度内を予定

しておりました次期の行動計画の策定は延長せ

ざるを得なくなりました。

このため、関係機関とも協議し、次期行動計画

につきましては改良した水質予測モデルに基づ

き策定することとし、現行動計画の終期から次

期行動計画策定までの期間は、現行動計画を暫

定延長して各種対策を実施することとなりまし

た。

今後のスケジュールとしましては、令和9年7

月頃の第4期行動計画策定を予定しており、令和

8年度中は現計画の暫定延長とすることとして

おります。

以上で、諫早湾干拓調整池水辺環境の保全と

創造のための行動計画の暫定延長等に係る説明

を終わります。

以上、3件につきまして、よろしくご審議を賜

りますようお願いいたします。

【坂口委員長】 次に、資源循環推進課長より補

足説明を求めます。

【山内資源循環推進課長】 当課が所管します二

つの計画について、ご説明いたします。

まず、第6次長崎県廃棄物処理計画（素案）に

ついて、ご説明いたします。

補足説明資料⑩－1、1ページをお開きくださ

い。

本計画は、循環型社会づくりに向け、県内の現

状や国の動向を踏まえ策定するもので、県民、事

業者、行政など全ての主体が協働・連携するため

の指針となるものです。

計画の期間は令和8年度から5年間であり、今

後、パブリックコメントの結果等を踏まえ、最終

的な計画案を県議会へ説明する予定としており

ます。

続きまして、2ページ目をお開きください。

目指す将来像としては、次期総合計画と同様、

環境への負荷が少ない循環型社会としておりま

す。ここでは、目標達成に向け、三つの施策を取

り組んでまいります。

一つ目は、①食品ロス削減などの4Ｒの推進で

す。

県民会議や市町と連携した実践型4Ｒを推進

するほか、県内在住インフルエンサーや地元メ

ディアを活用した情報発信など、多チャンネル

連携型による普及、啓発を強化してまいります。

次に、二つ目の施策、②プラスチックごみの発

生抑制、再資源化の促進です。

プラスチック資源循環促進法に基づき、各種

取組のほか、海岸漂着ごみ対策については市町

や民間団体と連携し、引き続き回収処理、発生抑

制対策を推進してまいります。

次に、三つ目の施策、廃棄物の適正処理の推進

です。

パトロールや立入検査などを行うなど、引き

続き不適正処理の防止に努めてまいります。
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なお、それぞれの施策の数値目標につきまし

ては記載のとおりでございます。

最後に、地域循環システムと地方創生です。

地域内の廃棄物が付加価値の高い再生材とし

て循環利用できれば持続可能なまちづくりにつ

ながります。そのためには製造業者と産業廃棄

物処理業者との連携が必要不可欠であり、国の

動きや先進事例などを踏まえまして、まずは循

環利用の可能性について関係事業者との協議を

してまいります。

また、今後、人口減少などの影響も踏まえ、持

続可能な廃棄物処理体制の確保に向け、ごみ処

理施設の広域化・集約化計画や災害廃棄物処理

計画の見直しを行ってまいります。

最後に、3ページですけれども、説明いたしま

した施策について体系としてまとめております。

以上、第6次長崎県廃棄物処理計画（素案）の

説明を終わります。

続きまして、二つ目の計画、第2次長崎県食品

ロス削減推進計画（素案）について、補足説明資

料⑪－1により説明いたします。

1ページ目をお開きください。

この計画は、食品ロス削減の推進に関する法

律に基づき、国の基本的な方針や県内の状況を

踏まえ、循環型社会の実現に向け、県民運動とし

て食品ロス削減をさらに推進するための計画で

ございます。

計画の期間は令和8年度から令和12年度の5年

間です。

今後のスケジュールにつきましては、記載の

とおり、パブリックコメントの結果等を踏まえ

まして、最終的な計画案を県議会へ説明する予

定としております。

次に、今回の素案のポイントについてご説明

いたします。

2ページ目をご覧ください。

本県の目指す姿は、ながさき食ロスゼロであ

ります。目標としては二つの目標を掲げており

ます。

一つ目の目標は、1人1日当たりの食品ロス発

生量を令和12年度に89.4グラムまで削減する目

標としております。

一方、目標2につきましては、食品ロス問題を

認知して削減に取り組む消費者の割合を指標と

し、令和12年度の目標は96％以上としておりま

す。

次に、食品ロス対策として、家庭系と事業系に

整理しております。

直接廃棄が多い家庭系食品ロス対策として、

冷蔵庫の在庫使い切り、食材を無駄にしない行

動変容に向け、周知・啓発をＳＮＳ等を活用しま

して実施いたします。

また、小・中学生を対象に食品ロス削減の重要

性をテーマとしたポスターコンテストを開催し、

入選作品等は啓発資材などに活用いたします。

こちらの指標につきましては、環境イベント

等での普及・啓発を年に2回開催、ポスターコン

テストは年に1回開催としております。

次に、事業系での対策といたしましては、小売

店でのてまえどりや見切り品の活用、飲食店で

は宴会時の3010運動の推進などの周知・啓発を

行い、またフードバンク活動の紹介などに取り

組んでまいります。

指標としては、3010運動の認知度を令和12年

度には50％まで上げる目標としております。ま

た、フードバンク活動の認知度を令和12年度に

は95％まで上げる目標としております。

最後に、3ページになりますけれども、こちら

は各主体の責務、役割、県の施策について体系と

してまとめております。
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以上、第2次長崎県食品ロス削減推進計画（素

案）の説明を終わります。ご審議のほど、よろし

くお願いいたします。

【坂口委員長】 次に、自然環境課長より補足説

明を求めます。

【深谷自然環境課長】 長崎県生物多様性保全戦

略の素案について、ご説明いたします。

補足説明資料⑫－1をご覧ください。

まず、計画策定の背景でございます。

長崎県生物多様性保全戦略は、生物多様性基

本法及び県未来環境条例に基づき、生物多様性

の保全に関する基本構想のほか、基本的事項や

重要な事項を定めるものです。

計画の役割としましては、長崎県総合計画の

基本戦略の一つである「安心して生活できる環

境づくりを推進する」に位置づけられ、生物多様

性の保全と持続可能な利用に関する基本的な計

画であり、計画的な施策の推進を図るためのも

のとなります。

この計画では、生物多様性の現状を踏まえた

課題を整理し、今後、5年間の生物多様性保全の

行動目標や施策を定め、人と自然が共生する社

会づくりを目指してまいります。

計画の期間は令和8年度からの5年間となりま

す。

今後のスケジュールといたしましては、年明

けにパブリックコメントにおけるご意見等を踏

まえた戦略案を作成し、3月議会で説明をさせて

いただいた後、策定、公表の予定としております。

続きまして、戦略の概要について、ご説明いた

します。

2ページ目をご覧ください。

生物多様性保全戦略では、いきものと人々が

にぎわう「長崎の未来環境」の実現を目指し、

2050年までの長期目標として三つの目標を掲げ

ております。こちらの三つの目標につきまして

は、基本的に現在の戦略を踏襲したものとなっ

ております。

また、この2050年目標の達成に向けまして、今

後5年間で達成すべき行動目標として五つの目

標を掲げております。この目標の検討に当たり

ましては、県環境審議会において国内や県内の

社会変化、気候変動等のグローバルな動向等を

踏まえた議論を行っていただきまして、取りま

とめてきてございます。

この五つの行動目標とそれぞれの施策の内容、

指標設定の例につきましては、2ページ目の中ほ

どから3ページ目にかけて記載しているとおり

でございます。

4ページ目では、次期戦略（素案）の全体構成

を示しております。構成自体については現戦略

を踏襲しているものでございます。

ここで資料の訂正をさせていただきます。

このページの中段、第4章行動目標と記載して

いる黄色の帯の中、括弧書きで2050年目標とご

ざいますが、正しくは2030年目標でございます。

また、併せてお配りしています資料⑫－2の目次

のところにも同様の箇所に誤植がございました。

お詫びをして訂正をさせていただきます。

生物多様性保全戦略の素案の説明は以上でご

ざいます。よろしくご審議のほど、お願い申し上

げます。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に掲載いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。

陳情書について何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 質問がないようですので、陳情
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につきましては承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

【冨岡委員】 政策等決議資料の3ページ1,000万

円以上の契約状況一覧表の中の1番目、長崎県環

境放射線テレメーターシステム改修業務委託契

約3,556万3,000円が契約方法は随意契約となっ

ておりますけれども、まず契約に入る前に長崎

県環境放射能テレメーターシステムがどういう

ものなのか、それについて教えていただけます

でしょうか。

【赤澤地域環境課長】 長崎県環境放射線テレメ

ーターシステムについてのご質問でございます。

これは、松浦市、佐世保市、平戸市、それから

壱岐市の方に県の方で環境放射線に関するモニ

タリングステーションを設置しております。そ

こで測定されます空間放射線、気象観測のデー

タ、県北地区を中心に電子線量計を設置してお

りますが、この電子線量計などから測定される

空間放射線のデータ、それから可搬型モニタリ

ングポストといいまして、モニタリングステー

ションのように固定式ではなく、移動して持っ

て行って、その場で測るというようなシステム

があるのですけど、そういったものからの県庁

へデータを送信するということで、関係機関に

おいても放射線の常時監視が可能になるという

ようなシステムでございます。

【冨岡委員】 ありがとうございます。

こちらについては、ちょっとホームページな

んかを見させていただいて、県庁のホームペー

ジもリンクがあって、原子力規制委員会の方で

放射線モニタリング情報共有公表システムで見

ることができますね、これと同じものという認

識でよろしいでしょうか。

【赤澤地域環境課長】 県のシステムでは、中央

の方にデータを集約しまして、原子力規制庁の

方なのですけど、そちらの方で一括して全国の

データを統一して見せるというようなシステム

になっております。そこに送るためのシステム

というのはまた別なのですけれど、県で集約し

て、県の本庁につなぐというシステムがこの環

境放射線テレメーターシステムになります。

【冨岡委員】 承知しました。

てっきり原子力規制委員会の方で載せている

ものがそのままなのかと思いましたけれど、そ

うではなく、その前段階としてデータを集約し

て、一遍、県庁の方に来て、県庁とつないでいろ

いろ集約するシステムがあって、そこの部分の

システムという認識でよろしいでしょうか。

【赤澤地域環境課長】 そういう認識で結構です。

【冨岡委員】 その上で、こちらはずっと大切な

データとしてされているのでしょうけれど、こ

れはやっぱり法律などによって必ずデータを取

らないといけないというようなものなのでしょ

うか。

【赤澤地域環境課長】 こういったデータにつき

ましては、玄海原子力発電所、これに関するもの

でございます。したがって、長崎県の地域防災計

画、そういったものに基づいてやっているとい

うところでございます。

【冨岡委員】 承知しました。

法律に基づいてではなく、地域計画、これは県

内での、しないといけないみたいな、そういう県

における決まり事みたいな感じでしょうか。

【赤澤地域環境課長】 先ほど申しましたのは、

地域防災計画は長崎県の地域防災計画でござい

ます。

【冨岡委員】 ありがとうございます。
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その上で、このシステムの改修業務委託とい

うことですけれども、こちらはデータを取って、

こっちで集約してという、かなり複雑なシステ

ムなのかもしれませんけれども、どれぐらいに

一度、この改修というのが行われているのでし

ょうか。

【赤澤地域環境課長】 今回の改修といいますの

はシステムそのものを改修するわけではなく、

当該システムの主回線はＦＯＭＡを使っている

わけなのですが、このＦＯＭＡが令和8年3月末

をもってサービスが終了するということに伴っ

て、この回線をＬＴＥ回線に切り替えるための

委託であります。

また、今年度、下段にありますけど可搬型モニ

タリングポスト、これを2台購入しております。

この新たに設置したモニタリングポストからの

伝送に係るシステムへの接続調整を行うという

ものでございます。

したがって、今回のこのシステム改修という

のは今回限りのものかというように考えており

ます。

【冨岡委員】 ありがとうございます。

3,500万円ということで結構大きな金額だっ

たので、改修といったら1年に一遍あるようなイ

メージがありましたので質問させていただきま

した。

その上で、随意契約であることの理由という

か、必要性と共用性について教えていただけた

らと思います。

【赤澤地域環境課長】 このシステムの仕様につ

きましては、製造元独自の技術が使用されてい

るということで、製造元であるＮＴＴアドバン

ステクノロジー株式会社以外に対応できるとこ

ろがないということで、1者随契とさせていただ

いております。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、質問はあり

ませんか。

【まきやま委員】私の方からは、まず第5次長崎

県環境基本計画の概要について、お聞きします。

Ⅰ番の脱炭素型の社会づくりにおいて太陽光

発電設備等の設置補助とありますが、これはメ

ガソーラーも含まれるか教えてください。

【赤澤地域環境課長】 1点目の住宅・事業場へ

の太陽光発電設備等の設置補助、これについて

ということでよろしいでしょうか。

【まきやま委員】 はい。

【赤澤地域環境課長】 これにつきましては、環

境省の地域脱炭素再エネ推進交付金を活用しま

して、市町村を経由して、一般の住宅もしくは事

業者の方に補助するというものでございます。

したがって、メガソーラーへの設置補助という

ことではございません。

【まきやま委員】次は、第5次長崎県食育推進計

画概要について、お聞きいたします。

（2）の持続可能な食を支える食育の②につい

てです。農漁業体験、生産者との交流等を通じた

普及について、詳細を教えてください。

【岩永食品安全・消費生活課長】 こちらの食育

推進計画の2の「持続可能な食を支える食育」に

つきましては、この②農漁業体験、生産者との交

流、こちらは国の計画の方で検討されているこ

との一つでもあるのですけれども、やはり食の

現場と消費者との距離が広がってきているので

はないかということのご指摘がありますので、

そういった農漁業に対する体験を通して、食に

対する理解を深めていくといったことを普及さ

せていくということを記載する予定にしており
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ます。

【まきやま委員】 具体的な案というのはまだ出

ていないということですか。例えば、田植を経験

するとか、稲刈りを経験するとか、そういったこ

と。

【岩永食品安全・消費生活課長】 こちらの体験

の事業につきましては、主に農林部ですとか、水

産部の方で検討されている事項になりますけれ

ども、まず水産部におきましては、生産者や関係

団体が実施いたします魚食講習会、これはお魚

を3枚に捌いたりとか、そういった魚食講習会へ

の支援を行うことで、水産物の魅力を発信する

ということでございます。そういったものを記

載する予定です。

【まきやま委員】 分かりました。ありがとうご

ざいます。

それでは、次、第3次長崎県食品の安全・安心

推進計画概要について、お聞きいたします。

この中の3番、食品の安全・安心を支える体制

及び連携の強化というところで、長崎県のトラ

ンス脂肪酸に関する見解はどのようなものか、

お聞かせください。

【坂口委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 １時５８分 休憩 ―

― 午後 １時５９分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【岩永食品安全・消費生活課長】 記載内容につ

きましては後ほど確認をさせていただいて、答

弁させていただきたいと思います。

【まきやま委員】 といいますのも、日本で認め

られているトランス脂肪酸とか、あと遺伝子組

換え、ゲノム編集等なのですけれども、海外では

禁止されている食べ物に当たります。

それで、この1番の食品安全確保体制の充実と

いうところで、①食品の安全管理に関する調査、

研究の推進とありますので、ぜひこういった海

外の情報も調査の対象に加えていただきたいと

思います。それができないと、大きな2番の食品

に関する理解促進と信頼の確保というところで、

県内で購入する食品を安全だと思う県民の割合、

これを90．9％から93％に上げるという目標もあ

りますけれども、こういったことが解消されな

いことには信頼性の確保というのは難しいと思

いますので、ぜひ海外の調査も加えていただく

よう強く要望いたします。

次に、第5期大村湾環境保全・活性化行動計画

の概要についてのところで、1番の森・里・川・

海が一体となった里海づくりの（4）の2行目、水

産多面的機能対策事業による海底耕うんの間違

いじゃないかなと思って、ちょっと確認いたし

ます。

【赤澤地域環境課長】 ご指摘のとおりでござい

ます。

【まきやま委員】 それから長崎県生物多様性保

全戦略の概要についてですけれども、行動目標3、

健全な生態系の確保に向けて自然環境を適切に

保護・管理するというところで、③の鳥獣被害等

防止対策の推進とありますけれども、この詳細

について教えてください。

【深谷自然環境課長】 ご質問について、お答え

申し上げます。

鳥獣被害対策の推進というところで幾つか施

策はございますが、自然環境課と、あとは被害対

策ということでいいますと、農林部の農山村振

興課と両方で取り組んでおります。

例えば県内全体のシカとかイノシシの適正管

理のための計画を作ったり、それに基づく調査

を行ったり、あるいは特定の場所では、直接県の

方で捕獲事業を行ったり、あるいは有害捕獲と
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いうことでいうと市町の方に交付金を活用いた

だくという、農林部の施策ですけれども、そうい

ったことを行っているところでございます。

【まきやま委員】 農林部の調べによると、イノ

シシ等の被害が減ってきているということでし

たけれども、アンケート調査に回答していない

被害者が結構多くいらっしゃいまして、実態を

きれいに反映しているかどうかのチェックもし

っかりしていただきたいと思います。

最後に、諫早湾干拓調整池水辺環境の保全等

というところで、水質予測モデルの改良が必要

であるという見解が示されたということですけ

れども、こちらの詳細について教えてください。

【赤澤地域環境課長】 まず、流入負荷の実態と

乖離していたということで、先ほどご説明させ

ていただいたかと思います。調整池に流入する

ＣＯＤといったものについては、いわゆる負荷

量、こういった実測値と計算値とがございます。

水質予測モデルの中で計算値を出すことになる

わけですが、実際には負荷量の実測値と計算値

が大きく乖離していたということが分かったと

いうところでございます。

この理由としましては、最近、気候変動などで

降雨パターンが変化しているということで、例

えば、以前は短時間の大雨というのがあまりな

かったというところが、ここ数年は、そういった

短時間での激しい雨というのが増えたというこ

とで、そういうときにかなり実測値と水質予測

モデルでの計算値がかなり乖離しているという

ことが分かったということで、今回、水質予測の

モデルを変更するということになったというと

ころでございます。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田川委員】 私からも簡単にちょっとご説明願

いたいと思うのですけれども、先ほどのご説明

の中で温室効果ガスを592.5万トン削減という

お話がございましたけれども、ちょっとイメー

ジが湧かないのですよね。もう少し分かりやす

く、例えば針葉樹で1本がどれだけ年間吸収する

のか、これを削減するために森林で言えばどの

くらい植えればいいのかとか、そういう具体的

なイメージがないと、漠然と592.5万トンと言わ

れてもイメージができづらいと思うのですけれ

ど、この点について、この算出根拠とイメージが

どの程度なのかということをご説明願いたいと

思います。よろしくお願いします。

【赤澤地域環境課長】 まず設定した根拠でござ

いますが、2013年度の温室効果ガス排出量、これ

につきまして46％削減するということにしてお

ります。これは国が今年の2月に策定しました温

暖化の実行計画、これと整合させるために46％

削減ということで、それを引いたのが約593万ト

ンということでございます。

委員がご指摘されましたＣＯ２のイメージの

関係なのですけど、よく言われます。ＣＯ２のイ

メージが分からないと。東京ドーム何杯とか、そ

ういった形で表現していただけるとありがたい

という話を受けますので、どの程度かというの

は今すぐには申し上げられないのですが、今回、

委員からご指摘も受けまして、どういったイメ

ージかというのを温暖化実行計画の中でも記載

をするということも検討していきたいというよ

うに考えております。今どのぐらいのイメージ

かというのはなかなか数字が出せないもので、

申し訳ありません。

【田川委員】 恐らく専門の方がそういうイメー

ジですので、一般の方が、私も含めて、全く分か

らないのですよ。592.5万トンを削減するために

市民生活でどの程度のことをすればいいのか、

電気を少し短くするとか、車の運転を控えると
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か、いろいろな産業廃棄物と食品ごみも減らす

とか、一方で、それを改善するために、今度、農

林部の方でこういう植樹活動をするとか、そう

いうイメージが湧かないと、大変なことなんだ

なというのが伝わらない。これはもう数字だけ

言われてもほとんどの方が分からないと思いま

すので、急に言われて困っていると思いますけ

れども、できれば、そういう身近な情報を提案し

ていただければ助かります。これはもう要望で

終わりますけれども。

もう一点、ちょっと教えていただきたいので

すけれど、生物多様性の保全ということで学校

における環境教育ということですけれども、こ

れについてもう少し具体的に分かりやすいイメ

ージといいますか、お話をいただきたいと思い

ますけれども、いかがですか。

【深谷自然環境課長】 資料としてお配りしてい

る本体の中にも記載がございますけれども、例

えば、自然環境課自身は生物や自然に関する講

演会や講習会を開催したり、あるいは学校に出

前授業を行ったりといったこともございますし、

また教育庁の方で取り組んでいることとしては、

各小・中学校において自然に親しむ体験活動と

いうのは基本的に必ず実施するというようなこ

とにも取り組んでいるところでございます。

また、今回の改定に当たって新しく取り組ん

でいることとしては、審議会の委員の先生方か

らも意見があって、効果的に学校教育に生物や

自然に関する理解を取り入れていくためには、

学校の教員の先生方にきちんと分かりやすく適

切な情報を提供した方がいいということで、理

科教育を担当する先生方との意見交換みたいな

ことを新しく実施するといったことを盛り込ん

でございます。

【田川委員】 ありがとうございます。

これも、今、教育委員会というお話ですけれど、

農林水産とも関連して、学校の先生方に新しい

情報を提供するということですけれども、まず

学校の先生が生物多様性についてご存じない、

そしてまたやっぱり忙し過ぎて、働け働けと言

いますけれど、働き過ぎて心が病んでいる先生

方もいらっしゃいます。そういう中に野外に出

向いて自然に触れ合うって、ほとんど物理的に

難しいのではないかなと。

そこで、教育委員会との協議も必要になるの

ですけれど、身近な体験ということで、一例です

けれども、ビオトープを各学校に設置すること

によって、その池で自然環境でどういう生物が

育つのか、そういう発想等は、あるいはご提案を

されるおつもりはないですか、お願いします。

【深谷自然環境課長】 ビオトープの活動につい

て事細かに現状を把握はしてないのですが、以

前からそういった取組をされているところもあ

るかなと思いますし、学校に限らず、身近な環境

を地域の団体が環境づくりをして、そこに地域

のお子さんを誘って、活動に参加させているよ

うな取組があって、それを当課の方でも支援を

していたりとか、そういったこともございます。

それぞれ地域、学校の取組を支援していくよう

な形で考えてございます。

【田川委員】 これは本当に各課横断という形で

取り組んでいく必要があるのですけれども、例

えば、森林組合等ではみどりの少年団というこ

とで、現場の人たちが出向いて木を切るとか、自

然環境について講演会をする、そういう取組を

既にされているみたいですので、教育委員会、あ

るいは農林水産と連携して取り組んでいく。

今おっしゃったようにビオトープでされてい

る学校もあるということであれば、そういう成

功事例を十分精査した上で広げていくことによ
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って、具体的なイメージが湧くのではないかな

と。これだけを読むと何をされるのか分かりま

せんので、ぜひ今後、計画ですので、実施に向け

ては十分研究して取り組んでいただきたいと思

いますけれど、その決意のほどを、熱意のほどを

教えてください。

【深谷自然環境課長】 今ご指摘いただいたよう

なことも含めて、関係部署、あるいは現場の活動

されている方々と意見交換しながら推進をして

いきたいと思います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【堀江委員】 大きなところで教えてほしいので

すけれども、今回12の個別の計画が出されまし

たが、長崎県の総合計画で示した県政の基本的

な方向性に沿って具体的な施策、事業を推進す

るため、各部局で特定の分野、政策課題について

の個別計画を策定するということで、現在の総

合計画でありますチェンジ・アンド・チャレンジ

2025では65の計画があります。今回、12の計画が

出されたのですけれども、9月議会で説明された

議会で議決を経ますという2つの計画以外に、今

回10の計画、これ5年前もこういう説明はされた

のですか。

【立石県民生活環境課長】 議決を要する計画以

外も前回も説明をさせていただいています。

【堀江委員】 5年前というと、これは令和2年に

なりますか。令和2年のときの11月議会に、こう

いう説明がされたんですね。私が議会の議事録

で確認することはできなかったので、ちょっと

確認したところです。

【坂口委員長】 しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時１４分 休憩 ―

― 午後 ２時１５分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

【立石県民生活環境課長】 それぞれの計画によ

って計画期間が異なりますので、前回の令和2年

のときは令和3年度からスタートする計画の部

分を令和2年度に説明をさせていただいていま

す。

【堀江委員】 これは何が言いたいかというと、

私が委員会の議事録を見たときにこういう説明

がなかったので、私が見つけ切れなかったのだ

と思います。だから、いいことだなと逆に私は思

ったので、前回、5年前の計画をつくるときには

議案で採決をしますという計画はもちろんして

いるのですけれど、議会に説明をしますという

だけの計画のときにはそれがなかったような、

ごめんなさい、私の認識が間違いだと思います

が、なかったので、こういうことはいいことだな

と思って、思わず質問したところです。失礼いた

しました。

そこで、今年の6月議会で県民生活環境部とし

て今こういうことをやっていますよということ

の中に、例えば長崎県交通安全計画であります

とか、島原半島窒素負荷低減計画でありますと

か、それから県庁エコオフィスプランでありま

すとか、計画を今検討していますという部長報

告があっているのですが、今11月議会ですけれ

ども、来年度からの計画期間であるとすれば、こ

ういった3つの計画はもう終わりなのか、そこを

教えてください。

【大安県民生活環境部長】 今ご指摘がありまし

た三つのうち、全てあれですけど、交通安全計画

につきましては国との関係性がありまして、そ

れを踏まえての計画の策定といったところにな

ると考えておりますので、またちょっと時期が

変わった形になってこようかと思っております。

ほかの分については個別に回答させていただ

きます。
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【赤澤地域環境課長】 まず、ご指摘があった島

原半島窒素負荷低減計画につきましては、終期

は確かに今年度、令和7年度でございます。こち

らにつきましては、島原半島窒素負荷低減対策

の推進会議ということで、民間の方も含めたと

ころでの協議をしているというところでござい

ます。幹事会その他につきましては、行ってはい

るところでございますけれど、この件に関しま

してはパブリックコメントをかけるというとこ

ろがありません。したがって、今回の議会の中で

はご報告をしていないというところでございま

す。

もう一点、エコオフィスプランについても今

年度は終期となっております。これについては、

地球温暖化対策推進法の中の県庁の実行計画と

いうことで、県庁の内部の温室効果ガス排出等

の削減計画ということになります。これにつき

ましては、今年度策定をすることにしておりま

すが、庁内に幹事会というのを設けて、その中で

議論した上で成案にするという形になっており

ますが、そこまでまだ至っておりません。そのた

め、今回の中ではまだご報告をさせていただい

ていないというところでございます。

【堀江委員】 改めて今回12の計画が出されたの

で、この間の9月議会、6月議会の部長説明と合わ

せて読みながら今回出されていないので、ちょ

っと素朴な疑問を持ったところです。事前通告

していなくてごめんなさい。

そこで、長崎県男女共同参画基本計画につい

てお尋ねするのですけれども、みんなパブリッ

クコメントをするということで大体2か月、11月

から12月、あるいは12月から1月というパブリッ

クコメントの期間なのですが、この男女共同参

画基本計画につきましては9月もその旨説明が

あったのですけれども、12月1日から22日という

ことではやはり短くないかと改めて思ったので

すが、そこはどのような見解を持ったらいいで

すか。

【本多男女参画・女性活躍推進室長】 パブリッ

クコメントの時期が短いのではないかというお

尋ねです。

これにつきましては、予定といたしましては

11月頃からパブリックコメントをできればとい

うように考えていたのですが、事務作業の遅れ

によりまして12月の開始となってしまっており

ます。

それから終期に関しましては、1月に審議会を

控えておりますことから年内のパブリックコメ

ントの取りまとめを目指しておりまして、12月

22日ということで終期を設定させていただいて

おります。

こちらにつきましては、市町、あるいは関係団

体、それから県の推進アドバイザー、そういった

関係の方たちにはきちんと周知をした上でパブ

リックコメントを行っております。今、幾つか回

答もいただいているところです。期間について

は、周知を十分に行った上で期間を設定してい

るということでご説明をいたします。

【堀江委員】 この計画につきましては9月議会

にも報告をされて、議案としては3月議会、2月議

会に来年上がるということになるのですけれど

も、ぜひ今月22日までの期間ということになり

ますので、県民に広く、さらに周知をしていただ

きたいということを要望しておきたいと思いま

す。

それで、9月議会のときに出された基本計画の

施策の体系と今回出された施策の体系では大方

基本は変わらないのですけれど、ちょっと基本

目標の文言が変わっていますよね。例えば今回、

基本目標のⅡは「誰もが安全・安心に暮らせる社
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会づくり」なのですけれども、9月議会のときに

は「男女共同参画の視点に立った誰もが安全・安

心に暮らせる社会の実現」、あるいは基本目標の

Ⅲは「啓発、教育と体制づくり」というのが今回

の資料ですけれども、9月議会のときには「男女

共同参画社会の実現に向けた基盤の整備及び推

進体制の強化」ということで、ちょっと文言が変

わっていますよね。そこに至った見解がありま

すか。

【本多男女参画・女性活躍推進室長】 基本目標

の文言がⅡとⅢのところが大分シンプルになっ

ているというお尋ねかと思います。

ご指摘のとおり、ⅡとⅢは「男女共同参画の」

という限定をつけた形で文言を記載していたの

ですが、9月4日に男女共同参画の審議会を開催

いたしましたところ、委員の方からご意見がご

ざいまして、もっと分かりやすい表現にすべき

ではないかというご意見をいただきました。そ

ちらのご意見に従いまして、文言を少しシンプ

ルにして設定をしたというところです。

その代わりに、やはり「男女共同参画の」とい

うことで、この計画の内容に沿った形に限定し

た方がいいのではないかと一方ではご意見もあ

りましたことから、今後、概要版等をつくってい

くのですけれども、そういった県民の皆様への

周知に当たっては、きちんと基本目標のⅡ、Ⅲが

どういったことに関する内容なのかということ

をきちんと男女共同参画について説明をした上

で周知を図っていくということにしております。

【堀江委員】 論議をされて変わったというよう

に私も思っておりますので、同じ計画なのです

けれども9月の資料と今回の資料とちょっと違

うので、改めてその経緯は指摘をし、議事録に残

した方がいいと思いまして質問したところです。

それで、今回58ページの基本計画（素案）が出

されているのですが、ここの2ページから3ペー

ジなのですけれども、後でちょっと見てもらっ

たらいいのですが、計画の基本理念ということ

で、いわゆる5つの基本理念に基づくということ

になっているのですけれど、男女の人権の尊重

には何も丸数字が振っていないのですよ。次の

社会における制度または慣行についての配慮、

これが①となっているのですけれど、五つの基

本理念ですので、男女の人権の尊重が①で、そこ

からずっと④の国際的協調ではなくて⑤の国際

的協調になるのではないかとちょっと思ってし

まったのですが、細かいところでごめんなさい、

私の見間違いだったら許してください。ここで

出さなくてもよかったのかもしれませんけれど

も、ごめんなさい、ちょっと気づいたので。それ

はもう議案になりますのでちょっとどうかなと

思ったところです。見解があれば。

【本多男女参画・女性活躍推進室長】 ご指摘、

誠にありがとうございます。

おっしゃるとおり、男女の人権の尊重という

のが①でございまして、そこから丸数字が1つず

つずれまして、⑤が国際的協調ということにな

ります。議案として、次、提案することになりま

すので、きちんとそこも含めて、ほかのところも

間違いがないように精査してまいりたいと思い

ます。

【大嶋交通・地域安全課長】 先ほど交通安全計

画について、部長の補足をさせていただきます。

交通安全計画は国の方向性が先般示されまし

て、素案としてきております。現在、国がパブリ

ックコメントをかけて、3月、年度末に交通安全

計画が確定するということですので、現在、県で

は、その素案を基に各団体・機関に照会文書を送

りまして、その点検をしていただいているとこ

ろです。
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それで、実際、国が3月末に確定しますので、

それを基に来年度に入りますけれども、6月、7月

ぐらいまでには策定を予定しております。

【堀江委員】 国との関係で整合性を図ってとい

うことで理解いたしました。

先ほどの男女共同参画基本計画なのですけれ

ど、これは後で訂正で出ますか、それとも議案の

ときにここを訂正して新たに出すということに

いたしますか。結局、いわゆる単純ミスですよね、

そこはどういうように訂正するのかだけ教えて

ください。

【本多男女参画・女性活躍推進室長】 すみませ

ん、対応につきましては議会事務局とも協議し

た上でさせていただきたいと思います。

【坂口委員長】 室長、サイドブックスを訂正し

ていただいていいですか。

【本多男女参画・女性活躍推進室長】はい。

【立石県民生活環境課長】 先ほど前回の令和2

年度の議会で計画の資料をご説明させていただ

きましたと申し上げましたけれども、当時はコ

ロナの影響で発言を控えるということで資料配

付だけにとどめて、ご説明はしていないという

状況でございました。大変申し訳ございません

でした。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山口委員】 お疲れさまです。

この委員会のこの場で質問していいのか、ち

ょっと今引っかかっているところがあるのです

が、それぞれの諸計画を見てみますと、水とか、

あるいは大気とかという感じのことについては

計画にきちんと盛り込まれているのですけれど

も、私が今からお尋ねしたいのは騒音の関係に

ついてですが、よろしいでしょうかね。所管とし

てはよろしいですか、部長。

それでは質問させていただきます。地域の生

活環境として受け止めていただければと思って

います。

実は私は住まいは諫早市なのですが、諫早市

の一定の地域の自治会長の皆さんと、それぞれ

地域の市議会の議員さん、そして県議会、坂口議

員も諫早の県議ですから一緒に意見交換会を毎

年1回やっているのですけれど、今年の意見交換

会の中で出た、いわゆる行政に対応しなければ

いけない関係が三つあるのですけれども、一つ

は水はけの関係で、これはもう諫早市にお願い

をしましたのでオーケーです。

2つ目がフルーツバス停の関係ですから、これ

も所管が違うと思いますので、別途やりたいと

思います。

今からお尋ねするのは、地域の自治会長から

のお願いといいますか、何とかしてくれという

話なのですが、私の住まいをしているのは多良

見町です。大村湾沿岸です。大村飛行場の対面に

ほぼ当たるわけなのですが、その地域の自治会

長からの話なのですが、飛行場に飛行機が離発

着するときに騒音で、屋内ではそれほど感じな

いこともあるけれども、外に出て対話をしてい

ると、飛行機がばんと来て、対話もままならない、

電話もかけられないというような状況がたまに

あるということで、何とかならないでしょうか

ねと、もう本当に率直なご意見をいただいてお

りまして、分かったと。要は私が考えるには、そ

れぞれのコースが決められていて、ちゃんと一

定のルートを通る場合の騒音というのはもうは

っきり何回も計測がされているというように思

っておりますので、それに関する騒音に対して

の計測といいますか、そのことがきちっと行わ

れているのか、それで行われた結果としては今

どうなのかということについて、お尋ねをして

おきたいと思います。
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【赤澤地域環境課長】 航空機の騒音の関係とい

うように捉えております。

県の関係課の方にも、こういった航空機の騒

音に関して何か情報とかが入っているかどうか

ということを確認してみたのですが、県の中で

はそのような苦情というのは特に寄せられてい

ないということでございます。

同一の案件かどうかは分かりませんが、市の

交通に関する部署、諫早市の方の部署には、そう

いった航空機の騒音ということで苦情が寄せら

れているということのお話は伺っております。

我々の担当する部局の方からは、飛行ルート

とか、離発着の状態とか、航空機の運用、こちら

については当課でちょっと把握できませんし、

また答える立場ではないので、当課では航空機

の騒音の測定状況についてのみ、お答えしたい

と思います。

航空機の騒音に関しましては、諫早市の方で

昭和50年から測定しておりまして、現在、市内6

地点で測定をしているというところでございま

す。昨年度は諫早市内で測定しました6地点全て、

環境基準を達成しているというような状況だと

いうことでお伺いしております。

【山口委員】 ありがとうございます。

的確に計測が行われているというように受け

止めておりますけれども、やはり風向きの関係

とか、いろいろな条件がそこにあるのかなと思

っていますが、要するに飛行場に関わる関係か

らいけば、経常の定期路線としての飛行機と、あ

るいは新しい機種を入れたときに飛行場の離発

着の訓練をするわけですね。それは前もって、そ

れぞれの沿岸というのかな、沿線の自治体には

連絡が来ています。

そしてもう一つ、やはり自衛隊の基地も大村

にありますものですから、その離発着もあるの

ではないかというように思っております。

いずれにしても定期航空便というのは、きち

っとした時間帯に、きちっとした路線を通るこ

とが決められているわけですから、それはその

とおりやっていただきたいなと。当然いろいろ

なハプニングもあるのかもしれませんけれども、

住民の皆さんはそのことをやはり心配もされて

います。

そして、もう一つは、当然墜落の心配とかもさ

れる人もいるということを自治会長から昨日も、

今朝も電話がありまして、そういう話もあって

いたのですが、いわゆる墜落についてはもう日

本の航空機は自動車事故とかと比べても何％も

安全率は高いというようなことも話をしている

のですけれども、やはり住まわれている皆さん

にとってみれば心配をされているようですね。

ですので、お願いしたいことは、要するに定常

定期の関係は、やはりきちっと高度、あるいは速

度を含めて一定の基準どおり、それぞれに申合

せも行われていると思っていますので、それを

逸脱しないような申入れだけは県としてやって

おいていただきたいなと思っておりますが、ご

見解がありましたらお伺いをしたいと思います。

【赤澤地域環境課長】 繰り返しになりますが、

我々のところではそういった航空機の飛行ルー

トであるとか、そういったものについては所管

ではないので直接にはお答えすることはできま

せん。ただ、そういった話があったということに

つきましては市の担当する部署の方には情報提

供はさせていただきたいと思います。

【山口委員】 それで私もちょっと心配しながら

質問している状況にあるのですが、いずれにし

ても横通しをしていただいて、所管課に話を通

しておいていただければと思います。私の方か

らも申し上げることはやっているというように
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は思っていますけれども。

もう一つ、電磁波の関係をおっしゃる人が、電

磁波とは何かと言うと、要はテレビ障害ですね。

このことも心配されている部分があるのですが、

コースさえ外さなければ、それはもう一定のお

互いの理解が得られた中での飛行がなされてい

るわけですから問題ないと思いますが、そのこ

とについてはもう自治会長にその旨、話をして

おくようにということは言ってありますので、

ぜひ先ほど申し上げました関係で決められたこ

とを逸脱しないように再度申入れだけはしてお

いていただければと思います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【冨岡委員】 ありがとうございます。発信させ

ていただきます。

長崎県政策評価委員会からのご意見と、その

県の考え方、せっかく出ていましたので。

そのうちの5ページの2番目の犯罪被害者等支

援対策事業費について、こちら事業内容を犯罪

被害者等支援に係る相談体制を整えるとともに、

幅広い広報・啓発活動を行うということで、事業

費が合計2,100万円ほどついております。令和7

年度も多分同じぐらいついていると思うのです

けれども、そこの成果指標をサポートながさき

で受理した相談対応件数とされていて、政策評

価委員会の意見としては、簡単に言うと、結局、

犯罪が増えれば相談対応件数も増えるだろうし、

減れば減るだろうしということで、これが果た

して成果指標としてどうなのかというご意見を

もらっています。

県の考え方は、ご意見を踏まえてどのような

手法が考えられるか検討してまいりたいという

ことでしたけれども、まずこれも令和6年度の事

業に対する評価ですので、いつ頃これが評価さ

れたのかというところと、その後、検討してまい

りたいですけれども、どのような検討がなされ

たのか教えていただけたらと思います。

【大嶋交通・地域安全課長】 この被害者支援、

サポートながさきの事業ですけれども、県の方

から長崎県公安委員会が被害者支援の早期援助

団体として指定している唯一の団体である犯罪

被害者支援センター、こちらに委託をしている

性被害の相談窓口をサポートながさきと申しま

す。

このサポートながさきは、今、委員ご指摘のと

おり、評価委員の方から、結局、相談件数が増え

るということは性被害が増えてきているんじゃ

ないか、それは悪いことじゃないかというよう

な、それが増えたからよかったとかいう評価す

るのはちょっと矛盾しているんじゃないかとい

うご意見をいただきました。

実際、県の方でもどういう評価指標がいいの

か、例えば他機関に支援をつなげた件数、これは

どうしても被害者の方のニーズによって数字が

変わってきますので、なかなか難しいというこ

とでいろいろ検討しまして、この評価件数が相

談件数イコールですね、実際、被害者の支援につ

ながったということで考えれば、潜在的に埋も

れている被害者をどんどん広報することによっ

て相談支援につなげているという意味で現在の

指標となっておりますという説明をさせていた

だいたら、評価委員の方もそういうことですか

というようにご了解をいただいたところでした。

【冨岡委員】 ありがとうございます。

私もこのサポートながさきについて、性被害

に限定されたものという認識がなかったので、

多分ほかの犯罪と比べて特殊性というか、おっ

しゃられたように暗数がかなり多いというとこ

ろの観点から、先ほどのご答弁がすぐに頭に入

ってきませんでしたけれど。
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私の意見としては、結局、表に出ないものはも

うどうしようもないから何らか指標をするとす

るならば、発生件数は必ず分からない、それに対

して暗数は必ずあるので、結局この相談件数割

る犯罪認知件数、それでした上でのかなりのパ

ーセンテージ低くなるけど、それでしか評価が

なかなかできないのではないかというような意

見を言おうかと思ったのですけれども、それに

対してもしご意見がありましたら、先ほどのご

答弁でもいいのでお答えいただけたらと思いま

す。

【大嶋交通・地域安全課長】 先ほどの繰り返し

になるのですけれども、やっぱり現在、性被害が

非常に増えているところです。数字で申します

と、昨年度773件とありまして昨年の151％、今年

も既に11月末現在で633件、157件の増加をして

おります。非常に増えているということを考慮

しますと、ある程度、潜在的なものを掘り起こす

という意味で現在の指標を踏襲しているところ

でございます。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【浅田委員】 1点だけ。この間、一般質問でも女

性活躍について副知事登用に対してということ

で質問させていただいていたのですけれども、

その際の最後に私の方から、いろいろと部署が

頑張っていただいていることはもちろん存じ上

げておりますし、また健康課題の問題等々につ

いても、これまでは女性対象にやっていただい

た、しかしながら今は男性の課長級以上の研修

会においてはそういうこともやっていただいて

おりまして、フェムテックとか、いろいろな部分

で理解が増えているというようなお話を聞かせ

ていただいて、そこに関しては非常に感謝をし

ているところなのですが、加えて、人事の方にも

関わってくるのですけれども、それでもまだ県

庁内で女性の方が2倍ぐらい離職者が、特にやっ

ぱり50代が多いというような現状がございます。

これは人事だからではなくて、人事と在り方と

してどのように連携を取りながら共通認識の中

でフォローアップをどのようにしているか、そ

こだけちょっとお聞かせをいただければと存じ

ます。

【本多男女参画・女性活躍推進室長】 女性の離

職者が男性に比べて2倍あって、それに対してど

ういったフォローをしているのかというお尋ね

かと思います。

主に人事課の対応となるのですけれども、例

えば、女性職員のキャリアに対するモチベーシ

ョンを高めるための研修を行っておりまして、

どういうやりがいがあるとか、ロールモデルの

姿、そういったことを女性職員の方にお伝えし

まして、働き続けていただくような取組も行っ

ておりますし、それから男性職員の育休取得促

進とか、そういったところで必ずしも配偶者が

県庁にいるとは限らないのですけれども、男性

も育児に参加できるような環境を整えることで

女性職員が働き続けられるような環境をつくる

とか、そういったことを人事課と一緒に行って

おります。

【浅田委員】 実際、今、人事課とやっていただ

いているというご答弁だったかと思うのですが、

されどここ3年ぐらいを見させていただいても、

実は上がっているのですね、離職の、特に50代と

か。若い世代になると、多分公務員ではなくて違

う、新しい職種へというようなものもあろうか

と思うのですが、フォローアップをする上にお

いて、やっぱりそこは人事と一緒にしっかり分

析をしていなければいけないと思うのですね。

特に50代が多かった、それはもしかしてケアラ

ーとしてなのかもしれないし、その辺りをしっ
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かりちゃんと、研修とかはやっていただいてい

るにしても現実問題がそこにあるわけですから、

その辺りの分析というところはどうですか。

【本多男女参画・女性活躍推進室長】 職員への

アンケートとか、そういったことをはっきりと

しているわけではないので、今後、人事課とも協

議しながら、どういったことができるかを検討

してまいりたいと思います。

【浅田委員】 そこをやっていただかないと、や

はりずっと変わらないのではないかなという気

がしておりますし、聞き取り等々に関しては、こ

れまでも私は、部長、委員会とかでもお願いをし

てきたかと思うんですよ。これはあえて通告も

しなかったのは同じような質問を過去にもさせ

ていただいた経緯があって、しかしながら昨年

度を見ても数字的にはそのような現状であると

いうことがどうなのか、やはり県庁自体がそう

いうのをしっかりやっているということが県庁

の中の方はまだまだ民間よりは実のところやり

やすさとか、理解の促進のしやすさとかは高い

方だと思うんですね。そこをしっかりやらない

と、やはり外部の民間企業とかに対してのフォ

ローアップとか、支援とかが本当のところで見

えてこないかと思うのですけれども、その辺り、

もう一回、しっかりとお答えいただければと思

います。

【大安県民生活環境部長】 今の指摘をいただき

ました件ですけれど、関係部局による連携会議

というのを令和6年1月から開始しております。

そこには、人事課とか、新行政推進室、職員厚生

課、また雇用労働政策課であったり、国保健康増

進課、いわゆる福祉部局も入った中で、それぞれ

の取組の内容と、どういったことができるか、そ

してそこの中でどう連携していくかといったと

ころについて議論をしているところでございま

す。

そういった中で、横の連携を踏まえて、例えば

福祉部局の方が行っている、いろいろなヘルス

リテラシー向上に関する周知、啓発を我々が持

っているいろいろな関係団体の協議会の中でも

それを示すとか、そういう形などはやってきて

いるところでございます。

今ご指摘いただいた職員の中での女性の離職

のところの分析といったところまで、中での共

有には至っていないのが実際でございます。今

ご指摘いただいた分を含めて、より一層効果が

高まるために、それぞれの部局の中での情報と

いうのも、いま一度、どういったものを持ってい

るかというところも含めて確認をしながら、よ

りこの連携会議というものが効果的な施策につ

ながっていくよう、より質を高めていきたいと

思います。

【浅田委員】 実際としては、ここ数年、例えば

私たち議会とのレクにしても何にしても、女性

のすごく優秀な職員さんたちが増えてきて、ど

んどんどんどん表に出て、どんどん活躍をして

いただいているなということを非常に物すごく

いい意味で感じているものですから、ならば、や

っぱりもっとこう分析をして、それが横広がり、

県内のいろいろな企業とかに対しての本当ロー

ルモデルになるような形を取っていただければ

より幸いかなと思います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田川委員】 簡単にちょっとお尋ねしたいので

すけれども、大村湾環境ですね。左側の森・里・

川・海については所管の部署に行って詳しく聞

いてまいりましたけれども、その中で1点だけ分

からなかったのが、大村湾をきれいにする会と

いう、この実態ですね。

もう一点が、次のページにある、これは新規と
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書いてあるのですけれど、大村湾が沿岸域に当

たる恵みを多角的に評価する、これは新規です

けれども、これをもう少し具体的に教えてくだ

さい。

【赤澤地域環境課長】まず、1点目の大村湾をき

れいにする会についてですけど、大村湾をきれ

いにする会につきましては、大村湾流域の5市5

町と県の方で構成する団体でございます。年1回、

もしくは2回、幹事会などを開いて、情報交換で

あったりとかというのをやっているということ

でございます。

そのほか、大村湾に浮遊しているごみである

とか、そういったものの回収事業であるとか、大

村湾流域のごみの清掃活動、そういったものを

共同でやったりとかしているというような団体

でございます。

2点目の大村湾の多角的な評価に関してです

が、こちらについては今年度から新規事業とい

うことで、環境保健研究センターの方で研究を

させていただいているという項目でございます。

具体的に言いますと、里海に関しましては先

ほどのパワポ資料の右下にちょっと書いており

ますけれど、里海とかは人手が加わることによ

って生物多様性と生物生産性が高くなった沿岸

海域というように定義されているというところ

でございます。この生物多様性の保全の場とな

るとともに、漁業をはじめ、温暖化抑制とか、観

光とか、こういった様々な便益を生態系サービ

スと呼んでいるのですけれど、こういったもの

を里海が提供しているというところでございま

す。

ただ一方で、これまでの海域の環境評価とい

うのは、先ほども話が出ました水質のＣＯＤで

あるとか、漁獲量であるとか、そういった定量化

しやすいようなもの、いわゆる目に見えやすい

もの、これを中心に価値を評価しているという

ところでございます。本来、この里海が持つもの

というのは、多様な生態系サービスを持ってい

るということで、それを十分に評価できていな

いことから、近年、この生態系サービスを使って

評価をしていくというような手法が出ていると

いうところでございます。

こうした見えにくい数につきまして客観的な

指標を提示できていないというところから、今

回、大村湾にもたらされる恩恵につきまして国

交省の方が開発した手法で多角的に評価し、エ

リアごとの強み、弱みを可視化するというよう

なことでございます。

ただ、エリアとか、そういったものについては

どういう形で区分けをしていくかというのは今

後の研究の中で明らかになっていくのかなと思

いますが、実施期間は、一応、今年度から令和9

年度までの3年間ということになっております。

結果を踏まえて取組の実施については関係機関

とも検討していきたいと考えております。

【田川委員】 ありがとうございます。

最初の大村湾をきれいにする会は、たしか年1

回、総会を開いて、会費も納めていると思うので

すけれども、恐らく清掃作業をしようかという

状況じゃないかなと。もう一歩踏み込んで、5市

5町だけじゃなくて県も協力していただければ、

これはもう要望で終わりますけれども。

里山というのは昔からよく聞くのですけれど、

里海という概念が国の方が去年か一昨年に定め

て、去年、私は勉強に行ったと思うのですけれど、

国交省の方に。こういう概念で、大村湾だけじゃ

なくて、やはり長崎県全域に、海洋の件ですので

里海づくりということで推奨していけば、水産

資源の確保、そしてまた海の多様性についても

進んでいくのではないかなと。長崎にとって最
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も大事な事業の一つ、そして分かりやすいのは、

閉鎖性海域の大村湾で実証実験をして、それを

広げていくというのは本当に有効だと思います

ので、この点について頑張っていただきたいと

思います。これはもう要望で終わります。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【岩永食品安全・消費生活課長】 回答が遅くな

りまして申し訳ございません。先ほど、まきやま

委員からご質問がございました件につきまして、

ご回答させていただきたいと思っております。

今委員会の方に素案として出させていただい

ている補足説明資料⑦－2の方に食品衛生に関

する調査・研究の推進ということで記載してお

ります内容につきましては、本県で発生頻度が

高いフグの食中毒、こちらの方に迅速かつ簡易

に検査できる手法を確立するような食中毒検査

体制の充実に取り組むというような施策を挙げ

ております。

ご質問がありましたようなトランス脂肪酸に

関する研究につきましては、これは内閣府の専

門機関でございます食品安全委員会というとこ

ろが見解を示しておりますけれども、諸外国で

は過剰摂取に伴う心筋梗塞とか、狭心症等の冠

動脈疾患を増加させる可能性が高いものとして

上限規制があるところもあるということです。

日本人の場合は、基準となるＷＨＯの目標をか

なり下回っているという状況で、通常の食生活

をする上では健康上、影響は小さいというよう

な見解が示されています。

こちらの規制に関する議論といいますのは主

に今の段階では国のレベルで議論されているも

のと認識されておりますので、今回、県の食品の

安全・安心の推進計画の中では特に取り上げる

予定には入っておりません。

ただ、こちらのトランス脂肪酸の方が問題と

なって、いろいろな規制等が出てくれば、それに

対応して県の方も取り組んでいきたいと思って

おります。

もう一点、遺伝子組換え食品のお話も少し出

ていたかと思うのですけれども、こちらも内閣

府の食品安全委員会の方がリスク評価をしてお

ります。こちらの評価を経まして、科学的に安全

であるというように認められたもののみ、今の

市場には流通をしているという状況でございま

す。

こちらの遺伝子組換え食品につきましては、

使用した場合には食品表示法に基づいて表示義

務がございますので、法令に基づいて監督、指導

をしていきたいと思っております。

【坂口委員長】まきやま委員、よろしいですか。

【まきやま委員】はい。

【坂口委員長】ほかに質問はありませんか。

ほかに質問がないようですので、県民生活環

境部関係の審査結果について整理したいと思い

ます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時５６分 休憩 ―

― 午後 ２時５７分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、県民生活環境部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、明日12月12日

は午前10時から委員会を再開し、交通局関係の

審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時５７分 散会 ―



第 ４ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年１２月１２日

自  午前 ９時５９分

至  午前１１時５１分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

坂口 慎一 委 員 長

湊  亮太 副 委 員 長

小林 克敏 委 員

堀江ひとみ 〃

浅田ますみ 〃

山口 初實 〃

中村 一三 〃

まきやま大和 〃

冨岡 孝介 〃

田川 正毅 〃

３、欠席委員の氏名

畑島 晃貴 委 員

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

太田 彰幸 交 通 局 長

岩﨑 良一 管 理 部 長

柿原 幸記 乗 合 事 業 部 長

江頭 興祐 貸 切 事 業 部 長

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５９分 開議 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

なお、畑島委員から欠席する旨の届けが出て

おりますので、ご了承をお願いいたします。

また、浅田委員から所用により本委員会出席

が遅れる旨、連絡があっておりますので、ご了承

をお願いいたします。

これより、交通局関係の審査を行います。

委員会による審査を行います。

議案を議題といたします。

交通局長より総括説明を求めます。

【太田交通局長】 おはようございます。

観光生活建設委員会関係議案説明資料の1ペ

ージをお開きください。

交通局関係の議案につきましてご説明いたし

ます。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第109号議案「職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例」のうち関係部分及び第115号議

案「長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する

条例」の2件であります。

初めに、第109号議案についてご説明いたしま

す。

この条例は、令和7年度の人事委員会勧告等を

踏まえ、交通局職員の駐車場利用に対する通勤

手当を新設するため、所要の改正をしようとす

るものであります。

次に、第115号議案についてご説明いたします。

この条例は、国が定める一般貸切旅客自動車

運送事業の運賃・料金の変更命令の処理要領が

本年9月26日に改正され、貸切バス運賃・料金の

基準等が見直されたことに伴い、交通局の貸切

バス運賃等について所要の改正をしようとする

ものであります。

以上をもちまして議案関係の説明を終わりま

す。

次に、議案以外の主な所管事項についてご説
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明いたします。

経営状況について。

交通局の経営状況については、今年度第2四半

期（7月から9月）において、営業収入がリムジン

バス等での乗客数の増加や9月からの運賃改定

前の定期券購入増などにより前年度同期に比べ

約9,000万円の増収となり、令和7年度上半期は、

前年度に比べ1億9,300万円（税込）の増収となり

ました。

営業費用については、バス車両の更新増に伴

う減価償却費の増、また軽油費やバス部品費等

の物件費の増などから第2四半期において前年

度同期に比べて約7,000万円の増となり、令和7

年度上半期は、前年度に比べ9,700万円（税込）

の増加となりました。

この結果、上半期における経常収支（税込）は

前年度から約1億円改善し、2億4,000万円の黒字

となっております。

本年10月からは、今年9月に実施した乗合バス

運賃改定の効果を見込み、職員の処遇改善を図

ったところであり、今後とも経営状況を見極め

ながら運転士不足の解消等に向けた職員の処遇

改善やバス車両の更新等に着実に取り組むこと

で、持続可能なバス事業の構築に努めてまいり

ます。

乗合バスの状況について。

交通局では、バス利用者の利便性向上を図る

ため、長崎Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0推進プランに基づ

き、デジタルトランスフォーメーション推進に

取り組んでおります。

令和6年3月にバスの接近情報をスマートフォ

ンアプリ等でリアルタイムに提供する県営バス

ナビを導入しましたが、本年9月のアプリのダウ

ンロード数が2万件を超え、多くのお客様にご利

用いただいております。

また、バスの接近情報等をデジタル表示する

スマートバス停については、これまで長崎空港

のりば、矢上バス停、本原1丁目バス停に設置し

ており、今年度は大村バスターミナルと東長崎

営業所待合所にデジタルサイネージを設置予定

であり、今年度中の運用開始に向け、準備を進め

ております。

これらの取組は、バス待ち時間の不安解消の

ほか、異常気象時の情報発信にも寄与するもの

と考えております。

外国人旅行者への利便向上のための空港リム

ジンバスへのタッチ決済の導入並びに定期券購

入の際の窓口でのクレジットカード決済の導入

については今年度中に取扱いを開始する予定で

あり、決済手段の多様化とキャッシュレス化を

図ることで、これまで以上に利用しやすい環境

を整備してまいります。

貸切バスの状況について。

交通局においては、修学旅行などの貸切バス

の運行とともに、旅行業を活用し、県等の行政機

関とも連携した新たに本県の魅力を発見する着

地型周遊観光バスツアー「ぶらりん」を企画、運

行しております。

長崎空港開港50周年を記念したツアーについ

ては、世界初の海上空港非公開エリアに潜入と

して、長崎空港の非公開エリアの花文字山を見

学後、諫早市森山町の宮下農園でのトマト狩り

やオープン直後の道の駅251いいもりじゃがー

ロードへ立ち寄り、長崎へ戻るコースを企画し、

去る11月1日と24日に催行しました。

また、女神大橋が開通20周年となることから、

記念ツアー「女神大橋てっぺんからの絶景ブリ

ッジアドベンチャー」を企画し、内容を女神大橋

登頂のみに絞ることでツアー代金を安く抑えた

ものとして、11月2日に実施しました。
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いずれのツアーも多くのお客様にご利用いた

だき、また大変ご好評をいただいたところであ

り、今後も実施後のアンケートでいただいたご

意見も参考にしながら本県の魅力発見バスツア

ーを企画してまいります。

以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【坂口委員長】 次に、貸切事業部長より補足説

明を求めます。

【江頭貸切事業部長】 本会議に提出いたしまし

た第115号議案「長崎県営バス運賃等条例の一部

を改正する条例」について、ご説明いたします。

令和7年11月定例県議会観光生活建設委員会

説明資料をご用意ください。

4ページをお開き願います。

今回の改定は、去る9月26日付けで国より一般

貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更

命令の処理要領の一部を改正する告示といった

ものが公示されましたことに伴い、長崎県営バ

スの貸切バス運賃・料金の上限額及び下限額を

改正するものでございます。

貸切バスの運賃・料金につきましては、国が全

国の主要バス事業者の原価を調査しまして、そ

の調査結果を基に地方運輸局ごとに公示をして、

各バス事業者は公示内容を基に運賃・料金を管

轄の運輸局へ届け出るという仕組みになってお

ります。

したがいまして、交通局におきましては、九州

運輸局が公示しました九州ブロックの運賃・料

金を基に届出を行い、貸切バス運賃・料金の単価

を定めるということになります。

それでは、4ページ、2の(ア)の表をご覧くださ

い。

(ア)は、運賃の1キロメートル当たりと1時間

当たりの単価を記載しております。表の左側が

改正前で、右側が改正後の金額を示しておりま

すが、今回の改正におきましては、キロメートル

単価と時間単価をそれぞれ車種区分ごとに見直

しが図られておりまして、表の右側にある改正

後の金額の中で下限額につきましては、国の公

示内容と同額に合わせて改めております。

また、上限額につきましては、令和5年度以降、

国は下限額のみを公示しまして上限額は公示し

ないこととしておりますので、今回の公示にお

きましても上限額の設定というものはありませ

んでしたが、公営企業におきましては地方自治

法上、使用料は条例に定める必要があるという

ことになっておりますので、これまでの大型車

運賃の上限額と下限額の比率をそのまま維持し

まして、引き続き独自の上限額を設定しており

ます。

また、今回から国の改正における車種区分が

従来の大型車、中型車、小型車の3区分に加えま

して、新たに小型車より小さいコミューター車

という区分が設けられました。全部で4区分とな

っておりますので、交通局におきましても、現在

コミューター車というのは保有しておりません

が、国への届出が未保有の車種区分についても

必要とされておりますので、新たに条例の中で

コミューター車の車種区分を追加させていただ

いております。

続きまして、5ページの（イ）の表をご覧くだ

さい。

(イ)に示しておりますのは、貸切バスを長距

離とか長時間で利用される場合に運転手を2名

つけなければいけない場合がありまして、二人

目の運転手の料金を交代運転者配置料金として

記載しているものであります。運賃と同様に下

限額は公示額と同額としまして、上限額は従前
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の比率を維持して、独自の額を設定しておりま

す。

改正点については以上になります。

なお、今回の改正におきまして、国が示してい

る実際の運行内容に当てはめた場合の九州ブロ

ックの下限額の値上げ率というのは8％となっ

ております。

運賃改定の実施につきましては、条例を改正

後、国への届出を行い、令和8年1月1日から実施

したいと考えております。

以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 今説明がありました第115号議案

について、質問します。

今の説明では、国が定める運賃の値上げが行

われるので値上げをしますという説明なのです

が、この値上げの理由は何ですか。

【江頭貸切事業部長】 今回の改正の目的につき

ましては、国として昨今の運転士不足の解消と、

あとは安全性の向上に対しての投資、これにコ

ストが増大しているというところを反映させる

ということでの見直しというようになっており

ます。

【堀江委員】 説明の中でも8％という説明もあ

りましたけれど、例えば県民の皆さんがこの貸

切バスを利用したとして、先に局長がお話をし

た、例えば女神大橋てっぺんからの絶景ブリッ

ジアドベンチャーを利用したとして、今だと幾

らの額で、そしてこの改正することによって幾

らの価格というように分かりやすく説明しても

らえますか。

【江頭貸切事業部長】 今おっしゃられた女神大

橋のツアーにつきましては旅行商品としてやっ

ていますので、この金額の比較というわけでは

ないのですが、貸切バス代というのは繁忙期と

か閑散期など時期の違いとか、利用区間とか、そ

ういったもので上限と下限の幅の中で決められ

ますので、一概には言えませんが、いわゆる閑散

期など稼働が少ない時期に下限額で受注してい

るというように仮定しますと、大体5万円で運行

しているものが8％の値上げで5万4,000円にな

ると、そういったような値上げの状況になるか

と思います。

【堀江委員】 それは下限額ですよね。例えば上

限額で言ったらどんなふうになるの。

【江頭貸切事業部長】 上限額につきましては繁

忙期というようになりますので、もともと下限

額よりも高い水準で受注しているということも

ありますので、値上げによって需要が減少しな

いように慎重に対応しなくてはならないという

ように考えていまして、そういったことから上

限額については8％とは言わず、状況を見ながら

の値上げになるかと思いますので、そういった

意味では、県営バスとしましては年間を通すと

全体的な平均としては5％の値上げぐらいにな

るかなと考えております。

【堀江委員】 料金の設定には当然時期がありま

しょうし、内容によって、商品をパックにされま

すとまたいろいろ違うので、特別にこれで幾ら

というようなことにはならないというのも承知

した上なのですけれども、どれぐらい値上げに

なるのかということを改めてお尋ねしたところ

です。

それで、今回、5ページのポツの2つ目に、今ず

っと説明がありましたように下限額については

国が公示をするので、それに合わせますと、しか



令和７年１１月定例会観光生活建設委員会（１２月１２日）

- 137 -

し上限額については、国は定めていないという

ことなのですけれども、長崎県としては、この間

のいろいろな比率を含めて、いわゆる独自の額

ということになるのですけれど、これは独自の

額ということで上限額も設定しないといけない

ということになるのですか。

【江頭貸切事業部長】 上限額につきましては、

国の方としましては、もともと市場の競争性の

問題で上限額まで貸切バス事業者が運賃を取れ

ていないということで、前回の運賃改定から廃

止になったというものになるのですが、公営企

業の場合は地方自治法上で使用料というのは条

例に定めないといけないというようになってい

ます。下限額だけを定めますと上限額が青天井

でなかなかお示しすることができませんので、

従来の比率を維持して、独自の上限額を定めて

いるという状況になっております。

【堀江委員】 最後にしますけれども、今回、小

型車よりも小さい車種についても交通局として

は保有していないのだけれども定めるというこ

とになっていますが、そうしますと、これは対象

が広がるという理解でいいのですか、そのこと

だけ教えてください。

【江頭貸切事業部長】 小型車よりも小さいコミ

ューター車という区分が国において今回新たに

設けられたということで、国の方の趣旨としま

しては、車種の設定、長さとか、乗車定員とか、

そういったものの関係があるので保有していな

くても届出をするようにというようになってい

ます。交通局としては、現状はコミューター車と

いうのは保有しておりませんが、今後の動向を

見ながら将来的には検討することもあろうかと

は思いますが、現状はない中で条例としては制

定させていただいているということになります。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【田川委員】 おはようございます。

ちょっと確認の意味で、今、堀江委員へのご答

弁の中で運賃の値上げについては運転手の確保

というお話もございましたけれども、現状で、9

月もお伺いしたと思うのですけれど、どの程度

足りないのか、そしてまたもう一点が乗合バス

の運転手と貸切バスの運転手を相互でどういう

ように対応されているのか、2点について、お願

いします。

【岩﨑管理部長】 現在の欠員の状況でございま

すが、本年12月1日時点で22名不足をしていると

いう状況でございます。

乗合バスと貸切バスの運転手の相互の関係と

いうことでございますが、基本的に年度が始ま

るに当たりまして、乗合バスと貸切バス、高速バ

ス、それぞれ運転手の配置というのをしてござ

います。乗合バスでなかなか欠員が埋まらない

ということもございまして、そういった場合に

は、例えば、貸切バスも欠員になっているのです

けれども、貸切バスの欠員補充をせずに乗合バ

スを優先するとか、そういった形で随時対応さ

せていただいている状況でございます。

【田川委員】 そこで、この値上げによって確保

を目指したいという、環境整備ということもあ

ると思うのですけれども、果たしてこれが十分

に行くか。そもそも労働者不足ですので、よほど

のことを考えないと、もう大幅に賃金を上げる

という以外にないと思うのですけれど、それは

なかなか望めない。

そこで、新たに外国人の方をやるとか、あるい

は県民の足が本当に不安になるということを考

えたら県庁の職員も含めて運転免許証の助成制

度とか、有志を募るとか、ＯＢも含めて、そうい

うことについてはどういうお考えか、お尋ねい

たします。
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【岩﨑管理部長】 外国人につきましては、国の

方で制度が緩和されまして、大型二種免許の取

得について外国人についても特定技能という形

で取れるという形に制度が変わってございます。

一方、バス事業者におきましては、やはり特定

技能ということで海外から人を採用してくるコ

スト、それから育成をするコスト、それと、今、

特定技能につきましては5年間という期間がご

ざいますので、そうしたところを踏まえてどう

いう対応をするかというのを各社が、今、検討し

ている状況でございます。

交通局におきましても、例えば佐世保市が先

般、日本語学校で勉強されている方を採用して

はどうかというお話もございましたので、我々

としてもそうした制度も含めて検討を進めてい

るという状況でございます。

事務職員の話でございますけれども、そちら

についても一部の地方公共団体では、県ではご

ざいませんけれども、そういったこともご検討

されているという話も聞いたことございますの

で、こちらにつきましても引き続き情報収集に

努めまして、あらゆる対策を取っていく必要が

あろうというように認識してございます。

【田川委員】 ありがとうございます。ぜひあら

ゆる対策を講じていただきたいですけれども。

東京都に行くとタクシーの運転手はもう外国

人の方がたくさんいて、日本語も堪能な方がい

たんですよね。コンビニなんかもそうなんです

けれど、やはりあらゆる手段ということであれ

ば、今おっしゃったように日本語学校に通う人、

あるいはほかの職種にいる人に対しても、なか

なか職場環境になじめない人たちに対して、こ

ういうバスの運転手については長崎県では特に

免許取得の環境整備というものもやっています

よということで、他県の状況だけじゃなくて、長

崎県独自にそういうのを取り組んでいければ、

逆に長崎県で働くならば、外国人の方が日本に

来るのは長崎県でということにもつながると思

いますので、これをご検討いただきたいと思い

ますけれど、局長のご判断と思いますけれど、一

言。

【太田交通局長】 ただいま、外国人の運転士の

採用について検討したらどうかというようなお

話でございます。

管理部長からも答弁いたしましたけれども、

いろいろな諸問題があります。

それと、やはり危惧しているのは、日本全国で

外国人労働者の取り合いといいますか、そうい

うこともございます。そうしますと、やはり賃金

単価が高い大都市、そういうところに向かって

いくのではないかというような恐れもございま

すので、やはり今の段階では慎重に検討してい

く必要があるかなと思っております。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【山口委員】 お尋ねしますが、もう本当に基本

的な勉強みたいな質問になってしまうのですが。

それぞれ車種が、大型、中型、小型、コミュータ

ー車とありますけれど、これの乗車人員等々が

決まっているのだと思うのですが、このことを

少しご説明いただけますか。

【江頭貸切事業部長】 車種区分の設定といった

ものになりますが、大型車というのは車両の長

さが9メートル以上で座席が50以上のものを言

います。

中型車を飛びまして、小型車というのは車両

の長さが6メートル以上8メートル以下で席数が

33以下のものというようになっております。

コミューター車につきましては車両の長さが

6メートル未満で旅客席数が14以下のものとな

っておりまして、これらに該当しないものを中
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型車と呼んでいます。

【山口委員】 運賃の決め方につきましては、も

う単純にキロメートル当たり運賃とそれぞれ車

種に応じて、あるいは車種に応じた時間という

ことの単純計算で基本的にはなされているわけ

ですか。それのプラスアルファであったり、マイ

ナスであったりというのがあるのだと思うので

すが、そのことについて教えてください。

【江頭貸切事業部長】 運賃の計算方法につきま

しては、営業所を出て営業所に戻るまでの間の

回送距離も含めた走行距離に対してのキロメー

トル運賃と、あとは回送も含めたご利用時間に

対しての時間運賃、これを合算したものとなり

ますので、時間が長くて距離が短いものについ

ては時間の運賃の割合が高くなりますし、短時

間で長距離を運行するものについては、時間は

短いのですけれど、距離の分、運賃が高くなると

いったような仕組みになっております。

【山口委員】 あと交代運転者についての記載も

ございますけれども、この要件といいますか、置

かなければならない条件とか、そういうものも

決めてあるんだと思うのですが、そのことにつ

いても教えていただけますか。

【江頭貸切事業部長】 1人の運転手で運行が可

能なのは、1日当たり最大で基本13時間というよ

うになっています。いろいろ特例的なものを用

いても最大で15時間というようになっています

ので、この時間を超えるような運行になった場

合には2人目のドライバーを乗せないといけな

いとなっております。

あと、また走行距離につきましても1人で1日

に運行できる距離が500キロメートル、もしくは

要件を満たして600キロメートルといったとこ

ろが決まっていますので、これよりも長い距離

を運行する場合には二人目のドライバーを乗せ

ることが必要というようになっております。

【山口委員】 今、貸切のことについて尋ねてい

ますが、乗合バスに乗られている運転手さんも

いらっしゃいますし、貸切もいらっしゃいます

が、これは併用ということも十分あっているわ

けなんですか。その運転手の勤務状態というも

のの、基本的な長崎県営バスとしての決め方と

いいますか、そのことがあるとすれば教えてく

ださい。

【江頭貸切事業部長】 今、県営バスの中での営

業所というのが貸切バスと高速バスだけの営業

所といったものに集約しておりまして、乗合バ

スとは営業所が異なりますので、日常業務の中

では貸切の運転手は貸切バスを中心に乗ってい

るということで、乗合バスということではない

です。

国の方で、貸切バスに乗せるときには一定の

研修をしないといけないというようになってい

ますので、日常的に行ったり来たりというのは

なかなか難しいということになりますが、逆に

乗合バスの方に貸切りバスの運転手が応援に行

くといったときには、そういった研修というも

のは特に国の中での定めというのはございませ

んので、状況を見ながら閑散期などにおいては

貸切の運転手は乗合バスを応援するということ

も出ているというような状況になっております。

【山口委員】 分かりました。

恐らく運転手さんも十分じゃない中でのやり

くりをしながらやられていると思うのですが、

基本的に県営バスとして運転手さんは貸切、乗

合を含めて足りないというように理解はしてい

るのですが、何％ぐらいの補充率というような

状況に今あるわけですか。

分かりやすく言えば、あと何名程度が十分必

要量ということに目されているのか、その辺を



令和７年１１月定例会観光生活建設委員会（１２月１２日）

- 140 -

含めて。

【岩﨑管理部長】 運転手の不足数でございます

けれども、12月1日現在で22名が不足してござい

ます。本年4月1日現在では24名の不足でしたの

で、採用を重ねながら、ただ一方で退職もござい

ますので、少しずつ欠員解消というのに取り組

んでいるという状況でございます。

【山口委員】 分かりました。

運転免許証の要件の関係で簡単に補充できな

い部分もあると思うのですが、先ほど外国人の

関係についてもお話がありましたが、外国人の

労働者、運転手でも必要条件を満たせば貸切バ

ス、あるいは乗合バスに採用できるというよう

に判断されているのかどうか、その辺はいかが

ですか。

【岩﨑管理部長】 令和6年の3月に国の閣議決定

がございまして、自動車運送業の運転士につき

まして外国人労働者が特定技能という形で勤務

ができるという形になってございます。

一方、運転免許試験、これは警察が実施してご

ざいますけれども、こちらについても県警の方

で第二種運転免許、これはバスの運転免許につ

きましては外国語の受験が可能ということで、

少しずつ環境の整備が整えられているという状

況でございます。

全国的な動きとしましては、まだ本当にトッ

プの企業が1名とか、数名、今取り組んでいると

いう状況でございますけれども、各社ともやは

り避けられない問題ということで検討を進めて

おりますが、やはりバス運転手の場合でいきま

すと日本語レベルが通常のほかの分野よりも高

いＮ3というレベルが求められておりまして、こ

れは通常の日常会話とか、そういったものに問

題がないという程度になるのですけれども、や

はり接客接遇はもちろんですけれども、仮に事

故とか、災害であるとか、そういったものが起こ

ったときに実際どのように対応するのかという

ところも一つ大きな課題でございますので、そ

ういったところも含めまして、各社とも、今、課

題整理を進めているという状況でございます。

いずれにしてもやはり日本人の運転免許の保

有者というのが減少してございますので、外国

人の採用というのも避けられない課題というよ

うには認識をしているという状況でございます。

【山口委員】 ありがとうございます。

今、世の中は人口減少であって、いろいろな職

種の方も不足している分が結構あるということ

があるわけなのですが、県営バスの置かれてい

る立ち位置としては、やっぱりそれぞれの地域

の高齢化社会の中、人口減少社会の中で過疎化

もあるし、その足を守っていただいているとい

うように理解しておりますので、結構儲からな

いところもたくさんあるわけです、私の地域を

含めて。しかし、そこをきちっと走っていただか

ないと、なお一層、過疎化が進む状況にあります

ので、ぜひそこのところはしっかり経営を含め

て頑張っていただきたいと思っていますので、

よろしくお願いしたいと思います。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【小林委員】 今の田川委員とか、あるいは山口

委員からお話があった外国人のドライバー採用

の問題は、局長当たりは検討しているというけ

れど、ほとんど本人は検討していないと、あの程

度の答弁だったら、何にもやっていないよ。ただ、

今、管理部長が少し掘り下げてご答弁があった

ようでありますね。

国の方は要件を満たして採用ということを先

ほどから、令和6年3月、特定技能が5年間という

ことですよね、そういう状況になっているわけ

ですね。
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それから、例えば介護とかは一般的にＮ4だけ

れども、Ｎ3ぐらいの、それでもすぐＮ3ぐらいに

はなるわけだ。

今、議論の中で一番大事ということは、このバ

スの停留所の間隔がどんどん実は広がっている

わけよ。そういうことは乗客の不足なのか、運転

手の不足なのかと、どっちなのかといえばどっ

ちもあるかもしれないが、どちらかというと運

転手の確保がままならないと、そういうような

ことで従来どおりのバス停を広げていかないと

いけないというか、そういうことで市民生活も

足が奪われているということになっているわけ

です。

それで、日本人のドライバーが今こうして処

遇改善をされて、給料を大分値上げをしていた

だいた、その人件費の対応のおかげで、面接とか

何かが確実に実績が上がってきていると思うわ

けですね。だから、そういう確保についてはお二

人からご意見もあったけれども、やっぱり私も

真剣に検討すべきだと思いますよ。経営統合し

ている長崎バス辺りと経営改善について、ただ

そろばん勘定のお金だけじゃなくして、そうい

う運営について、県民の皆様方、市民の皆様方に

サービスを届けるという意味から言っても、こ

のバス停の間隔というものは考えていただかな

くてはいけないと。もうこれから学校の統廃合

が進んでいくわけだ。そうすると、バスがないと

いうことでなかなか学校の通学もままならない

というようなことで支障が来ていると。そうい

うようなことを考えていけば、さっき言ったよ

うにお客さんが減少しているのか、運転手が減

少しているのか、そのことによってどういう弊

害が出ているかというようなことを、例えば長

崎バス辺りとも長崎県においては意見の交換を

しながら、確かに西肥バス等もあるし、みんなと

話をして、バスの運営が県民の皆様方の足とい

う立場に立って、どれほど重要なものかと考え

ていけば、日本人の要件が足りないとするなら

ば、やっぱりこれは国のそういう許可も下りて

いることだし、もっと真剣に検討すべきだと思

うけれども、これはこの議案とちょっと離れる

かもしれないが、局長、いかがですか、そこは。

【太田交通局長】 外国人労働者の採用について

は、先ほども申し上げましたけれど、いろいろな

課題を今整理しないといけない時期かなと思っ

ております。全国的にも、そういう制度ができま

して、日本各地で運転士が不足しております、そ

の中でもまだなかなか進んでいない現状もござ

いますので、そういう状況も踏まえて検討して

いく必要があるかと思っております。

先ほど小林委員からもご指摘がありました県

内の同業のバス事業者との連携についても、い

ろいろな形で協議もしていきたいと思っており

ます。

【小林委員】それでは本来の議案ですが、今回、

貸切バスの運賃値上げをやると。9月に次いで貸

切りバスでもかというようなことになろうかと

思うのですね。こういう国の今回の運賃値上げ

の理由というのが、大体、今までは今話題になっ

ている運転手の確保とか、あるいは全体的な処

遇改善とか、そういうようなことが値上げの理

由ということが一般的に言われてきたわけだ。

今回の貸切バスの値上げの理由は何ですかと堀

江委員がお尋ねになって、やっぱり今回の値上

げの理由の中に適切な安全の確保、この安全の

コストに力点を置いているところがこれまでの

値上げの理由と少し毛色が違うというか、非常

に大事な問題だと思うんだ。何と言っても安全

のコスト、これはやっぱり我々にとっても重大

な関心を持っているし、また当然、県営バスとし
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ても避けて通ってはいけないことだよ。だから

今回の値上げの理由はいろいろあるけれども、

安全コストをしっかり確保するというようなと

ころについて、じゃあどういうようなことをこ

れから県営バスがやるのかと。この安全コスト

について、今どういう取組をやろうとしている

か、あるいはまた今やっていること、この辺につ

いてはいかがですか。

【江頭貸切事業部長】 貸切バスの運賃につきま

しては、今ご指摘がありましたとおり、もともと

過去、平成24年に関越道の高速ツアーバスの事

故とか、軽井沢でのスキーバスの事故とか、そう

いったものを踏まえて安全コストを反映させる

ということで実施がなされてきております。

県営バスにおきましても、国の、そういった制

度を変えていく中で、例えばドライブレコーダ

ーの装着であったりとか、デジタルタコメータ

ーの設置であったりとか、そういった安全強化

策というのが講じられてきましたので、そこに

対応してきたということになります。

今回の改正の中で、運転手不足の解消と、あと

は車両の安全性の向上というようになっていま

すので、ここについては車両をしっかり更新を

していきながら安全な車両を導入していきたい

と考えております。

【小林委員】 重ねてお願いをしておきますが、

やっぱり安全をキープする、これは県営バスを

運営・経営していただく上において、ただ運転手

の確保とか、処遇改善とか、こういうことを声を

大にして叫ぶことは当たり前、もう当然、同時に

そのくらいのレベルの中で安全確保ということ

は、局長、いいかな、そういうところはもうはっ

きり加えていただかなくてはいけないな、みん

な。いいですか、県営バスは、そうやって運転手

確保とか、処遇の改善とか、そのための運賃値上

げとプラスして、安全確保についてはこれだけ

の力を入れていますよということを県営バスの

特徴として声を大にして叫んでいただきたいと

思っていますから、その辺のところも具体的に

県民のお客様に対して、皆さんに対して、はっき

り述べることができるような具体的な内容を。

しかもコストはどのぐらいかけているというよ

うなことを含めて、きちんと訴えることができ

るように一つ取り組んでいただきたいことを要

望として、お願いをしておきます。

それからちょっとよく分からないことは、公

示運賃という言葉が使われる。国の公示運賃は

どういうような算定をされているのかと、これ

が率直に言って私はよく分かりません。公示運

賃とはどういうことを言うのか、私が分かりや

すいようにご説明をいただければありがたい。

【江頭貸切事業部長】 公示運賃・料金といった

ものは、国が全国の貸切りバス事業者の中から

標準的な事業者の原価などの状況を調査しまし

て定めたもの。

【小林委員】 何の原価。

【江頭貸切事業部長】 事業に係っている原価計

算の内容を国に報告しまして、それを国が査定

をするという形になっております。

示された公示額というのは、そこの査定の結

果として示される安全を確保するために必要な

原価のラインというようなことで、この原価ラ

インを基準額、いわゆる下限額というようにし

て示したものが公示運賃といったものになって

おります。

【小林委員】 いま一つ、ちょっと理解ができな

いんです。公示と言えば選挙の公示はよく分か

るけれども。この国が示している公示運賃が全

国の原価ラインの下限額とか言っているとかい

うけれど、そこのところがいま一つ、またいろい
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ろご指導いただいて勉強しないといけないと思

うのだけれども。こういうところが我々もこの

公示額とか、公示運賃とか、いろいろ言っている

けれど、実際どこまで内容が分かっているかと

いうことについては、正直言ってなかなか難し

いわけです。全国のそういうバスを運行するに

当たってどのぐらいの原価がかかっているかと

いうようなことを算定しながらというようなこ

とで、この辺については、またできましたら公示

運賃とはこういうことだというようなことを1

回、ペーパーで委員の皆様方に配っていただけ

れば大変ありがたいということでございますか

ら、いま一つ、選挙の公示とどう違うかというこ

とは書かなくていいです、これは分かっている

から。そういうことでお願いをしたいと思いま

す。

そして先ほども堀江委員の質問の中において、

今回の値上げについては8％というようなこと

が明らかにされておりますが、答弁の中では今

年は5％ぐらいになるのではないかと。8％が5％

ということは、途中からの値上げだから8％から

5％になるのかというようなことだけれども、い

ずれ令和8年度になって、それがやがて令和9年

とかになってくると8％が確保できるかもしれ

ない。それが今は5％ということで推移していく

ということになれば、8％で年収の値上げ効果が

どのくらい増収効果としてあるのか、また、5％

になったらどれくらいのものかということを金

額でお示しください。

【江頭貸切事業部長】 国が8％と示しているの

は下限額の値上げ率ということになるのですが、

現状、実際の営業活動におきましては全てを下

限額で受けているというものではございません

ので、実質的な効果としては5％ぐらいになるの

かなというように想定しておりまして、1年間、

全部の団体に適用されるようになれば、大体

4,000万円ぐらいの収入増につながるかなとい

うように考えております。

ただ、運賃改定は実施から後に発生した団体

に対して適用するということになりますので、

令和8年度というのは、もうある程度、半分近い

団体が既にもう受注済みでございますので、今

後発生するものに適用していくとなると、令和8

年度は2,400万円ぐらいの効果で、令和9年度に

全体の効果として4,000万円の増収というもの

が表われるかなと、そのように考えております。

【小林委員】 9月の改定は、大体、年間4億円と

いうようなことを声高に叫んでおった。そうす

ると貸切りバスの今回の値上げが8％になった

ら大体4,000万円ぐらいと。しかし5％ぐらいに

なったら、これは2,400万円ぐらいだということ

が数字的には明らかになったんです。いずれに

しましても、それだけの増収があるわけだから、

これをどうこれから本当に活かすかと、活かし

方は、さっきから何度も言っている安全確保を

見えるような形でやっていただきたいと。

それから運転手の確保についても、やっぱり

相当突っ込んで考えないといけないというよう

なことで、もうその状況が出てきているわけだ

から運転手の確保についてはこれだけの前進が

あったと、これだけの処遇改善をしましたよと

いうようなことをこの委員会でまた県民の皆様

方に向けて大きく訴えてもらいたいと思ってい

るし、そういうようなことで今回の値上げの

4,000万円とか2,400万円であるけれども、やっ

ぱりそれを効果的に、運営効果として、経営効果

として活用していただきたいと、このことをし

っかりやっていただくことをよしとして、こう

いう運賃改定についても我々は了とするという

ことにしたいと思いますので、どうぞよろしく
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お願いしたいと思います。

【坂口委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに質疑はないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】第115号議案「長崎県営バス運賃等

条例の一部を改正する条例」について。

交代運転者配置料金を引き上げることは処遇

改善であり、当然のことと理解します。しかし一

方で、運賃引上げは結果として県民に負担を押

しつけることになります。

今後、4,000万円の増収見込みとの答弁もあり

ました。国の定める運賃・料金に合わせるとのこ

とですが、国は地域公共交通の維持・確保、さら

に安全コストの確保のために、地方に対し、必要

かつ十分な支援を行うことが求められています。

国民に負担を求める国の対応は賛同できません。

以上、反対の討論といたします。

【坂口委員長】 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

まず、第115号議案について、採決を行います。

第115号議案は、原案のとおり可決することに

賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【坂口委員長】 起立多数。

よって、第115号議案は、原案のとおり可決す

べきものと決定されました。

次に、その他の議案について採決いたします。

第109号議案のうち関係部分は、原案のとおり

可決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第109号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定されました。

次に、提出がありました政策等決定過程の透

明性等の確保などに関する資料について、説明

を求めます。

【岩﨑管理部長】 政策等決定過程の透明性等の

確保及び県議会議員との協議等の拡充に関する

決議に基づき、本委員会に提出いたしました交

通局関係の資料についてご説明いたします。

1,000万円以上の契約案件については、資料の

2ページ目から記載してございますとおり、本年

9月から10月までの実績は計3件となってござい

ます。

以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。よろしくご審議賜りますようお願

いいたします。

【坂口委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

【冨岡委員】 そちらの資料の1,000万円以上の

契約状況が3件だったので、できればお伺いさせ

ていただければありがたくあったのですけれど

も、このうち2番と3番が随意契約となっており

ます。ドライブレコーダー機能付デジタルタコ

グラフＤＴＧ7（83式）と車両クレジットタッチ

決済導入業務委託、こちら2件は随意契約となっ

ておりますけれども、3番の車両クレジットタッ

チ決済導入業務委託については株式会社ニモカ

ということで随意契約になるのかなということ

は分かるのですけれども、その3番と、あとは特



令和７年１１月定例会観光生活建設委員会（１２月１２日）

- 145 -

に2番、ドライブレコーダー機能付デジタルタコ

グラフについては、私の素人感覚ではほかの会

社なんかでも取り扱っているところはあるのか

なと思うのですけれども、随意契約になる理由

について教えていただければと思います。

【柿原乗合事業部長】 ドライブレコーダー機能

付のデジタルタコグラフということで、こちら

本体はデジタルタコグラフでございます。デジ

タルタコグラフと申すものは、こちらは運行記

録計といいまして、営業運転するバスにつきま

しては法令等によって車速であったりとか、エ

ンジン回転数であったり、距離、そういったもの

を記録して保存する義務というものがございま

す。そうしたものをするための計器がタコグラ

フというようになってございます。

以前はチャート式ということでアナログだっ

たのですが、デジタルタコグラフが出てまいり

まして、おっしゃるとおりデジタルタコグラフ

はいろいろな機材がございますけれども、デジ

タルタコグラフは車速等を記録するのみならず、

現在、電子媒体で記録した情報を用いて運転日

報、運転士が１日運行したときの運転日報とい

うのを表示できるというか、掲出できるような

機能がついてございます。これは車速等を用い

て、スピード違反ということはないですけど、ス

ピードを少し出し過ぎですよとか、急減速とか

急加速が多いので注意してくださいねというこ

とを運行が終わったその日に各営業所で指導・

教育を行っているというもので使っているとこ

ろがございます。こうした機能と申しますのが、

基本的にはやっぱり同じ機能を持った同じ機種

でないと統一した指導・教育というのがままな

らないというところがありまして、随意契約と

いう形をさせていただいております。

ちなみに随意契約とさせていただいているこ

ちらの機材でございますけれども、これは令和3

年度に最初に一般競争入札を実施いたしまして、

決定した機器というものを年度更新で営業所ご

とに順次計画配備しているといったものでござ

います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに質疑がないようですので、

次に議案外所管事務一般について、ご質問はあ

りませんか。

【まきやま委員】 おはようございます。

昨年度の燃料の使用量とコスト、それを教え

てください

【岩﨑管理部長】 まず軽油の使用量でございま

すけれども、令和6年度1年間で購入数量が4,764

キロリットルとなってございます。

費用につきましては、約6億2,200万円でござ

います。

【まきやま委員】 ようやく国の方が動きをしま

して、燃料が安くなるということになりますの

で、令和6年度と同じ使用量とした場合にどれぐ

らい真水のお金が浮くのか教えてください。

【岩﨑管理部長】 暫定税率の廃止の影響でござ

います。

軽油におきましては、軽油引取税ということ

で、そのうち17.1円が暫定税率という形でなっ

てございます。11月27日に暫定税率分の軽油に

おきましては17.1円、フルに補助金が入るとい

う状況でございます。当然なのですけれども、補

助金増額前の在庫でありますとか、そういった

影響がございますので、あとはもうそのものの

原油価格でありますとか、為替の問題、様々な問

題で軽油の価格というのは決まるのですけれど

も、当面の動きとしましては、直近のこの12月か

ら来年の2月までの軽油単価が、これは消費税抜
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きなのですけれども、長崎地区で106.8円という

ようになってございまして、11月が114.9円でし

たので8.1円ほど減少しているという形になっ

てございます。

本年4月が130.1円でしたので、それに比べま

すと約23.3円の減となってございますので、影

響額なのですけれども、県営バス、長崎県交通局

の使用料でいきますと、大体1年間に550万円程

度、1円で影響があるという状況でございますの

で、理論どおり17.1円、これも元々下がっていた

部分もございますので、直ちにこれから改善す

る額ということではございませんけれども、単

純に550万円に17.1円を掛けますと約9,400万円

余りの影響があるというように認識してござい

ます。

【まきやま委員】 9,400万円程度ということで

結構大きな額が浮いてくるということで、さら

に交通関係の組合が行っています軽油の購買を

することによって全国平均からさらに幾らか安

くなるということがありますので、ぜひシミュ

レーション等、検討をしていただければ、これに

さらに燃料費が浮いていきますということで、

ぜひ検討をお願いいたします。

それから前回、バスを廃車するときのオーク

ション等の取組については、検討はされていま

すでしょうか。

【岩﨑管理部長】 さきの9月議会におきまして

田川委員の方からご提案をいただいた案件でご

ざいまして、西海市におきましても実績がある

ということで、委員会終了後、直ちに西海市の状

況であるとか、そういったものを確認しまして、

消防車の売却等の実績を確認しているところで

ございます。

交通局におきましても、長崎県庁一般会計の

分におきましては管財課の方で取り組まれてい

る事例があるということもございまして、そち

らとも情報交換をしているということと、あと

は契約の規程がインターネットオークションを

想定していない規程の形になってございますの

で、現在、その契約規程の変更手続に取り組んで

いるところでございます。

スケジュールとしましては、来年の2月ぐらい

に申込みの締切りがあるオークションがござい

ますので、各規程の整理でありますとか、他団体

の取扱いの状況、その辺りを整理した上で、そち

らの方に廃車バスの分で取組を進めてみようと

いうように今検討してございます。

【まきやま委員】 2月締切りのオークションと

いうか、売却に向けて動いていただいていると

いうことでありがとうございました。

ほかにも、あとタイヤの選定ですとか、いろい

ろなことでコストを下げることはできると思い

ますので、しっかりされているとは思うのです

けれども、またもう一度、見直していただいて、

健全な経営に向けて運営していただければと思

います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田川委員】 先ほどの議案にも関係してくるの

ですけれども、運転手不足ということで、今、盛

んに自動運転ということで取組がなされていま

すけれども、自動運転の可能性について、路線と

か地域指定とかがあると思うのですけれど、そ

ういう検証はされているのかどうか。それにつ

いての思いを教えていただければと思います。

よろしくお願いします。

【柿原乗合事業部長】 自動運転に関しましては、

今日、新聞でも出ておりましたけれども、県の方

が実証事業をするということで、昨年来、準備を

してきたところではございましたけれども、残

念ながら補助の採択が行われなかったというと
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ころだったようでございます。

その準備をするに当たりまして、私どもは運

行主体という位置づけで検討委員会の中に参画

させていただいておりまして、取組初年度とし

ましては、私どもは運行のノウハウを持つ事業

者ではございますけれども、どちらかというと

ノウハウというよりはルーティングをどうする

とか、ルート上に何か危険障害とかがあるよう

なものというのをオミットしていったりとかと

いう、とかくデジタル色の強い、我々の持ってい

るノウハウとはまたちょっと違うノウハウを必

要とするんだなというのを非常に実感したとこ

ろでございます。

私どももまだ自動運転について語れるほどの

知見というものはあまりないのですが、昨年、北

九州で先行して行われておりました自動運転の

実証実験なんかにも乗りに行ったりとかしなが

ら見ておりますと、状況的にはなかなかまだ課

題は多いなという感じはいたしました。いたし

ましたが、こういうことを重ねて取り組んでい

って、いろいろな課題を潰していく中で、多分、

実現に向けて一歩一歩進んでいくんだなという

のは感じておりますので、今、委員ご指摘のよう

に今後やはり乗務員不足というのが顕在化して

いく中では、一つ大きな可能性として考えられ

ることかなと思いますので、まだまだ私どもも

勉強中ではございますけれども、実際そういっ

たものについては、今後もアンテナを高くして

情報等を取るようにしていきたいと考えており

ます。

【田川委員】 今から勉強中ということですけれ

ど、これからはやはり各自治体間の競争だと思

っています、バス運営だけじゃなくて全てにお

いて。

先進地事例を探すのも結構なのですけれども、

先進地事例を上回る、この前も話したのですけ

れど、長崎県で本当に人口減少が極端に進んで

いく、運転手もだんだん減っていく、例えば2025、

2065、私のところですけれどね、ほかの場所でも

一応設定してみて、この区間でした場合はどう

なるのかなと具体事例を念頭に置いて取り組ん

でいかないと、ただ勉強だけじゃなくて、それも

必要だと思います、実証実験の試乗会に行って

みたり。それはそれぞれ地域間で違いますので、

道路事情が、長崎県に合ったやり方が当然ある

と思いますので、それは自分たちで勉強して構

築していかないと先に進まないと思いますので、

長崎県の場合はもしやるとしたらこういうルー

トでやってみましょう、これを設定しないと具

体的に進まない。その点についての基本的な考

えをお伺いしたい。それがないと、ただ勉強で終

わってしまうと思いますので。いかがでしょう

か、ルート設定からやってみようという、管理部

長が何かありそうですので、よろしくお願いし

ます。

【柿原乗合事業部長】 おっしゃるとおり、自動

運転といっても多分いろいろなところ、どうい

った路線でも合うのかと言われると、いろいろ

な交通諸条件がございますので、適していると

ころ、適していないところというのはあろうか

と思います。ご指摘も踏まえまして、やっぱりし

っかり勉強してまいりたいと思いますし、今後

も具体的にどういうところが適しているのかと

いう視点は忘れずに勉強して続けてまいりたい

と思っております。

【田川委員】 ぜひお願いしたいと思います。

もう一点、先ほどまきやま委員からもござい

ましたけれども、廃バスの利活用ということで

オークションにかける、これは一つ、先に進んだ

のではないかなと。資金をそういった形で得る、
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ただそれだけじゃなくて、実はそのことによっ

て長崎県の取組とかが全国的に注目を浴びるこ

とになりますので。

そこで、もう一つの提案ですけれども、先ほど

来、一般質問等でも原子力発電の事故に際して

避難訓練とか、居住区をどうするのか、またこれ

らの大災害のときの避難所、そういうことでこ

の廃バスが利用できないのか、これはこちらだ

けの話じゃなくて、県の方針につながってくる

と思うのですけれども、そういう災害時の避難

所として、あるいはまたそれぞれの地域の人た

ちが、あるいは他県の人たちも含めて、長崎県の

それぞれの田舎ですけれども、本当に自然が豊

かですから、そういうところで余暇を楽しんで

いただく、自然を満喫していただく、このことに

よって交流人口、あるいは定住人口も増えてい

くと思いますけれども、そういう提案をなされ

る思いはないでしょうか、お願いします。

【岩﨑管理部長】 災害時の廃止したバスの活用

ということだと思います。

交通局におきましては、県の防災計画に基づ

きまして、災害時の県営バスを使った輸送など

といった役割を持っているところでございます。

避難所につきましては現状の計画におきまして

は廃止したバスを使ってという計画はございま

せんので、ただ、やはり避難されている方の安全

でありますとか、快適に過ごしていただくこと

を確保していくというのは重要な視点だと思い

ますので、そういったことについては県の防災

関係の部署ともしっかり話をさせていただきた

いと思いますが、やはりバスの管理という、日々

のそういったものもあろうかと思います。廃車

バスを置いている中で何か起こったときにどう

するかとか、そういったところにも配慮する必

要がございますので、そういった視点を持ちな

がら検討を進めていきたいというように考えて

ございます。

【田川委員】 これは交通局だけの話ではござい

ませんので、ほかの部署といろいろな機会を通

じて提案したいと思うのですけれど。それぞれ

の部署でそういう認識を持っていただきたいと

いうことで今お話しさせていただきましたので、

今後ともぜひそういう発想の基に、何か使えな

いかという発想をぜひ持っていただきたいと思

いますので、これは要望で終わっておきます。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】 議案外でお尋ねしますけれど、先

ほどからもお話をしていましたが、9月にこの運

賃値上げをやったと。そのときに大体年間4億円

ぐらいの増収を見込むというようなことをおっ

しゃっておりまして、あれから3か月が経過をし

ているけれども、大体見込みどおりの売上増収

の推移となっているかどうか、まずこの辺はど

うなっていますか、お尋ねします。

【柿原乗合事業部長】 乗合バスの運賃改定を実

施いたしまして、3か月が経過したところでござ

います。約27年ぶりという、もう久方ぶりの運賃

改定ということもございまして、定期券の駆け

込み購入などもやっぱりたくさんございました

ので、特に通勤定期の利用者が増えているなど、

利用動向の変化も見られるところでございます。

そういう状況もございますので、改定後の利用

状況というのはまだ過渡期にあると認識してい

るところでございます。

効果の方でございますが、通年で4億円という

ことでお答えさせていただいておりましたけれ

ども、4億円を12月で割りますと、単純平均いた

しますと一月当たり3,300万円の効果見込額と

いうことに対しましてお答えさせていただきま

すと、先ほど申し上げた定期券の駆け込み購入
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等の影響などを除いて算定いたしましたならば、

9月以降、約3,300万円から約4,000万円ほどの増

で今のところ推移をしているというような状況

でございますので、現時点ではおおむね見込み

どおりの効果は生じているというように認識を

しております。

ただ、先ほど申し上げましたとおり利用動向

というのは今後もやっぱり変化する可能性はあ

ると考えておりますので、今後も値上げによる

利用動向の変化等については注視をしながら見

込んだ改定効果が生じるかどうかについて引き

続き検証してまいりたいと考えております。

【小林委員】今の部長の答弁では、大体3か月が

経過して現時点で見込みどおり進捗していると

いうお話でございます。これからは、皆さん方の

県営バスの運営、経営をどういうようにやるか

ということは皆さん方の腕次第ということで期

待をしておきたいと思いますが。

一番に、まず運賃も引き上げて、まずお客様の

数は全体的に増えているか減っているかという

なことを考えてみたときに、要するに運賃を引

き上げると、お客さんが半減するんじゃないか

とか、減少していくんじゃないかと一般的にそ

う考えるわけですが、27年ぶりの改定でかなり

の話題を集めましたが、率直に言って私は県営

バスの局長以下の方々が、ある意味では大変な

ものだなと思っていることは、大体、県営バスの

経営状況は率直に言って、そんなに評価できる

ほどすばらしいものではなかったと。しかしな

がら今言うように27年間も運賃を上げなかった

んだ。普通は一般的な会社だったら当然、時代の

流れとともにそれなりに主要な経費を上げてい

くわけだよ。そういうことで27年間も上げなか

ったということの中で、やっぱり辛抱しながら、

しっかり皆さん方がやっていただいたというこ

とで、恐らく局長がずっとそこに残っていると。

あまり経営感覚があるように一見見えないけれ

ども、経営感覚があるんだろうな、ずっと座って

いるもんな。やっぱり経営がさすがというか、い

ろいろやりくりをしながら、前からも言ってい

るように、仇みたいな長崎バスと、あるときぱっ

と手を握ったり、なかなかやっているなという

感じがするんだよ。

そういう状況の中で、今、3か月経過の中で大

体予定どおりに見込まれるということで、こう

いう話を聞くと大変うれしくなりますね、大変

ありがたいと。もちろん4億円だけがすばらしい

ということではなくして、もっともっといろい

ろな工夫をしながら増収を考えていかなくては

いけないと。そのためにはお客様が離れないこ

と、一つはお客様の推移はどうなっているかと

いうこと。

それから2番目に、経営が安定してこそ初めて

県民の皆様方に対してのサービスが十分確保さ

れると。では、この4億円を見込んだ状況の中で、

どんなサービスが考えられているのか。お客様

である県民、市民の皆様方から最近の県営バス

はよくなったと、サービスが非常に行き届いて

いるというような話に持っていってもらいたい

と思うけれども、まずお客様の状況と、それから

サービスの状況、これをどう考えているか、お尋

ねしたいと思います。

【柿原乗合事業部長】 運賃改定後の利用動向と

いうことでございまして、先ほど少し申し上げ

ましたが、今、過渡期ということではありますけ

れども、やはり改定日前後で運賃額が変化いた

しましたので、利用者の利用動向にも通常では

あまり見られないような変化が出ているなとい

うように感じているところでございます。

やはり改定前の8月に定期券の駆け込み購入
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というのが行われましたので、その際に特に通

用期間の長い、通勤であれば6か月、通学であれ

ば3か月という定期券が多く購入されたことも

ございまして、9月以降、利用者というのは定期

券の比率が上がったかなというように感じてお

ります。

利用動向としてはやっぱり路線によって異な

りますので、一概には申し上げられませんけれ

ども、現時点で対前年と比べたときには、さほど

大きな変化はないというような状況、今のとこ

ろはないというような状況でございます。

ただ、駆け込み購入の影響が終わった後、その

まま定期券を継続購入していただけるのか、そ

れとも別の手段に移るのかといったところでま

た今後変わってこようかと思いますので、その

辺りは注視してまいりたいと考えております。

それから利用者の利便向上に係る取組でござ

いまして、もうご指摘のとおり、こうした利用し

やすくなるような環境の整備というのはもう非

常に重要であると考えております。

現在取り組んでおります内容についてお話を

させていただきたいと思いますが、現在、大村タ

ーミナルと東長崎営業所に待合所がございます。

こちらにバスの接近情報等をお知らせするよう

なデジタルサイネージ、デジタルの案内板みた

いなものだと思っていただければ結構かと思い

ます。そうしたものを設置するために準備を今、

取り進めております。それを行いますと、乗換え

利用の際にバスを待っているときに、あとどれ

ぐらいで来るんだろうといったような不安解消

であるとか、今後、積雪等が心配されるような季

節になってまいりましたけれども、異常気象時

などに、こういうシーンでは情報を必要とする

ような場面になってございます。こうしたとき

により多くのお客様に運行情報の提供といった

ものに寄与できるものということで準備を進め

てまいっております。

それから定期券購入窓口等で現在は現金しか

使えないというような状況がございますけれど

も、昨今やはりクレジットカード等キャッシュ

レスが非常に普及しておりますので、ご要望が

多いところでございます。そこで、定期券の窓口

等でクレジットカード決済が可能になるように、

現在、こちら準備を進めているところでござい

ます。

また、空港リムジンバスにおいて、現在は現金

とＩＣカードをご利用できるのですが、それに

加えて、最近インバウンドなんかも多くなって

きているということもありまして、クレジット

カードのタッチ決済の導入に向けても現在取り

組んでいるところでございます。

このように決済手段についても多様化いたし

まして、キャッシュレス化を図ることで、より便

利に利用しやすい環境というものを整備してま

いりたいと考えております。

【小林委員】 ありがとうございます。大体そう

いうことで取り組んでいただいているというこ

とはよく分かった。

それで、いろいろデジタル化の案内板とか、そ

ういうようなこともよく分かるし、お客様も今

の時点ではあまり減っていないというようなこ

との答えもあって、これも安心しました。

それで、もう一つ、サービス面で敢えてお願い

したいことは、ちょっと私はバスに乗らんから

分からないけれども、運転手の方もサービス提

供というか、お客様に対するサービスの在り方

ということも、今が悪いとかはあまり聞いたこ

とはないのだけれども、親切、丁寧、爽やか、そ

ういうようなことがある意味で要求されるかも

しれない。だからそういうことで、お客様が運転
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手の方が非常に爽やかで親切、丁寧、こういうこ

ともサービスの大事な部分というように考えま

すから経営感覚をしっかり持っていただいて、

やっぱりお客様ファーストということでやって

もらうことをお願いしたいと思います。

それから、今経営の在り方の中で、例えば長崎

のバスターミナル、駅前の、あるいは大村市の中

心部のバスターミナルが老朽化していると。こ

ういうことで高層ビルにして、そこに商店とか、

あるいはそうやってマンションとか、あるいは

ホテルとか、そういうような大きなプロジェク

トができて、まちづくりに大きな貢献、話題とな

っているけれども、そういう考え方、発想という

のはあなた方で考えているのか、誰かアドバイ

スをするコンサルがいるのか、この辺はどうい

うようにこちらは受け止めればいいのですか。

【岩﨑管理部長】 長崎と大村のターミナルにつ

きましては、委員ご指摘のとおり、現在、再開発

事業を通しました建て替えといいますか、新し

い事業に取り組んでいるところでございます。

元々今の長崎ターミナルにつきましては60年を

経過していて、大村バスターミナルについても

50年を経過しているということで、やはり建物

の老朽化という大きな課題がある中で、各権利

者がこの建物をどうしていくかというのを考え

ていく中で、それぞれ解体とか、そういった様々

なコストなども勘案しました上で、再開発事業

を通じて、先ほど委員ご指摘がありましたまち

づくりへの貢献という形で進めていくのが適当

だということで意見をまとめまして、それぞれ

準備組合という形で、今、検討を進めさせていた

だいているところでございます。

【小林委員】 これはどっちみち60年たった、50

年たったということで老朽化して、いずれ改築

とか何かを考えなくてはいけない時期があるわ

けだね。県営バスが所有するそういう建物を地

域の中に溶け込ませるということで、マンショ

ンとか、あるいはホテルとか、その地域、地域で

要望しているもの、そういうことで応えてやっ

ていただいていると、そういうことで大変な期

待がやっぱりあるわけだよ。

それと同時に、そうすることによって大体ど

こでもそうだけれども、一等地だよね、当然。バ

スターミナルというのは一等地だよ。それで地

域に及ぼす影響が非常に計り知れないわけだよ。

そういう視点から見てみると、やっぱり地域が

要望してやまないこと、そういうことに応えて、

そういう方針でやっていこうということで都市

計画の決定を見て、いよいよ進んでいこうとし

ているわけだよ。

それで、どんどん商店街辺りがシャッター通

りになったり、大分古びてきていると。後継者が

いないとか、いろいろなことが言われているけ

れども、そういう商店街に大きなプラスになっ

ていくような、そういう商店街がこれから盛り

上がっていくような形でそういうところを考え

ていただいているということに私は非常にあり

がたいと思っているし、期待をしたいと思って

いるわけだよね。そういうところのビジネスチ

ャンスということをいろいろ考えていただいて、

一等地の場所にある、地域は何を求めているか

と、そういうものを組み込んで、例えば私はまき

やま委員もいるけれども大村市だから、大村の

駅前にホテルがないわけだよ。そういうところ

で、今回、大村市のバスターミナルの上にこうや

ってホテルを造ってもらうということは、やっ

ぱりお客様がいやが上でも喜ぶし、増えてくる

と。そういうような形では、大村は開業する場所

であって非常に利便性が高いけれども、懇親会

をやったり、夜の方が楽しみが少ないというこ
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とで素通りになっていくと。こういうところに

対してもマンションを造ってもらったり、ある

いはホテルを造ってもらったり、あるいは集合

の商店街を造ってもらったり、そういうことで

まちの活性化に貢献できているということでご

ざいますから、この辺のところは本当によく地

域を生かしながら、やっぱりどんどん進めても

らいたいと、これは要望したいと思います。今後

とも継続して、よろしくお願いをしたいと思い

ます。

そこで、やっぱり我々の関心事の運転手の確

保と、これについては、今、処遇改善をいろいろ

行っていただいて、具体的にどういうような変

化があっているかと。やっぱりなんだかんだ言

っても経営は経営体が安定しないことには処遇

改善ということにならないわけだよ。具体的に

どれくらいの処遇の改善をあなた方がやってい

ただいているのかと、そういう数字的なものが

もしあれば一つ、ここで明らかにしてもらいた

いと思いますが、いかがですか。

【岩﨑管理部長】 交通局におきましては本年10

月から職員の給与水準の見直しなどを実施させ

ていただいているところでございます。

その主な内容でございますけれども、やはり

新しい職員の採用、それから現在勤務している

職員が長く安心して働いていただける環境とい

うのを整備していくということで、今回の初任

給の水準を従前よりも2万4,500円引上げをして

ございます。加えて、現在在職している職員につ

きましても数千円から数万円のベースアップを

行わせていただいているところでございます。

あわせて、運転手業界、いわゆるトラック、タ

クシー、バスと様々ございますけれども、他の業

界に比べますと人材の流動性が高い傾向にござ

いますけれども、他の業種からバスの運転士に

なろうとした場合に、やはりバスの運転の経験

がない方につきましては初任給の水準がどうし

ても低くなる傾向にございました。そのことが

ネックとなって、例えば退職でありますとか、そ

ういった事例もございましたので、今回、ある程

度、年齢を重ねた方にもバス運転士にチャレン

ジをしていただこうということで、他都市の事

例も参考にしながら年齢に応じた保障給制度と

いうのを設けたところでございます。今回の見

直しを契機としまして、やはり路線をしっかり

と守っていくというのが重要だと考えておりま

すので、職員の確保に全力を尽くしたいと考え

ているところでございます。

【小林委員】 非常にはっきり申し上げていただ

いてありがたいと思いますが、初任給2万4,500

円、これは結構高いものだと思いますよ。よくぞ

思い切って上げていただいたと、処遇改善を行

っていただいた。

これは年収にしてみたときに運転手の方で大

体年収幾らぐらいかと、これが業界では例えば

長崎バス辺りと比べたときにどうなのか、言え

るか言えないかは分からないけれども、ちょっ

と質問いたします。

【岩﨑管理部長】 粗い試算でございますけれど

も、交通局の正規職員の運転手の年収が平均し

ますと大体460万円程度という状況でございま

した。今回、見直しによりまして、試算ですが500

万円程度に増額されるのではないかというよう

に考えてございます。

他のバス会社の給与の水準というのは詳細を

持ち合わせておりませんけれども、全産業の平

均、これは令和6年ですけれども、バスも含めた

全産業の平均が527万円ということで昨年度な

っておりますので、そちらには至らない状況で

ありますが、今回、見直しをさせていただいてお
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りますので、こちらで運転手確保に努めたいと

いうように考えてございます。

【小林委員】 年間の総収入500万円というとこ

ろになるのではないかと、それで全産業の平均

が約530万円、そこから見ても遜色がないという

ような形で局長が考えていただいて、ありがた

いことです。さすがです。

そういう点から考えてみても、やっぱり処遇

改善が人を確保するというようなことになるの

ではないかというように考えますが、では具体

的に、ちょっとさっき触れたけれども、月に何人

ぐらい面接に来ていたけれども、こう変わった

とか、私はビジネスをやっているからよく分か

るのだけれども、そういう処遇改善とかをする

と、それが効果として面接に来るとか、そういう

ような形で今までよりはプラスして人が集まっ

て来ていただくとか、こういう非常にありがた

い流れができていきそうな感じがするけれども、

その辺の運転手確保のために処遇改善をしまし

た、そういうことの中でどういう変化ができて

いますか。

【岩﨑管理部長】 10月の給与の処遇改善以降、

やはり知っていただく必要があるということで、

民間求人サイトでありますとか、ＳＮＳであり

ますとか、そういったところで周知の取組をさ

せていただいたところでございます。

そうした中、運転士の採用試験につきまして

はこれまで毎月実施してございますが、毎月の

応募の平均が大体2、3名程度という形だったの

ですけれども、今月14日、今度の日曜日に予定し

ております試験におきましては10名を超える応

募につながっておりまして、少しずつでありま

すけれども処遇改善の効果が生じてきているの

ではないかなと考えてございます。

【小林委員】 いや、ありがたいですね。具体的

に今までは2、3名ぐらいだったと。14日は、この

日だけでは困るけれども10名ぐらいになったと、

こういう成果が出ているわけだよ。そういうこ

とですから、大変、処遇改善の効果がこういう形

で出ているというようなことで安心しますね。

だから全体的に500万円ぐらいの年収に応え

て、一般の方々が面接に来ていただいて、来年の

この委員会をやるときには、もうこれだけの、22

名ぐらい不足していたけれども、今はこう改善

したよと、田川委員がこれは必ず聞くから、もう

先回って言っておくよ。どうなったかというよ

うなことになると思いますから、ぜひ今のよう

な気持ちを持って、ぜひとも運転手確保、処遇改

善、そして経営全体が一定の利益を上げて、経営

体をしっかりして、サービスの提供、安全運転、

こういうことをやっていただくことをお願いし

て終わりたいと思います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田川委員】 今までの質疑応答というのは足り

ない分をどうするのか、処遇改善も含めて何と

か確保しようというお話だったと思うのですけ

れど。そこで一つ、小林委員からもありましたけ

れども、お客さんが離れないサービスをしたい

というお話でしたけれども、そこで乗りたくな

るバスという発想で、長崎県に行って、そういう

バスに乗ってみたい、そういう前向きに県外か

らも乗合バスでさえ行ってみたいということに

着眼して施策等を組んでいただきたいと。

実は一例ですけれども、先ほどサービスとい

う点でホテルの話もございましたけれども、徳

島県の上勝町、そこでは葉っぱのまちづくりと

いうことで有名になったのですけれど、そこは、

おじいちゃん、おばあちゃんがやったことで、そ

この息子さんたちが製材所を経営していた。し

かしなかなか経営がうまくいかなくて何をした
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かというと、バス停を木材に変えていったんで

すよ、木製に。それで触れ合いがある、ぬくもり

のあるバス停、徳島県全域にそれをやりました。

それとガードレールもやりましたけれどね、木

製で。そういう発想で、バス停も含めて、ぬくも

りのあるバス停、あるいはサービスについても

音楽を鳴らすとか、入場の札も木製にする、これ

は何かというと、長崎県も針葉樹の植樹が進ん

で、長崎県の場合、ヒノキの生産率が高いんです

よね。例えば60年、70年が来て、もう伐採の時期

が来ていますので、これは森林林業の分野で私

は話をしたいのですけれども、連携して、そうい

う材木はこの交通局でも取り組んでいきましょ

う、木のぬくもりのあるバス停、あるいはターミ

ナルは長崎県産材、長崎の木を使おうと県の方

も言っていますので、そこで連携して、長崎県の

バス停はヒノキの香りがする、バスもそうです

し、バス停、そしてターミナル、それを合わせた

取組を提案したいと思うのですけれど。

ほかに私が考えても大したことはないんです

けれど、これだけ優秀な皆さんがいればもっと

面白いアイデアがあるんじゃないかなと。よそ

からわざわざ来て乗合バスの旅に出てみようか、

各バス停にそういう木札があって、木製の、それ

を集めたらこういう特典がありますよとか、い

ろいろなアイデアが出てくると思いますので、

そういうアイデア募集を含めて、局長は本当に

アイデアマンで、西海市出身だけあってできる

と思いますので、そういう乗りたくなるバスと

いうことについて、お考えをお聞かせください。

【太田交通局長】 ありがとうございます。いろ

いろなアイデアをいただくというのは本当にこ

ちらにとっても気づかなかった点について気づ

かされるということになるかと思います。

バス事業をやりまして、その中でやはりお客

様に乗っていただくというのが一番大事なこと

でございますので、そういう視点を持って、今後

いろいろなことに取り組んでいきたいと思いま

す。

県内でいけば小長井町の方でフルーツバス停

というような町の方での取組もございますので、

バス事業者として何ができるかというのも含め

て、いろいろな形で地域との連携も含めて考え

ていきたいと思います。

【田川委員】 最後にしたいと思うのですけれど、

小長井のフルーツバス停は私も何度も見たので

すけれど、西海市の方は魚のアラカブのバス停

とかがございまして、皆さん喜ぶんですよ、アラ

カブのバス停だねと。いろいろな21市町で、そう

いうコンテストじゃないですけれど、統一して

も構いませんけれど、そういった取組を交通局

の方でも提案して、アイデア募集とかですよ。私

が特に望むのは長崎の木を推薦するのですけれ

どね。是非いろいろなアイデアを出していただ

きたいと思います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】 さっき質問するのを忘れていたの

だけれども、今、中国と日本の関係が非常に、こ

ういう今のような状況になっている。ましてや

長崎県と中国は特別な関係だけれども、最近の

中国側の日本への渡航自粛、こういう呼びかけ

が長崎県の観光にも、また県営バスにもどうい

う影響を与えているか、この点についてちょっ

とお尋ねをしておきたいと思います。

【江頭貸切事業部長】 11月の中旬に中国からの

訪日旅行の自粛というものが発表されて以降、

確かにクルーズ船団体の貸切バスについてのキ

ャンセルといったものが発生しております。キ

ャンセルの台数は11月末時点で53台となってお

りまして、影響額としましては500万円ぐらいの
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影響額になるかなと思っています。

ただ、県営バスにおきましては、中国からのご

利用の団体の占める割合というのはそう高くご

ざいませんので、全体の2％ぐらいとなっており

ますので、現状ではそんなに大きな影響にはな

らないかなというように考えております。

【小林委員】ありがとうございます。大体2％ぐ

らいと。

ただ、クルーズ船とか、そういうのに影響が出

てくるのではないかと推測していますけれども、

県営バスとしては今いろいろ経営改革をどんど

んやっている中において、やっぱり観光客が増

えていただき、あなたが担当する貸切バスがア

ップしていくことがとっても大事というような

ことですから、今後もそういうところの動向を

注視しながら大いに頑張っていただくようにお

願いしておきたいと思います。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

【湊委員】 私は県営バスの運転手になる際に当

たって、魅力発信事業とか、そういうものをされ

ているのかどうか、まず教えてください。

【岩﨑管理部長】 運転士の魅力発信につきまし

てですけれども、やはり若い世代の運転手をし

っかり確保していきたいということで、私ども

は各エリアの高校を回ったりでありますとか、

生徒様への仕事の説明会などもさせていただい

ているところでございます。そうした中で、今年、

現役の運転士を表紙にしたパンフレットなども

作りまして、加えて、その中で仕事の内容であり

ますとか、そういったものを整理をしたパンフ

レットを新たに作成して、各学校回りなどのと

きに利用させていただいているところでありま

す。

また、ハローワーク主催の各種企業説明会で

ありますとか、そういったものにも参加させて

いただいておりまして、その際にバス運転士の

魅力発信について説明の中で対応させていただ

いているという状況でございます。

【湊委員】 ありがとうございます。

バスの運転手というのは、個人的には子ども

の頃に大きなバスはかっこいいなと思って、バ

ス運転手になりたいという子どもも僕の同級生

にはいたんですよね。そういうところで、小さな

子どもとか、中学生とかでもいいですけれど、保

護者たちとも一緒に取り組めるイベントとかが

あれば、バスの運転手になりたいという、夢を叶

えたいという子どもも増えると思いますし、先

ほど外国人の雇用、あと自動運転、そちらの方に

も目を向けていきたいということもございまし

たけれども、やっぱり長崎で生まれた子どもた

ちが将来、長崎県営バスの運転手になることが

安全と安心につながると思いますので、そちら

の方もしっかり検討していただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

【坂口委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 ほかに質問がないようですので、

交通局関係の審査結果について整理したいと思

います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４３分 休憩 ―

― 午前１１時４３分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４４分 休憩 ―
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― 午前１１時４６分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動等について協議したいと

思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４６分 休憩 ―

― 午前１１時４６分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【坂口委員長】 それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

委員改選前の定例会における委員会は本日が

最後となりますので、閉会に当たり、理事者の出

席を求めております。

理事者入室のため、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４７分 休憩 ―

― 午前１１時４８分 再開 ―

【坂口委員長】 委員会を再開いたします。

委員改選前の定例会における委員会はこれが

最後となりますので、閉会に当たりまして、一言

ご挨拶を申し上げます。

本年2月に委員長を仰せつかりまして、今日ま

で委員会の審査及び現地調査などを実施してま

いりました。

この間、湊副委員長をはじめ、各委員の皆様に

は熱心なご議論を交わしていただきますととも

に、理事者の皆様方には誠意あるご対応をいた

だきましたことに心から感謝を申し上げます。

この委員会は、議会と行政が一緒になって、県

民のため、長崎県の発展のために共通した思い

の下で進められてきたと感じております。

皆様ご承知のとおり、本委員会では、文化、観

光やスポーツの振興、安全・安心な生活の確保、

環境の保全、社会資本の整備、公共交通の維持な

ど、県民生活に直結した取組を審査してまいり

ました。ここで交わされた様々な議論や多くの

提案が今後の長崎県の発展につながっていくよ

う、今後も微力ながら力を尽くしてまいりたい

と考えております。

最後になりますが、県政の今後ますますのご

発展並びに委員皆様及び理事者の皆様の一層の

ご健勝とご活躍をご祈念いたしまして、私のご

挨拶とさせていただきます。本当にありがとう

ございました。

次に、理事者側を代表して、伊達文化観光国際

部長からご挨拶を受けたいと存じます。

【伊達文化観光国際部長】 観光生活建設委員会

の閉会に当たりまして、理事者を代表して、一言

ご挨拶を申し上げます。

坂口委員長、そして湊副委員長、そして委員の

皆様方には、委員会におけるご審議や現地調査

など、本当に終始熱心にご議論をいただくとと

もに、様々な観点から貴重なご意見等をいただ

きましたことに改めてお礼を申し上げます。

私ども4部局は、本委員会でいただきましたご

指導、ご意見を今後の施策にしっかりと反映さ

せていくとともに、引き続き長崎県総合計画、各

部局の個別計画に基づきまして、県民の生活の

安全・安心、そして快適な暮らしの実現、地域の

特徴や資源を生かしたまちづくり等に向けてし

っかりと取組を進めてまいります。

委員の皆様におかれましては、今後とも観光・

生活・建設分野における県政の推進に対しまし

て、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお

願いを申し上げます。

最後になりますが、委員の皆様には、お体に十
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分にご留意され、益々のご活躍を祈念いたしま

して挨拶とさせていただきます。本当に1年間あ

りがとうございました。

【坂口委員長】 ありがとうございました。

以上をもちまして、観光生活建設委員会及び

予算決算委員会観光生活建設分科会を閉会いた

します。

大変お疲れさまでした。

― 午前１１時５１分 閉会 ―



第 ５ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和７年１２月１９日

自  午前１０時 ８分

至  午前１１時 ０分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

坂口 慎一 分 科 会 長

湊  亮太 副 会 長

小林 克敏 委 員

堀江ひとみ 〃

浅田ますみ 〃

山口 初實 〃

中村 一三 〃

まきやま大和 〃

冨岡 孝介 〃

畑島 晃貴 〃

田川 正毅 〃

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

伊達 良弘 文化観光国際部長

加藤 一征 文化観光国際部次長

庄司 貴繁 物産ブランド推進課長

大安 哲也 県民生活環境部長

渡邉  渡 生 活 衛 生 課 長

佐藤 貞夫 水環境対策課長

深谷 雪雄 自 然 環 境 課 長

山内 洋志 土 木 部 長

中村 泰博 土 木 部 技 監

犬塚 尚志 土 木 部 次 長

椎名 大介
土 木 部 参 事 監
（まちづくり推進担当）

江頭 太志 監理課総括課長補佐（参事）

金子 哲也 建 設 企 画 課 長

濱崎 正一
建設企画課企画監
（入札・契約担当）

真鳥 喜博 都 市 政 策 課 長

平  博敏 道 路 建 設 課 長

田﨑  智 道 路 維 持 課 長

本多 健一 港湾課長(参事監)

小川 秀文 河川課長(参事監)

岩永  彰
河 川 課 企 画 監
（ ダ ム 担 当 ）

田中 良一 砂 防 課 長

野口  孝 住 宅 課 長

舩越 一成 盛 土 対 策 室 長

６、審査事件の件名

〇観光生活建設分科会

第136号議案

令和7年度長崎県一般会計補正予算（第7号）

（関係分）

第138号議案

令和7年度長崎県流域下水道事業会計補正予

算（第3号）

７、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ８分 開議 ―

【坂口分科会長】 ただいまから、予算決算委員

会観光生活建設分科会を開会いたします。

なお、監理課高稲課長から本委員会を欠席し、

江頭総括課長補佐を代理出席させる旨の届けが
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出ておりますので、ご了承願います。

それでは、これより議事に入ります。

本日上程されました予算議案につきましては、

予算決算委員会に付託されておりますので、予

算議案の関係部分を観光生活建設分科会におい

て審査することとなっております。

本分科会として審査いたします議案は、第136

号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算（第

7号）」のうち関係部分ほか1件であります。

なお、理事者の出席につきましては付託議案

に関係する範囲とし、サイドブックスに掲載し

ております配席表のとおり決定したいと存じま

すので、ご了承をお願いいたします。

また、本日審査する議案は、国の「強い経済」

を実現する総合経済対策に伴うものであり、本

日の予算決算委員会及び本会議において審議す

ることとなっておりますので、ご協力をお願い

いたします。

それでは予算議案を議題といたします。

まず、文化観光国際部長より予算議案の説明

を求めます。

【伊達文化観光国際部長】 おはようございます。

それでは、文化観光国際部関係の議案につい

てご説明いたします。

予算決算委員会観光生活建設分科会関係議案

説明資料の2ページをお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第136号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第7号）」のうち関係部分であります。

今回の補正予算は、国において決定された「強

い経済」を実現する総合経済対策に沿った国の

補正予算に適切に対処するため、必要な予算を

追加しようとするものであります。

歳出予算で、商業費3,912万1,000円の増であ

ります。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

酒造用原料米の急激な価格高騰による県内酒

蔵の厳しい経営状況を踏まえ、令和7年産酒米の

購入経費のうち、価格高騰額相当分の一部を支

援するための経費として、酒米価格高騰緊急支

援対策支援事業費3,912万1,000円を計上いたし

ております。

この結果、令和7年度の文化観光国際部所管の

歳出予算総額は、56億1,115万8,000円となりま

す。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願い申し上げます。

【坂口分科会長】 次に、県民生活環境部長より

予算議案の説明を求めます。

【大安県民生活環境部長】 おはようございます。

それでは、県民生活環境部関係の議案につい

てご説明いたします。

お手元にお配りしております資料のうち、令

和7年11月定例県議会予算決算委員会観光生活

建設分科会関係議案説明資料県民生活環境部の

2ページ目をお開き願います。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

136号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第7号）」のうち関係部分、第138号議案「令和

7年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第3

号）」の2件であります。

今回の補正予算は、国において決定された「強

い経済」を実現する総合経済対策に沿った国の

補正予算に適切に対処するため、必要な予算を

追加しようとするものであります。

はじめに、第136号議案「令和7年度長崎県一般

会計補正予算（第7号）」のうち関係部分につい

てご説明いたします。

歳入予算について、国庫支出金1億7,500万円
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の増、計1億7,500万円の増。歳出予算について、

環境保全費3億5,022万9,000円の増、計3億5,022

万9,000円の増を計上いたしております。

次に、補正予算の内容についてご説明いたし

ます。

公衆浴場対策費について。

エネルギー等の物価高騰の影響を受けた事業

者のうち、物価統制令の適用を受け、独自の価格

転嫁が困難である一般公衆浴場に対し、経営の

健全化や衛生水準の維持・向上を図るため、事業

に必要な燃油等の価格高騰分に相当する経費を

支援するために要する経費であります。

国立公園雲仙八万地獄復興対策事業費につい

て。

令和3年8月豪雨により被災した国立公園雲仙

八万地獄地区における復旧工事に要する経費で

あります。

続きまして、繰越明許費についてご説明いた

します。

国の補正予算を活用する国立公園雲仙八万地

獄復興対策事業について、年度内に適正な工期

が確保できないことから、自然公園管理費3億

5,000万円について、繰越明許費を設定するもの

であります。

次に、第138号議案「令和7年度長崎県流域下水

道事業会計補正予算（第3号）」についてご説明

いたします。

資本的収入では、国の経済対策補正に伴う国

庫補助金の増等に伴い、4億8,000万円の増。資本

的支出では、国の経済対策補正に伴う建設改良

費の増に伴い、4億8,000万円の増を計上いたし

ております。これは大村湾南部流域下水道にお

ける大村湾南部浄化センターの汚泥脱水機改築

工事等を実施するための経費であります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願いいたします。

【坂口分科会長】 次に、土木部長より、予算議

案の説明を求めます。

【山内土木部長】 おはようございます。

それでは、土木部関係の議案についてご説明

をいたします。

予算審査委員会観光生活建設分科会関係議案

説明資料土木部の2ページをご覧ください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

136号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第7号）」のうち関係部分であります。

今回の補正予算は、国において決定された「強

い経済」を実現する総合経済対策に沿った国の

補正予算に適切に対処するため、必要な予算を

追加しようとするものであります。

土木部所管の補正予算は、記載のとおりであ

りまして、歳出予算は合計370億3,054万7,000円

となっております。

次に、補正予算の主な内容についてご説明い

たします。

道路新設改良費が97億755万1,000円の増とな

っております。交通安全施設費は31億7,700万

9,000円の増、道路災害防除費として25億5,182

万9,000円の増、港湾改修費として7億4,445万円

の増、総合流域防災費として26億7,330万円の増、

河川総合開発費で31億6,500万円の増、急傾斜地

崩壊対策費として11億6,655万円の増、公営住宅

建設費として12億3,300万円の増を計上してお

ります。

このほか、繰越明許費については4ページに記

載のとおりであります。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

らせていただきます。よろしくご審議を賜りま

すようお願いいたします。
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【坂口分科会長】 次に、物産ブランド推進課長

より補足説明を求めます。

【庄司物産ブランド推進課長】 おはようござい

ます。それでは、予算決算委員会観光生活建設分

科会補足説明資料文化観光国際部資料の4ペー

ジの方をお願いいたします。

酒米価格高騰緊急対策支援事業費といたしま

して、原材料価格の急激な高騰により、県内の酒

蔵が厳しい経営状況に直面している状況を踏ま

え、令和7年産酒米の購入経費の一部を支援する

経費として3,912万1,000円を計上させていただ

いております。

事業内容といたしましては、県内で日本酒を

製造する酒蔵10蔵を対象として、令和6年産酒米

から令和7年産酒米への価格高騰分の一部を補

助することとしております。

支援における基準額は、酒造組合がJA全農と

契約している共同購入する酒米のうち、最も一

般的な酒造好適米山田錦の価格上昇分を適用す

ることといたしております。

令和6年産では1俵60キロ当たり2万3,710円だ

ったものが、令和7年産では3万4,690円となり、

約46.3％の上昇となっております。これを1キロ

当たりに換算すると、183円の値上がりとなりま

す。支援額につきましては、この基準額の2分の

1に当たる1キロ当たり91円に、購入数量を掛け

た金額で設定しております。

なお、実際に各酒蔵が購入した酒米の値上が

り幅が基準額以下の場合は、その実際の値上が

り幅の半額を支援することとしております。

また、支援を受ける要件として、長期的な視点

での価格転嫁を含めた経営安定化に向けた事業

計画の策定を求めることとしております。

なお、財源につきましては、国の重点支援交付

金を活用することとしております。

説明は以上でございます。よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。

【坂口分科会長】 次に、生活衛生課長より補足

説明を求めます。

【渡邉生活衛生課長】 長崎県公衆浴場燃油等価

格高騰対策支援金についてご説明いたします。

予算決算委員会観光生活建設分科会県民生活

環境部補足説明資料3ページをお開きください。

長崎県公衆浴場燃油等価格高騰対策支援金に

ついてです。

事業の概要をご説明いたします。

一般公衆浴場、いわゆる銭湯につきましては、

物価の安定を確保し、国民生活の安定を図るこ

とを目的として制定された物価統制令の適用を

受ける唯一の業種であり、独自の価格転嫁が困

難となっております。

エネルギー等物価高騰により、ボイラー燃料

等に用いる燃油や電気代の高騰が経営を圧迫す

ることから、一般公衆浴場の経営の健全化、衛生

水準の維持向上を図るため、対象となる全施設

に対し、自らの事業に必要な燃油や光熱費等の

価格高騰分に相当する経費を支援するものでご

ざいます。

次に、事業の内容といたしまして、対象施設で

ございますが、県内の公衆浴場法の許可を受け、

入浴料金について物価統制令による統制額の指

定を受ける民営の9施設が対象となっておりま

す。

支援単価の積算根拠についてですが、燃料代

におきましては、令和3年度燃油代実績に、燃油

代高騰率と補助率の8分の1を掛け、電気代にお

きましては、月額の令和3年電気代実績に、消費

者物価指数の高騰率、年額とするための12月、そ

れに補助率8の1を掛け、積算を行っております。

なお、補助率を8分の1としたことといたしま
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しては、当初は燃油代、電気代の価格高騰分に相

当する経費の1年分を対象期間とした補助率2分

の1で支援することを検討しておりましたが、臨

時交付金の規模から、支援する期間について前

回夏季の3か月を対象としたところですが、今回

は冬季の3か月を対象として支援し、補助率の8

分の1として、県庁内で統一をしているものでご

ざいます。

このことにより、ボイラー等燃料使用施設に

対し5万1,000円を4施設に、ボイラー等燃料不使

用施設に5,000円を5施設に支援する事業費とい

たしまして、事業費22万9,000円を計上しており

ます。

以上で補足説明を終わります。よろしくご審

議いただきますようお願いいたします。

【坂口分科会長】 次に、自然環境課長より補足

説明を求めます。

【深谷自然環境課長】 国立公園雲仙八万地獄復

興対策事業費についてご説明します。

予算決算委員会観光生活建設分科会補足説明

資料県民生活環境部の4ページをご覧ください。

本補正予算は、令和3年8月の大雨により被災

した国立公園雲仙の八万地獄における復旧工事

を実施するための予算でございます。

補正の理由としましては、国の総合経済対策

を活用して予算を増額し、令和8年度以降着実に

工事を進めていくためでございます。

予算額は3億5,000万円、環境省交付金の補助

率は2分の1で、国費が1億7,500万円でございま

す。

工事の状況でございますが、地質調査及び対

策工法検討を令和3年度、測量実施設計を令和4

年度から5年度に行い、工事用仮設道路の設置工

事を昨年8月に終了しております。斜面対策工事

としましては、グラウンドアンカー工という工

法を採用し、3段に分けて実施するようにしてお

ります。

現在、グラウンドアンカー工の2段目の施工中

で、令和8年2月の完成を目指して進めておりま

す。さらに今回の補正予算を活用して、今年度中

に3段目の発注を予定しております。

引き続き地元関係者の皆様にも丁寧にご説明

しながら工事を進めてまいります。

説明は以上でございます。ご審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。

【坂口分科会長】 次に、水環境対策課長より補

足説明を求めます。

【佐藤水環境対策課長】 令和7年度長崎県流域

下水道事業会計の補正予算について補足して説

明いたします。

補足説明資料の5ページをお願いします。

県が管理しております大村湾南部流域下水道

における処理場の工事について、令和8年度の予

算を前倒しして確保するために、4億8,000万円

を計上するものでございます。

主な工事の内容についてご説明いたします。

1件目の汚泥脱水機改築工事は、下水汚泥を最

終的に場外へ搬出する直前に脱水を行う遠心脱

水機を新しく更新する工事となります。この遠

心脱水機は平成15年度から使用しており、22年

が経過しております。耐用年数の20年を超えて

おり、更新工事を実施するものでございます。2

件目の工事は、閉鎖性水域である大村湾の水質

を保全する目的で、窒素やリンを除去すること

ができる高度処理の方式に変更するための工事

になります。

水処理施設は全体で6系列ありますが、これま

でに半分の3系列を高度処理対応に変更してお

り今回が4系列目となります。

3件目の工事は重力濃縮設備を増設する工事
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になります。これまでは1基の重力濃縮設備で対

応しておりましたが、下水の流入量が増加し、令

和6年度においては1日平均約2万8,000立方メー

トルが流入しており、これまでの1基だけでは対

応が困難となってきたため、新たに2基目の重力

濃縮設備を設置する工事を実施するものでござ

います。

以上で流域下水道事業会計の補正予算に関す

る説明を終わります。よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。

【坂口分科会長】 次に、監理課総括課長補佐よ

り補足説明を求めます。

【江頭監理課総括課長補佐】 繰越明許費につい

てご説明いたします。

土木部の補足説明資料の3ページをご覧くだ

さい。

表の縦の区分が款項目の予算科目、横の区分

が、繰越明許費の理由別内訳となっております。

今回、ご審議をお願いする繰越明許費は一般

会計448件、344億7,648万6,000円で、その全額が

国の経済対策補正予算に対応したものとなりま

す。

これは年度内に適正な工期が確保できないた

め、補正予算額と同額を繰越明許費として計上

しているものです。

なお、県の補正予算の編成作業時には、国の経

済対策補正予算が審議中であったことから、公

共事業費及び国の直轄事業負担金につきまして

は、内示見込額で予算を計上し、それに対応した

繰越明許費を計上しております。

予算の執行に当たりましては、経済対策の趣

旨を踏まえ、早期発注に努めてまいります。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。

【坂口分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【堀江委員】 大きく2点質問したいと思います。

まず、課長の補足説明がありました物産ブラ

ンド推進課の酒米価格高騰緊急対策支援事業費

について質問したいと思います。

これまでも価格高騰対策は行われてきたので

すが、この酒米に対する今回の支援というのは、

これが初めてですかね。

【庄司物産ブランド推進課長】 酒米の高騰に係

る分の支援につきましては、今回初めてという

ことでございます。

【堀江委員】 国の交付金を使ってどういう制度

をするかというのは、それぞれの都道府県に任

せられる範囲であるかと思いますが、今回のこ

の酒米の緊急対策ということでは、対象が県内

の酒蔵10蔵ということで、これは長崎県が提案

をした施策なのか、それとも酒蔵の10蔵、みんな

そろっているかと思うのですが、現場の方から

届いた要望なのか、これはどういうふうに理解

したらいいですか。

【庄司物産ブランド推進課長】 この支援制度の

検討に当たっては、まず、長崎県の酒造組合の方

から要望をいただいております。

【堀江委員】 そうしましたら、現場の要望があ

って、長崎県としてもこれに使おうということ

で理解をいたしました。

そこで、これは緊急対策ですので、どういうス

ケジュールになるのか。結果として、初めての施

策であれば、実務上、いろいろどうするかという

こともあるかと思いますし、かといって、緊急対

策なので、今回の議会が終わった後、即地元に跳

ね返っていくようなスケジュール感でないとい

けないと思うのですが、このスケジュール感と

いうか、どのようになっているのかということ
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も教えてください。

【庄司物産ブランド推進課長】 委員おっしゃる

とおり、緊急対策事業ですので、酒蔵さんの方に

は、速やかに支援金の方の交付を行いたいと思

っておりますが、本日、議会の方でご審議いただ

きまして承認いただきましたら、早急に、まず制

度の説明会を酒蔵の方にいたしまして、既に購

入した分の酒米に係る支援金等につきましては、

少なくとも年度内には早急に支出するように考

えております。

【堀江委員】 年度内に支出をするようにしたい

という答弁は了としたいと思います。過去、緊急

対策と言いながら、実際に翌年繰り越して、夏頃

現場には届くという施策もありましたので、ぜ

ひ緊急対策ですので、酒蔵の方に届くような対

策をお願いしたいと思います。

もう1点、発信します。これは土木部の委員会

資料の24ページになりますが、この中の河川総

合開発費、それから国直轄河川総合開発事業負

担金、これはどのダムに幾らというのが今の段

階、分かりますか。

【岩永河川課企画監】 まず、河川総合開発費で

ございます。

31億6,500万円についてですが、内訳は石木ダ

ムが8億1,400万円、浦上ダムが23億5,100万円に

なります。それから、国直轄事業負担金につきま

しては、これは国が進めております本明川ダム

の負担金ということになります。

【堀江委員】 緊急経済対策なのに、石木ダムの

補正が出るというのは理解できないんですけれ

ど。そうしますと、石木ダムは、今回の8億円余

りの補正があるわけですけれども、令和7年度、

実際2月の当初予算から含めまして、予算の見積

りとして、石木ダム事業は幾らになるのか合計

額が今分かりますかね。

【岩永河川課企画監】 石木ダム建設事業の事業

費ですが、令和7年度当初予算が9億8,783万円、

それから今回の経済対策補正分が8億1,400万円

ということで、合計いたしますと、18億183万円

となります。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【中村(一)委員】 事業評価調書の新規要求公共

事業がですね、南島原の西有家の一般県道雲仙

有家線西有家工区、南島原市。これ、新規事業で

しょうけれども、県道なのか高規格道路を想定

した事業なのか、まず、その辺からお聞きをいた

します。

【平道路建設課長】 現時点では、高規格道路と

しての位置づけはなされておりません。まずは

国道における交通課題の大きい区間について、

バイパス整備を進めたいと考えているところで

ございます。

【中村(一)委員】 私たち南島原市においてはで

すね、島原天草長島連絡道路、これ、40年になっ

ているんですけれども、新たに新規事業ができ

たら、皆さん、こういうのを期待しているのかな

というふうに思っておりましたけれども、この

1.7キロ、今回予算が2,000万円ですかね、下りて

いますけれども、この辺の有家町から西有家町

間1.7キロ、雲仙有家線ですかね。これは今現在

ある路線ですか。

【平道路建設課長】 雲仙有家線につきましては、

現在存在する路線でございます。

【中村(一)委員】 ということは延長ということ

ですね。有家線の延長ということですね。そうし

たらですよ、この総工費が一応65億円とか書い

てありますけれど、今後のスケジュール等はど

のようになって、完成年度はちょっと分からな

いと思うんですけれども、まずは用地交渉とか、

そういった流れになると思うんですけれども。
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今回の予算2,000万円で、来期も当然新規予算で

つくと思うんですけれども、その辺のスケジュ

ール等をお聞きします。

【平道路建設課長】 まずは今回2,000万円とい

う事業費をつけておりますので、測量から入り

たいと思います。測量を行った後に道路の概略

設計を進め、計画説明会、地元の同意を得た後に

用地交渉、それから、一定の用地が確保できた時

点で工事に進むような段取りで考えております。

【中村(一)委員】 南島原市長をはじめですね、

市民の皆さんが、うわっ、やっと予算がついたよ

と。やっと高規格道路ができるかなというふう

にちょっと一瞬思ったんですけれども、あくま

でも県道を基準として、バイパスをつくって、そ

の後、向こうの深江の方、そして口之津、加津佐

の方に進める構想として、考えていいんですか

ね。

【平道路建設課長】 まず、今回の工区のバイパ

ス計画につきましては、先ほど申し上げました

とおり、高規格道路としての位置づけはなされ

ておりませんけれども、将来に二重投資となら

ないように、一定の高速性、定時性を持った形で

整備を進めたいと考えております。

その次の工区につきましては、今回事業化し

た区間の整備を行いまして、その交通状況とか

社会環境等を見極めながら、考えてまいりたい

と考えています。

【中村(一)委員】 有家・西有家間は非常に渋滞

しているんですよね。だから今回の2,000万円の

予算がつきましたけれども、できればスピード

を持って早急に予算づけをしていただきたいと

いうふうに思っております。南島原市民の人は

ですね、本当に私たちも報告したときに、うわっ、

本当に出来るとやろうかと、よかったというよ

うなことがもうほとんど、3万8,000人ですけれ

ども、皆さんが喜んでおりましたので、本当に土

木部長をはじめ、皆さん方には感謝したいと思

います。これをやはり一刻も早く完成させるた

めにはですね、スピードを持って臨んでいただ

きたいというふうに思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いします。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【小林委員】 土木部の方に質問をいたしたいと

思いますが、今回の経済対策、総合経済対策、こ

れはご案内のとおり、昨今の物価高に対する対

応と、その柱となっていると、こう考えるわけで

すね。そうしますとね、やっぱり総合経済対策の

裏づけとなる予算が必要だと、こういうことで

補正予算が成立した。何と18兆3,000億円ですか、

約ですね、そのくらいの規模になっていると。こ

ういうようなことで、大変大きい総合経済対策

が補正予算として成立をしたわけだけれども、

昨今の物価高を考えると、もう誰しも物価が高

くなっているということは、本当に感じている

ところであるし、また困ってる人たちもたくさ

んいらっしゃると思うわけです。だから、何とし

ても、もう一刻も早くその対策を講じていかな

ければいけないと、もう待ったなしであると、こ

ういうような感じをいたしているわけでありま

す。

まず、お尋ねしたいことはね、経済対策の補正

予算は毎年ありますけれども、昨年度と比較し

てどのような状況になっているかと、このこと

をまずお尋ねしたいと思います。

【江頭監理課総括課長補佐】 国の経済対策補正

に関連した計上予算は、県予算ベースで公共事

業費約345億円、直轄事業負担金約25億円の合計

約370億円となっております。

昨年度の計上額約288億円と比較して約82億

円の増となっております。
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【小林委員】 国の経済対策の補正予算に関連し

て、計上額が約370億円と。それで約82億円の増

となっていると、こういうような答弁であった

けれども、国への要望としてはどのくらいのも

のであったのか。どのくらいの内示を期待して

いるのか、この点はどうですか。

【江頭監理課総括課長補佐】 公共事業において、

約513億円の要望をしておりましたが、現時点速

報値ではありますが、約283億円の内示があって

おります。

【小林委員】 今のご説明では内示額を283億円

見込んでいると、こういうようなことでありま

す。そうしますと、この283億円からどういう経

済波及効果があるかと。あるいは、雇用の創出、

こういうようなことについても大変期待ができ

るんじゃないかと思います。したがって、経済波

及効果等をどういうふうに見ているのか、雇用

創出もどういうふうに考えているのか、その点

をお尋ねしたいと思います。

【金子建設企画課長】 内示額の283億円の効果

といたしましては、産業連関表を用いた試算に

よりますと、約430億円に上る経済波及効果があ

りまして、約3,000人の雇用機会が確保されるも

のと見込んでいるところでございます。

経済波及効果430億円には、直接的な建設事業

に加えまして、建設資材の取引でありますとか、

雇用者の消費支出を通じて他の産業への生産活

動を活性化する誘発効果も含まれているところ

でございます。

同様に、雇用機会の確保の3,000人には工事に

携わる直接的な従業員の雇用だけでなく、他の

産業における誘発効果も含まれているところで

ございます。

【小林委員】 今の答弁を聞いておりますと、こ

れが、何と事業費の1.6倍と、経済波及効果。そ

れで約430億円となると。こういうようなことで、

また雇用創出についても約3,000人ぐらいの効

果が期待されていると、こういうことですから

ね、かなり積極的な内容になっているんじゃな

いかと思います。

それで、やっぱり一番ありがたいと思うのは、

経済波及効果にしても、あるいは、雇用創出につ

いても、経済波及効果については、さっき答弁が

あった建設資材の取引をするわけでね、それに

よっての効果。それから、他の産業への活性化す

る誘発効果と、こういうことも考えられるとい

うこと。それから、3,000名の雇用創出について

も、ただ単に自分の会社に人を雇うということ

だけではなくして、他の産業を活性化させるわ

けだから、そういう面でね、他の産業にも人が必

要になってくると。こういうような、誘発効果と

いうものが考えられると。こういうことを今ご

説明があって、私もなるほどと、こう思うわけで

すね。

そうしますと、今何をしないといけないかと

いうと、やっぱり経済対策だから、直ちにこれを

発注して、県内にすばらしい影響を与えないと

いけないと。こういうようなことになろうかと

思うけれども、この発注についてはどのように

考えているんですか。

【江頭監理課総括課長補佐】 経済対策の趣旨か

ら、可能な限り早期発注、年度内契約に努めるこ

ととしております。

部内各課室、地方機関宛てに、円滑な入札契約

事務の執行等、予算の早期執行に向けた準備を

進めるよう、11月28日に通知を行っております。

昨年度12月17日に成立した経済対策補正予算

の執行状況につきましては、年度末までに8割を

超える執行率となっておりまして、金額として

は約220億円程度を執行しております。
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今年度の国の予算成立もほぼ同時期であった

ことから、昨年度と同水準程度の執行を目指し

たいと考えております。年度内に執行できなか

った分につきましても、できる限り早期発注に

努めてまいりたいと考えております。

【小林委員】今の答弁で、早期発注、それをね、

11月28日に通知をしていると、こういうような

ことで、その取組はさぞ進んでいるものと思い

ます。この執行率という状況を、これが大体8割

強で約220億円と言ったかな。そんな状況になっ

ていると。こういうようなことであって、これか

ら本当に、平準化とかいろいろあるけども、端境

期にそういうことがないような、そんな状況に

はならないようにと、いろんな取組をやってい

ただいているわけです。

いずれにしても、これだけの経済対策を早期

に発注していただかなければいかんと。そして、

効果を最大に盛り上げていただかなければいけ

ないと、こう思って、その準備を一生懸命やって

いただいていると、こういうことでございます

が、建設業者の方々の取組は、本当に対応できる

のかどうか、この点についてはどうですか。

【金子建設企画課長】 対応できるかどうかのポ

イントといたしまして、施工時期の平準化が非

常に重要になってきます。

県としましては、これまでも債務負担の活用

でありますとか、補正予算の速やかな発注など

により、施工時期の平準化に努めておりまして、

その効果としては、例えば、年間を通じた工事量

の安定による労働者の処遇改善が図れるであり

ますとか、人材、資材、機材等の効率的かつ余裕

を持った活用が図れるでありますとか、こうい

う効果については、受注環境が整うことにつな

がりますことから、建設業者には対応していた

だけるものと考えているところでございます。

また、今回の補正予算を速やかに執行するこ

とで、来年度の4月から6月の端境期における工

事量が確保されることになりまして、来年度に

おける施工時期の平準化が図られ、好循環が継

続するものと考えているところでございます。

【小林委員】確かに、いつも言っているように、

端境期のときに平準化を考えて発注ができると、

こういうような取組をずっと継続してやってい

ただいているわけです。これは大変ありがたい

わけだ。また、業者の方々も落ち着いて仕事がで

きると。また人材を、そこにきちんと適切に嵌め

ることができると。こういう点において、この効

果が最大に上がってくるだろうと思います。

したがって、先ほどからもお話ししているよ

うに、さっきの答弁で、前年は8割強、220億円ぐ

らいというようなことでありますから、やっぱ

りそれを上回るような発注をやって、経済対策

をやっていかないといけない。雇用の創出、経済

波及効果、他の産業の活性化につながると、こう

いうことでございますから、ぜひよろしくお願

いしたいと思います。

そこで部長、最後になりますが、国土強靱化、

今度は実施中期計画か、こういうことをずっと

今まで土木部の皆さん方は頑張って予算を獲得

していただいて、その効果が、相当大きかったと

思うんです。それで、今度新たに令和8年度から

スタートする、この強靱化対策、この新たな強靱

化対策について、継続的に予算の確保、そして、

今言うような早期発注というようなことで、確

実に地域に、この効果を与えていかないといけ

ないと、こう思うわけですがね。国土強靱化のい

わゆる中期計画ね、これについてどういうふう

に考えていらっしゃいますか。

【山内土木部長】 この国土強靱化の予算でござ

いますけれども、委員ご案内のとおり、平成30年
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度からの取組でございまして、本当に県道の整

備づくりとかですね、そういうところについて

は本当に重要な予算となっております。

今、委員の方から実施中期計画という話があ

りましたが、今回、国の方としては大きく分けて

第三弾の新しい計画となっておりまして、これ

までも補正予算という形で前倒しで措置されて

きたんですが、今回新たなこれから始まる5か年

の計画でも、前倒しで補正予算として措置され

たということについては、本当に非常にありが

たいなというふうに考えているところでござい

ます。

これにつきましてはですね、県土のまだまだ

必要なインフラの整備というところはもちろん

なんですが、先ほどから委員が何度もおっしゃ

っていただいていますが、他の産業も含めた経

済波及効果ですとか、雇用創出効果、こういうこ

とも含めるとですね、本当に単にインフラ整備

のみならず、県にとって、すごい大きな効果があ

るふうに感じております。

先ほど委員は土木部の皆さんがということを

おっしゃっておりましたが、私どもはやはりこ

れは議会の皆様はじめですね、本当に多くの

方々のおかげで今回の内示をいただいたという

ふうに考えております。

私も、何度も要望に行かせてもらう度にです

ね、やはり要望を受ける側からするとですね、単

に県庁が来るだけじゃなくて、議会の皆様に来

ていただいたりとかですね、経済界の皆さんも

来ていただいたりとか、あと、市町の方も一緒に

来ていただいてですね、本当に県が一体となっ

て要望するという姿がですね、向こうにとって

も印象に残っているのかなということを私は肌

身で感じているところでございます。そういう

意味ではですね、本当に議会の皆様には、今回の

内示をいただいたことに感謝を申し上げたいと

思っております。

あと、県としては、今後、継続的かつ安定的な

予算確保のために、引き続き、国に繰り返し要望

を進めてまいりたいと思いますし、頂いた予算

はしっかり執行させていただきたいと思います

ので、引き続き議会の皆様のご支援、ご尽力をお

願いできればと思っています。

【小林委員】 やっぱり公共工事がね、県内にお

ける経済波及効果が、また雇用創出が、こうやっ

て波及しているというような形で、この物価高

対策は乗り越えることができるように考えてや

っていただかないといけないし、また現実に、や

ろうとしていただいていると。そういう点につ

いては、こういう国土強靱化、今回の中期計画、

これについても前倒しでやっていただいている

という状況の中で、これを継続して安定的にや

っていただかなければいけないと。そういう意

味で皆さん方が頑張っているということを強調

しているわけだ。

部長から、県議会議員たちも頑張っているん

じゃないかと、本当の気持ちで言っているのか。

【山内土木部長】 私もですね、どちらかという

と、要望を受ける側、これまで国の方にいたから

分かるんですけれども、やっぱり県によっては

ですね、本当に県庁しか来ないようなところが

いろいろありましてですね、そういう中で議長

が来ていただいて、議長の言葉としてしゃべっ

ていただいたりとかですね、あと委員の方々も

いろいろと上京して要望していただいておりま

すので、やはり要望というのは各県でいろんな

差があります。そういう意味ではですね、要望を

受ける側からすると、やっぱり議員の皆さんが

来ていただくというのは単に県庁が来るよりで

すね、ずっと効果があるというふうに私は感じ
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ております。

【小林委員】 土木部長は県庁にお見えになって、

あまり経っていないんだけれどね、その僅かの

時間だけれども、あなたが見ていて、この間も交

流会で隣の席で幸いお話ができましたけれども、

そんなお世辞を言うような人でもなければ、人

をおだて上げるようにも見えない。だから、あな

たの言っていることは、そういう意味ではまと

もに取らないといけないと思うが、ちょっとあ

の議員の頑張りというのはね、まあ頑張ってい

ますけどね、やっぱり何ていうか、ありがたい評

価で、我々が皆さん方を褒め、皆さん方が我々を

褒めていただくと、大変ありがたいと思ってい

るけれども、これからお互いに力を合わせて、要

は長崎県が本当に豊かになるということの中で、

あなた方の役割というものが非常に大きいとい

うことを確認しながら、何としてもこの総合経

済対策、しっかりやってもらうことをお願いし

て終わりたいと思います。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【冨岡委員】 資料共有させていただきます。

土木部の繰越額理由別調書、繰越額は繰越明

許費で繰り越される具体的な金額ということで

すね。先ほどの小林委員からのご質問では、283

億円の内示とか、380数億円の話とか出ていまし

たけれど、こっちの繰越額理由別調書の方では、

土木部の方で344億円なんですかね、繰越額が。

参考の方で令和6年度経済対策補正、一番下のと

ころは272億円ということで、参考として載って

いるんですけれど、一般の会社とかの予算決算

の表とか、次年度つくるとき、予算をつくるとき、

予算の隣には前年度の決算額が載っていて、決

算がこうで、次の次年度予算がこれでというそ

の比較をしたりすると思うんですけれども、こ

この参考として、その経済対策補正、この予算を

昨年の決算ではなく、予算のところを書き込ん

で比較する理由みたいなところを教えていただ

けたらと思います。

【江頭監理課総括課長補佐】 予算の比較のやり

方の点でご質問という理解をしておりますが、

これにつきましては規模感を比較する形で作成

しておりますので、このような形で出させてい

ただいております。

【冨岡委員】 分かりました。規模ということで

すね。今年は18.3兆円の大変大きな金額という

こともあって、前年度とそういう比較とかを予

算額でするというご答弁だったと思うんですけ

れども、その上で、それでは、いつもの堀江委員

方式でですね、前年度の決算じゃなくて、予算で

もいいんですけれども、どの部分が一番金額と

して多く、一番多くなったところと、それと割合

として一番大きくなったところと、その理由の

ところを教えていただけたらと思います。

【江頭監理課総括課長補佐】 まず、額で一番増

えている部分でありますけれども、道路橋りょ

う街路事業につきまして、約194億円となってお

ります。

【冨岡委員】 ありがとうございます。その道路

橋りょうのところ、金額が一番多くなったのが

そこだということで、その中でも多分この件数

が多いので、どれがということではないかもし

れませんけれど、一番増額したような橋りょう

でもですね、どこでも、何か一例でも挙げていた

だければと思います。

【田﨑道路維持課長】 道路橋梁街路事業にかか

る道路橋りょう費でございますが、前年度に比

べて、合わせて45億円ほど増えてございます。そ

の内容でございますけれども、道路施設の老朽

化対策、橋梁とかトンネルの老朽化対策と、交通

安全対策、通学路対策ですね、そちらの方につい



令和７年１１月定例会予算決算委員会観光生活建設分科会（１２月１９日）

- 170 -

ての増額が大きいものになってございます。こ

ちらに関しては、第一次国道強靱化の実施中期

計画が、令和８年度から始まるということで、そ

の前倒しが今年の補正からということでござい

ましたので、その獲得に向けて予算計上したも

のでございます。

【坂口分科会長】 よろしいですか。

ほかに質疑はありませんか。

富岡委員、先ほどの割合はどうされますか。あ

ともっていいですか。

【冨岡委員】 はい。

【坂口分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

【堀江委員】 第136号議案「令和7年度長崎県一

般会計補正予算（第7号）」のうち関係部分につ

いて。

今回の補正予算は、物価高騰に対する緊急対

策と理解をしております。酒米価格高騰緊急対

策で明らかなように、県内酒蔵が厳しい経営状

況があるわけですから、一刻も早く支援してほ

しいと思います。

しかし、建設を進めるということは、ダム予定

地の住民を追い出すことにつながる石木ダム事

業、8億1,400万円の予算は認めることはできま

せん。

したがって、第136号議案は反対とさせていた

だきます。

【坂口分科会長】 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ほかに討論がないようですの

で、これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑、討論が終了しました

ので、採決を行います。

まず、第136号議案のうち関係部分について採

決を行います。

第136号議案のうち関係部分は、原案のとおり

可決することに賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【坂口分科会長】 起立多数。

よって、第136号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定されました。

次に、その他の議案について採決いたします。

第138号議案は、原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【坂口分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第138号議案は、原案のとおり可決す

べきものと決定されました。

審査結果について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時５９分 休憩 ―

― 午前１１時 ０分 再開 ―

【坂口分科会長】 分科会を再開いたします。

以上で、本分科会関係の議案審査は全て終了

いたしました。

これをもちまして、予算決算委員会観光生活

建設分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午前１１時 ０分 閉会 ―



観光生活建設委員会委員長 坂口　慎一

　　　　議長　　徳永　達也　　様議長 外間　雅広　　様

１　議　　案

審査結果

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（関係
分）

原 案 可 決

長崎県伊王島リゾート公園条例を廃止する条例 原 案 可 決

長崎県海域管理条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

契約の締結について 原 案 可 決

契約の締結の一部変更について 原 案 可 決

財産の処分について 原 案 可 決

和解及び損害賠償の額の決定について 原 案 可 決

公の施設の指定管理者の指定について 原 案 可 決

公の施設の指定管理者の指定について 原 案 可 決

公の施設の指定管理者の指定について 原 案 可 決

長崎県総合計画みんなの未来図２０３０について（関係
分）

原 案 可 決

計  １３件  (原案可決  １３件）

第 124 号 議 案

観 光 生 活 建 設 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和7年12月12日

記

番　　号 件　　　　　　　　　　　　　　　　名

第 109 号 議 案

第 112 号 議 案

第 113 号 議 案

第 114 号 議 案

第 115 号 議 案

第 125 号 議 案

第 126 号 議 案

第 127 号 議 案

第 128 号 議 案

第 129 号 議 案

第 130 号 議 案

第 134 号 議 案
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土木部関係の議案についてご説明いたします。 

 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案  令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち関係部分 

第１０４号議案 令和７年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第２号） 

第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分 

第１０７号議案 令和７年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第３号） 

 

であります。 

 

はじめに、第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のうち

関係部分についてご説明いたします。 

今回の補正予算は、道路事業における国庫補助金返還経費及び職員給与関係既定予

算の過不足の調整に要する経費について補正しようとするものであります。 

 

 歳入予算は、 

   諸 収 入            ４，６４８万  円の増 

   合 計            ４，６４８万  円の増 

となっております。 

歳出予算は、 

      土 木 管 理 費            １，０９６万５千円の増 

道 路 橋 り ょ う 費            ５，６８１万１千円の増 

河 川 海 岸 費            ２，３７４万  円の増 

   港 湾 空 港 費              ９６４万８千円の減 

     都 市 計 画 費              ４３２万７千円の減 
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     住 宅 費            １，０６９万９千円の減 

   合 計            ６，６８４万２千円の増 

となっております。 

 

 これにより、土木部関係の一般会計歳出予算総額は、 

                                          ９９３億４，０９６万４千円 

となります。 

 

 次に、補正予算の内容についてご説明いたします。 

島原道路（有明瑞穂バイパス）における「一般国道２５１号道路改良工事（道路詳

細設計業務委託その２）」において、契約期間内の成果品の未納に伴い、受注業者の負

担により国庫補助金を返還するための経費として、 

（道路新設改良費） 

   単独事業                   ３，３１１万８千円の増 

 

佐世保市針尾東工区における「一般国道２０２号交通安全施設等整備工事（針尾東

工区 用地測量委託）」において、契約期間内の成果品の未納に伴い、受注業者の負担

により国庫補助金を返還するための経費として、 

（交通安全施設費（本土）） 

   単独事業                   １，３１０万２千円の増 

 

長崎市小浦工区における「一般国道２０２号交通安全施設等整備工事（物件等調査

業務委託）」において、契約期間内の成果品の未納に伴い、県の負担により国庫補助金

を返還するための経費として、 

（交通安全施設費（本土）） 
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   単独事業                     ８２７万３千円の増 

 

職員給与関係既定予算の過不足の調整に要する経費として、 

   単独事業                   １，２３４万９千円の増 

 

を計上いたしております。 

 

次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

   今回新たに、 

     港 湾 空 港 費            ７，４００万  円 

   住 宅 費            ５，１６５万６千円 

      合 計          １億２，５６５万６千円 

について、繰越明許費を設定するとともに、 

   道 路 橋 り ょ う 費          ２億２，１００万  円 

      河 川 海 岸 費             ５億８，４００万  円 

     港 湾 空 港 費            ２，０００万  円 

    公共土木施設災害復旧費          ６億２，０５０万  円 

      合 計         １４億４，５５０万  円 

を増額しようとするものであります。 

 繰越の主な理由は、令和７年８月の大雨にかかる災害復旧事業等において、適切な

工期が確保できなくなったことによるものであります。 

 

  次に、債務負担行為についてご説明いたします。   

１ 国交付金事業について、発注の平準化を図ることを目的として、来年度予算事業

を今年度に発注するため、 
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   高田南都市改造事業（交付金工事県債）   ２億        円 

道路新設改良費（交付金工事県債）     ９億５，０００万  円 

重要幹線街路費（交付金工事県債）     １億        円 

交通安全施設費（交付金工事県債）      ２億５，０００万  円 

舗装補修費（交付金工事県債）       １億５，０００万  円 

港湾改修費（本土）（交付金工事県債）    ３億２，２００万  円 

港湾改修費（離島）（交付金工事県債）    ２億        円 

海岸保全費（本土）（交付金工事県債）    １億５，０００万  円 

総合流域防災費（交付金工事県債）         ２，０００万  円 

通常砂防事業（離島）（交付金工事県債）   １億        円 

火山砂防費（交付金工事県債）       １億３，５００万  円 

地すべり対策費（本土）（交付金工事県債）  ５億１，２００万  円 

地すべり対策費（離島）（交付金工事県債）    ５，０００万  円 

急傾斜地崩壊対策費（交付金工事県債）    １億１，５００万  円 

総合流域防災費（交付金工事県債）         ５００万  円 

合       計           ３２億５，９００万  円 

２ 県単独事業について、発注の平準化を図ることを目的として、来年度予算事業を

今年度に発注するため、 

道路改良費（工事県債）           １億９，５００万  円 

交通安全施設費（工事県債）         １億６，１００万  円 

道路災害防除費（工事県債）         ４億１，０００万  円 

道路維持費（工事県債）           １億１，３００万  円 

舗装補修費（工事県債）           ６億８，５００万  円 

橋りょう補修費（工事県債）          １，０００万  円 

海岸維持修繕費（工事県債）            ３５０万  円 
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海岸自然災害防止事業費（工事県債）     １億  ２５０万  円 

海岸自然災害防止事業費（離島）（工事県債）   ５，０００万  円 

港湾自然災害防止事業費（本土）（工事県債） ８億６，３５０万  円 

県有地維持管理費（工事県債）           １００万  円 

上五島空港維持費（工事県債）           ５００万  円 

小値賀空港維持費（工事県債）           ５００万  円 

河川自然災害防止事業費（工事県債）     ２億５，０００万  円 

緊急浚渫推進事業費（工事県債）      ３億６，０００万  円 

ダム統合監視局再編事業費（工事県債）     ６，０００万  円 

小規模地すべり防止費（工事県債）       １，０００万  円 

自然災害防止事業費（地すべり）（工事県債）   ４，５００万  円 

自然災害防止事業費（急傾斜）（工事県債）  １億５，０００万  円 

合       計           ３４億７，９５０万  円 

国交付金事業と県単独事業をあわせて、 

                        ６７億３，８５０万  円 

の債務負担行為を設定しようとするものであります。 

  そのほか、 

３ 県営住宅の指定管理業務について、年度を越えて一括契約を締結するため、 

   県営住宅維持管理費           ５３億２，３８０万５千円 

の債務負担行為を設定しようとするものであります。 

 

 次に、第１０４号議案「令和７年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第２号）」

についてご説明いたします。 

今回の補正予算は、職員給与関係既定予算の過不足の調整に要する経費として、 

  歳入、歳出それぞれ、                  ５５万１千円 
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を増額いたしております。 

 

次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

設計及び工法の変更に不測の日数を要したことにより、適切な工期が確保できなく

なったことに伴い、 

   港 湾 施 設 整 備 費          １億１，０００万  円 

   合 計          １億１，０００万  円 

を増額しようとするものであります。 

 

 次に、第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち土

木部関係予算についてご説明いたします。 

 歳出予算では、職員及び会計年度任用職員の給与改定に要する経費として、 

土 木 管 理 費            ５，９０１万６千円の増 

道 路 橋 り ょ う 費            ５，１３２万  円の増 

河 川 海 岸 費            ３，２１５万３千円の増 

   港 湾 空 港 費            ３，７５８万２千円の増 

     都 市 計 画 費            １，１４４万８千円の増 

     住 宅 費              ８３１万４千円の増 

   合 計          １億９，９８３万３千円の増 

 を計上いたしております。 

 

 これにより、土木部関係の一般会計歳出予算総額は、 

                                          ９９５億４，０７９万７千円 

となります。 
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次に、第１０７号議案「令和７年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第３号）」

についてご説明いたします。 

今回の補正予算は、職員及び会計年度任用職員の給与改定に要する経費として、 

  歳入、歳出それぞれ、                 １６０万６千円 

を増額いたしております。 

 

 以上をもちまして、土木部関係の説明を終わります。 

 何とぞ、よろしくご審議のほどお願いいたします。 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 
 

 

 

予算決算委員会 観光生活建設分科会 

関係議案説明資料 

（経済対策補正） 

 

 

 

 

 

  

 

 

            土 木 部 
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土木部関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分 

であります。 

 

今回の補正予算は、国において決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」

に沿った国の補正予算に適切に対処するため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。 

 

 歳入予算は、 

   分 担 金 及 び 負 担 金          ３億７，１７２万５千円の増 

   国 庫 支 出 金        １７７億７，２０２万５千円の増 

   諸 収 入          ８億８，１６０万３千円の増 

   合 計        １９０億２，５３５万３千円の増 

となっております。 

歳出予算は、 

土 木 管 理 費            ５，４６０万  円の増 

道 路 橋 り ょ う 費        ２０６億３，７６６万３千円の増 

河 川 海 岸 費        １３０億８，６７８万８千円の増 

   港 湾 空 港 費         １２億８，３２７万  円の増 

     都 市 計 画 費          ７億３，５２２万６千円の増 

   住 宅 費         １２億３，３００万  円の増 

   合 計        ３７０億３，０５４万７千円の増 
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となっております。 

 

 これにより、土木部関係の一般会計歳出予算総額は、 

                                        １，３６５億７，１３４万４千円 

となります。 

 

 次に、補正予算の主な内容についてご説明いたします。 

（道路新設改良費） 

公共事業                ９７億  ７５５万１千円の増 

（交通安全施設費） 

公共事業                ３１億７，７００万９千円の増 

（道路災害防除費） 

   公共事業                ２５億５，１８２万９千円の増 

（港湾改修費） 

   公共事業                 ７億４，４４５万  円の増 

（総合流域防災費） 

   公共事業                ２６億７，３３０万  円の増 

（河川総合開発費） 

   公共事業                ３１億６，５００万  円の増 

（急傾斜地崩壊対策費） 

   公共事業                １１億６，６５５万  円の増 

（公営住宅建設費） 

   公共事業                １２億３，３００万  円の増 

を計上いたしております。 
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次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

 今回の補正予算について、年度内に適切な事業期間が確保できないことから、 

  土 木 管 理 費             ５，４６０万  円 

  道 路 橋 り ょ う 費         １９３億６，２６５万４千円 

  河 川 海 岸 費         １２０億５，８８５万６千円 

  港 湾 空 港 費          １０億３，２１５万  円 

  都 市 計 画 費           ７億３，５２２万６千円 

  住 宅 費          １２億３，３００万  円 

  合 計         ３４４億７，６４８万６千円 

について、繰越明許費を増額しようとするものであります。 

 

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わります。 

 何とぞ、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 



 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            土 木 部 
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土木部関係の議案、議案外の報告事項及び主な所管事項についてご説明いたします。 

 

今回、ご審議をお願いしておりますのは、 

第１１３号議案 長崎県海域管理条例の一部を改正する条例 

第１１４号議案 長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

第１２５号議案 契約の締結の一部変更について 

第１２６号議案 財産の処分について 

第１２７号議案 和解及び損害賠償の額の決定について 

第１２９号議案 公の施設の指定管理者の指定について 

第１３０号議案 公の施設の指定管理者の指定について 

第１３４号議案 「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち関係部

分 

であります。 

 

はじめに、議案についてご説明いたします。 

第１１３号議案「長崎県海域管理条例の一部を改正する条例について」は、土石採

取料について、許可を受けた土石採取数量を採取しなかった場合、その数量に相当す

る土石採取料を還付することができるよう所要の改正をしようとするものであります。 

 

第１１４号議案「長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例」は、「建築基

準法施行令」の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 

 

第１２５号議案「契約の締結の一部変更について」は、令和６年９月定例会で可決

された主要地方道小浜北有馬線道路改良工事（（仮称）大亀矢代トンネル）について、
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受注者からインフレスライドの請求がなされたことなどに伴い、請負代金額の変更契

約を締結しようとするものであります。 

 

第１２６号議案「財産の処分について」は、長崎港神ノ島工業団地の分譲地につい

て、三菱長崎機工株式会社に売払いをしようとするものであります。 

 

第１２７号議案「和解及び損害賠償の額の決定について」は、令和６年１０月２８

日、一般国道３２４号において、相手方が所有する貨物自動車が走行した際、車道に

突出していた街路樹の幹に衝突したことにより車両に損害を与えた事案について、損

害賠償の額を決定しようとするものであります。 

 

第１２９号議案「公の施設の指定管理者の指定について」は、早岐港ハウステンボ

スマリーナ及びハウステンボスハーバーの港湾施設の管理運営を行う指定管理者を指

定しようとするものであります。 

 

第１３０号議案「公の施設の指定管理者の指定について」は、県営住宅等の管理運

営を行う指定管理者を指定しようとするものであります。 

 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」は、長崎県行

政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第２条の規定により、議

会の議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてま

いりました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図    

２０３０」とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」
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を基本理念に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱のもと、

１２の基本戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようとするもので

あります。 

なお、基本戦略のうち、土木部関係部分では、基本戦略「国内外とのネットワーク

を拡大する」において、「道路・港湾・空港等の交通ネットワークの充実」として、人

流や物流を支える高規格道路や港湾、空港の整備などに取り組んでいくこととしてお

ります。また、基本戦略「災害に強い県土をつくる」では、「県民の暮らしと命を守る

強靱な県土づくり」として、県民の暮らしと命を守るインフラの整備やメンテナンス

を推進していくこととしております。 

こうした施策を様々な関係者と力を合わせしっかりと推進し、新しい長崎県づくり

に全力を尽くしてまいりたいと考えております。 

 

続きまして、議案外の報告事項について、ご説明いたします。 

 

（和解及び損害賠償の額の決定について） 

 令和７年度に発生した県の管理瑕疵による事故の和解及び損害賠償の額の決定４件

について、地方自治法第１８０条の規定に基づく軽易な事項として専決処分させてい

ただいたものであります。 

内容は、道路法面からの落石等や路面の穴ぼこ等によるものが４件であります。 

各事案の相手方へ支払った賠償金は合計で１，３６７，７２１円であります。 

 

（訴えの提起について） 

県営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いに係る訴えの提起１件を地方自治法第 

１８０条の規定に基づく軽易な事項として専決処分させていただいたものであります。 
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訴えの提起については、度重なる支払い催告にも応じない滞納者について、裁判手

続きにより建物の明渡しと滞納家賃の支払いを求めるものであります。 

 

（契約締結の一部変更について） 

令和６年１１月定例会で可決された一般国道３８２号道路改良工事（（仮称）樫滝

トンネル）において、地方自治法第１８０条に基づく軽易な事項として専決処分させ

ていただいたものであります。 

内容は、施工内容の一部変更に伴い請負代金額を 

９０４，５３０，０００円から２７，５１９，８００円増額し 

９３２，０４９，８００円に変更したものであります。 

 

（公共用地の取得状況について） 

令和７年８月１日から令和７年１０月３１日までの一定基準以上の土木部所管の

公共用地の取得状況については、佐世保市における一般国道２０２号道路改良工事（鳥

越工区）他、１件であります。 

 

続きまして、土木部関係の主な所管事項について、ご説明いたします。 

 

（幹線道路の整備について） 

県では、産業の振興や交流人口の拡大による地域の活性化、さらには強靱な県土づ

くりに向けて、幹線道路の整備を進めております。 

去る１０月３０日、西九州自動車道のさらなる整備促進を図るため、本県、福岡県、

佐賀県並びに３県沿線市町合同による建設促進大会を東京都にて開催いたしました。 

当日は、各県の国会議員の方々や関係皆様のご出席のもと、松浦佐々道路をはじめ
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とする事業中区間の早期完成や暫定２車線区間の４車線化への早期着手などを決議し、

国土交通省と財務省へ要望を行いました。 

こうした中、松浦インターから平戸インター間の約７．５キロメートルについては、

今月１４日に開通することとなりました。 

今回の開通により、福岡方面から平戸市へのアクセスが飛躍的に向上し、地域産業

のさらなる活性化や交流の促進が図られるものと期待しております。 

また、国道３４号大村諫早拡幅については、先月９日に、本県選出国会議員や県議

会議員の皆様のご参加のもと、着工式が開催されました。 

県としては、着実な事業進捗に向け、今後とも国土交通省と連携を図りながら、関

係市と一体となって取り組んでまいります。 

さらに、長崎南北幹線道路の茂里町から滑石工区については、去る１０月２３日に

県と長崎市で事業推進に向けた基本協定を締結したところであり、引き続き、地元調

整や用地交渉などにおいて、連携、協力を図ってまいります。 

 

（長崎駅前バスターミナルの再整備について） 

長崎駅前バスターミナル再整備に関わる大黒町
まち

地区第一種市街地再開発事業につ

いては、事業主体である大黒町
まち

地区市街地再開発準備組合により、去る１１月４日か

らホテル事業者の募集を開始しました。 

今後、準備組合によって、事業計画の策定に向けた計画の具体化が、より一層進め

られていくことになります。 

 

（長崎県耐震改修促進計画の改訂について） 

県では、建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的に進めるため、「建築物の耐震改

修の促進に関する法律」に基づき「長崎県耐震改修促進計画」を平成１９年８月に策
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定し、建築物の耐震化に取り組んでまいりました。 

国が定める「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」が

本年７月に改正されたことから、目標設定を見直すなど、改訂に向けた検討を進めて

おります。 

今後、県議会のご意見をお伺いするとともに、パブリックコメント等により県民の

皆様の声をお聞きしながら今年度中に改訂し、建築物の耐震化に取り組んでまいりま

す。 

 

（長崎県土地開発公社の解散について） 

長崎県土地開発公社におきましては、令和８年度に解散・清算を行う方針として、

課題解決に向けて取り組んでまいりました。 

時津第１０工区住宅用地完売など課題解決の目途が立ち、今後は、令和８年９月の

解散を目指して手続きを進めてまいります。 

 

（事務事業評価の実施について） 

 本年度の事業評価において、事務事業評価、指定管理者制度導入施設の評価及び長

崎県政策評価委員会による外部評価を実施いたしました。土木部関係分については、

お配りしている資料のとおりであります。 

事務事業評価については、２１件の事業群評価調書により、６７件の事業を評価い

たしましたが、そのうち６件の事業について、令和８年度に向けて、「拡充」「改善」

のいずれかの見直しを検討いたしております。 

なお、事務事業評価等の結果については、ホームページ等を通し、県民の皆様にも

広く公表いたしております。 

今後、県議会における論議を踏まえながら、さらなる事業等の見直しなどを実施し
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てまいります。 

 

 以上をもちまして、土木部関係の議案及び所管事項の説明を終わります。 

何とぞ、よろしくご審議のほどお願いいたします。 



令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

 

（ 追 加 １ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            土 木 部 
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【観光生活建設委員会関係議案説明資料（土木部）５頁１４行目の次に、次のように

挿入する。】 

 

（石木ダムの推進について） 

 石木ダムについては、渇水や洪水などの自然災害から地域の皆様の安全・安心の確

保を図るうえで必要不可欠な事業であり、早期完成を目指す必要があることから、工

期内の確実な完成に向け、工事工程に沿って着実に工事を進めてまいります。 

一方、川原（こうばる）地区にお住まいの１３世帯の皆様のご理解とご協力を得た

うえで、事業を円滑に進めることが最善であるとの考えに変わりはなく、今年度、川

棚町で開催している石木ダムの技術的な疑問等に対する説明会は、これまで３回開催

し、いただいたご質問に対し、県の考えを一通りご説明させていただきました。 

さらに、先日の１２月７日には、大石知事が川棚町に赴き、町民の皆様を前に、事

業に対する疑問等について、直接、県の見解をご説明してきたところであります。 

また、佐世保市及び川棚町とともに策定を進めております水源地域整備計画につい

ては、昨年１２月に公表した計画素案を基に、いただいたご意見の反映を行い、去る

１１月１４日に、地元川棚町において、大石知事も出席のもと、改めてご説明をさせ

ていただきました。頂いたご意見も反映させながら、来年度早期に、国へ計画を提出

できるよう、佐世保市、川棚町とともに準備を進めてまいります。 

県としましては、石木ダムの一日も早い完成に向けて、引き続き、佐世保市及び川

棚町と一体となって、事業の推進に全力を注いでまいります。 



 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算決算委員会観光生活建設分科会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

文 化 観 光 国 際 部 
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  文化観光国際部関係の議案について、ご説明いたします。 

  今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち関係部分 

第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分 

であります。 

 

 はじめに、第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」の関係

部分についてご説明いたします。 

予算額は、歳出予算で、 

 企 画 費           ２，８７３万 ３千円の増 

 生 活 対 策 費             ７８８万 ８千円の増 

商 業 費             ２０２万 ６千円の減 

観 光 費           １，０８６万 ３千円の減 

社 会 教 育 費           １，１９１万 ５千円の減 

合 計           １，１８１万 ７千円の増 

であります。 

 これは、文化観光国際部職員の給与費について関係既定予算の過不足の調整に要する 

経費であります。 

 

 次に、第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」の関係部分

についてご説明いたします。 

歳出予算で、 

 企 画 費           １，４６７万 ２千円の増 

 生 活 対 策 費             ７２０万 ２千円の増 

商 業 費             ２８８万 １千円の増 
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観 光 費           １，０００万 ８千円の増 

社 会 教 育 費             １９１万   円の増 

合 計           ３，６６７万 ３千円の増 

であります。 

 これは、会計年度任用職員を含む職員の給与改定に要する経費であります。 

 

この結果、令和７年度の文化観光国際部所管の歳出予算総額は、 

                      ５５億 ７，２０３万 ７千円 

となります。 

 

 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 



 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算決算委員会観光生活建設分科会関係議案説明資料 

 

【第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）関係部分】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

文 化 観 光 国 際 部 
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  文化観光国際部関係の議案について、ご説明いたします。 

  今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分 

であります。 

 

 今回の補正予算は、国において決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」

に沿った国の補正予算に適切に対処するため、必要な予算を追加しようとするものであ

ります。 

 

歳出予算は、 

商 業 費           ３，９１２万 １千円の増 

であります。 

 

 歳出予算の内容について、ご説明いたします。 

 

 酒造用原料米の急激な価格高騰による県内酒蔵の厳しい経営状況を踏まえ、令和７年

産酒米の購入経費のうち価格高騰額相当分の一部を支援するための経費として、 

 酒米価格高騰緊急対策支援事業費           ３，９１２万 １千円 

 

を計上いたしております。 

 

この結果、令和７年度の文化観光国際部所管の歳出予算総額は、 

                      ５６億 １，１１５万 ８千円 

となります。 
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 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 



令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

文 化 観 光 国 際 部 
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文化観光国際部関係の議案についてご説明いたします。 

 

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１１２号議案 長崎県伊王島リゾート公園条例を廃止する条例 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち関係部分 

であります。 

 

 はじめに、条例議案について、ご説明いたします。 

 

 第１１２号議案「長崎県伊王島リゾート公園条例を廃止する条例」は、長崎県伊王

島リゾート公園を移譲することに伴い、長崎県伊王島リゾート公園条例を廃止しよう

とするものであります。 

 

 次に、計画議案について、ご説明いたします。 

 

第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０について」は、長崎県行

政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第２条の規定により、議

会の議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてま

いりました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図    

２０３０」とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」

を基本理念に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱のもと、

１２の基本戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようとするもので

あります。 

なお、基本戦略のうち、文化観光国際部関係部分では、基本戦略「地域の魅力で人
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を惹きつける」において、「観光客の心をつかみ、選ばれる持続可能な観光の推進」と

して、地域主体による魅力ある観光まちづくりや地域連携による広域周遊促進の取組

に対する支援や国際的なハブ空港を活用した欧米豪市場からの誘客プロモーション強

化等に取り組んでいくほか、「特色ある文化資源・スポーツによる地域の賑わいづくり」

として、本県ならではの特色ある歴史や文化芸術のストーリー性を重視した効果的な

情報発信や観戦型スポーツイベント等の誘致促進に取り組んでいくこととしておりま

す。また、基本戦略「国内外とのネットワークを拡大する」では、「国際交流と平和意

識醸成の推進」として、友好都市等との関係強化と相互交流の拡大や広島県、県内市

町、各国政府やＮＧＯ等と連携した平和活動の推進等に取り組んでいくこととしてお

ります。 

こうした施策を様々な関係者と力を合わせしっかりと推進し、新しい長崎県づくり

に全力を尽くしてまいりたいと考えております。 

 

続きまして、議案外の所管事項についてご説明いたします。 

 

（文化の振興について） 

開館２０周年となる長崎歴史文化博物館では、去る１１月３日、多くの関係者や来

賓にご出席をいただき、記念式典を開催したところであります。平成１７年の開館以

降、総入館者数は８４０万人を突破し、長崎固有の海外交流の歴史をメインテーマに

「開かれた博物館」として、県内外の多くの方々にご来館いただいております。 

記念事業として９月１２日から１２月７日まで開催した「ポケモン×（かける）工

芸展」では、県内外の幅広い世代の方々で大いに賑わったところであり、来年１月  

１７日からは、かつて異国文化に直接触れることができる学びの地であった長崎を紹

介する「長崎遊学展」を開催いたします。 

９月に開幕した、県内最大の美術公募展である県展については、長崎県美術館や佐
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世保市博物館島瀬美術センター、諫早市美術・歴史館において、応募作品１，３４２

点の中から選抜された入賞・入選作品を展示し、１１月には、壱岐市、東彼杵町にお

いても移動展を開催いたしました。県展終了後には、県庁舎や県警本部庁舎等にも作

品の一部を展示することとしております。 

また、地域文化の向上と発展に貢献している個人及び団体の活動と業績を顕彰する

ため、去る１１月５日に、第４０回長崎県地域文化章の授与式を開催し、地域文化の

振興に長年取り組まれている１個人４団体に対し、地域文化章を贈呈いたしました。 

 今後とも、より多くの県内外の皆様に、本県の歴史や文化芸術を身近に楽しんでい

ただくよう、文化拠点の充実や地域文化の振興に取り組んでまいります。 

 

（世界遺産の保存活用について） 

 本県にある２つの世界遺産については、関係する県市町等と連携し、構成資産の価

値や魅力を発信するイベントを開催しております。 

「明治日本の産業革命遺産」については、去る１０月１４日から３１日にかけて、

県庁エントランスにて「登録１０周年記念フォトコンテスト写真展」を開催いたしま

した。 

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」については、９月から１２月にかけ

て４つの構成資産地域において、集落を歩きながら清掃活動を行うクリーンウォーク

を実施したほか、「長崎のかくれキリシタン信仰用具」について、調査研究の成果を地

域に還元するため、今年度は五島市立図書館において、１１月８日から２６日まで五

島の信仰用具を展示するとともに、１１月１５日には講演会を開催いたしました。 

一方、構成資産の保全については、１０月２１日、２２日に佐世保市において、「第

６回長崎世界遺産学術委員会」を開催し、各専門分野の委員から経過観察や世界遺産

登録時の勧告への対応等について、ご助言をいただいたところであります。 

今後とも、関係県市町等と連携し資産の保全に努めるとともに、資産の価値や魅力
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を広く発信し、保護意識の醸成や誘客を図るなど、世界遺産の保存活用や調査研究に

取り組んでまいります。 

 

（観光の振興について） 

令和７年７月から９月までの主要宿泊施設の延べ宿泊客数は、国民スポーツ大会九

州ブロック大会の開催などによる九州内からの宿泊客が増加した一方で、猛暑の影響

などもあり、前年同期比０.４％の増加に留まったところであります。 

このような中、国内外に向けて、なお一層の魅力発信と誘客促進に努めていくため、

去る１１月８日から２日間、海外を含め多くのアニメファンが集う「アニメ＆まんが

聖地ＥＸＰＯ２０２５
にーぜろにーご

」に出展し、本県ゆかりの作品のＰＲを行ったところでありま

す。また、１０月から３月にかけては、県内がロケ地となったアニメ４作品を活用し

た周遊促進イベントを実施しており、来年１月からは、五島市と連携し、同市が舞台

となったアニメ作品を活用したスタンプラリーやファン交流イベントなどを行う予定

としております。今後も、関係市町と連携しながら、アニメ作品等を活かした情報発

信に努め、本県の認知度向上と誘客の拡大につなげてまいります。 

観光産業を担う人材の育成・確保に向けては、これまで県内高校生等を対象に実践

的な知識の習得や観光産業への理解を深める「ミライ☆ニナイ塾」を実施してまいり

ましたが、今年度からは、県内商業高校生等を対象に就職をより意識した特別授業の

実施へ見直したところであります。 

本年７月以降、長崎コンシェルジュなど県内宿泊施設で活躍するスタッフを講師と

して、県内９校で特別授業を実施しており、希望する生徒には宿泊施設での体験学習

等の機会を提供することとしております。引き続き、特別授業や体験学習等を通して、

観光産業で働く魅力を伝え、本県観光を担う人材の育成・確保に努めてまいります。 

また、本年度で計画期間が終了する観光振興基本計画については、新たに令和８年

度から始まる５年間の計画策定を進めており、９月定例会において骨子をお示しし、
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ご議論をいただきました。その後、県議会からのご意見などを踏まえ、去る１１月  

１４日に開催した県観光審議会において、次期計画の素案についてご審議いただいた

ところであり、本定例会において、計画素案を提出させていただいております。今後、

県議会でのご議論やパブリックコメント等により県民の皆様のご意見をお伺いしなが

らさらに検討を重ね、今年度中の計画策定を目指し取り組んでまいります。 

 

（インバウンドの推進について） 

インバウンドについては、本県の認知度向上と更なる需要回復を図るため、海外向

けのプロモーションを積極的に展開しており、１１月には、ソウル特別市や台北市で

開催された国際旅行博のほか、タイ・バンコクで開催された訪日旅行に特化した旅行

博覧会にブースを出展し、誘客に向けた現地プロモーションを実施してまいりました。 

また、個人旅行化やデジタル化の一層の進展を踏まえ、インターネットのみで取引

を行う旅行会社やＳＮＳ等を活用した観光情報の発信など、本県の認知度向上とイン

バウンドの誘客拡大を図ってまいります。 

クルーズについては、今年の寄港数が１０月末までに３１２回と順調に増加してい

るところであり、船会社等へのセールスやクルーズ関連イベントへのブース出展など、

積極的なプロモーションを展開し、引き続き、本県への誘致拡大と経済的な効果を高

めるための取組を推進してまいります。 

 

（国際航空路線の運航について） 

国際航空路線については、１０月１日から１１日まで、長崎空港と韓国・釜山広域

市の金海
キ メ

国際空港を結ぶ長崎～釜山線の臨時便が、エアプサンにより８往復１６便が

運航され、平均搭乗率は９５％を超え、多くの皆様に長崎を訪れていただきました。 

こうした中、去る１０月１６日に、知事が韓国・釜山広域市を訪問し、エアプサン

本社において、今後の定期運航に向けた意見交換を行ってまいりました。 
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今回のトップセールスやこれまでの継続した協議の結果、今般、令和８年１月４日

から３月２８日までの間、長崎～釜山間で週３便の定期運航が決定したところであり

ます。 

引き続き、インバウンド・アウトバウンド双方の利用促進を図ることで、既存路線

の安定運航に繋げるとともに、新規路線の誘致についても、東アジアや東南アジアを

中心に、市場のニーズや経済効果の高い地域からの就航に向け戦略的に取り組んでま

いります。 

 

（県産品のブランド化と販路拡大について） 

首都圏における情報発信拠点「日本橋 長崎館」では、今年度末で契約期間が満了す

る運営委託の更新にあたり、回遊性向上や軽飲食機能強化等のリニューアルを含めた

整備・運営事業者の公募を１０月２８日に開始しており、年内には運営事業者を決定

することとしております。 

また、長崎県産品の魅力を発信するため、去る１１月１日から３０日の１か月間、

首都圏のホテルにおいて、シェフが厳選したクエやブリ、フグなどの水産物やブラン

ド豚、島原手延そうめんなど、長崎県産食材をふんだんに使ったコース料理を提供す

る「長崎フェア」を実施いたしました。 

県産品の輸出促進については、県産品の認知度向上に向けて９月に台北市の   

ＳＯＧＯ百貨店において県産品の試食販売を行う「長崎フェア」を実施したほか、９

月と１１月には中国の成都市
せ い と し

及び北京市において、飲食店関係者を対象とした県産酒

の試飲商談会を実施し、複数の酒蔵において新たな取引が成立したところであります。 

また、新たな商流の構築を図るため、１０月からマレーシアとシンガポールにおい

て菓子類のテスト販売を実施しており、今後さらに現地ニーズに合った商品への  

ブラッシュアップを図ることで、商談成約の可能性を高め、継続的な取引に繋げてま

いります。 
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今後とも市町や生産者団体等と連携しながら、県産品のブランド化の推進や販路拡

大に努めてまいります。 

 

（中国との交流促進について） 

去る１１月７日から１２日まで、知事は、中国駐長崎総領事館の開設４０周年を記

念して、外間県議会議長をはじめとする県議会、関係市町、経済界など、各界の代表

者の皆様方とともに、中国を訪問いたしました。 

今回の訪問では、北京市において、中国政府要人や中国人民対外友好協会会長と面

会を行い、本県と中国の関係深化に一層のご尽力をお願いしたほか、金杉
かなすぎ

駐中国日本

国特命全権大使と会見し、今後の交流促進について意見交換を行ってまいりました。 

また、上海市においては、中国東方航空を訪問し、今後の長崎～上海線の利用促進

に向けた意見交換などを実施いたしました。 

今後とも、中国駐長崎総領事館のご支援をいただきながら、先人の皆様方が長年に

わたる努力の積み重ねによって培
つちか

ってこられた本県と中国との友好の絆をより強固

なものとし、経済、文化など多岐にわたる分野において、さらなる交流の深化に力を

注いでまいります。 

 

（次期「ながさきスポーツビジョン」素案について） 

令和３年３月に策定した「ながさきスポーツビジョン（２０２１
にせんにじゅういち

－２０２５
にせんにじゅうご

）」の

計画期間が今年度で終了することから、本県におけるスポーツの振興を総合的・体系

的に推進するため、次期「ながさきスポーツビジョン（２０２６
にせんにじゅうろく

-２０３０
にせんさんじゅう

）」の素案

を策定いたしました。 

素案の策定にあたっては、有識者等のご意見を踏まえながら、「生涯スポーツの推進」、

「子どものスポーツ機会の充実」、「競技スポーツの振興」、「スポーツを通じた地域の

活性化」という４つの基本方針を定め、令和８年度からの今後５年間に取り組むべき
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本県のスポーツ振興策について検討してまいりました。 

 ビジョンについては、県議会のご意見をお伺いするとともに、県民の皆様のご意見

もいただきながら、今年度中の策定を目指してまいります。 

 

（ツール・ド・九州について） 

去る１０月１０日、国際サイクルロードレース「ツール・ド・九州２０２５
にーぜろにーご

 佐世保

クリテリウム」が本県で初めて開催されました。国内外から１８チーム、１０６人の

選手が出場し、佐世保の美しい港の風景を背景に、世界トップクラスのスピードと迫

力ある走りで、集まった約１万３千５百人の観客を魅了しました。 

また、レース当日から翌日にかけての２日間、著名人によるトークショーやＢＭＸ

パフォーマンス、自転車体験会のほか、本県の魅力を紹介する観光・物産ブースの設

置など、様々な関連イベントを開催し、多くの来場者で賑わいました。 

これもひとえに、県議会をはじめ、佐世保市や関係団体の皆様の格別のご支援とご

協力の賜物であり、心から感謝申し上げます。 

また、２０２６
にーぜろにーろく

大会については、１０月９日に、本年と同様、佐世保市において、ク

リテリウム形式のレースを実施することが大会実行委員会より発表されました。 

県といたしましては、２０２６大会においても、県内外から多くの観客の皆様にお

越しいただけるよう、引き続き佐世保市や関係団体と連携し、大会の成功に向けて全

力で取り組んでまいります。 

 

（事務事業評価の実施について） 

本年度の事業評価において、事務事業評価及び指定管理者制度導入施設の評価を実

施いたしました。文化観光国際部関係分については、お配りしている資料のとおりで

あります。 

事務事業評価については、７３件の事業群評価調書により、６１件の事業を評価い
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たしましたが、そのうち３９件の事業について、令和８年度に向けて、「拡充」「改善」

「廃止」のいずれかの見直しを検討いたしております。 

なお、事務事業評価等の結果については、ホームページ等を通し、県民の皆様にも

広く公表いたしております。 

今後、県議会における論議を踏まえながら、さらなる事業等の見直しなどを実施し

てまいります。 

 

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説明を終わります。  

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



令和７年１１月定例県議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

観 光 生 活 建 設 委 員 会 関 係 説 明 資 料 

（追加１） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

文 化 観 光 国 際 部 
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【観光生活建設委員会関係説明資料 文化観光国際部の３ページ１５行目の後に、次の

とおり挿入】 

 

（ながさきピース文化祭２０２５
にせんにじゅうご

について） 

９月１４日に開幕した「ながさきピース文化祭２０２５」が、去る１１月３０日に

滞りなく終了しました。 

会期中は、天皇皇后両陛下のご臨席を賜った「開会式」をはじめ、県下全域で本県

ならではの多彩なイベントを実施し、本県が持つ歴史や文化芸術の魅力を広く発信し

てまいりました。 

大会を締めくくる「閉会式」では、県内外から多くの皆様にご参加いただき、来年

度開催県である高知県へ大会旗の引継ぎを行ったほか、約２００名の皆様が演技・演

奏を披露したグランドフィナーレで幕を閉じました。 

本文化祭が有終の美を飾ることができましたのも、県議会をはじめ、市町や関係団

体の皆様のご理解とご協力の賜物であり、心から感謝申し上げます。 

改めて本文化祭を振り返りますと、長崎県が持つ文化の魅力とその価値を再認識す

るとともに、県民をはじめ多くの方々が文化芸術に関心を寄せる契機となったものと

感じております。 

現在、総参加者数など本文化祭の成果について精査を進めておりますが、県といた

しましては、本文化祭を通して新しく生まれた交流、県民の文化芸術に対する思いや

関心、携わっていただいた方々との繋がりを未来に継承し、この盛り上がりを今後の

文化芸術の更なる振興に繋げてまいりたいと考えております。 
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【観光生活建設委員会関係説明資料 文化観光国際部の９ページ２０行目の後に、次の

とおり挿入】 

 

（Ｖ・ファーレン長崎のＪ１昇格について） 

Ｊ１リーグへの昇格を目指して、Ｊ２リーグ２０２５
にせんにじゅうご

シーズンを戦ってきましたＶ・

ファーレン長崎は、通算成績１９勝６敗１３分け、勝点７０でリーグ２位の成績を収

め、２０１８
にせんじゅうはち

シーズン以来８年ぶりとなるＪ１昇格を果たされました。 

これまで戦い抜いた監督、選手、関係者の方々のたゆまぬご努力に対して深く敬意

を表しますとともに、熱いご支援をいただいた、県民の皆様方をはじめ、経済界、関

係団体の皆様に心から感謝申し上げます。 

Ｖ・ファーレン長崎の活躍は、県民に夢や感動を与え、県民の一体感や郷土愛が育

まれるとともに、地域の活性化に大きく寄与するものであり、県といたしましても、

市町や関係者、県民の皆様と一体となって、引き続き、しっかりと後押しをしてまい

ります。 

 

（サッカー日本女子代表なでしこジャパン国際親善試合の開催について） 

 去る１１月２９日、長崎スタジアムシティのピーススタジアムにおいて、サッカー

日本女子代表「なでしこジャパン」とカナダ女子代表との国際親善試合が開催されま

した。   

県民の皆様には、世界を舞台に戦う選手たちのプレーを間近で観戦できる貴重な機

会となったほか、全国ネットによるテレビ放送や多くの観客の来場により、本県の魅

力を全国に発信する絶好の機会となり、地域のにぎわいづくりにも大きく寄与したも

のと考えております。 

県といたしましては、今後も、関係団体と連携を図りながら、スポーツを通じた地

域活性化に取り組んでまいります。 
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県民生活環境部関係の議案について、ご説明いたします。 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０３号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）のうち関係部分 

第１０５号議案 令和７年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第１号） 

第１０６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）のうち関係部分 

第１０８号議案 令和７年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第２号） 

の４件であります。 

 

はじめに、第１０３号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第５号）」のう

ち関係部分についてご説明いたします。 

 

歳入予算については、 

  国 庫 支 出 金                   １４０万４千円の減 

   計                     １４０万４千円の減 

 

歳出予算については、 

  統 計 調 査 費                ９７５万２千円の増 

  生 活 対 策 費                ９３８万７千円の増 

  環 境 保 全 費              ７，９４０万９千円の減 

  都 市 計 画 費                １２８万  円の減 

   計                   ６，１５５万  円の減 

を計上いたしております。 

 

これは、職員給与関係既定予算の過不足の調整に要する経費であります。 
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 続きまして、繰越明許費についてご説明いたします。 

山王山園地展望台改修工事において、入札不調に伴う工期の変更により、年度内に

適正な工期が確保できないことから、 

自然公園施設整備費                 １，８０１万３千円 

について、繰越明許費を設定するものであります。 

 

次に、第１０５号議案「令和７年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第１号）」

についてご説明いたします。 

収益的支出について、                    ７９万２千円の減 

資本的支出について、                     ３万９千円の減 

を計上いたしております。 

 

これは、職員給与関係既定予算の過不足の調整に要する経費であります。 

 

 次に、第１０６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第６号）」のうち関

係部分についてご説明します。 

 

 歳出予算について、 

  防    災    費                 ２６万５千円の増 

  統 計 調 査 費                ７０４万  円の増 

  生 活 対 策 費              １，６０９万２千円の増 

  環 境 保 全 費              ４，３５９万８千円の増 

  都 市 計 画 費                １２６万４千円の増 

   計                   ６，８２５万９千円の増 

を計上いたしております。 
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 これは、職員給与及び会計年度任用職員報酬等の改定に要する経費であります。 

 

 次に、第１０８号議案「令和７年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第２号）」

についてご説明いたします。 

収益的支出について、                   １２６万３千円の増 

資本的支出について、                    ４１万５千円の増 

を計上いたしております。 

 

 これは、職員給与及び会計年度任用職員報酬等の改定に要する経費であります。 

 

 以上をもちまして、県民生活環境部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 
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県民生活環境部関係の議案について、ご説明いたします。 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１３６号議案 令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）のうち関係部分 

第１３８号議案 令和７年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第３号） 

の２件であります。 

 

今回の補正予算は、国において決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」

に沿った国の補正予算に適切に対処するため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。 

 

はじめに、第１３６号議案「令和７年度長崎県一般会計補正予算（第７号）」のう

ち関係部分について、ご説明いたします。 

 

歳入予算について、 

  国 庫 支 出 金               １億７，５００万  円の増 

   計                 １億７，５００万  円の増 

 

歳出予算について、 

  環 境 保 全 費            ３億５，０２２万９千円の増 

   計                 ３億５，０２２万９千円の増 

を計上いたしております。 

 

次に、補正予算の内容について、ご説明いたします。 
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（公衆浴場対策費について） 

エネルギー等の物価高騰の影響を受けた事業者のうち、物価統制令の適用を受け、

独自の価格転嫁が困難である一般公衆浴場に対し、経営の健全化や衛生水準の維持・

向上を図るため、事業に必要な燃油等の価格高騰分に相当する経費を支援するために

要する経費であります。  

 

（国立公園雲仙八万地獄復興対策事業費について） 

令和３年８月豪雨により被災した国立公園雲仙八万地獄地区における復旧工事に要

する経費であります。   

 

 続きまして、繰越明許費について、ご説明いたします。 

国の補正予算を活用する国立公園雲仙八万地獄復興対策事業について、年度内に適

正な工期が確保できないことから、 

 自然公園管理費                  

３億５，０００万  円 

について、繰越明許費を設定するものであります。  

 

次に、第１３８号議案「令和７年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第３号）」

について、ご説明いたします。 

資本的収入では、国の経済対策補正に伴う国庫補助金の増等に伴い、 

４億８，０００万  円の増 

資本的支出では、国の経済対策補正に伴う建設改良費の増に伴い、 

４億８，０００万  円の増 

を計上いたしております。 
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これは、大村湾南部流域下水道における、大村湾南部浄化センターの汚泥脱水機改

築工事等を実施するための経費であります。 

 

 以上をもちまして、県民生活環境部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 

 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 民 生 活 環 境 部 
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県民生活環境部関係の議案についてご説明いたします。 

 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１２４号議案 「契約の締結について」 

第１２８号議案 「公の施設の指定管理者の指定について」 

第１３４号議案 「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０
にせんさんじゅう

について」のうち関係部      

分 

であります。 

 

第１２４号議案「契約の締結について」は、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により、長崎県動物愛護管理センター（仮称）

整備事業の契約を締結しようとするものであります。 

 

第１２８号議案「公の施設の指定管理者の指定について」は、地方自治法第２４４

条の２第６項及び自然公園内県営公園施設条例第５条の規定により、海洋スポーツ基

地カヤックセンターの指定管理者として、公益財団法人佐世保市スポーツ協会を指定

しようとするものであります。 

  

 第１３４号議案「長崎県総合計画みんなの未来図２０３０について」は、長崎県行

政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第２条の規定により、議

会の議決を得ようとするものであります。 

これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてま

いりました新たな総合計画について、名称を「長崎県総合計画みんなの未来図２０３

０」とし、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」を基

本理念に、「こども」「くらし」「しごと」「にぎわい」「まち」の５つの柱のもと、
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１２の基本戦略を掲げる令和８年度からの５ヵ年計画として策定しようとするもので

あります。 

なお、基本戦略のうち、県民生活環境部関係部分では、基本戦略「多様性を尊重し

合う共生社会をつくる」において、「互いに支え合う地域共生社会の更なる推進」や

「男女が性別にかかわりなく個性と能力を発揮できる社会づくり」として、あらゆる

場や機会を通じた人権教育・啓発の推進や共家事・共育ての促進等に取り組んでいく

こととしております。 

基本戦略「安心して生活できる環境づくりを推進する」においては、「カーボンニ

ュートラルの実現を目指した持続可能な社会づくり」や「環境への負荷が少ない循環

型社会づくり」として、ゼロカーボンアクション１２の周知、啓発や一般廃棄物の削

減・リサイクルに向け市町と連携した取組の実践等に取り組んでいくこととしており

ます。 

こうした施策を様々な関係者と力を合わせしっかりと推進し、新しい長崎県づくり

に全力を尽くしてまいりたいと考えております。 

 

 次に、議案外の主な所管事項について、ご説明いたします。 

 

（人権尊重の社会づくりの推進について） 

 県では、県民の皆様に、様々な人権課題について一層理解を深めていただくため、

毎年１１月１１日から１２月１０日までを「長崎県人権・同和問題啓発強調月間」と

定め、集中的な啓発活動を行っております。 

今年度は、「Ｖ・ファーレン長崎」と「長崎ヴェルカ」両チームの選手を起用した

啓発ポスターを作成し、県内各地の公共施設や公共交通機関の車内等に掲示したほか、

長崎スタジアムシティの大型ビジョン・サイネージにおいて、両チームの選手たちに

よる「インターネット上での誹謗中傷等」に関するメッセージ動画を放映し、人権尊
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重の重要性について啓発いたしました。 

また、県では、人権尊重を促す条例（仮称）の制定に向け、条例の規定内容につい

てご意見を伺うため、去る１１月１０日に第１回長崎県人権尊重を促す条例（仮称）

有識者会議を開催し、「条例骨子（案）」についてご意見をいただいたところであり、

引き続き、条例制定に向けて検討を進めてまいります。 

今後とも、県民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指し、関係機関等と

連携しながら、啓発をはじめとした人権施策に取り組んでまいります。 

 

（食品ロス削減の推進について） 

県においては、長崎県食品ロス削減推進計画に基づき、各種対策に取り組んでいる

ところであり、１０月には、食品ロス削減月間にあわせ、食品ロス削減の重要性につ

いて、県民の皆様に関心を深め、広く取り組んでいただくためのＣＭ放映を行ってお

ります。 

また、県庁１階のイベントエリアや、１１月１５日に開催された「第４回ひらどエ

コフェスタ」、さらに今年度初めて、イオン株式会社との包括連携協定に基づく取組

としてイオン大塔ショッピングセンターにおいて、県内小中学生を対象に募集した食

品ロス削減ポスターの受賞作品を展示しました。 

県政アンケートにおいて、食品ロス削減に取り組んでいる県民の皆様の割合は高い

水準で推移しておりますが、更に、一人ひとりの取組を進めていただくために、引き

続き、啓発活動を行ってまいります。 

 

（各種計画の策定について） 

 県民生活環境部におきましては、策定している各種計画のうち 

 ・長崎県環境基本計画 

・長崎県環境教育等行動計画 
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・長崎県男女共同参画基本計画 

・長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画 

・長崎県食育推進計画 

・長崎県消費者基本計画 

・長崎県食品の安全・安心推進計画 

・長崎県地球温暖化（気候変動）対策実行計画 

・大村湾環境保全・活性化行動計画 

・長崎県廃棄物処理計画 

・長崎県食品ロス削減推進計画 

・長崎県生物多様性保全戦略 

について、本年度を計画期間の最終年度としている、または、中間年度として見直し

を計画していることから、次期計画等の策定等に向けて関係部局等と調整・協議を行

いながら検討を進めております。 

 今後、県議会のご意見をお伺いするとともにパブリックコメント等により県民の皆

様の声をお聞きしながら、今年度中の計画策定を目指してまいります。 

 

（諫早湾干拓調整池水辺環境の保全と創造のための行動計画の暫定延長について） 

 諫早湾干拓調整池の水質保全や自然豊かな水辺空間づくりについては、現在「第３

期諫早湾干拓調整池水辺環境の保全と創造のための行動計画」に基づき、関係機関が

連携して各種施策に取り組んでいるところです。  

計画の終期につきましては、今年度末となっておりますが、調整池の水質の調査や

予測評価を行っている九州農政局から「行動計画を策定するうえでは、水質予測モデ

ルの改良が必要」との見解が示されたため、関係機関と協議を行い、次期行動計画は、

改良した水質予測モデルに基づき策定することとし、それまでの間は現計画を暫定的

に延長することといたしました。 
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今後とも関係機関と連携し、諫早湾干拓調整池の水質保全対策等に取り組んでまい

ります。 

 

（事務事業評価の実施について） 

本年度の事業評価において、事務事業評価、指定管理者制度導入施設の評価を実施

いたしました。県民生活環境部関係分については、お配りしている資料のとおりであ

ります。 

事務事業評価については、２３件の事業群評価調書により、６６件の事業を評価い

たしましたが、そのうち３５件の事業について、令和８年度に向けて、「拡充」「改

善」のいずれかの見直しを検討いたしております。 

なお、事務事業評価等の結果については、ホームページ等を通し、県民の皆様にも

広く公表いたしております。 

今後、県議会における論議を踏まえながら、さらなる事業等の見直しなどを実施し

てまいります。 

 

 以上をもちまして、県民生活環境部関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

（ 追 加 １ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 民 生 活 環 境 部 
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【観光生活建設委員会関係説明資料 県民生活環境部３頁の１５行目の次に、次のとお

り挿入する。】 

 

（共家事・共育ての促進について） 

家事や子育てについては、依然として女性に偏っており、男女が共に家事・子育てを

担い、家庭と仕事の両立を図ることが重要であることから「共家事・共育て」を促進す

るため、「パパの家事・子育てを応援するための手帳」を活用した意識啓発や、新たに

開設したウェブサイトによる広報を実施しております。 

去る１１月１４日から１１月２３日までの１０日間を「共家事・共育てウィーク」と

し、テレビＣＭや広告などによる集中的な情報発信を行いました。 

 また、初日となる１１月１４日には、「共家事・共育てウィーク開始式」を開催し、

県の取組に賛同いただいた１０企業・団体にご参加いただき、知事から協力企業証を交

付いたしました。 

 ウィークを契機として、民間企業や市町等によるワークショップ、家事・子育てを応

援するイベントなどが開催されているほか、家事や子育ての分担に関するチェックシー

トによる啓発、のぼりやチラシ・ポスターによる広報などを実施しております。 

今後とも、企業との連携体制を一層充実させるとともに、県民の皆様に対する共家事・

共育てに関する理解の促進及び意識の向上を推進してまいります。 

 

【観光生活建設委員会関係説明資料 県民生活環境部４頁の７行目の次に、次のとおり

挿入する。】 

 

（犯罪被害者等支援について） 

１１月２５日から１２月１日までの「犯罪被害者週間」における啓発活動の一環とし

て、去る１１月２３日、長崎県警察及び公益社団法人長崎犯罪被害者支援センターと共
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催で、「犯罪被害者等支援講演会」を開催しました。犯罪被害者ご遺族の講演を通じて、

犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性等について、県民の皆様や支援関係者

に周知を図ったところであります。 

今後も、市町、警察及び関係機関・団体と連携を図りながら、犯罪被害者等に寄り添

ったきめ細かな支援を行うとともに、犯罪被害者等を社会全体で支えていくという機運

の醸成に一層努めてまいります。 

 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

（ 追 加 ２ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 民 生 活 環 境 部 
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【観光生活建設委員会関係議案説明資料 県民生活環境部４頁の２行目の前に、次のと

おり挿入する。】 

 

 去る１１月１５日の「長崎ヴェルカ」ホームゲーム、１１月２３日の「Ｖ・ファーレ

ン長崎」ホームゲームに合わせ、来場された方々に、人権尊重の思いをメッセージフラ

ッグに記入いただいたり、人権啓発グッズを配布したほか、１１月２３日には、障害者

スポーツの体験イベントも実施し、人権尊重の意義について発信することができました。 

 加えて、１１月２９日には、イオン時津ショッピングセンターにおいて、性の多様性

の理解啓発イベントを開催しました。当日は、県・市町のマスコットキャラクターに加

え、県と包括連携協定を締結しているアクサ生命保険株式会社にもご協力いただき、ク

イズやグッズづくりなどを通して、多くの皆様が多様な性のあり方について考える契機

になったものと考えております。 



 

 

 

令和７年１１月定例県議会 

 

観光生活建設委員会関係議案説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

交  通  局 
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交通局関係の議案につきましてご説明いたします。 

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、 

第１０９号議案 「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」のうち関係

部分、及び 

第１１５号議案 「長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する条例」 

の２件であります。 

 

はじめに、第１０９号議案についてご説明いたします。 

この条例は、令和７年度の人事委員会勧告等を踏まえ、交通局職員の駐車場利用

に対する通勤手当を新設するため、所要の改正をしようとするものであります。 

 

次に、第１１５号議案についてご説明いたします。 

この条例は、国が定める「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令

の処理要領」が本年９月２６日に改正され、貸切バス運賃・料金の基準等が見直さ

れたことに伴い、交通局の貸切バス運賃等について所要の改正をしようとするもの

であります。 

 

以上をもちまして、議案関係の説明を終わります。 

次に議案以外の主な所管事項についてご説明いたします。 

 

（経営状況について） 

交通局の経営状況については、今年度第２四半期（７月～９月）において、営業

収入が、リムジンバス等での乗客数の増加や９月からの運賃改定前の定期券購入の

増などにより前年度同期に比べ約９千万円の増収となり、令和７年度上半期は、前

年度に比べ１億９千３百万円（税込）の増収となりました。  



 - 3 - 

営業費用については、バス車両の更新増に伴う減価償却費の増、また、軽油費や

バス部品費等の物件費の増などから、第２四半期において前年度同期に比べ約７千

万円の増となり、令和７年度上半期は、前年度に比べ９千７百万円（税込）の増加

となりました。 

この結果、上半期における経常収支（税込）は、前年度から約１億円改善し、 

２億４千万円の黒字となっております。 

本年１０月からは、今年９月に実施した乗合バス運賃改定の効果を見込み、職員

の処遇改善を図ったところであり、今後とも、経営状況を見極めながら、運転士不

足の解消等に向けた職員の処遇改善やバス車両の更新等に着実に取り組むことで、

持続可能なバス事業の構築に努めてまいります。 

 

（乗合バスの状況について） 

交通局では、バス利用者の利便性向上を図るため、ながさき Society５．０推進プ

ランに基づき、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進に取り組んでおり

ます。 

令和６年３月に、バスの接近情報をスマートフォンアプリ等でリアルタイムに提

供する「県営バスナビ」を導入しましたが、本年９月のアプリのダウンロード数が

２万件を超え、多くのお客様にご利用いただいております。 

また、バスの接近情報等をデジタル表示するスマートバス停については、これま

で、長崎空港のりば、矢上バス停、本原一丁目バス停に設置しており、今年度は、

大村バスターミナルと東長崎営業所待合所にデジタルサイネージを設置予定であ

り、今年度中の運用開始に向け準備を進めております。 

これらの取組は、バス待ち時間の不安解消のほか、異常気象時の情報発信にも寄

与するものと考えております。 

外国人旅行者への利便向上のための空港リムジンバスへのタッチ決済の導入、並
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びに、定期券購入の際の窓口でのクレジットカード決済の導入については、今年度

中に取扱を開始する予定であり、決済手段の多様化とキャッシュレス化を図ること

で、これまで以上に利用しやすい環境を整備してまいります。 

 

（貸切バスの状況について） 

交通局においては、修学旅行などの貸切バスの運行とともに、旅行業を活用し、

県等の行政機関とも連携した、新たに本県の魅力を発見する着地型周遊観光バスツ

アー「ぶらりん」を企画・運行しております。 

長崎空港開港５０周年を記念したツアーについては、「世界初の海上空港非公開

エリアに潜入！」として長崎空港の非公開エリアの花文字山を見学後、諫早市森山

町の宮下農園でのトマト狩りやオープン直後の道の駅「２５１
にーごーいち

いいもりじゃがーロ

ード」へ立ち寄り、長崎へ戻るコースを企画し、去る１１月１日と２４日に催行し

ました。 

また、女神大橋が開通２０周年となることから、記念ツアー「女神大橋てっぺん

からの絶景ブリッジアドベンチャー」を企画し、内容を「女神大橋登頂」のみに絞

ることでツアー代金を安く抑えたものとして、１１月２日に実施しました。 

いずれのツアーも多くのお客様にご利用いただき、また、大変ご好評をいただい

たところであり、今後も、実施後のアンケートでいただいたご意見も参考にしなが

ら、本県の魅力発見バスツアーを企画してまいります。 

 

以上を持ちまして、交通局関係の説明を終わります。 

よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。 


